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･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･･
･
･
･･
･
･･
･
･
･･
･
･
･･
･
･
･･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･

207

◯
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
五
号
）
（
第
三
十
三
条
関
係
）･

216

◯
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
六
号
）
（
第
三
十
四
条
関
係
）

･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･

217

◯
実
用
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
の
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の
組
織
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二

十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
八
号
）
（
第
三
十
五
条
関
係
）･

･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･･
･
･
･･
･
･
･･
･
･
･･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･

222

◯
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
九
号
）
（
第
三
十

六
条
関
係
）

･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･･
･
･
･･
･
･
･･
･
･･
･
･
･･
･
･
･･
･
･
･･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･

224

◯
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
十
号
）
（
第
三
十
七
条
関
係
）

･
･
･
･
･
･
･

226

◯
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
の
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の
組
織
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則



（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
（
第
三
十
八
条
関
係
）

･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･･
･
･
･･
･
･
･･
･
･･
･
･
･･
･
･
･･
･
･
･･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･

230

◯
加
工
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
十
七
号
）
（
第
三
十
九
条
関
係
）

･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･

232

◯
加
工
施
設
に
係
る
加
工
事
業
者
の
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の
組
織
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制

委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
（
第
四
十
条
関
係
）

･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･･
･
･
･･
･
･
･･
･
･･
･
･
･･
･
･
･･
･

233

◯
加
工
施
設
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
十
九
号
）
（
第
四
十
一
条
関
係
）

･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･

235

◯
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号
）
（
第
四
十
二
条
関
係
）･

236

◯
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
の
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の
組
織
の
技
術
基
準
に

関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号
）
（
第
四
十
三
条
関
係
）

･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･･
･
･
･･
･
･
･･
･
･
･･
･
･
･
･
･
･
･
･
･

237

◯
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号
）
（
第
四
十
四
条
関
係
）

･
･
･
･
･

239

◯
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号
）
（
第
四
十
五
条
関
係
）

･
･
･
･
･
･
･
･
･

241

◯
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
に
係
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
の
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の
組
織
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平

成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
二
十
五
号
）
（
第
四
十
六
条
関
係
）

･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･･
･
･
･･
･
･
･･
･
･
･･
･
･･
･
･
･･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･

242

◯
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
二
十
六
号
）
（
第
四
十
七
条
関
係
）

･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･

244

◯
再
処
理
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
二
十
七
号
）
（
第
四
十
八
条
関
係
）

･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･

245

◯
再
処
理
施
設
に
係
る
再
処
理
事
業
者
の
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の
組
織
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力

規
制
委
員
会
規
則
第
二
十
八
号
）
（
第
四
十
九
条
関
係
）

･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･･
･
･
･･
･
･･
･
･
･･
･
･
･･
･
･
･･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･

246

◯
再
処
理
施
設
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号
）
（
第
五
十
条
関
係
）

･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･

248

◯
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
係
る
廃
棄
物
管
理
事
業
者
の
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の
組
織
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二

十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
三
十
二
号
）
（
第
五
十
一
条
関
係
）

･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･･
･
･
･･
･
･･

250

◯
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
三
十
三
号
）
（
第
五
十
二

条
関
係
）

･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･･
･
･
･･
･
･
･･
･
･
･･
･
･･
･
･
･･
･
･
･･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･

252

◯
使
用
施
設
等
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
三
十
四
号
）
（
第
五
十
三
条
関
係
）

･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･

254



- 1 -

◯

核
原
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
の
製
錬
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
・
通
商
産
業
省
令
第
一
号
）
（
第
一
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
指
定
の
取
消
し
）

（
指
定
の
取
消
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

（
記
録
）

（
記
録
）

第
六
条

法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
工
場
又
は
事
業
所
ご
と
に
、

第
六
条

法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
工
場
又
は
事
業
所
ご
と
に
、

次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
と

次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
と

こ
ろ
に
従
つ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ
れ
を
保
存

こ
ろ
に
従
つ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ
れ
を
保
存

し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保
存
期
間

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保
存
期
間

一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二

放
射
線
管
理
記
録

二

放
射
線
管
理
記
録

イ
～
ホ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

へ

工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い

運
搬
の
都
度

（
略
）

へ

工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い

運
搬
の
つ
ど

（
略
）

て
運
搬
し
た
核
燃
料
物
質
又
は
核

て
運
搬
し
た
核
燃
料
物
質
又
は
核

燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た

燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た

物
の
種
類
別
の
数
量
、
そ
の
運
搬

物
の
種
類
別
の
数
量
、
そ
の
運
搬

に
使
用
し
た
容
器
の
種
類
並
び
に

に
使
用
し
た
容
器
の
種
類
並
び
に

そ
の
運
搬
の
日
時
及
び
経
路

そ
の
運
搬
の
日
時
及
び
経
路

ト

廃
滓
堆
積
場
に
堆
積
し
、
廃
棄

堆
積
又
は
廃
棄
の

（
略
）

ト

廃
滓
堆
積
場
に
堆
積
し
、
廃
棄

堆
積
又
は
廃
棄
の

（
略
）

さ
い

さ
い
た
い

た
い

た
い

施
設
に
廃
棄
し
、
又
は
海
洋
に
投

都
度

施
設
に
廃
棄
し
、
又
は
海
洋
に
投

つ
ど

棄
し
た
放
射
性
廃
棄
物
の
種
類
、

棄
し
た
放
射
性
廃
棄
物
の
種
類
、

当
該
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る

当
該
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る

放
射
性
物
質
の
数
量
、
当
該
放
射

放
射
性
物
質
の
数
量
、
当
該
放
射

性
廃
棄
物
を
封
入
し
、
又
は
容
器

性
廃
棄
物
を
封
入
し
、
又
は
容
器

に
固
型
化
し
た
場
合
に
は
当
該
容

に
固
型
化
し
た
場
合
に
は
当
該
容

器
の
数
量
及
び
比
重
並
び
に
そ
の

器
の
数
量
及
び
比
重
並
び
に
そ
の

堆
積
又
は
廃
棄
の
日
時
、
場
所
及

堆
積
又
は
廃
棄
の
日
時
、
場
所
及

た
い
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び
方
法

び
方
法

チ

放
射
性
廃
棄
物
を
容
器
に
封
入

封
入
又
は
固
型
化

（
略
）

チ

放
射
性
廃
棄
物
を
容
器
に
封
入

封
入
又
は
固
型
化

（
略
）

し
、
又
は
容
器
に
固
型
化
し
た
場

の
都
度

し
、
又
は
容
器
に
固
型
化
し
た
場

の
つ
ど

合
に
は
そ
の
方
法

合
に
は
そ
の
方
法

三

保
守
記
録

三

保
守
記
録

イ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

イ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ロ

保
安
規
定
に
定
め
る
災
害
の
防

検
査
の
都
度

（
略
）

ロ

保
安
規
定
に
定
め
る
災
害
の
防

検
査
の
つ
ど

（
略
）

止
上
特
に
管
理
を
必
要
と
す
る
機

止
上
特
に
管
理
を
必
要
と
す
る
機

器
の
検
査
の
結
果
及
び
そ
の
担
当

器
の
検
査
の
結
果
及
び
そ
の
担
当

者
の
氏
名

者
の
氏
名

ハ

保
安
規
定
に
定
め
る
災
害
の
防

修
理
の
都
度

（
略
）

ハ

保
安
規
定
に
定
め
る
災
害
の
防

修
理
の
つ
ど

（
略
）

止
上
特
に
管
理
を
必
要
と
す
る
機

止
上
特
に
管
理
を
必
要
と
す
る
機

器
の
修
理
の
状
況
及
び
そ
の
担
当

器
の
修
理
の
状
況
及
び
そ
の
担
当

者
の
氏
名

者
の
氏
名

四

製
錬
施
設
の
事
故
記
録

四

製
錬
施
設
の
事
故
記
録

イ

事
故
の
発
生
及
び
復
旧
の
時

そ
の
都
度

（
略
）

イ

事
故
の
発
生
及
び
復
旧
の
時

そ
の
つ
ど

（
略
）

ロ

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し

そ
の
都
度

（
略
）

ロ

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し

そ
の
つ
ど

（
略
）

て
採
つ
た
処
置

て
採
つ
た
処
置

ハ

事
故
の
原
因

そ
の
都
度

（
略
）

ハ

事
故
の
原
因

そ
の
つ
ど

（
略
）

ニ

事
故
後
の
処
置

そ
の
都
度

（
略
）

ニ

事
故
後
の
処
置

そ
の
つ
ど

（
略
）

五

保
安
教
育
の
記
録

五

保
安
教
育
の
記
録

イ

保
安
教
育
の
実
施
計
画

策
定
の
都
度

（
略
）

イ

保
安
教
育
の
実
施
計
画

策
定
の
つ
ど

（
略
）

ロ

保
安
教
育
の
実
施
日
時
及
び
項

実
施
の
都
度

（
略
）

ロ

保
安
教
育
の
実
施
日
時
及
び
項

実
施
の
つ
ど

（
略
）

目

目

ハ

保
安
教
育
を
受
け
た
者
の
氏
名

実
施
の
都
度

ハ

保
安
教
育
を
受
け
た
者
の
氏
名

実
施
の
つ
ど

（
略
）

六

廃
止
措
置
に
係
る
工
事
の
方
法
、

法
第
十
二
条
の
六

（
略
）

六

廃
止
措
置
に
係
る
工
事
の
方
法
、

法
第
十
二
条
の
六

（
略
）

時
期
及
び
対
象
と
な
る
製
錬
施
設
の

第
二
項
の
認
可
を

時
期
及
び
対
象
と
な
る
製
錬
施
設
の

第
二
項
の
認
可
を

設
備
の
名
称

受
け
た
廃
止
措
置

設
備
の
名
称

受
け
た
廃
止
措
置

計
画
に
記
載
さ
れ

計
画
に
記
載
さ
れ

た
工
事
の
各
工
程

た
工
事
の
各
工
程

の
終
了
の
都
度

の
終
了
の
つ
ど
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七

第
六
条
の
二
に
規
定
す
る
防
護
措

七

第
六
条
の
二
に
規
定
す
る
防
護
措

置
の
記
録

置
の
記
録

イ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

イ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ロ

第
六
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に

発
行
の
都
度

（
略
）

ロ

第
六
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に

発
行
の
つ
ど

（
略
）

規
定
す
る
防
護
区
域
、
同
項
第
二

規
定
す
る
防
護
区
域
、
同
項
第
二

号
に
規
定
す
る
周
辺
防
護
区
域
又

号
に
規
定
す
る
周
辺
防
護
区
域
又

は
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
立
入

は
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
立
入

制
限
区
域
へ
立
ち
入
ろ
う
と
す
る

制
限
区
域
へ
立
ち
入
ろ
う
と
す
る

者
へ
の
同
項
第
五
号
イ
及
び
ロ
に

者
へ
の
証
明
書
等
の
発
行
の
状
況

規
定
す
る
証
明
書
等
の
発
行
の
状

及
び
そ
の
担
当
者
の
氏
名

況
及
び
そ
の
担
当
者
の
氏
名

ハ

第
六
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に

点
検
の
都
度
又
は

（
略
）

ハ

第
六
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に

点
検
の
つ
ど
又
は

（
略
）

規
定
す
る
防
護
区
域
、
同
項
第
二

毎
日
一
回

規
定
す
る
防
護
区
域
、
同
項
第
二

毎
日
一
回

号
に
規
定
す
る
周
辺
防
護
区
域
又

号
に
規
定
す
る
周
辺
防
護
区
域
又

は
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
立
入

は
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
立
入

制
限
区
域
の
出
入
口
に
お
け
る
物

制
限
区
域
の
出
入
口
に
お
け
る
物

品
の
持
込
み
、
持
出
し
の
点
検
の

品
の
持
込
み
、
持
出
し
の
点
検
の

状
況
及
び
そ
の
担
当
者
の
氏
名

状
況
及
び
そ
の
担
当
者
の
氏
名

ニ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ニ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ホ

特
定
核
燃
料
物
質
並
び
に
特
定

点
検
の
都
度

（
略
）

ホ

特
定
核
燃
料
物
質
並
び
に
特
定

点
検
の
つ
ど

（
略
）

核
燃
料
物
質
を
取
り
扱
う
設
備
及

核
燃
料
物
質
を
取
り
扱
う
設
備
及

び
装
置
の
点
検
の
状
況
並
び
に
そ

び
装
置
の
点
検
の
状
況
並
び
に
そ

の
担
当
者
の
氏
名

の
担
当
者
の
氏
名

ヘ

防
護
の
た
め
に
必
要
な
設
備
及

点
検
又
は
保
守
の

（
略
）

ヘ

防
護
の
た
め
に
必
要
な
設
備
及

点
検
又
は
保
守
の

（
略
）

び
装
置
の
点
検
並
び
に
保
守
の
状

都
度

び
装
置
の
点
検
並
び
に
保
守
の
状

つ
ど

況
並
び
に
そ
の
担
当
者
の
氏
名

況
並
び
に
そ
の
担
当
者
の
氏
名

ト

防
護
の
た
め
に
必
要
な
教
育
及

教
育
又
は
訓
練
の

（
略
）

ト

防
護
の
た
め
に
必
要
な
教
育
及

教
育
又
は
訓
練
の

（
略
）

び
訓
練
の
実
施
状
況

実
施
の
都
度

び
訓
練
の
実
施
状
況

実
施
の
つ
ど

チ

特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
に
関

指
定
の
都
度

（
略
）

チ

特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
に
関

指
定
の
つ
ど

（
略
）

す
る
秘
密
の
範
囲
及
び
業
務
上
知

す
る
秘
密
の
範
囲
及
び
業
務
上
知

り
得
る
者
の
指
定
の
状
況

り
得
る
者
の
指
定
の
状
況
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リ

防
護
措
置
の
評
価
及
び
改
善
の

評
価
又
は
改
善
の

（
略
）

リ

防
護
措
置
の
評
価
及
び
改
善
の

評
価
又
は
改
善
の

（
略
）

実
施
状
況

都
度

実
施
状
況

つ
ど

八

工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
用
い

八

工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
用
い

た
資
材
そ
の
他
の
物
に
含
ま
れ
る
放

た
資
材
そ
の
他
の
物
に
含
ま
れ
る
放

射
性
物
質
の
放
射
能
濃
度
に
つ
い
て

射
性
物
質
の
放
射
能
濃
度
に
つ
い
て

法
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定

法
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
く
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る

に
基
づ
く
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る

も
の
（
以
下
「
放
射
能
濃
度
確
認
対

も
の
（
以
下
「
放
射
能
濃
度
確
認
対

象
物
」
と
い
う
。
）
の
記
録

象
物
」
と
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

記
録

イ

放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
中
の

イ

放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
中
の

放
射
能
濃
度
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ

放
射
能
濃
度
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ

め
行
う
調
査
に
係
る
記
録

め
行
う
調
査
に
係
る
記
録

放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
の

調
査
の
都
度

（
略
）

放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
の

調
査
の
つ
ど

（
略
）

（１）

（１）

発
生
状
況
及
び
汚
染
の
状
況
に

発
生
状
況
及
び
汚
染
の
状
況
に

つ
い
て
調
査
を
行
つ
た
結
果

つ
い
て
調
査
を
行
つ
た
結
果

放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
の

調
査
の
都
度

（
略
）

放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
の

調
査
の
つ
ど

（
略
）

（２）

（２）

材
質
及
び
重
量

材
質
及
び
重
量

放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
に

そ
の
都
度

（
略
）

放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
に

そ
の
つ
ど

（
略
）

（３）

（３）

つ
い
て
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚

つ
い
て
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚

染
の
除
去
を
行
つ
た
場
合
は
、

染
の
除
去
を
行
つ
た
場
合
は
、

そ
の
結
果

そ
の
結
果

放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
中

そ
の
都
度

（
略
）

放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
中

そ
の
つ
ど

（
略
）

（４）

（４）

の
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
計
算

の
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
計
算

に
よ
る
評
価
を
行
つ
た
場
合
は

に
よ
る
評
価
を
行
つ
た
場
合
は

、
そ
の
計
算
条
件
及
び
結
果

、
そ
の
計
算
条
件
及
び
結
果

評
価
に
用
い
る
放
射
性
物
質

選
択
の
都
度

（
略
）

評
価
に
用
い
る
放
射
性
物
質

選
択
の
つ
ど

（
略
）

（５）

（５）

の
選
択
を
行
つ
た
結
果

の
選
択
を
行
つ
た
結
果

放
射
能
濃
度
の
決
定
を
行
う

評
価
の
都
度

（
略
）

放
射
能
濃
度
の
決
定
を
行
う

評
価
の
つ
ど

（
略
）

（６）

（６）

方
法
に
つ
い
て
評
価
を
行
つ
た

方
法
に
つ
い
て
評
価
を
行
つ
た

結
果

結
果
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ロ

放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
の
測

ロ

放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
の
測

定
及
び
評
価
に
係
る
記
録

定
及
び
評
価
に
係
る
記
録

放
射
性
物
質
の
放
射
能
濃
度

測
定
又
は
評
価
の

（
略
）

放
射
性
物
質
の
放
射
能
濃
度

測
定
又
は
評
価
の

（
略
）

（１）

（１）

の
測
定
条
件

都
度

の
測
定
条
件

つ
ど

放
射
能
濃
度
の
測
定
結
果

測
定
又
は
評
価
の

（
略
）

放
射
能
濃
度
の
測
定
結
果

測
定
又
は
評
価
の

（
略
）

（２）

（２）

都
度

つ
ど

放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
中

測
定
又
は
評
価
の

（
略
）

放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
中

測
定
又
は
評
価
の

（
略
）

（３）

（３）

の
放
射
能
濃
度
の
決
定
を
行
つ

都
度

の
放
射
能
濃
度
の
決
定
を
行
つ

つ
ど

た
結
果

た
結
果

測
定
に
用
い
た
放
射
線
測
定

そ
の
都
度

（
略
）

測
定
に
用
い
た
放
射
線
測
定

そ
の
つ
ど

（
略
）

（４）

（４）

装
置
の
点
検
・
校
正
・
保
守
・

装
置
の
点
検
・
校
正
・
保
守
・

管
理
を
行
つ
た
結
果

管
理
を
行
つ
た
結
果

放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
の

そ
の
都
度

（
略
）

放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
の

そ
の
つ
ど

（
略
）

（５）

（５）

測
定
及
び
評
価
に
係
る
教
育
・

測
定
及
び
評
価
に
係
る
教
育
・

訓
練
の
実
施
日
時
及
び
項
目

訓
練
の
実
施
日
時
及
び
項
目

ハ

放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
の
管

そ
の
都
度

（
略
）

ハ

放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
の
管

そ
の
つ
ど

（
略
）

理
に
つ
い
て
点
検
等
を
行
つ
た
結

理
に
つ
い
て
点
検
等
を
行
つ
た
結

果
に
係
る
記
録

果
に
係
る
記
録

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

（
防
護
措
置
）

（
防
護
措
置
）

第
六
条
の
二

法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
製
錬
事
業
者
は
、

第
六
条
の
二

法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
製
錬
事
業
者
は
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

（
略
）

一
～
六

（
略
）

（
略
）

七
・
八

（
略
）

（
略
）

七
・
八

（
略
）

（
略
）

九

照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
（
照
射
さ
れ
た
同
号

九

照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
（
照
射
さ
れ
た
同
号

ニ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
つ
て
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か
ら

ニ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
つ
て
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か
ら

一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ

一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ

毎
時
を
超
え
て
い
た
も
の
及
び
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

毎
時
を
超
え
て
い
た
も
の
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
も
の
を

く
。
）

除
く
。
）
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十
・
十
一

（
略
）

十
・
十
一

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
保
安
規
定
）

（
保
安
規
定
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

法
第
十
二
条
の
六
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
認
可

２

第
十
二
条
の
六
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
認
可
の

の
日
ま
で
に
、
当
該
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
廃
止
措
置
計
画
に
定
め
ら
れ

日
ま
で
に
、
当
該
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
廃
止
措
置
計
画
に
定
め
ら
れ
て

て
い
る
廃
止
措
置
を
実
施
す
る
た
め
、
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

い
る
廃
止
措
置
を
実
施
す
る
た
め
、
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認

認
可
を
受
け
た
保
安
規
定
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
追
加
し
、
又
は
変

可
を
受
け
た
保
安
規
定
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
追
加
し
、
又
は
変
更

更
し
た
保
安
規
定
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ

し
た
保
安
規
定
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う

う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

一
～
十
四

（
略
）

一
～
十
四

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

第
七
条
の
五
の
三

（
略
）

第
七
条
の
五
の
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
及
び
写
し
各
一
通
と
す
る
。

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
、
写
し
一
通
と
す
る
。

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
七
条
の
五
の
四

（
略
）

第
七
条
の
五
の
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
及
び
写
し
各
一
通
と
す
る
。

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
、
写
し
一
通
と
す
る
。

（
廃
止
措
置
の
終
了
の
確
認
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
の
終
了
の
確
認
の
申
請
）

第
七
条
の
五
の
七

（
略
）

第
七
条
の
五
の
七

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
及
び
写
し
各
一
通
と
す
る
。

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
、
写
し
一
通
と
す
る
。

（
国
際
規
制
物
資
の
使
用
の
届
出
）

（
国
際
規
制
物
資
の
使
用
の
届
出
）

第
七
条
の
六

製
錬
事
業
者
は
、
国
際
規
制
物
資
を
製
錬
の
事
業
の
用
に
供
し

第
七
条
の
六

製
錬
事
業
者
は
、
国
際
規
制
物
資
を
製
錬
の
事
業
の
用
に
供
し
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よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
六
十
一
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
六
十
一
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の

都
度
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
当
該
国
際
規
制
物
資

つ
ど
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
当
該
国
際
規
制
物
資

を
使
用
す
る
工
場
又
は
事
業
所
ご
と
に
作
成
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
原
子
力
規

を
使
用
す
る
工
場
又
は
事
業
所
ご
と
に
作
成
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
原
子
力
規

制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

第
七
条
の
七

法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
製
錬
事
業
者
（
旧
製
錬

第
七
条
の
七

法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
製
錬
事
業
者
（
旧
製
錬

事
業
者
等
を
含
む
。
次
条
及
び
第
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
の
各

事
業
者
等
を
含
む
。
以
下
次
条
及
び
第
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
、
そ
の
状
況

そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
十
日
以
内
に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ

及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
十
日
以
内
に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
報
告
し
な

ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

（
危
険
時
の
措
置
）

（
危
険
時
の
措
置
）

第
八
条

法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
製
錬
事
業
者
は
、
次
の
各

第
八
条

法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
製
錬
事
業
者
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
応
急
の
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

号
に
掲
げ
る
応
急
の
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

製
錬
施
設
に
火
災
が
起
こ
り
、
又
は
こ
れ
ら
の
施
設
に
延
焼
す
る
お
そ

一

製
錬
施
設
に
火
災
が
起
り
、
又
は
こ
れ
ら
の
施
設
に
延
焼
す
る
お
そ
れ

れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
消
火
又
は
延
焼
の
防
止
に
努
め
る
と
と
も
に
直
ち

が
あ
る
場
合
に
は
、
消
火
又
は
延
焼
の
防
止
に
努
め
る
と
と
も
に
直
ち
に

に
そ
の
旨
を
消
防
吏
員
に
通
報
す
る
こ
と
。

そ
の
旨
を
消
防
吏
員
に
通
報
す
る
こ
と
。

二

核
燃
料
物
質
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
場
合
に
は
、
必
要
に
応

二

核
燃
料
物
質
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
場
合
に
は
、
必
要
に
応

じ
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
縄
を
張
り
、

じ
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
、
な
わ
張
り

又
は
標
識
等
を
設
け
、
及
び
見
張
人
を
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係
者
以

、
標
識
等
を
設
け
、
か
つ
、
見
張
人
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係
者
以

外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

四

汚
染
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
そ
の
広
が
り
の
防
止
及
び
除
去

四

汚
染
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
す
み
や
か
に
そ
の
ひ
ろ
が
り
の
防
止
及
び

を
行
う
こ
と
。

除
去
を
行
な
う
こ
と
。

五

放
射
線
障
害
を
受
け
た
者
又
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
い
る
場
合

五

放
射
線
障
害
を
受
け
た
者
又
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
い
る
場
合

に
は
、
速
や
か
に
救
出
し
、
避
難
さ
せ
る
等
緊
急
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と

に
は
、
す
み
や
か
に
救
出
し
、
避
難
さ
せ
る
等
緊
急
の
措
置
を
講
ず
る
こ

。

と
。
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六

（
略
）

六

（
略
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
り
付
け
る
書
面
）

第
十
七
条

第
十
四
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
工
業
規
格

第
十
七
条

第
十
四
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
工
業
規
格

Ｘ

Ｘ

六
二
二
一
又
は

六
二
二
三
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事

六
二
二
一
又
は

六
二
二
三
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事

Ｘ

Ｘ

項
を
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
を
記
載
し
た
書
面
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

様
式
第
１

（第
1
2
条
関
係

）
様
式
第
１

（第
1
2
条
関
係

）

年
度

期
放
射
線
管
理
報
告
書

平
成

年
度

期
放
射
線
管
理
報
告
書

（略

）

（略

）
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◯

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
令
第
八
十
三
号
）
（
第
二
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
設
置
の
許
可
の
申
請
）

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
設
置
の
許
可
の
申
請
）

第
一
条
の
三

法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
設
置
の
許

第
一
条
の
三

法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
設
置
の
許

可
の
申
請
書
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

可
の
申
請
書
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
五
号
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
位
置

二

法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
五
号
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
位
置

、
構
造
及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、
次
の
区
分
に
よ
つ
て
記
載
す
る
こ
と
。

、
構
造
及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、
次
の
区
分
に
よ
つ
て
記
載
す
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
一
般
構
造

ロ

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
一
般
構
造

（
略
）

（
略
）

（１）

（１）

耐
津
波
構
造
（
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
位
置
、
構

耐
津
波
構
造
（
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
位
置
、
構

（２）

（２）

造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制

造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制

委
員
会
規
則
第
二
十
一
号
。
次
項
第
十
号
に
お
い
て
「
設
置
許
可
基

委
員
会
規
則
第
二
十
一
号
）
第
五
条
に
規
定
す
る
津
波
に
対
し
て
試

準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
条
に
規
定
す
る
津
波
に
対
し
て
試
験
研

験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な

究
用
等
原
子
炉
施
設
の
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ

い
よ
う
措
置
を
講
じ
た
構
造
を
い
う
。
）

う
措
置
を
講
じ
た
構
造
を
い
う
。
）

（
略
）

（
略
）

（３）

（３）

ハ
～
ヌ

（
略
）

ハ
～
ヌ

（
略
）

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

２

前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
。

の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
。

以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
二
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で

以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
二
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で

定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
試
験
研

定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
試
験
研

究
用
等
原
子
炉
を
船
舶
に
設
置
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
六
号
及
び
第
七

究
用
等
原
子
炉
を
船
舶
に
設
置
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
六
号
及
び
第
七

号
の
書
類
は
、
附
帯
陸
上
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
も
の
と
す
る
。

号
の
書
類
は
、
附
帯
陸
上
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
も
の
と
す
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
操
作
上
の
過
失
、
機
械
又
は
装
置
の
故
障
、

十

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
操
作
上
の
過
失
、
機
械
又
は
装
置
の
故
障
、

地
震
、
火
災
等
が
あ
つ
た
場
合
に
発
生
す
る
と
想
定
さ
れ
る
試
験
研
究
用

地
震
、
火
災
等
が
あ
つ
た
場
合
に
発
生
す
る
と
想
定
さ
れ
る
試
験
研
究
用
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等
原
子
炉
の
事
故
（
発
生
頻
度
が
設
計
基
準
事
故
（
設
置
許
可
基
準
規
則

等
原
子
炉
の
事
故
（
発
生
頻
度
が
設
計
基
準
事
故
よ
り
低
い
事
故
で
あ
つ

第
二
条
第
二
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
設
計
基
準
事
故
を
い
う
。
以
下
同

て
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
か
ら
多
量
の
放
射
性
物
質
又
は
放
射
線

じ
。
）
よ
り
低
い
事
故
で
あ
つ
て
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
か
ら
多

を
放
出
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
を
含
む
。
第
二
条
第
二
項
第
十
号
に
お

量
の
放
射
性
物
質
又
は
放
射
線
を
放
出
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
を
含
む

い
て
同
じ
。
）
の
種
類
、
程
度
、
影
響
等
に
関
す
る
説
明
書

。
第
二
条
第
二
項
第
十
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
種
類
、
程
度
、
影
響
等

に
関
す
る
説
明
書

十
一

（
略
）

十
一

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
二
条

令
第
十
四
条
の
変
更
の
許
可
の
申
請
書
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の

第
二
条

令
第
十
四
条
の
変
更
の
許
可
の
申
請
書
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の

各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

令
第
十
四
条
第
三
号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
十
三
条
第

一

令
第
十
四
条
第
三
号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
十
三
条
第

二
項
第
三
号
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
熱
出
力
の
変
更
に
係
る
場
合
に

二
項
第
三
号
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
熱
出
力
の
変
更
に
係
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
連
続
最
大
熱
出
力
（
連
続
最
大
熱
出
力
を
超
え
る
熱
出
力
で

あ
つ
て
は
、
連
続
最
大
熱
出
力
（
連
続
最
大
熱
出
力
を
超
え
る
熱
出
力
で

運
転
時
間
を
限
定
し
て
運
転
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
最
大
の
熱
出

運
転
時
間
を
限
定
し
て
運
転
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
最
大
の
熱
出

力
及
び
連
続
最
大
熱
出
力
）
を
記
載
し
、
同
項
第
五
号
の
試
験
研
究
用
等

力
及
び
連
続
最
大
熱
出
力
）
を
記
載
し
、
法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
五
号

原
子
炉
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は

の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
変
更
に
係
る

、
前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
つ
て
記
載
し
、
法
第
二
十
三

場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
つ
て
記
載

条
第
二
項
第
八
号
の
使
用
済
燃
料
の
処
分
の
方
法
の
変
更
に
係
る
場
合
に

し
、
法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
八
号
の
使
用
済
燃
料
の
処
分
の
方
法
の
変

あ
つ
て
は
、
そ
の
売
渡
し
、
貸
付
け
、
返
還
等
の
相
手
方
及
び
そ
の
方
法

更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
売
渡
し
、
貸
付
け
、
返
還
等
の
相
手

又
は
そ
の
廃
棄
の
方
法
を
記
載
す
る
こ
と
。

方
及
び
そ
の
方
法
又
は
そ
の
廃
棄
の
方
法
を
記
載
す
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
に
係
る
軽
微
な
変
更
）

（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
に
係
る
軽
微
な
変
更
）

第
三
条
の
二
の
二

法
第
二
十
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会

第
三
条
の
二
の
二

法
第
二
十
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会

規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
設
備
又
は
機
器
の
配
置
の
変
更
で
あ
つ
て

規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
設
備
又
は
機
器
の
配
置
の
変
更
で
あ
つ
て

、
同
条
第
一
項
の
認
可
又
は
同
条
第
二
項
の
変
更
の
認
可
に
係
る
申
請
書
及

、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
認
可
又
は
同
条
第
二
項
の
変
更
の
認
可
に
係
る

び
そ
の
添
付
書
類
に
記
載
さ
れ
た
放
射
線
遮
蔽
物
の
側
壁
に
お
け
る
線
量
当

申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
に
記
載
さ
れ
た
放
射
線
し
や
へ
い
物
の
側
壁
に

量
率
を
大
き
く
し
な
い
も
の
そ
の
他
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
全
上

お
け
る
線
量
当
量
率
を
大
き
く
し
な
い
も
の
そ
の
他
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
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支
障
の
な
い
変
更
と
す
る
。

施
設
の
保
全
上
支
障
の
な
い
変
更
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
使
用
前
検
査
の
申
請
）

（
使
用
前
検
査
の
申
請
）

第
三
条
の
三

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
検
査
（
以
下
「
使
用
前
検
査
」
と
い

第
三
条
の
三

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子

う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

炉
施
設
の
工
事
（
第
三
条
の
七
に
規
定
す
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
で

申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

あ
つ
て
溶
接
を
す
る
も
の
の
溶
接
を
除
く
。
）
及
び
性
能
に
つ
い
て
検
査
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を

原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

法
第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
設
置
又
は
変
更

五

法
第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
設
置
又
は
変
更

の
許
可
の
申
請
書
及
び
こ
れ
ら
の
許
可
の
際
に
付
さ
れ
た
条
件
を
記
載
し

の
許
可
の
申
請
書
及
び
こ
れ
ら
の
許
可
の
際
に
付
さ
れ
た
条
件
を
記
載
し

た
書
類
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
に
記
載
し

た
書
類
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
条
の
五
に
お
い
て
「
申
請
書
等
」
と
い

た
熱
出
力
（
使
用
し
よ
う
と
す
る
熱
出
力
が
申
請
書
等
に
記
載
し
た
熱
出

う
。
）
に
記
載
し
た
熱
出
力
（
使
用
し
よ
う
と
す
る
熱
出
力
が
申
請
書
等

力
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
使
用
し
よ
う
と
す
る
最
大
の
熱
出
力
。
以

に
記
載
し
た
熱
出
力
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
使
用
し
よ
う
と
す
る
最

下
「
最
大
使
用
熱
出
力
」
と
い
う
。
）

大
の
熱
出
力
。
以
下
「
最
大
使
用
熱
出
力
」
と
い
う
。
）

六
・
七

（
略
）

六
・
七

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
使
用
前
検
査
の
実
施
）

（
使
用
前
検
査
の
実
施
）

第
三
条
の
四

使
用
前
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該

第
三
条
の
四

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
使
用
前
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

各
号
に
定
め
る
と
き
に
行
う
。

る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
き
に
行
う
。

一

燃
料
体
、
制
御
材
、
減
速
材
、
反
射
材
、
放
射
線
遮
蔽
材
又
は
特
に
気

一

燃
料
体
、
制
御
材
、
減
速
材
、
反
射
材
、
放
射
線
し
や
へ
い
材
又
は
特

密
若
し
く
は
水
密
を
要
す
る
材
料
若
し
く
は
部
品
に
関
す
る
事
項

質
量

に
気
密
若
し
く
は
水
密
を
要
す
る
材
料
若
し
く
は
部
品
に
関
す
る
事
項

分
析
試
験
、
化
学
分
析
試
験
若
し
く
は
分
光
分
析
試
験
、
非
破
壊
試
験
、

質
量
分
析
試
験
、
化
学
分
析
試
験
若
し
く
は
分
光
分
析
試
験
、
非
破
壊
試

機
械
試
験
、
耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い
試
験
を
行
う
と
き
そ
の
他
の
原
子
力

験
、
機
械
試
験
、
耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い
試
験
を
行
う
と
き
そ
の
他
の
原

規
制
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
と
き
。

子
力
規
制
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
と
き
。

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

（
使
用
前
検
査
実
施
要
領
書
）

（
使
用
前
検
査
実
施
要
領
書
）

第
三
条
の
四
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
三
条
の
三
第
一
項
の
申
請
書

第
三
条
の
四
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
三
条
の
三
第
一
項
の
申
請
書
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の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
検
査
の
方
法
そ

の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
第
三
条
の
四
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
検
査
の

の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る

方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を

も
の
と
す
る
。

定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
前
検
査
合
格
証
）

（
使
用
前
検
査
合
格
証
）

第
三
条
の
六

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
使
用
前
検
査
を
行
い
、
合
格
と
認
め

第
三
条
の
六

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
使
用
前
検

た
と
き
は
、
使
用
前
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

査
を
行
い
、
合
格
と
認
め
た
と
き
は
、
使
用
前
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

（
溶
接
検
査
の
実
施
）

（
溶
接
検
査
の
実
施
）

第
三
条
の
九

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

第
三
条
の
九

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
溶
接
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲

工
程
ご
と
に
行
う
。

げ
る
工
程
ご
と
に
行
う
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
溶
接
検
査
実
施
要
領
書
）

（
溶
接
検
査
実
施
要
領
書
）

第
三
条
の
十
二
の
二

（
略
）

第
三
条
の
十
二
の
二

（
略
）

２

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合

２

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
三
条
の
十
二
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受

に
は
、
法
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
検
査
の
方
法
そ
の
他
必
要

け
た
場
合
に
は
、
法
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
検
査
の
方
法
そ

な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の
と
す

の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る

る
。

も
の
と
す
る
。

（
溶
接
検
査
合
格
証
等
）

（
溶
接
検
査
合
格
証
等
）

第
三
条
の
十
三

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は

第
三
条
の
十
三

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は

第
四
項
の
検
査
を
行
い
、
合
格
と
認
め
た
と
き
は
、
溶
接
検
査
合
格
証
を
交

第
四
項
の
溶
接
検
査
を
行
い
、
合
格
と
認
め
た
と
き
は
、
溶
接
検
査
合
格
証

付
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
溶
接
を
し
た
容
器
又
は
管
を
刻
印
又
は
こ
れ
に
代

を
交
付
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
溶
接
を
し
た
容
器
又
は
管
を
刻
印
又
は
こ
れ

わ
る
も
の
で
示
す
も
の
と
す
る
。

に
代
わ
る
も
の
で
示
す
も
の
と
す
る
。

（
施
設
定
期
検
査
の
申
請
）

（
施
設
定
期
検
査
の
申
請
）

第
三
条
の
十
五

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
検
査
（
以
下
「
施
設
定
期
検
査
」

第
三
条
の
十
五

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
試
験
研
究
用
等
原
子

と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

炉
施
設
の
性
能
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲

し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
施
設
定
期
検
査
実
施
要
領
書
）

（
施
設
定
期
検
査
実
施
要
領
書
）

第
三
条
の
十
五
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提

第
三
条
の
十
五
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
三
条
の
十
五
第
一
項
の
申

出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
施
設
定
期
検
査
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定

請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
検
査
の
方

め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

（
施
設
定
期
検
査
合
格
証
）

（
施
設
定
期
検
査
合
格
証
）

第
三
条
の
十
六

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
施
設
定
期
検
査
を
行
い
、
合
格
と

第
三
条
の
十
六

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
施
設
定

認
め
た
と
き
は
、
施
設
定
期
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

期
検
査
を
行
い
、
合
格
と
認
め
た
と
き
は
、
施
設
定
期
検
査
合
格
証
を
交
付

す
る
。

（
運
転
計
画
）

（
運
転
計
画
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
年
度
の
前
年
度
の
二
月
一
日
か
ら
当

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
年
度
の
前
年
度
の
二
月
一
日
か
ら
当

該
年
度
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
設
置
の
許
可
を

該
年
度
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
設
置
の
許
可
を

受
け
、
そ
の
期
間
内
に
運
転
を
開
始
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
試
験
研
究
用

受
け
、
そ
の
期
間
内
に
運
転
を
開
始
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
試
験
研
究
用

等
原
子
炉
の
設
置
の
許
可
を
受
け
て
後
速
や
か
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

等
原
子
炉
の
設
置
の
許
可
を
受
け
て
後
す
み
や
か
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る

。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
許
可
の
取
消
し
）

（
許
可
の
取
消
）

第
五
条
の
二

法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
は
、
熱
出
力
が
百
キ

第
五
条
の
二

法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
は
、
熱
出
力
が
百
キ

ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
場
合
に
お
い
て
は
法
第
二
十
三

ロ
ワ
ツ
ト
以
下
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
場
合
に
お
い
て
は
法
第
二
十
三

条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
後
二
年
、
熱
出
力
が
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る

条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
後
二
年
、
熱
出
力
が
百
キ
ロ
ワ
ツ
ト
を
こ
え
る

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
場
合
に
お
い
て
は
同
項
の
許
可
を
受
け
た
後
五
年

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
場
合
に
お
い
て
は
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
許
可

と
す
る
。

を
受
け
た
後
五
年
と
す
る
。

（
記
録
）

（
記
録
）
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第
六
条

法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
ご

第
六
条

法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
ご

と
に
、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲

と
に
、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲

げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ
れ

げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ
れ

を
保
存
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
保
存
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保
存
期
間

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保
存
期
間

一

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
検

一

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
検

査
記
録

査
記
録

イ

使
用
前
検
査
の
結
果

（
略
）

（
略
）

イ

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定

（
略
）

（
略
）

に
よ
る
使
用
前
検
査
の
結
果

ロ

施
設
定
期
検
査
の
結
果

（
略
）

（
略
）

ロ

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定

（
略
）

（
略
）

に
よ
る
施
設
定
期
検
査
の
結
果

ハ

第
十
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
の

（
略
）

（
略
）

ハ

第
十
条
の
規
定
に
よ
る
施
設
定

（
略
）

（
略
）

結
果

期
自
主
検
査
の
結
果

二
～
十
一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
～
十
一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
二

第
十
四
条
の
三
に
規
定
す
る
防

十
二

第
十
四
条
の
三
に
規
定
す
る
防

護
措
置
の
記
録

護
措
置
の
記
録

イ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

イ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ロ

第
十
四
条
の
三
第
二
項
第
一
号

（
略
）

（
略
）

ロ

第
十
四
条
の
三
第
二
項
第
一
号

（
略
）

（
略
）

に
規
定
す
る
防
護
区
域
、
同
項
第

に
規
定
す
る
防
護
区
域
、
同
項
第

二
号
に
規
定
す
る
周
辺
防
護
区
域

二
号
に
規
定
す
る
周
辺
防
護
区
域

又
は
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
立

又
は
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
立

入
制
限
区
域
へ
立
ち
入
る
者
へ
の

入
制
限
区
域
へ
立
ち
入
る
者
へ
の

同
項
第
五
号
イ
及
び
ロ
に
規
定
す

証
明
書
等
の
発
行
の
状
況
及
び
そ

る
証
明
書
等
の
発
行
の
状
況
及
び

の
担
当
者
の
氏
名

そ
の
担
当
者
の
氏
名

ハ
～
リ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ハ
～
リ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

７

第
一
項
の
表
第
四
号
リ
及
び
ヌ
並
び
に
第
七
号
の
記
録
の
保
存
期
間
は
、

７

第
一
項
の
表
第
四
号
リ
及
び
ヌ
並
び
に
第
七
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
記
録
の

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第

保
存
期
間
は
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

八
項
の
確
認
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

十
二
条
の
六
第
八
項
の
確
認
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

８

第
一
項
の
表
第
十
号
の
記
録
の
保
存
期
間
は
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二

８

第
一
項
の
表
第
十
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
記
録
の
保
存
期
間
は
、
法
第
四
十
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第
二
項
の
認
可
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

三
条
の
三
の
二
第
二
項
の
認
可
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

９

（
略
）

９

（
略
）

（
管
理
区
域
へ
の
立
入
制
限
等
）

（
管
理
区
域
へ
の
立
入
制
限
等
）

第
七
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設

第
七
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設

置
者
は
、
管
理
区
域
、
保
全
区
域
及
び
周
辺
監
視
区
域
を
定
め
、
こ
れ
ら
の

置
者
は
、
管
理
区
域
、
保
全
区
域
及
び
周
辺
監
視
区
域
を
定
め
、
こ
れ
ら
の

区
域
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

区
域
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

管
理
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

一

管
理
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ

壁
、
柵
等
の
区
画
物
に
よ
つ
て
区
画
す
る
ほ
か
、
標
識
を
設
け
る
こ

イ

壁
、
さ
く
等
の
区
画
物
に
よ
つ
て
区
画
す
る
ほ
か
、
標
識
を
設
け
る

と
に
よ
つ
て
明
ら
か
に
他
の
場
所
と
区
別
し
、
か
つ
、
放
射
線
等
の
危

こ
と
に
よ
つ
て
明
ら
か
に
他
の
場
所
と
区
別
し
、
か
つ
、
放
射
線
等
の

険
性
の
程
度
に
応
じ
て
人
の
立
入
制
限
、
鍵
の
管
理
等
の
措
置
を
講
ず

危
険
性
の
程
度
に
応
じ
て
人
の
立
入
制
限
、
か
ぎ
の
管
理
等
の
措
置
を

る
こ
と
。

講
ず
る
こ
と
。

ロ
～
二

（
略
）

ロ
～
二

（
略
）

二

保
全
区
域
に
つ
い
て
は
、
標
識
を
設
け
る
等
の
方
法
に
よ
つ
て
明
ら
か

二

保
全
区
域
に
つ
い
て
は
、
標
識
を
設
け
る
等
の
方
法
に
よ
つ
て
明
ら
か

に
他
の
場
所
と
区
別
し
、
か
つ
、
管
理
の
必
要
性
に
応
じ
て
人
の
立
入
制

に
他
の
場
所
と
区
別
し
、
か
つ
、
管
理
の
必
要
性
に
応
じ
て
人
の
立
入
制

限
、
鍵
の
管
理
、
物
品
の
持
出
制
限
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

限
、
か
ぎ
の
管
理
、
物
品
の
持
出
制
限
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三

周
辺
監
視
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三

周
辺
監
視
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

境
界
に
柵
又
は
標
識
を
設
け
る
等
の
方
法
に
よ
つ
て
周
辺
監
視
区
域

ロ

境
界
に
さ
く
又
は
標
識
を
設
け
る
等
の
方
法
に
よ
つ
て
周
辺
監
視
区

に
業
務
上
立
ち
入
る
者
以
外
の
者
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。
た
だ

域
に
業
務
上
立
ち
入
る
者
以
外
の
者
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。
た

し
、
当
該
区
域
に
人
が
立
ち
入
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場

だ
し
、
当
該
区
域
に
人
が
立
ち
入
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
線
量
等
に
関
す
る
措
置
）

（
線
量
等
に
関
す
る
措
置
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
緊
急
作
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
線
業

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
緊
急
作
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
線
業

務
従
事
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば

務
従
事
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
原
子
力
災
害
対
策

三

原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
原
子
力
災
害
対
策
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特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
八
条
第
三
項
に
規

特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
八
条
第
三
項
に
規

定
す
る
原
子
力
防
災
要
員
、
同
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
防

定
す
る
原
子
力
防
災
要
員
、
同
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
防

災
管
理
者
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
副
原
子
力
防
災
管
理
者
で
あ
る

災
管
理
者
又
は
同
法
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
副
原
子
力
防
災
管
理
者
で

こ
と
。

あ
る
こ
と
。

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
施
設
定
期
自
主
検
査
）

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
施
設
定
期
自
主
検
査
）

第
十
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設

第
十
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設

置
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
検
査
に
関
す
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら

置
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
検
査
に
関
す
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

一

計
測
制
御
系
統
施
設
に
つ
い
て
は
、
緊
急
遮
断
を
起
こ
す
べ
き
各
条
件

一

計
測
制
御
系
統
施
設
に
つ
い
て
は
、
緊
急
し
や
断
を
起
す
べ
き
各
条
件

に
つ
い
て
緊
急
遮
断
の
た
め
の
性
能
検
査
を
一
月
ご
と
に
、
緊
急
遮
断
検

に
つ
い
て
緊
急
し
や
断
の
た
め
の
性
能
検
査
を
一
月
ご
と
に
、
緊
急
し
や

査
を
施
設
定
期
検
査
を
受
け
る
時
期
ご
と
に
行
う
こ
と
。

断
検
査
を
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
検
査
を
受
け
る
時
期
ご
と
に
行
う
こ

と
。

二

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
た
め
に
直
接
関
連
を
有
す
る
計

二

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
た
め
に
直
接
関
連
を
有
す
る
計

器
及
び
放
射
線
測
定
器
に
つ
い
て
は
、
校
正
を
施
設
定
期
検
査
を
受
け
る

器
及
び
放
射
線
測
定
器
に
つ
い
て
は
、
校
正
を
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の

時
期
ご
と
に
行
う
こ
と
。

検
査
を
受
け
る
時
期
ご
と
に
行
う
こ
と
。

三

法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
規
定
に
定
め
る
保
安
上
特

三

法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
規
定
に
定
め
る
保
安
上
特

に
管
理
を
必
要
と
す
る
設
備
の
性
能
が
維
持
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ

に
管
理
を
必
要
と
す
る
設
備
の
性
能
が
維
持
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
の
検
査
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
施
設
定
期
検
査
を

い
て
の
検
査
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
法
第
二
十
九
条
第

受
け
る
時
期
ご
と
に
行
う
こ
と
。

一
項
の
検
査
を
受
け
る
時
期
ご
と
に
行
う
こ
と
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
）

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
）

第
十
一
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

第
十
一
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

設
置
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
に
関
す
る

設
置
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
に
関
す
る

措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

緊
急
遮
断
が
起
こ
つ
た
場
合
に
は
、
遮
断
の
起
こ
つ
た
原
因
及
び
損
傷

四

緊
急
し
や
断
が
起
つ
た
場
合
に
は
、
し
や
断
の
起
つ
た
原
因
及
び
損
傷

の
有
無
に
つ
い
て
検
査
し
、
再
び
運
転
を
開
始
す
る
こ
と
に
支
障
が
な
い

の
有
無
に
つ
い
て
検
査
し
、
再
び
運
転
を
開
始
す
る
こ
と
に
支
障
が
な
い

こ
と
を
確
認
し
た
後
運
転
す
る
こ
と
。

こ
と
を
確
認
し
た
後
運
転
す
る
こ
と
。

五
～
七

（
略
）

五
～
七

（
略
）
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（
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
）

（
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
）

第
十
二
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

第
十
二
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

設
置
者
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
（

設
置
者
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
（

原
子
力
船
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
、
第
十
四
条
及
び
第
十
六
条
の
四
に
お
い

原
子
力
船
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
、
第
十
四
条
及
び
第
十
六
条
の
四
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
次
の
各

て
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

容
易
か
つ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

ロ

容
易
か
つ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
亀
裂
、
破
損
等
が

さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
裂
、
破
損
等
が

生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
～
九

（
略
）

四
～
九

（
略
）

十

運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

十

運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
つ
て
、
反
復

え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
つ
て
、
反
復

使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

も
の
を
い
う
。
）
に
収
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
収
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
つ
て
は
、
当

）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬
す
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
原
子
力
規
制
委
員
会

該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬
す
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
原
子
力

の
定
め
る
標
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

規
制
委
員
会
の
定
め
る
標
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
工
場
又
は
事
業
所
内
の
廃
棄
）

（
工
場
又
は
事
業
所
内
の
廃
棄
）

第
十
四
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

第
十
四
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

設
置
者
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に

設
置
者
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に

お
い
て
行
わ
れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措

お
い
て
行
わ
れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措

置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

第
六
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄
物

九

第
六
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄
物

を
容
器
に
封
入
す
る
と
き
は
、
当
該
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

を
容
器
に
封
入
す
る
と
き
は
、
当
該
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
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す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

亀
裂
又
は
破
損
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

き
裂
又
は
破
損
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

容
器
の
蓋
が
容
易
に
外
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

容
器
の
ふ
た
が
容
易
に
外
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十

（
略
）

十

（
略
）

十
一

第
六
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄

十
一

第
六
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄

物
を
放
射
線
障
害
防
止
の
効
果
を
持
つ
た
保
管
廃
棄
施
設
に
保
管
廃
棄
す

物
を
放
射
線
障
害
防
止
の
効
果
を
持
つ
た
保
管
廃
棄
施
設
に
保
管
廃
棄
す

る
と
き
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

る
と
き
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

放
射
性
廃
棄
物
を
容
器
に
封
入
し
て
保
管
廃
棄
す
る
と
き
は
、
当
該

イ

放
射
性
廃
棄
物
を
容
器
に
封
入
し
て
保
管
廃
棄
す
る
と
き
は
、
当
該

容
器
に
亀
裂
若
し
く
は
破
損
が
生
じ
た
場
合
に
封
入
さ
れ
た
放
射
性
廃

容
器
に
き
裂
若
し
く
は
破
損
が
生
じ
た
場
合
に
封
入
さ
れ
た
放
射
性
廃

棄
物
の
全
部
を
吸
収
で
き
る
材
料
で
当
該
容
器
を
包
み
、
又
は
収
容
で

棄
物
の
全
部
を
吸
収
で
き
る
材
料
で
当
該
容
器
を
包
み
、
又
は
収
容
で

き
る
受
皿
を
当
該
容
器
に
設
け
る
こ
と
等
に
よ
り
、
汚
染
の
広
が
り
を

き
る
受
皿
を
当
該
容
器
に
設
け
る
こ
と
等
に
よ
り
、
汚
染
の
広
が
り
を

防
止
す
る
こ
と
。

防
止
す
る
こ
と
。

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

十
二
～
十
四

（
略
）

十
二
～
十
四

（
略
）

（
防
護
措
置
）

（
防
護
措
置
）

第
十
四
条
の
三

法
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原

第
十
四
条
の
三

法
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原

子
炉
設
置
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
区
分
に
応

子
炉
設
置
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

（
略
）

一
～
六

（
略
）

（
略
）

七
・
八

（
略
）

（
略
）

七
・
八

（
略
）

（
略
）

九

照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
（
照
射
さ
れ
た
同
号

九

照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
（
照
射
さ
れ
た
同
号

ニ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
つ
て
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か
ら

ニ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
つ
て
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か
ら

一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ

一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ

毎
時
を
超
え
て
い
た
も
の
並
び
に
次
号
及
び
第
十
一
号
に

毎
時
を
超
え
て
い
た
も
の
並
び
に
第
十
号
及
び
第
十
一
号

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

十
・
十
一

（
略
）

十
・
十
一

（
略
）

２

前
項
の
表
第
一
号
及
び
第
二
号
の
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必

２

前
項
の
表
第
一
号
及
び
第
二
号
の
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必

要
な
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

要
な
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十
六

（
略
）

一
～
十
六

（
略
）
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十
七

特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
連
絡
に
関
し
、
次
に
掲

十
七

特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
連
絡
に
関
し
、
次
に
掲

げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ

見
張
人
が
常
時
監
視
を
行
う
た
め
の
詰
所
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

イ

見
張
人
が
常
時
監
視
を
行
う
た
め
の
詰
所
を
設
置
す
る
こ
と
。

「
見
張
人
の
詰
所
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
こ
と
。

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

ニ

見
張
人
の
詰
所
か
ら
関
係
機
関
へ
の
連
絡
は
、
定
期
的
に
、
二
以
上

ニ

見
張
人
の
詰
所
か
ら
関
係
機
関
へ
の
連
絡
は
、
定
期
的
に
、
二
以
上

の
連
絡
手
段
に
よ
り
、
か
つ
容
易
に
傍
受
で
き
な
い
方
法
に
よ
り
迅
速

の
連
絡
手
段
に
よ
り
、
か
つ
他
人
が
傍
受
で
き
な
い
方
法
に
よ
り
迅
速

か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

十
八

（
略
）

十
八

（
略
）

十
九

特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
詳
細
な

十
九

特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
詳
細
な

事
項
は
、
当
該
事
項
を
知
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
以
外
の
者
に

事
項
は
、
当
該
事
項
を
知
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
以
外
の
者
に

知
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
管
理
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特

知
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
管
理
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特

に
、
次
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
に
関
す
る
秘
密
に
つ
い
て
は

に
、
次
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
に
関
す
る
秘
密
に
つ
い
て
は

、
秘
密
の
範
囲
及
び
業
務
上
知
り
得
る
者
の
指
定
そ
の
他
の
特
定
核
燃
料

、
秘
密
の
範
囲
及
び
業
務
上
知
り
得
る
者
の
指
定
そ
の
他
の
特
定
核
燃
料

物
質
の
防
護
に
関
す
る
秘
密
の
管
理
の
方
法
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
そ

物
質
の
防
護
に
関
す
る
秘
密
の
管
理
の
方
法
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
そ

の
漏
え
い
の
防
止
を
図
る
こ
と
。

の
漏
え
い
の
防
止
を
図
る
こ
と
。

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

ヘ

第
二
十
二
号
に
規
定
す
る
緊
急
時
対
応
計
画
に
関
す
る
詳
細
な
事
項

ヘ

第
十
五
号
に
規
定
す
る
緊
急
時
対
応
計
画
に
関
す
る
詳
細
な
事
項

ト
～
リ

（
略
）

ト
～
リ

（
略
）

二
十
～
二
十
二

（
略
）

二
十
～
二
十
二

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

５

第
二
項
（
第
三
項
及
び
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
特

５

第
二
項
（
第
三
項
及
び
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
特

定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
（
第
一
項
の
表
第
四
号
ハ
並

定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
（
第
一
項
の
表
第
四
号
ハ
並

び
に
第
八
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
並
び
に
こ
れ
ら
の
特
定

び
に
第
八
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
並
び
に
こ
れ
ら
の
特
定

核
燃
料
物
質
を
照
射
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か
ら
一

核
燃
料
物
質
を
照
射
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か
ら
一

メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ
毎
時
以
下
で
あ
つ
た

メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ
毎
時
以
下
で
あ
つ
た

も
の
並
び
に
同
表
第
十
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
に
係

も
の
に
係
る
も
の
並
び
に
同
表
第
十
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
特
定
核
燃

る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
別
に
定
め
る
妨

料
物
質
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
別
に
定
め
る
妨

害
破
壊
行
為
等
の
脅
威
に
対
応
し
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

害
破
壊
行
為
等
の
脅
威
に
対
応
し
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

（
略
）

６

（
略
）
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（
原
子
力
船
の
入
港
の
届
出
）

（
原
子
力
船
の
入
港
の
届
出
）

第
十
四
条
の
四

法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
原
子
力
船
を

第
十
四
条
の
四

法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
原
子
力
船
を

本
邦
の
港
に
立
ち
入
ら
せ
よ
う
と
す
る
者
は
、
立
ち
入
ら
せ
よ
う
と
す
る
日

本
邦
の
港
に
立
ち
入
ら
せ
よ
う
と
す
る
者
は
、
立
ち
入
ら
せ
よ
う
と
す
る
日

の
六
十
日
前
（
法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
八
号
に
掲

の
六
十
日
前
（
法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
八
号
に
掲

げ
る
事
項
を
変
更
し
な
い
で
同
一
の
港
に
二
回
以
上
立
ち
入
ら
せ
る
場
合
の

げ
る
事
項
を
変
更
し
な
い
で
同
一
の
港
に
二
回
以
上
立
ち
入
ら
せ
る
場
合
の

二
回
目
以
後
に
あ
つ
て
は
、
二
十
日
前
）
ま
で
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

二
回
目
以
後
に
あ
つ
て
は
、
二
十
日
前
）
ま
で
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
書
類
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

項
を
記
載
し
た
書
類
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

港
内
及
び
港
の
付
近
に
お
け
る
喫
水

五

港
内
及
び
港
の
付
近
に
お
け
る
き
つ
水

六
～
十
三

（
略
）

六
～
十
三

（
略
）

十
四

港
内
に
お
い
て
燃
料
体
を
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
に
挿
入
し
、
又
は

十
四

港
内
に
お
い
て
燃
料
体
を
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
に
そ
う
入
し
、
又

使
用
済
燃
料
を
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
か
ら
取
り
出
す
場
合
に
あ
つ
て
は

は
使
用
済
燃
料
を
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
か
ら
取
出
す
場
合
に
あ
つ
て
は

、
そ
の
挿
入
又
は
取
出
し
の
方
法

、
そ
の
そ
う
入
又
は
取
出
し
の
方
法

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
廃
止
措
置
計
画
に
係
る
軽
微
な
変
更
）

（
廃
止
措
置
計
画
に
係
る
軽
微
な
変
更
）

第
十
六
条
の
八

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

第
十
六
条
の
八

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

十
二
条
の
六
第
三
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
軽
微

十
二
条
の
六
第
三
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
軽
微

な
変
更
は
、
設
備
又
は
機
器
の
配
置
の
変
更
で
あ
つ
て
、
法
第
四
十
三
条
の

な
変
更
は
、
設
備
又
は
機
器
の
配
置
の
変
更
で
あ
つ
て
、
法
第
四
十
三
条
の

三
の
二
第
二
項
の
認
可
又
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条

三
の
二
第
二
項
の
認
可
又
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条

の
六
第
三
項
の
変
更
の
認
可
に
係
る
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
に
記
載
さ

の
六
第
三
項
の
変
更
の
認
可
に
係
る
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
に
記
載
さ

れ
た
放
射
線
遮
蔽
物
の
側
壁
に
お
け
る
線
量
当
量
率
を
大
き
く
し
な
い
も
の

れ
た
放
射
線
し
や
へ
い
物
の
側
壁
に
お
け
る
線
量
当
量
率
を
大
き
く
し
な
い

そ
の
他
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
全
上
支
障
の
な
い
変
更
と
す
る
。

も
の
そ
の
他
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
保
全
上
支
障
の
な
い
変
更
と
す

る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

第
十
六
条
の
十
四

法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原

第
十
六
条
の
十
四

法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原

子
炉
設
置
者
（
旧
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
等
を
含
む
。
）
は
、
次
の

子
炉
設
置
者
（
旧
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
等
を
含
む
。
）
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
、
そ
の
状
況
及

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
、
そ
の
状
況
及
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び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
十
日
以
内
に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
報
告
し
な
け

び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
十
日
以
内
に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
故
障
そ
の
他
の
不
測
の
事
態
が
生
じ
た

九

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
故
障
そ
の
他
の
不
測
の
事
態
が
生
じ
た

こ
と
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
等
が
管
理
区
域
内
で
漏
え
い
し
た
と
き
。
た

こ
と
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
等
が
管
理
区
域
内
で
漏
え
い
し
た
と
き
。
た

だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
（
漏
え
い
に
係
る
場
所
に
つ
い

だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
（
漏
え
い
に
係
る
場
所
に
つ
い

て
人
の
立
入
制
限
、
鍵
の
管
理
等
の
措
置
を
新
た
に
講
じ
た
と
き
又
は
漏

て
人
の
立
入
制
限
、
鍵
の
管
理
等
の
措
置
を
新
た
に
講
じ
た
と
き
又
は
漏

え
い
し
た
物
が
管
理
区
域
外
に
広
が
つ
た
と
き
を
除
く
。
）
を
除
く
。

え
い
し
た
物
が
管
理
区
域
外
に
広
が
つ
た
と
き
を
除
く
。
）
を
除
く
。

イ

漏
え
い
し
た
液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
が
当
該
漏
え
い
に
係
る
設
備

イ

漏
え
い
し
た
液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
が
当
該
漏
え
い
に
係
る
設
備

の
周
辺
部
に
設
置
さ
れ
た
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
の
外

の
周
辺
部
に
設
置
さ
れ
た
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
の
外

せ
き

に
拡
大
し
な
か
つ
た
と
き
。

に
拡
大
し
な
か
つ
た
と
き
。

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

十
～
十
二

（
略
）

十
～
十
二

（
略
）

（
危
険
時
の
措
置
）

（
危
険
時
の
措
置
）

第
十
七
条

法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

第
十
七
条

法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

設
置
者
（
旧
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
等
を
含
む
。
）
は
、
次
の
各
号

設
置
者
（
旧
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
等
を
含
む
。
）
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
応
急
の
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
掲
げ
る
応
急
の
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

核
燃
料
物
質
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
場
合
に
は
、
必
要
に
応

二

核
燃
料
物
質
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
場
合
に
は
、
必
要
に
応

じ
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
縄
を
張
り
、

じ
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
な
わ
を
張
り

又
は
標
識
等
を
設
け
、
及
び
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係
者

、
又
は
標
識
等
を
設
け
、
及
び
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係

以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

三
～
六

（
略
）

三
～
六

（
略
）
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◯

核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
令
第
八
十
四
号
）
（
第
三
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
施
設
検
査
の
申
請
）

（
施
設
検
査
の
申
請
）

第
二
条
の
二

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
施
設
等
の

第
二
条
の
二

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
施
設
等
の

工
事
（
第
二
条
の
六
に
規
定
す
る
使
用
施
設
等
で
あ
つ
て
溶
接
を
す
る
も
の

工
事
（
第
二
条
の
六
に
規
定
す
る
使
用
施
設
等
で
あ
つ
て
溶
接
を
す
る
も
の

の
溶
接
を
除
く
。
次
項
及
び
第
二
条
の
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
検

の
溶
接
を
除
く
。
次
項
及
び
第
二
条
の
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
検

査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

使
用
施
設
に
設
け
ら
れ
る
セ
ル
、
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
そ
の
他
の
気
密

四

使
用
施
設
に
設
け
ら
れ
る
セ
ル
、
グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
そ
の
他
の
気
密

設
備
（
以
下
「
セ
ル
等
」
と
い
う
。
）
の
内
部
に
お
い
て
使
用
し
、
又
は

設
備
（
以
下
「
セ
ル
等
」
と
い
う
。
）
の
内
部
に
お
い
て
使
用
し
、
又
は

貯
蔵
施
設
に
お
い
て
貯
蔵
し
よ
う
と
す
る
核
燃
料
物
質
の
最
大
の
量
（
令

貯
蔵
施
設
に
お
い
て
貯
蔵
し
よ
う
と
す
る
核
燃
料
物
質
の
最
大
の
量
（
令

第
四
十
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
質
量

第
四
十
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
質
量

、
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
放
射
性
物
質
量
、
同
条
第
三

、
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
放
射
性
物
質
量
、
同
条
第
三

号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
ウ
ラ
ン
の
質
量
。
次
項

号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
ウ
ラ
ン
の
質
量
。
以
下

及
び
第
二
条
の
五
に
お
い
て
同
じ
。
）

次
項
及
び
第
二
条
の
五
に
お
い
て
同
じ
。
）

五

（
略
）

五

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
施
設
検
査
の
実
施
）

（
施
設
検
査
の
実
施
）

第
二
条
の
三

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
検
査
（
以
下
「
施
設
検
査
」
と

第
二
条
の
三

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
施
設
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲

い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る

げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
き
に
行
う
。

と
き
に
行
う
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
施
設
検
査
実
施
要
領
書
）

（
施
設
検
査
実
施
要
領
書
）

第
二
条
の
三
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二

第
二
条
の
三
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二

項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
検

項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
第
二
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
事

査
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領

項
の
検
査
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
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書
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

施
要
領
書
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
合
格
証
）

（
合
格
証
）

第
二
条
の
四

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
施
設
検
査
を
行
い
、
合
格
と
認
め
た

第
二
条
の
四

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
検
査

と
き
は
、
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

を
行
い
、
合
格
と
認
め
た
と
き
は
、
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

（
工
事
の
技
術
上
の
基
準
）

（
工
事
の
技
術
上
の
基
準
）

第
二
条
の
五

法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
工
事
の
技
術
上
の
基

第
二
条
の
五

法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
工
事
の
技
術
上
の
基

準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

使
用
施
設
等
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
等
を
限

一

使
用
施
設
等
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
等
を
限

定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ
込
め
る
機
能
を
保
持
す
る
よ
う
に
施
設
す
る
こ
と

定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ
込
め
る
機
能
を
保
持
す
る
よ
う
に
施
設
す
る
こ
と

。

。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
を
取
り
扱
う
設
備
で
あ
つ
て
、
六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン

ロ

六
ふ
っ
化
ウ
ラ
ン
を
取
り
扱
う
設
備
で
あ
つ
て
、
六
ふ
っ
化
ウ
ラ
ン

が
著
し
く
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
、
漏
え
い
の
拡
大
を
適

が
著
し
く
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
、
漏
え
い
の
拡
大
を
適

切
に
防
止
し
得
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

切
に
防
止
し
得
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ハ
～
チ

（
略
）

ハ
～
チ

（
略
）

二
～
十
七

（
略
）

二
～
十
七

（
略
）

十
八

使
用
施
設
等
が
そ
の
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
の
発
生
に
よ
り
そ
の
安

十
八

使
用
施
設
等
が
そ
の
施
設
内
に
お
け
る

水
の
発
生
に
よ
り
そ
の
安

い
つ

全
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な

全
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な

措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

十
九
～
三
十
六

（
略
）

十
九
～
三
十
六

（
略
）

（
溶
接
検
査
の
実
施
）

（
溶
接
検
査
の
実
施
）

第
二
条
の
八

法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
検
査
（
溶
接
を
し
た
使
用
施
設

第
二
条
の
八

法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
溶
接
検
査
（
溶
接
を
し
た
使
用

等
で
あ
つ
て
輸
入
し
た
も
の
の
当
該
溶
接
に
つ
い
て
の
検
査
を
除
く
。
）
は

施
設
等
で
あ
つ
て
輸
入
し
た
も
の
の
当
該
溶
接
に
つ
い
て
の
検
査
を
除
く
。

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
工
程
ご
と
に
行
う
。

）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
工
程
ご
と
に
行
う
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
溶
接
検
査
を
要
し
な
い
場
合
）

（
溶
接
検
査
を
要
し
な
い
場
合
）

第
二
条
の
九

法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会

第
二
条
の
九

法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
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規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

使
用
施
設
に
属
す
る
容
器
又
は
管
で
あ
つ
て
、
セ
ル
等
の
内
部
に
設
置

一

使
用
施
設
に
属
す
る
容
器
又
は
管
で
あ
つ
て
、
セ
ル
等
の
内
部
に
設
置

さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
あ
ら
か
じ
め
支
障
が
な

さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
あ
ら
か
じ
め
支
障
が
な

い
も
の
と
し
て
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
検
査
を
受
け
な
い
で
使
用

い
も
の
と
し
て
溶
接
検
査
を
受
け
な
い
で
使
用
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
場

す
る
こ
と
を
承
認
し
た
場
合

合

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
溶
接
検
査
合
格
証
等
）

（
溶
接
検
査
合
格
証
等
）

第
二
条
の
十

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
検
査

第
二
条
の
十

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
溶
接

を
行
い
、
合
格
と
認
め
た
と
き
は
、
溶
接
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
と
と
も

検
査
を
行
い
、
合
格
と
認
め
た
と
き
は
、
溶
接
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
と

に
、
そ
の
溶
接
を
し
た
容
器
又
は
管
を
刻
印
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
で
示

と
も
に
、
そ
の
溶
接
を
し
た
容
器
又
は
管
を
刻
印
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
も
の

す
も
の
と
す
る
。

で
示
す
も
の
と
す
る
。

（
記
録
）

（
記
録
）

第
二
条
の
十
一

法
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
工
場
又
は
事

第
二
条
の
十
一

法
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
工
場
又
は
事

業
所
ご
と
に
、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中

業
所
ご
と
に
、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中

欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期

欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期

間
こ
れ
を
保
存
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

間
こ
れ
を
保
存
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保
存
期
間

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保
存
期
間

一

施
設
検
査
の
結
果

検
査
の
都
度

同
一
事
項

一

施
設
検
査
の
記
録

に
関
す
る

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規

検
査
の
都
度

同
一
事
項

次
の
検
査

定
に
よ
る
検
査
の
結
果

に
関
す
る

の
と
き
ま

次
の
検
査

で
の
期
間

の
と
き
ま

で
の
期
間

二
～
八

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
～
八

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２
～
８

（
略
）

２
～
８

（
略
）

（
線
量
等
に
関
す
る
措
置
）

（
線
量
等
に
関
す
る
措
置
）

第
二
条
の
十
一
の
四

（
略
）

第
二
条
の
十
一
の
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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３

前
項
の
規
定
に
よ
り
緊
急
作
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
線
業

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
緊
急
作
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
線
業

務
従
事
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば

務
従
事
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
原
子
力
災
害
対
策

三

原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
原
子
力
災
害
対
策

特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
八
条
第
三
項
に
規

特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
八
条
第
三
項
に
規

定
す
る
原
子
力
防
災
要
員
、
同
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
防

定
す
る
原
子
力
防
災
要
員
、
同
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
防

災
管
理
者
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
副
原
子
力
防
災
管
理
者
で
あ
る

災
管
理
者
又
は
同
法
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
副
原
子
力
防
災
管
理
者
で

こ
と
。

あ
る
こ
と
。

（
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
）

（
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
）

第
二
条
の
十
一
の
七

法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
者

第
二
条
の
十
一
の
七

法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
者

は
、
使
用
施
設
等
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
の
核
燃
料
物
質
等
の
運

は
、
使
用
施
設
等
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
の
核
燃
料
物
質
等
の
運

搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

十

運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
つ
て
、
反
復

え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
つ
て
、
反
復

使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

も
の
を
い
う
。
）
に
収
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
収
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
つ
て
は
、
当

）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬
す
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
原
子
力
規
制
委
員
会

該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬
す
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
原
子
力

の
定
め
る
標
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

規
制
委
員
会
の
定
め
る
標
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
貯
蔵
）

（
貯
蔵
）

第
二
条
の
十
一
の
八

法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
者

第
二
条
の
十
一
の
八

法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
者

は
、
核
燃
料
物
質
の
貯
蔵
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け

は
、
核
燃
料
物
質
の
貯
蔵
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
使
用
者
に
つ
い

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
使
用
者
に
つ
い

て
は
、
第
三
号
及
び
第
八
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

て
は
、
第
三
号
及
び
第
八
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
の
貯
蔵
は
、
六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
が
漏
え
い
す
る
お
そ

六

六
ふ
っ
化
ウ
ラ
ン
の
貯
蔵
は
、
六
ふ
っ
化
ウ
ラ
ン
が
漏
え
い
す
る
お
そ
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れ
が
な
い
構
造
の
容
器
に
封
入
し
て
行
う
こ
と
。

れ
が
な
い
構
造
の
容
器
に
封
入
し
て
行
う
こ
と
。

七
・
八

（
略
）

七
・
八

（
略
）

（
工
場
又
は
事
業
所
内
の
廃
棄
）

（
工
場
又
は
事
業
所
内
の
廃
棄
）

第
二
条
の
十
一
の
九

法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
者

第
二
条
の
十
一
の
九

法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
者

は
、
使
用
施
設
等
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
放
射

は
、
使
用
施
設
等
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
放
射

性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な

性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

第
六
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄
物

九

第
六
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄
物

を
容
器
に
封
入
す
る
と
き
は
、
当
該
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

を
容
器
に
封
入
す
る
と
き
は
、
当
該
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

容
器
の
蓋
が
容
易
に
外
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

容
器
の
ふ
た
が
容
易
に
外
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
～
十
五

（
略
）

十
～
十
五

（
略
）

（
防
護
措
置
）

（
防
護
措
置
）

第
二
条
の
十
一
の
十

（
略
）

第
二
条
の
十
一
の
十

（
略
）

２

前
項
の
表
第
一
号
及
び
第
二
号
の
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必

２

前
項
の
表
第
一
号
及
び
第
二
号
の
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必

要
な
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

要
な
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十
六

（
略
）

一
～
十
六

（
略
）

十
七

特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
連
絡
に
関
し
、
次
に

十
七

特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
連
絡
に
関
し
、
次
に

掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ

見
張
人
が
常
時
監
視
を
行
う
た
め
の
詰
所
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

イ

見
張
人
が
常
時
監
視
を
行
う
た
め
の
詰
所
を
設
置
す
る
こ
と
。

て
「
見
張
人
の
詰
所
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
こ
と
。

ロ
～
二

（
略
）

ロ
～
二

（
略
）

十
八
～
二
十
二

（
略
）

十
八
～
二
十
二

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

５

第
二
項
（
第
三
項
及
び
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
特

５

第
二
項
（
第
三
項
及
び
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
特

定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
（
第
一
項
の
表
第
四
号
ハ
並

定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
（
第
一
項
の
表
第
四
号
ハ
並

び
に
第
八
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
並
び
に
こ
れ
ら
の
特
定

び
に
第
八
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
並
び
に
こ
れ
ら
の
特
定
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核
燃
料
物
質
を
照
射
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か
ら
一

核
燃
料
物
質
を
照
射
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か
ら
一

メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ
毎
時
以
下
で
あ
つ
た

メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ
毎
時
以
下
で
あ
つ
た

も
の
並
び
に
同
表
第
十
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
に
係

も
の
に
係
る
も
の
並
び
に
同
表
第
十
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
特
定
核
燃

る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
別
に
定
め
る
妨

料
物
質
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
別
に
定
め
る
妨

害
破
壊
行
為
等
の
脅
威
に
対
応
し
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

害
破
壊
行
為
等
の
脅
威
に
対
応
し
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

第
六
条
の
十

法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
者
（
旧
使
用
者
等

第
六
条
の
十

法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
者
（
旧
使
用
者
等

を
含
む
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を

を
含
む
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を

直
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
十
日
以
内
に
原
子
力
規
制

直
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
十
日
以
内
に
原
子
力
規
制

委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

使
用
施
設
等
の
故
障
そ
の
他
の
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
、

八

使
用
施
設
等
の
故
障
そ
の
他
の
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
、

核
燃
料
物
質
等
が
管
理
区
域
内
で
漏
え
い
し
た
と
き
。
た
だ
し
、
次
の
い

核
燃
料
物
質
等
が
管
理
区
域
内
で
漏
え
い
し
た
と
き
。
た
だ
し
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
（
漏
え
い
に
係
る
場
所
に
つ
い
て
人
の
立
入
制

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
（
漏
え
い
に
係
る
場
所
に
つ
い
て
人
の
立
入
制

限
、
鍵
の
管
理
等
の
措
置
を
新
た
に
講
じ
た
と
き
又
は
漏
え
い
し
た
物
が

限
、
鍵
の
管
理
等
の
措
置
を
新
た
に
講
じ
た
と
き
又
は
漏
え
い
し
た
物
が

管
理
区
域
外
に
広
が
つ
た
と
き
を
除
く
。
）
を
除
く
。

管
理
区
域
外
に
広
が
つ
た
と
き
を
除
く
。
）
を
除
く
。

イ

漏
え
い
し
た
液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
が
当
該
漏
え
い
に
係
る
設
備

イ

漏
え
い
し
た
液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
が
当
該
漏
え
い
に
係
る
設
備

の
周
辺
部
に
設
置
さ
れ
た
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
の
外

の
周
辺
部
に
設
置
さ
れ
た
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
の
外

せ
き

に
拡
大
し
な
か
つ
た
と
き
。

に
拡
大
し
な
か
つ
た
と
き
。

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

九
～
十
二

（
略
）

九
～
十
二

（
略
）

様
式
第
１
の
３

（第
７
条
第
２
項
関
係

）

様
式
第
１
の
３

（第
７
条
第
２
項
関
係

）

年
度
廃
棄
物
管
理
状
況
報
告
書

平
成

年
度
廃
棄
物
管
理
状
況
報
告
書

（略

）

（略
）



- 28 -

○

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
）
（
第
四
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
用
語
の
定
義
）

（
用
語
の
定
義
）

第
一
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
十
三

（
略
）

一
～
十
三

（
略
）

（
使
用
の
許
可
の
申
請
）

（
使
用
の
許
可
の
申
請
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
五
十
九
号
。
以
下
「

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
五
十
九
号
。
以
下
「

令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
書
類
を
添
え
な
け

令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
書
類
を
添
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

第
十
四
条
の
七
第
一
項
第
三
号
、
第
十
四
条
の
九
第
三
号
又
は
第
十
四

六

第
十
四
条
の
七
第
一
項
第
三
号
、
第
十
四
条
の
九
第
三
号
又
は
第
十
四

条
の
十
一
第
一
項
第
三
号
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
示
す
書
面
及
び
図

条
の
十
一
第
一
項
第
三
号
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
示
す
書
面
及
び
図

面
並
び
に
工
場
又
は
事
業
所
に
隣
接
す
る
区
域
の
状
況
（
第
十
四
条
の
七

面
並
び
に
工
場
又
は
事
業
所
に
隣
接
す
る
区
域
の
状
況
（
第
十
四
条
の
七

第
一
項
第
三
号
ロ
括
弧
書
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
限
る
。
）
を
記
載
し

第
一
項
第
三
号
ロ
か
つ
こ
書
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
限
る
。
）
を
記
載

た
書
面

し
た
書
面

六
の
二

（
略
）

六
の
二

（
略
）

七

排
気
設
備
が
第
十
四
条
の
十
一
第
一
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定

七

排
気
設
備
が
第
十
四
条
の
十
一
第
一
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定

す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
面
及
び
図
面
、
排
気
設

す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
面
及
び
図
面
、
排
気
設

備
の
位
置
及
び
排
気
の
系
統
を
示
す
図
面
、
排
気
監
視
設
備
を
設
け
る
場

備
の
位
置
及
び
排
気
の
系
統
を
示
す
図
面
、
排
気
監
視
設
備
を
設
け
る
場

合
に
は
、
工
場
又
は
事
業
所
に
隣
接
す
る
区
域
の
状
況
（
同
号
ハ

括
弧

合
に
は
、
工
場
又
は
事
業
所
に
隣
接
す
る
区
域
の
状
況
（
同
号
ハ

か
つ

（２）

（２）

書
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
排
気
監
視
設
備
の
詳
細
を
記

こ
書
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
排
気
監
視
設
備
の
詳
細
を

載
し
た
書
面
並
び
に
排
気
監
視
設
備
の
位
置
を
示
す
図
面
並
び
に
同
号
ハ

記
載
し
た
書
面
並
び
に
排
気
監
視
設
備
の
位
置
を
示
す
図
面
並
び
に
同
号

の
排
気
設
備
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
書
面

ハ

の
排
気
設
備
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
書
面

（３）

（３）

八

排
水
設
備
が
第
十
四
条
の
十
一
第
一
項
第
五
号
イ
に
規
定
す
る
能
力
を

八

排
水
設
備
が
第
十
四
条
の
十
一
第
一
項
第
五
号
イ
に
規
定
す
る
能
力
を

有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
面
及
び
図
面
、
排
水
設
備
の
位
置
及

有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
面
及
び
図
面
、
排
水
設
備
の
位
置
及
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び
排
水
の
系
統
を
示
す
図
面
、
排
水
監
視
設
備
を
設
け
る
場
合
に
は
、
工

び
排
水
の
系
統
を
示
す
図
面
、
排
水
監
視
設
備
を
設
け
る
場
合
に
は
、
工

場
又
は
事
業
所
に
隣
接
す
る
区
域
の
状
況
（
同
項
第
四
号
ハ

括
弧
書
の

場
又
は
事
業
所
に
隣
接
す
る
区
域
の
状
況
（
同
項
第
四
号
ハ

か
つ
こ
書

（２）

（２）

措
置
を
講
ず
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
排
水
監
視
設
備
の
詳
細
を
記
載
し

の
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
排
水
監
視
設
備
の
詳
細
を
記
載

た
書
面
並
び
に
排
水
監
視
設
備
の
位
置
を
示
す
図
面
並
び
に
同
項
第
五
号

し
た
書
面
並
び
に
排
水
監
視
設
備
の
位
置
を
示
す
図
面
並
び
に
同
項
第
五

イ

の
排
水
設
備
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
書
面

号
イ

の
排
水
設
備
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
書
面

（３）

（３）

九
～
十
一

（
略
）

九
～
十
一

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
廃
棄
の
業
の
許
可
の
申
請
）

（
廃
棄
の
業
の
許
可
の
申
請
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

第
二
条
第
二
項
（
同
項
第
四
号
括
弧
書
、
第
六
号
の
二
、
第
九
号
及
び
第

２

第
二
条
第
二
項
（
同
項
第
四
号
か
つ
こ
書
、
第
六
号
の
二
、
第
九
号
及
び

十
号
を
除
く
。
）
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
令
第
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る

第
十
号
を
除
く
。
）
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
令
第
七
条
に
お
い
て
準
用
す

令
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
前
項
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

る
令
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
前
項
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら

い
書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
第
二
項
第
二

な
い
書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
第
二
項
第

号
中
「
予
定
使
用
開
始
時
期
及
び
予
定
使
用
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
予
定
事

二
号
中
「
予
定
使
用
開
始
時
期
及
び
予
定
使
用
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
予
定

業
開
始
時
期
、
予
定
事
業
期
間
並
び
に
放
射
性
同
位
元
素
等
の
年
間
収
集
予

事
業
開
始
時
期
、
予
定
事
業
期
間
並
び
に
放
射
性
同
位
元
素
等
の
年
間
収
集

定
数
量
及
び
廃
棄
の
方
法
ご
と
の
年
間
廃
棄
予
定
数
量
」
と
、
同
項
第
三
号

予
定
数
量
及
び
廃
棄
の
方
法
ご
と
の
年
間
廃
棄
予
定
数
量
」
と
、
同
項
第
三

中
「
使
用
施
設
、
貯
蔵
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
廃
棄
物
詰
替
施
設
、
廃
棄
物

号
中
「
使
用
施
設
、
貯
蔵
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
廃
棄
物
詰
替
施
設
、
廃
棄

貯
蔵
施
設
」
と
、
「
工
場
又
は
事
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
廃
棄
事
業
所
」
と

物
貯
蔵
施
設
」
と
、
「
工
場
又
は
事
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
廃
棄
事
業
所
」

、
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
使
用
施
設
、
貯
蔵
施
設
」
と
あ
る
の
は
「

と
、
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
使
用
施
設
、
貯
蔵
施
設
」
と
あ
る
の
は

廃
棄
物
詰
替
施
設
、
廃
棄
物
貯
蔵
施
設
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
第
十
四
条

「
廃
棄
物
詰
替
施
設
、
廃
棄
物
貯
蔵
施
設
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
第
十
四

の
七
第
一
項
第
三
号
、
第
十
四
条
の
九
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条

条
の
七
第
一
項
第
三
号
、
第
十
四
条
の
九
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四

の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
七
第
一
項
第
三
号
、
第
十
四
条
の
十

条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
七
第
一
項
第
三
号
、
第
十
四
条
の

に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
九
第
三
号
」
と
、
「
工
場
又
は
事
業
所
」

十
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
九
第
三
号
」
と
、
「
工
場
又
は
事
業
所

と
あ
る
の
は
「
廃
棄
事
業
所
」
と
、
「
第
十
四
条
の
七
第
一
項
第
三
号
ロ
括

」
と
あ
る
の
は
「
廃
棄
事
業
所
」
と
、
「
第
十
四
条
の
七
第
一
項
第
三
号
ロ

弧
書
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
七

か
つ
こ
書
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条

第
一
項
第
三
号
ロ
括
弧
書
」
と
、
同
項
第
七
号
中
「
第
十
四
条
の
十
一
第
一

の
七
第
一
項
第
三
号
ロ
か
つ
こ
書
」
と
、
同
項
第
七
号
中
「
第
十
四
条
の
十

項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
の
十
一
第
一
項
第
四

一
第
一
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
の
十
一
第
一

号
イ
及
び
ハ
」
と
、
「
工
場
又
は
事
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
廃
棄
事
業
所
」

項
第
四
号
イ
及
び
ハ
」
と
、
「
工
場
又
は
事
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
廃
棄
事

と
、
同
項
第
八
号
中
「
工
場
又
は
事
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
廃
棄
事
業
所
」

業
所
」
と
、
同
項
第
八
号
中
「
工
場
又
は
事
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
廃
棄
事

と
、
同
項
第
十
一
号
中
「
法
第
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
条
の

業
所
」
と
、
同
項
第
十
一
号
中
「
法
第
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
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二
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

四
条
の
二
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

法
第
四
条
の
二
第
二
項
第
七
号
の
廃
棄
物
埋
設
を
行
う
と
き
は
、
前
項
に

３

法
第
四
条
の
二
第
二
項
第
七
号
の
廃
棄
物
埋
設
を
行
う
と
き
は
、
前
項
に

お
い
て
準
用
す
る
第
二
条
第
二
項
（
同
項
第
四
号
括
弧
書
、
第
六
号
の
二
、

お
い
て
準
用
す
る
第
二
条
第
二
項
（
同
項
第
四
号
か
つ
こ
書
、
第
六
号
の
二

第
九
号
及
び
第
十
号
を
除
く
。
）
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、

、
第
九
号
及
び
第
十
号
を
除
く
。
）
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
認
証
の
基
準
）

（
認
証
の
基
準
）

第
十
四
条
の
三

（
略
）

第
十
四
条
の
三

（
略
）

２

放
射
性
同
位
元
素
装
備
機
器
の
使
用
、
保
管
及
び
運
搬
に
関
す
る
条
件
に

２

放
射
性
同
位
元
素
装
備
機
器
の
使
用
、
保
管
及
び
運
搬
に
関
す
る
条
件
に

係
る
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
技
術

係
る
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
技
術

上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

当
該
放
射
性
同
位
元
素
装
備
機
器
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
当
該
放
射

五

当
該
放
射
性
同
位
元
素
装
備
機
器
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
当
該
放
射

性
同
位
元
素
装
備
機
器
又
は
当
該
放
射
性
同
位
元
素
装
備
機
器
を
収
納
し

性
同
位
元
素
装
備
機
器
又
は
当
該
放
射
性
同
位
元
素
装
備
機
器
を
収
納
し

た
容
器
が
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

た
容
器
が
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、

ハ

運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、

亀
裂
、
破
損
等
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

き
裂
、
破
損
等
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

ニ
～
リ

（
略
）

ニ
～
リ

（
略
）

六

（
略
）

六

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
使
用
施
設
の
基
準
）

（
使
用
施
設
の
基
準
）

第
十
四
条
の
七

法
第
六
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
使
用
施
設
の
位
置
、
構
造

第
十
四
条
の
七

法
第
六
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
使
用
施
設
の
位
置
、
構
造

及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

七
の
二

放
射
線
発
生
装
置
か
ら
発
生
し
た
放
射
線
に
よ
り
生
じ
た
放
射
線

七
の
二

放
射
線
発
生
装
置
か
ら
発
生
し
た
放
射
線
に
よ
り
生
じ
た
放
射
線

を
放
出
す
る
同
位
元
素
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
放
射
化
物
」

を
放
出
す
る
同
位
元
素
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
放
射
化
物
」

と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
放
射
線
発
生
装
置
を
構
成
す
る
機
器
又
は
遮
蔽
体

と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
放
射
線
発
生
装
置
を
構
成
す
る
機
器
又
は
遮
蔽
体

と
し
て
用
い
る
も
の
を
保
管
す
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

と
し
て
用
い
る
も
の
を
保
管
す
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
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り
、
放
射
化
物
保
管
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

り
、
放
射
化
物
保
管
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

放
射
化
物
保
管
設
備
の
扉
、
蓋
等
外
部
に
通
ず
る
部
分
に
は
、
鍵
そ

ロ

放
射
化
物
保
管
設
備
の
扉
、
ふ
た
等
外
部
に
通
ず
る
部
分
に
は
、
か

の
他
の
閉
鎖
の
た
め
の
設
備
又
は
器
具
を
設
け
る
こ
と
。

ぎ
そ
の
他
の
閉
鎖
の
た
め
の
設
備
又
は
器
具
を
設
け
る
こ
と
。

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

八

管
理
区
域
の
境
界
に
は
、
柵
そ
の
他
の
人
が
み
だ
り
に
立
ち
入
ら
な
い

八

管
理
区
域
の
境
界
に
は
、
さ
く
そ
の
他
の
人
が
み
だ
り
に
立
ち
入
ら
な

よ
う
に
す
る
た
め
の
施
設
を
設
け
る
こ
と
。

い
よ
う
に
す
る
た
め
の
施
設
を
設
け
る
こ
と
。

九

（
略
）

九

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

（
貯
蔵
施
設
の
基
準
）

（
貯
蔵
施
設
の
基
準
）

第
十
四
条
の
九

法
第
六
条
第
二
号
及
び
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

第
十
四
条
の
九

法
第
六
条
第
二
号
及
び
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

貯
蔵
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と

貯
蔵
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

貯
蔵
施
設
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
放
射
性
同
位
元
素
を

四

貯
蔵
施
設
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
放
射
性
同
位
元
素
を

入
れ
る
容
器
を
備
え
る
こ
と
。

入
れ
る
容
器
を
備
え
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

液
体
状
又
は
固
体
状
の
放
射
性
同
位
元
素
を
入
れ
る
容
器
で
、
亀
裂

ハ

液
体
状
又
は
固
体
状
の
放
射
性
同
位
元
素
を
入
れ
る
容
器
で
、
き
裂

、
破
損
等
の
事
故
の
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
は
、
受
皿
、
吸
収

、
破
損
等
の
事
故
の
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
は
、
受
皿
、
吸
収

材
そ
の
他
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
る
汚
染
の
広
が
り
を
防
止
す
る
た
め

材
そ
の
他
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
る
汚
染
の
広
が
り
を
防
止
す
る
た
め

の
施
設
又
は
器
具
を
設
け
る
こ
と
。

の
施
設
又
は
器
具
を
設
け
る
こ
と
。

五

貯
蔵
施
設
の
扉
、
蓋
等
外
部
に
通
ず
る
部
分
に
は
、
鍵
そ
の
他
の
閉
鎖

五

貯
蔵
施
設
の
と
び
ら
、
ふ
た
等
外
部
に
通
ず
る
部
分
に
は
、
か
ぎ
そ
の

の
た
め
の
設
備
又
は
器
具
を
設
け
る
こ
と
。

他
の
閉
鎖
の
た
め
の
設
備
又
は
器
具
を
設
け
る
こ
と
。

六

管
理
区
域
の
境
界
に
は
、
柵
そ
の
他
の
人
が
み
だ
り
に
立
ち
入
ら
な
い

六

管
理
区
域
の
境
界
に
は
、
さ
く
そ
の
他
の
人
が
み
だ
り
に
立
ち
入
ら
な

よ
う
に
す
る
た
め
の
施
設
を
設
け
る
こ
と
。

い
よ
う
に
す
る
た
め
の
施
設
を
設
け
る
こ
と
。

七

（
略
）

七

（
略
）

（
廃
棄
施
設
の
基
準
）

（
廃
棄
施
設
の
基
準
）

第
十
四
条
の
十
一

法
第
六
条
第
三
号
及
び
法
第
七
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る

第
十
四
条
の
十
一

法
第
六
条
第
三
号
及
び
法
第
七
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る

廃
棄
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
（
廃
棄
物
埋
設
地
に

廃
棄
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
（
廃
棄
物
埋
設
地
に
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係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

液
体
状
の
放
射
性
同
位
元
素
等
を
浄
化
し
、
又
は
排
水
す
る
場
合
に
は

五

液
体
状
の
放
射
性
同
位
元
素
等
を
浄
化
し
、
又
は
排
水
す
る
場
合
に
は

、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
排
水
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
排
水
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

排
水
浄
化
槽
は
、
排
液
を
採
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
又
は
排
液

ハ

排
水
浄
化
槽
は
、
排
液
を
採
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
又
は
排
液

中
に
お
け
る
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
を
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

中
に
お
け
る
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
を
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

構
造
と
し
、
そ
の
出
口
に
は
、
排
液
の
流
出
を
調
節
す
る
装
置
を
設

構
造
と
し
、
そ
の
出
口
に
は
、
排
液
の
流
出
を
調
節
す
る
装
置
を
設

け
、
か
つ
、
そ
の
上
部
の
開
口
部
は
、
蓋
の
で
き
る
構
造
と
し
、
又

け
、
か
つ
、
そ
の
上
部
の
開
口
部
は
、
ふ
た
の
で
き
る
構
造
と
し
、

は
そ
の
周
囲
に
柵
そ
の
他
の
人
が
み
だ
り
に
立
ち
入
ら
な
い
よ
う
に

又
は
そ
の
周
囲
に
さ
く
そ
の
他
の
人
が
み
だ
り
に
立
ち
入
ら
な
い
よ

す
る
た
め
の
施
設
を
設
け
る
こ
と
。

う
に
す
る
た
め
の
施
設
を
設
け
る
こ
と
。

六
・
七

（
略
）

六
・
七

（
略
）

八

放
射
性
同
位
元
素
等
を
保
管
廃
棄
す
る
場
合
（
第
十
九
条
第
一
項
第
十

八

放
射
性
同
位
元
素
等
を
保
管
廃
棄
す
る
場
合
（
第
十
九
条
第
一
項
第
十

三
号
ニ
の
規
定
に
よ
り
保
管
廃
棄
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
次
に

三
号
ニ
の
規
定
に
よ
り
保
管
廃
棄
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
次
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
管
廃
棄
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
管
廃
棄
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

保
管
廃
棄
設
備
の
扉
、
蓋
等
外
部
に
通
ず
る
部
分
に
は
、
鍵
そ
の
他

ロ

保
管
廃
棄
設
備
の
扉
、
ふ
た
等
外
部
に
通
ず
る
部
分
に
は
、
か
ぎ
そ

の
閉
鎖
の
た
め
の
設
備
又
は
器
具
を
設
け
る
こ
と
。

の
他
の
閉
鎖
の
た
め
の
設
備
又
は
器
具
を
設
け
る
こ
と
。

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

九

管
理
区
域
の
境
界
に
は
、
柵
そ
の
他
の
人
が
み
だ
り
に
立
ち
入
ら
な
い

九

管
理
区
域
の
境
界
に
は
、
さ
く
そ
の
他
の
人
が
み
だ
り
に
立
ち
入
ら
な

よ
う
に
す
る
た
め
の
施
設
を
設
け
る
こ
と
。

い
よ
う
に
す
る
た
め
の
施
設
を
設
け
る
こ
と
。

十

（
略
）

十

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

廃
棄
物
埋
設
地
に
係
る
法
第
七
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
廃
棄
施
設
の
位

３

廃
棄
物
埋
設
地
に
係
る
法
第
七
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
廃
棄
施
設
の
位

置
、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

置
、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

管
理
区
域
の
境
界
に
は
、
柵
そ
の
他
の
人
が
み
だ
り
に
立
ち
入
ら
な
い

四

管
理
区
域
の
境
界
に
は
、
さ
く
そ
の
他
の
人
が
み
だ
り
に
立
ち
入
ら
な

よ
う
に
す
る
た
め
の
施
設
を
設
け
る
こ
と
。

い
よ
う
に
す
る
た
め
の
施
設
を
設
け
る
こ
と
。

五

（
略
）

五

（
略
）

（
保
管
の
基
準
）

（
保
管
の
基
準
）
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第
十
七
条

許
可
届
出
使
用
者
に
係
る
法
第
十
六
条
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委

第
十
七
条

許
可
届
出
使
用
者
に
係
る
法
第
十
六
条
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委

員
会
規
則
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

員
会
規
則
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
ほ
か
、
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

よ
る
ほ
か
、
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
号
ロ
中
「
放
射
線
発
生
装
置
」
と
あ
る
の
は
「
放
射
化
物
」
と

お
い
て
、
同
号
ロ
中
「
放
射
線
発
生
装
置
」
と
あ
る
の
は
「
放
射
化
物
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

貯
蔵
施
設
内
の
人
が
触
れ
る
物
の
表
面
の
放
射
性
同
位
元
素
の
密
度
は

六

貯
蔵
施
設
内
の
人
が
触
れ
る
物
の
表
面
の
放
射
性
同
位
元
素
の
密
度
は

、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
表
面
密
度
限
度
を
超
え
な
い
よ
う

、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
表
面
密
度
限
度
を
超
え
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
。

に
す
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

液
体
状
又
は
固
体
状
の
放
射
性
同
位
元
素
を
入
れ
た
容
器
で
、
亀
裂

ロ

液
体
状
又
は
固
体
状
の
放
射
性
同
位
元
素
を
入
れ
た
容
器
で
、
き
裂

、
破
損
等
の
事
故
の
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
は
、
受
皿
、
吸
収

、
破
損
等
の
事
故
の
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
は
、
受
皿
、
吸
収

材
そ
の
他
の
施
設
又
は
器
具
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
放
射
性
同
位
元

材
そ
の
他
の
施
設
又
は
器
具
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
放
射
性
同
位
元

素
に
よ
る
汚
染
の
広
が
り
を
防
止
す
る
こ
と
。

素
に
よ
る
汚
染
の
広
が
り
を
防
止
す
る
こ
と
。

六
の
二
～
九

（
略
）

六
の
二
～
九

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
事
業
所
等
に
お
け
る
運
搬
の
基
準
）

（
事
業
所
等
に
お
け
る
運
搬
の
基
準
）

第
十
八
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
技
術

第
十
八
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
技
術

上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、

ハ

運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、

亀
裂
、
破
損
等
の
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

き
裂
、
破
損
等
の
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

三
～
九

（
略
）

三
～
九

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

（
Ｌ
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

（
Ｌ
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
十
八
条
の
四

Ｌ
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

第
十
八
条
の
四

Ｌ
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
と
お
り
と
す
る
。

る
と
お
り
と
す
る
。
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一

（
略
）

一

（
略
）

二

運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
亀

二

運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き

裂
、
破
損
等
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

裂
、
破
損
等
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

三
～
九

（
略
）

三
～
九

（
略
）

（
Ａ
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

（
Ａ
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
十
八
条
の
五

Ａ
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

第
十
八
条
の
五

Ａ
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
と
お
り
と
す
る
。

る
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二
（
略
）

一
・
二
（
略
）

三

み
だ
り
に
開
封
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
か
つ
、
開
封
さ
れ
た
場
合
に
開
封

三

み
だ
り
に
開
封
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
か
つ
、
開
封
さ
れ
た
場
合
に
開
封

さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
容
易
に
破
れ
な
い
シ
ー
ル
の
貼

さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
容
易
に
破
れ
な
い
シ
ー
ル
の
は

付
け
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

り
付
け
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

四

構
成
部
品
は
、
摂
氏
零
下
四
十
度
か
ら
摂
氏
七
十
度
ま
で
の
温
度
の
範

四

構
成
部
品
は
、
摂
氏
零
下
四
十
度
か
ら
摂
氏
七
十
度
ま
で
の
温
度
の
範

囲
に
お
い
て
、
亀
裂
、
破
損
等
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。
た
だ
し

囲
に
お
い
て
、
き
裂
、
破
損
等
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。
た
だ
し

、
運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
の
範
囲
が
特
定
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限

、
運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
の
範
囲
が
特
定
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

り
で
な
い
。

五
～
十

（
略
）

五
～
十

（
略
）

（
Ｂ
Ｍ
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

（
Ｂ
Ｍ
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
十
八
条
の
六

Ｂ
Ｍ
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲

第
十
八
条
の
六

Ｂ
Ｍ
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三
（
略
）

一
～
三
（
略
）

四

運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
最
も
低
い
温
度
か
ら
摂
氏
三
十
八
度
ま
で
の
周

四

運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
最
も
低
い
温
度
か
ら
摂
氏
三
十
八
度
ま
で
の
周

囲
の
温
度
の
範
囲
に
お
い
て
、
亀
裂
、
破
損
等
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い

囲
の
温
度
の
範
囲
に
お
い
て
、
き
裂
、
破
損
等
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い

こ
と
。

こ
と
。

五

（
略
）

五

（
略
）

（
Ｂ
Ｕ
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

（
Ｂ
Ｕ
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
十
八
条
の
七

Ｂ
Ｕ
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲

第
十
八
条
の
七

Ｂ
Ｕ
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）
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四

摂
氏
零
下
四
十
度
か
ら
摂
氏
三
十
八
度
ま
で
の
周
囲
の
温
度
の
範
囲
に

四

摂
氏
零
下
四
十
度
か
ら
摂
氏
三
十
八
度
ま
で
の
周
囲
の
温
度
の
範
囲
に

お
い
て
、
亀
裂
、
破
損
等
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

お
い
て
、
き
裂
、
破
損
等
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

五

フ
ィ
ル
タ
又
は
機
械
的
冷
却
装
置
を
用
い
な
く
と
も
内
部
の
気
体
の
ろ

五

フ
イ
ル
タ
又
は
機
械
的
冷
却
装
置
を
用
い
な
く
と
も
内
部
の
気
体
の
ろ

過
又
は
放
射
性
同
位
元
素
等
の
冷
却
が
行
わ
れ
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

過
又
は
放
射
性
同
位
元
素
等
の
冷
却
が
行
わ
れ
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

六

（
略
）

六

（
略
）

（
運
搬
に
関
す
る
確
認
を
要
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
）

（
運
搬
に
関
す
る
確
認
を
要
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
）

第
十
八
条
の
十
四

令
第
十
六
条
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
放
射

第
十
八
条
の
十
四

令
第
十
六
条
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
放
射

性
同
位
元
素
等
は
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
放
射
性
同

性
同
位
元
素
等
は
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
放
射
性
同

位
元
素
等
（
同
条
第
二
項
及
び
第
十
八
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
り
運
搬
さ
れ

位
元
素
等
（
第
十
八
条
の
三
第
二
項
及
び
第
十
八
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
り

る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

運
搬
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
運
搬
に
関
す
る
確
認
の
申
請
）

（
運
搬
に
関
す
る
確
認
の
申
請
）

第
十
八
条
の
十
五

（
略
）

第
十
八
条
の
十
五

（
略
）

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規

則
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
こ

則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

と
を
証
す
る
書
面
が
提
出
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
書
類
の
提

よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
が
提
出
さ
れ
て

出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
書
類
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
廃
棄
の
基
準
）

（
廃
棄
の
基
準
）

第
十
九
条

許
可
使
用
者
及
び
許
可
廃
棄
業
者
に
係
る
法
第
十
九
条
第
一
項
の

第
十
九
条

許
可
使
用
者
及
び
許
可
廃
棄
業
者
に
係
る
法
第
十
九
条
第
一
項
の

原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
（
第
三
項
に
係
る
も
の

原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
（
第
三
項
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
第
十
五
条

を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
第
十
五
条

第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
か
ら
第
十
号
ま
で
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
の

第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
か
ら
第
十
号
ま
で
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
の

規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
三
号
ロ
中
「
放
射
性
同

規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
三
号
ロ
中
「
放
射
性
同

位
元
素
又
は
放
射
線
発
生
装
置
」
と
あ
る
の
は
「
放
射
性
同
位
元
素
等
」
と

位
元
素
又
は
放
射
線
発
生
装
置
」
と
あ
る
の
は
「
放
射
性
同
位
元
素
等
」
と

、
同
項
第
四
号
中
「
作
業
室
内
の
人
が
常
時
立
ち
入
る
場
所
又
は
放
射
線
発

、
同
項
第
四
号
中
「
作
業
室
内
の
人
が
常
時
立
ち
入
る
場
所
又
は
放
射
線
発

生
装
置
の
使
用
を
す
る
室
」
と
あ
る
の
は
「
廃
棄
作
業
室
内
の
人
が
常
時
立

生
装
置
の
使
用
を
す
る
室
」
と
あ
る
の
は
「
廃
棄
作
業
室
内
の
人
が
常
時
立

ち
入
る
場
所
」
と
、
同
項
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
規
定
中
「
作
業
室
」

ち
入
る
場
所
」
と
、
同
項
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
規
定
中
「
作
業
室
」

と
あ
る
の
は
「
廃
棄
作
業
室
」
と
、
同
項
第
九
号
中
「
放
射
性
同
位
元
素
に

と
あ
る
の
は
「
廃
棄
作
業
室
」
と
、
同
項
第
九
号
中
「
放
射
性
同
位
元
素
に
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よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
」
と
あ
る
の
は
「
放
射
性
汚
染
物
」
と
、
「
作
業
室

よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
」
と
あ
る
の
は
「
放
射
性
汚
染
物
」
と
、
「
作
業
室

」
と
あ
る
の
は
「
廃
棄
作
業
室
」
と
、
同
項
第
十
一
号
中
「
使
用
施
設
又
は

」
と
あ
る
の
は
「
廃
棄
作
業
室
」
と
、
同
項
第
十
一
号
中
「
使
用
施
設
又
は

管
理
区
域
」
と
あ
る
の
は
「
廃
棄
施
設
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

管
理
区
域
」
と
あ
る
の
は
「
廃
棄
施
設
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

第
四
号
ロ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
液
体
状
の
放
射

八

第
四
号
ロ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
液
体
状
の
放
射

性
同
位
元
素
等
を
容
器
に
封
入
し
て
保
管
廃
棄
設
備
に
保
管
廃
棄
す
る
と

性
同
位
元
素
等
を
容
器
に
封
入
し
て
保
管
廃
棄
設
備
に
保
管
廃
棄
す
る
と

き
は
、
当
該
容
器
に
亀
裂
、
破
損
等
の
事
故
の
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
と

き
は
、
当
該
容
器
に
き
裂
、
破
損
等
の
事
故
の
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
と

き
に
は
、
受
皿
、
吸
収
材
そ
の
他
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
る
汚
染
の
広
が

き
に
は
、
受
皿
、
吸
収
材
そ
の
他
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
る
汚
染
の
広
が

り
を
防
止
す
る
た
め
の
施
設
又
は
器
具
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
放
射
性

り
を
防
止
す
る
た
め
の
施
設
又
は
器
具
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
放
射
性

同
位
元
素
に
よ
る
汚
染
の
広
が
り
を
防
止
す
る
こ
と
。

同
位
元
素
に
よ
る
汚
染
の
広
が
り
を
防
止
す
る
こ
と
。

九
～
十
六

（
略
）

九
～
十
六

（
略
）

十
七

第
十
三
号
ホ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定

十
七

第
十
三
号
ホ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
。

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
埋
設
及
び
覆
土
を
行
う
こ
と
。

ロ

次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
埋
設
及
び
覆
土
を
行
う
こ
と
。

～

（
略
）

～

（
略
）

（１）

（４）

（１）

（４）

廃
棄
物
埋
設
地
は
、
土
砂
等
を
充
塡
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
廃

廃
棄
物
埋
設
地
は
、
土
砂
等
を
充
て
ん
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該

（５）

（５）

棄
物
埋
設
地
の
埋
設
が
終
了
し
た
後
に
お
い
て
空
隙
が
残
ら
な
い
よ

廃
棄
物
埋
設
地
の
埋
設
が
終
了
し
た
後
に
お
い
て
空
げ
き
が
残
ら
な

う
に
措
置
す
る
こ
と
。

い
よ
う
に
措
置
す
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

（６）

（６）

ハ

次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
廃
棄
物
埋
設
地
を
管
理
す
る
こ
と
。
た

ハ

次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
廃
棄
物
埋
設
地
を
管
理
す
る
こ
と
。
た

だ
し
、
法
第
四
条
の
二
第
一
項
の
許
可
又
は
法
第
十
一
条
第
二
項
の
変

だ
し
、
法
第
四
条
の
二
第
一
項
の
許
可
又
は
法
第
十
一
条
第
二
項
の
変

更
の
許
可
を
受
け
て
、
法
第
四
条
の
二
第
二
項
第
七
号
ロ
の
措
置
を
採

更
の
許
可
を
受
け
て
、
法
第
四
条
の
二
第
二
項
第
七
号
ロ
の
措
置
を
採

ら
な
い
こ
と
と
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ら
な
い
こ
と
と
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
略
）

（
略
）

（１）

（１）

第
十
四
条
の
十
二
第
二
号
に
規
定
す
る
線
量
が
、
同
号
の
原
子
力

第
十
四
条
の
十
二
第
二
号
に
規
定
す
る
線
量
が
、
同
号
の
原
子
力

（２）

（２）

規
制
委
員
会
が
定
め
る
線
量
限
度
以
下
と
な
る
よ
う
、
廃
棄
物
埋
設

規
制
委
員
会
が
定
め
る
線
量
限
度
以
下
と
な
る
よ
う
、
廃
棄
物
埋
設

地
の
周
囲
に
柵
を
設
け
る
等
の
方
法
に
よ
つ
て
、
人
の
廃
棄
物
埋
設

地
の
周
囲
に
さ
く
を
設
け
る
等
の
方
法
に
よ
つ
て
、
人
の
廃
棄
物
埋

地
へ
の
立
入
り
の
制
限
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

設
地
へ
の
立
入
り
の
制
限
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

～

（
略
）

～

（
略
）

（３）

（５）

（３）

（５）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）
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（
測
定
）

（
測
定
）

第
二
十
条

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
は
、
次
に
定
め
る
と
こ

第
二
十
条

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
は
、
次
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
行
う
。

ろ
に
よ
り
行
う
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

第
二
号
の
測
定
は
、
作
業
を
開
始
す
る
前
に
一
回
及
び
作
業
を
開
始
し

四

第
二
号
の
測
定
は
、
作
業
を
開
始
す
る
前
に
一
回
及
び
作
業
を
開
始
し

た
後
に
あ
つ
て
は
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
。

た
後
に
あ
つ
て
は
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
。

イ

放
射
線
の
量
の
測
定
（
ロ
及
び
ハ
の
測
定
を
除
く
。
）
並
び
に
作
業

イ

放
射
線
の
量
の
測
定
（
ロ
及
び
ハ
の
測
定
を
除
く
。
）
並
び
に
作
業

室
、
廃
棄
作
業
室
、
汚
染
検
査
室
及
び
管
理
区
域
の
境
界
に
お
け
る
汚

室
、
廃
棄
作
業
室
、
汚
染
検
査
室
及
び
管
理
区
域
の
境
界
に
お
け
る
汚

染
の
状
況
の
測
定
は
、
一
月
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
一
回
行
う
こ
と

染
の
状
況
の
測
定
は
、
一
月
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
一
回
行
う
こ
と

。
た
だ
し
、
廃
棄
物
埋
設
地
を
設
け
た
廃
棄
事
業
所
の
境
界
に
お
け
る

。
た
だ
し
、
廃
棄
物
埋
設
地
を
設
け
た
廃
棄
事
業
所
の
境
界
に
お
け
る

放
射
線
の
量
の
測
定
に
あ
つ
て
は
、
全
て
の
廃
棄
物
埋
設
地
を
土
砂
等

放
射
線
の
量
の
測
定
に
あ
つ
て
は
、
す
べ
て
の
廃
棄
物
埋
設
地
を
土
砂

で
覆
う
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
一
週
間
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
一
回

等
で
覆
う
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
一
週
間
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
一

行
う
こ
と
。

回
行
う
こ
と
。

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
放
射
線
発
生
装
置
に
係
る
管
理
区
域
に
立
ち
入
る
者
の
特
例
）

（
放
射
線
発
生
装
置
に
係
る
管
理
区
域
に
立
ち
入
る
者
の
特
例
）

第
二
十
二
条
の
三

（
略
）

第
二
十
二
条
の
三

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
区
域
で
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
る
区
域
に
お
い

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
区
域
で
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
る
区
域
に
お
い

て
は
、
第
十
四
条
の
七
第
一
項
第
九
号
の
標
識
の
近
く
及
び
当
該
区
域
の
境

て
は
、
第
十
四
条
の
七
第
一
項
第
九
号
の
標
識
の
近
く
及
び
当
該
区
域
の
境

界
に
設
け
る
柵
そ
の
他
の
人
が
み
だ
り
に
立
ち
入
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め

界
に
設
け
る
さ
く
そ
の
他
の
人
が
み
だ
り
に
立
ち
入
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た

の
施
設
の
出
入
口
又
は
そ
の
付
近
に
、
放
射
線
発
生
装
置
の
運
転
を
停
止
し

め
の
施
設
の
出
入
口
又
は
そ
の
付
近
に
、
放
射
線
発
生
装
置
の
運
転
を
停
止

て
い
る
旨
又
は
放
射
線
発
生
装
置
を
設
置
し
て
い
な
い
旨
そ
の
他
必
要
な
事

し
て
い
る
旨
又
は
放
射
線
発
生
装
置
を
設
置
し
て
い
な
い
旨
そ
の
他
必
要
な

項
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
項
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
棄
物
埋
設
地
の
譲
受
け
）

（
廃
棄
物
埋
設
地
の
譲
受
け
）

第
二
十
四
条
の
六

（
略
）

第
二
十
四
条
の
六

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

一

第
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
条
第
二
項
（
同
項
第
四
号
括

一

第
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
条
第
二
項
（
同
項
第
四
号
か
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弧
書
、
第
六
号
の
二
、
第
九
号
及
び
第
十
号
を
除
く
。
）
及
び
第
三
項
に

つ
こ
書
、
第
六
号
の
二
、
第
九
号
及
び
第
十
号
を
除
く
。
）
及
び
第
三
項

規
定
す
る
書
面
及
び
図
面

に
規
定
す
る
書
面
及
び
図
面

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
使
用
の
廃
止
等
の
届
出
）

（
使
用
の
廃
止
等
の
届
出
）

第
二
十
五
条

（
略
）

第
二
十
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
又
は
前
項
の
届
書
に
は
、
許
可
証
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
又
は
第
二
項
の
届
書
に
は
、
許
可
証
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

た
だ
し
、
法
第
二
十
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
法
第
二
十
七
条

。
た
だ
し
、
法
第
二
十
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
法
第
二
十
七

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
許
可
の
取
消
し
、
使
用
の
廃
止
等
に
伴
う
措
置
）

（
許
可
の
取
消
し
、
使
用
の
廃
止
等
に
伴
う
措
置
）

第
二
十
六
条

法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
許
可
取
消
使
用
者
等
が
同

第
二
十
六
条

法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
許
可
取
消
使
用
者
等
が
同

項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
措
置
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
措
置
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
廃
止
措
置
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
た

「
廃
止
措
置
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
た

だ
し
、
法
第
二
十
八
条
第
七
項
に
規
定
す
る
従
前
の
届
出
販
売
業
者
又
は
届

だ
し
、
法
第
二
十
八
条
第
七
項
に
規
定
す
る
従
前
の
届
出
販
売
業
者
又
は
届

出
賃
貸
業
者
に
係
る
許
可
取
消
使
用
者
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
そ
れ
ぞ

出
賃
貸
業
者
に
係
る
許
可
取
消
使
用
者
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
そ
れ
ぞ

れ
「
販
売
廃
止
等
業
者
」
又
は
「
賃
貸
廃
止
等
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

れ
「
販
売
廃
止
等
業
者
」
又
は
「
賃
貸
廃
止
等
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
は
第
六
号
及
び
第
九
号
の
規
定
を
、
同
項
に
規
定
す
る
従
前
の
表
示
付
認

て
は
第
六
号
及
び
第
九
号
の
規
定
を
、
同
項
に
規
定
す
る
従
前
の
表
示
付
認

証
機
器
届
出
使
用
者
に
係
る
許
可
取
消
使
用
者
等
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条

証
機
器
届
出
使
用
者
に
係
る
許
可
取
消
使
用
者
等
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条

に
お
い
て
「
表
示
付
認
証
機
器
廃
止
等
使
用
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は

に
お
い
て
「
表
示
付
認
証
機
器
廃
止
等
使
用
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は

第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。

第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

放
射
性
同
位
元
素
に
よ
る
汚
染
を
除
去
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
廃
止
措

三

放
射
性
同
位
元
素
に
よ
る
汚
染
を
除
去
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
廃
止
措

置
に
係
る
事
業
所
等
を
許
可
使
用
者
又
は
許
可
廃
棄
業
者
に
譲
り
渡
す
場

置
に
係
る
事
業
所
等
を
許
可
使
用
者
又
は
許
可
廃
棄
業
者
に
譲
り
渡
す
場

合
（
当
該
廃
止
措
置
に
係
る
全
て
の
放
射
性
同
位
元
素
等
又
は
放
射
線
発

合
（
当
該
廃
止
措
置
に
係
る
す
べ
て
の
放
射
性
同
位
元
素
等
又
は
放
射
線

生
装
置
及
び
放
射
線
施
設
を
一
体
と
し
て
譲
り
渡
す
場
合
に
限
る
。
）
は

発
生
装
置
及
び
放
射
線
施
設
を
一
体
と
し
て
譲
り
渡
す
場
合
に
限
る
。
）

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四
～
十

（
略
）

四
～
十

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）
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７

前
項
第
五
号
の
書
類
の
写
し
に
つ
い
て
は
、
密
封
さ
れ
た
放
射
性
同
位
元

７

前
項
第
五
号
の
書
類
の
写
し
に
つ
い
て
は
、
密
封
さ
れ
た
放
射
性
同
位
元

素
の
み
を
使
用
し
て
い
た
許
可
取
消
使
用
者
等
で
あ
つ
て
、
許
可
証
に
記
載

素
の
み
を
使
用
し
て
い
た
許
可
取
消
使
用
者
等
で
あ
つ
て
、
許
可
証
に
記
載

さ
れ
た
又
は
届
け
出
た
密
封
さ
れ
た
放
射
性
同
位
元
素
の
全
て
を
廃
止
日
等

さ
れ
た
又
は
届
け
出
た
密
封
さ
れ
た
放
射
性
同
位
元
素
の
す
べ
て
を
廃
止
日

に
お
い
て
所
有
し
、
又
は
所
持
し
て
い
た
者
は
、
こ
れ
を
添
え
な
い
こ
と
が

等
に
お
い
て
所
有
し
、
又
は
所
持
し
て
い
た
者
は
、
こ
れ
を
添
え
な
い
こ
と

で
き
る
。

が
で
き
る
。

８
・
９

（
略
）

８
・
９

（
略
）

（
表
示
付
認
証
機
器
に
係
る
使
用
の
廃
止
等
の
届
出
等
）

（
表
示
付
認
証
機
器
に
係
る
使
用
の
廃
止
等
の
届
出
等
）

第
二
十
六
条
の
二

（
略
）

第
二
十
六
条
の
二

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
届
書
及
び
前
項
の
報
告
に
係
る
書
面
の
提
出

５

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
届
書
及
び
第
四
項
の
報
告
に
係
る
書
面
の
提

部
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
通
と
す
る
。

出
部
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
通
と
す
る
。

（
危
険
時
の
措
置
）

（
危
険
時
の
措
置
）

第
二
十
九
条

許
可
届
出
使
用
者
、
表
示
付
認
証
機
器
使
用
者
、
届
出
販
売
業

第
二
十
九
条

許
可
届
出
使
用
者
、
表
示
付
認
証
機
器
使
用
者
、
届
出
販
売
業

者
、
届
出
賃
貸
業
者
及
び
許
可
廃
棄
業
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
を

者
、
届
出
賃
貸
業
者
及
び
許
可
廃
棄
業
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
を

委
託
さ
れ
た
者
が
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
な
け
れ
ば
な

委
託
さ
れ
た
者
が
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
応
急
の
措
置
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

ら
な
い
応
急
の
措
置
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

放
射
性
同
位
元
素
等
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
場
合
に
は
、
必

五

放
射
性
同
位
元
素
等
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
場
合
に
は
、
必

要
に
応
じ
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
、
縄

要
に
応
じ
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
、
縄

を
張
り
、
又
は
標
識
等
を
設
け
、
か
つ
、
見
張
人
を
付
け
る
こ
と
に
よ
り

を
張
り
、
又
は
標
識
等
を
設
け
、
か
つ
、
見
張
人
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
り

、
関
係
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

、
関
係
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

六

（
略
）

六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
放
射
能
濃
度
の
基
準
）

（
放
射
能
濃
度
の
基
準
）

第
二
十
九
条
の
二

法
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則

第
二
十
九
条
の
二

法
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則

で
定
め
る
基
準
は
、
各
評
価
単
位
に
含
ま
れ
る
全
て
の
評
価
対
象
放
射
性
同

で
定
め
る
基
準
は
、
各
評
価
単
位
に
含
ま
れ
る
す
べ
て
の
評
価
対
象
放
射
性

位
元
素
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
そ
の
平
均
放
射
能
濃
度
の
上
限
と
し
て
原

同
位
元
素
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
そ
の
平
均
放
射
能
濃
度
の
上
限
と
し
て

子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
放
射
能
濃
度
と
す
る
。

原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
放
射
能
濃
度
と
す
る
。
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別
表
第
一
（
第
十
四
条
の
七
―
第
十
四
条
の
十
一
、
第
十
五
条
、
第
十
九
条
関

別
表
第
一
（
第
十
四
条
の
七
―
第
十
四
条
の
十
一
、
第
十
五
条
、
第
十
九
条
関

係
）

係
）

区

分

標

識

大
き
さ

標
識
を
付

区

分

標

識

大
き
さ

標
識
を
付

け
る
箇
所

け
る
箇
所

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

管
理
区
域
（
許
可
使

（
略
）

（
略
）

管
理
区
域

管
理
区
域
（
許
可
使

（
略
）

（
略
）

管
理
区
域

用
者
が
法
第
十
条
第

の
境
界
に

用
者
が
法
第
十
条
第

の
境
界
に

六
項
の
規
定
に
よ
り

設
け
る
柵

六
項
の
規
定
に
よ
り

設
け
る
さ

使
用
の
場
所
の
変
更

そ
の
他
の

使
用
の
場
所
の
変
更

く
そ
の
他

を
届
け
出
て
行
う
放

人
が
み
だ

を
届
け
出
て
行
う
放

の
人
が
み

射
性
同
位
元
素
若
し

り
に
立
ち

射
性
同
位
元
素
若
し

だ
り
に
立

く
は
放
射
線
発
生
装

入
ら
な
い

く
は
放
射
線
発
生
装

ち
入
ら
な

置
の
使
用
又
は
届
出

よ
う
に
す

置
の
使
用
又
は
届
出

い
よ
う
に

使
用
者
が
行
う
使
用

る
た
め
の

使
用
者
が
行
う
使
用

す
る
た
め

若
し
く
は
廃
棄
の
場

施
設
の
出

若
し
く
は
廃
棄
の
場

の
施
設
の

所
に
係
る
も
の
を
除

入
口
又
は

所
に
係
る
も
の
を
除

出
入
口
又

く
。
）
の
境
界
に
設

そ
の
付
近

く
。
）
の
境
界
に
設

は
そ
の
付

け
る
柵
そ
の
他
の
人

け
る
さ
く
そ
の
他
の

近

が
み
だ
り
に
立
ち
入

人
が
み
だ
り
に
立
ち

ら
な
い
よ
う
に
す
る

入
ら
な
い
よ
う
に
す

た
め
の
施
設
（
第
十

る
た
め
の
施
設
（
第

四
条
の
七
第
一
項
第

十
四
条
の
七
第
一
項

九
号
、
第
十
四
条
の

第
九
号
、
第
十
四
条

八
に
お
い
て
準
用
す

の
八
に
お
い
て
準
用

る
第
十
四
条
の
七
第

す
る
第
十
四
条
の
七

一
項
第
九
号
、
第
十

第
一
項
第
九
号
、
第

四
条
の
九
第
七
号
、

十
四
条
の
九
第
七
号

第
十
四
条
の
十
に
お

、
第
十
四
条
の
十
に

い
て
準
用
す
る
第
十

お
い
て
準
用
す
る
第

四
条
の
九
第
七
号
、

十
四
条
の
九
第
七
号
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第
十
四
条
の
十
一
第

、
第
十
四
条
の
十
一

一
項
第
十
号
及
び
同

第
一
項
第
十
号
及
び

条
第
三
項
第
五
号
）

同
条
第
三
項
第
五
号

）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



- 42 -

○

国
際
規
制
物
資
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
総
理
府
令
第
五
十
号
）
（
第
五
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
）

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
）

第
四
条
の
二

法
第
六
十
一
条
の
七
に
規
定
す
る
記
録
は
、
前
条
第
一
項
の
表

第
四
条
の
二

法
第
六
十
一
条
の
七
に
規
定
す
る
記
録
は
、
前
条
第
一
項
の
表

の
記
録
事
項
の
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
記
録
す
べ

の
記
録
事
項
の
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
記
録
す
べ

き
場
合
の
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、

き
場
合
の
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、

磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方

磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方

法
を
い
う
。
第
四
条
の
二
十
一
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
記
録
す

法
を
い
う
。
）
に
よ
り
記
録
す
る
こ
と
に
よ
り
作
成
し
、
保
存
す
る
こ
と
が

る
こ
と
に
よ
り
作
成
し
、
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
計
量
管
理
規
定
）

（
計
量
管
理
規
定
）

第
四
条
の
二
の
二

法
第
六
十
一
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
計
量
管
理
規

第
四
条
の
二
の
二

法
第
六
十
一
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
計
量
管
理
規

定
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
工
場
又
は

定
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
工
場
又
は

事
業
所
ご
と
に
、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

事
業
所
ご
と
に
、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
計
量
管
理
規
定
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し

下
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
計
量
管
理
規
定
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し

た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

区

分

事

項

区

分

事

項

核
燃
料
物
質
の
使
用
（

一
～
四

（
略
）

核
燃
料
物
質
の
使
用
（

一
～
四

（
略
）

使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業

五

バ
ッ
チ
に
区
分
し
た
核
燃
料
物
質
の
組

使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業

五

バ
ッ
チ
に
区
分
し
た
核
燃
料
物
質
の
組

者
に
よ
る
貯
蔵
及
び
廃

成
、
形
状
等
を
表
す
略
号
に
関
す
る
こ
と

者
に
よ
る
貯
蔵
及
び
廃

成
、
形
状
等
を
表
わ
す
略
号
に
関
す
る
こ

棄
事
業
者
に
よ
る
廃
棄

。

棄
事
業
者
に
よ
る
廃
棄

と
。

を
含
む
。
）
を
行
う
場

六
～
十
三

（
略
）

を
含
む
。
）
を
行
う
場

六
～
十
三

（
略
）

合
（
非
原
子
力
利
用
国

合
（
非
原
子
力
利
用
国

際
規
制
物
資
使
用
者
が

際
規
制
物
資
使
用
者
が

核
燃
料
物
質
の
使
用
を

核
燃
料
物
質
の
使
用
を

行
う
場
合
を
除
く
。
）

行
う
場
合
を
除
く
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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（
保
障
措
置
検
査
）

（
保
障
措
置
検
査
）

第
四
条
の
二
の
三

次
条
か
ら
第
四
条
の
二
の
九
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か

第
四
条
の
二
の
三

次
条
か
ら
第
四
条
の
二
の
九
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か

、
法
第
六
十
一
条
の
八
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
保
障
措
置
検
査
は
、
加
工

、
法
第
六
十
一
条
の
八
の
二
第
一
項
の
保
障
措
置
検
査
は
、
加
工
事
業
者
、

事
業
者
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
、
使
用

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
、
使
用
済
燃
料
貯

済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
、
再
処
理
事
業
者
、
廃
棄
事
業
者
、
使
用
者
又
は
原
子

蔵
事
業
者
、
再
処
理
事
業
者
、
廃
棄
事
業
者
、
使
用
者
又
は
原
子
力
利
用
国

力
利
用
国
際
規
制
物
資
使
用
者
（
以
下
「
加
工
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に

際
規
制
物
資
使
用
者
（
以
下
「
加
工
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、

つ
い
て
、
核
燃
料
物
質
計
量
管
理
区
域
ご
と
に
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
種
類

核
燃
料
物
質
計
量
管
理
区
域
ご
と
に
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
種
類
は
、
次
に

は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

受
払
検
査

加
工
事
業
者
等
が
燃
料
体
又
は
実
効
値
が
一
以
上
の
プ
ル

三

受
払
い
検
査

加
工
事
業
者
等
が
燃
料
体
又
は
実
効
値
が
一
以
上
の
プ

ト
ニ
ウ
ム
、
ウ
ラ
ン
若
し
く
は
ト
リ
ウ
ム
若
し
く
は
そ
の
化
合
物
（
以
下

ル
ト
ニ
ウ
ム
、
ウ
ラ
ン
若
し
く
は
ト
リ
ウ
ム
若
し
く
は
そ
の
化
合
物
（
以

「
燃
料
体
等
」
と
い
う
。
）
を
核
燃
料
物
質
計
量
管
理
区
域
に
受
け
入
れ

下
「
燃
料
体
等
」
と
い
う
。
）
を
核
燃
料
物
質
計
量
管
理
区
域
に
受
け
入

、
又
は
核
燃
料
物
質
計
量
管
理
区
域
か
ら
払
い
出
す
場
合
に
お
い
て
、
原

れ
、
又
は
核
燃
料
物
質
計
量
管
理
区
域
か
ら
払
い
出
す
場
合
に
お
い
て
、

子
力
規
制
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
日
に
行
う
検
査

原
子
力
規
制
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
日
に
行
う
検
査

第
四
条
の
二
の
八

（
略
）

第
四
条
の
二
の
八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
表
中
第
一
欄
に
掲
げ
る
事
業
者
が
第
四
欄
に
掲
げ
る
施
設
の
核

３

第
一
項
の
表
中
第
一
欄
に
掲
げ
る
事
業
者
が
第
四
欄
に
掲
げ
る
施
設
の
核

燃
料
物
質
計
量
管
理
区
域
に
お
い
て
、
同
項
の
保
障
措
置
検
査
を
受
け
た
と

燃
料
物
質
計
量
管
理
区
域
に
お
い
て
、
第
一
項
の
保
障
措
置
検
査
を
受
け
た

き
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
場
合
に
は
、
第
二
欄
に
掲
げ
る

と
き
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
場
合
に
は
、
第
二
欄
に
掲
げ

事
業
者
は
第
三
欄
に
掲
げ
る
施
設
の
核
燃
料
物
質
計
量
管
理
区
域
に
お
い
て

る
事
業
者
は
第
三
欄
に
掲
げ
る
施
設
の
核
燃
料
物
質
計
量
管
理
区
域
に
お
い

、
当
該
期
間
に
受
け
る
べ
き
中
間
在
庫
検
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

て
、
当
該
期
間
に
受
け
る
べ
き
中
間
在
庫
検
査
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

（
保
障
措
置
検
査
員
の
条
件
）

（
保
障
措
置
検
査
員
の
条
件
）

第
四
条
の
十

法
第
六
十
一
条
の
二
十
三
の
四
第
一
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会

第
四
条
の
十

法
第
六
十
一
条
の
二
十
三
の
四
第
一
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会

規
則
で
定
め
る
条
件
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す

規
則
で
定
め
る
条
件
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す

る
。

る
。

一

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学
、
短

一

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学
、
短

期
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
（
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百

期
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
（
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百

八
十
八
号
）
に
よ
る
大
学
又
は
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第

八
十
八
号
）
に
よ
る
大
学
又
は
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第

六
十
一
号
）
に
よ
る
専
門
学
校
を
含
む
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

六
十
一
号
）
に
よ
る
専
門
学
校
を
含
む
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
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お
い
て
理
科
系
統
の
学
科
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
国
際
規
制

お
い
て
理
科
系
統
の
学
科
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
国
際
規
制

物
資
の
計
量
及
び
管
理
の
実
務
又
は
保
障
措
置
検
査
等
（
保
障
措
置
検
査

物
資
の
計
量
及
び
管
理
の
実
務
又
は
保
障
措
置
検
査
等
（
保
障
措
置
検
査

、
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
（
保
障
措
置
協
定
又

、
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
（
保
障
措
置
協
定
又

は
追
加
議
定
書
に
基
づ
く
保
障
措
置
の
実
施
の
た
め
に
行
う
も
の
に
限
る

は
追
加
議
定
書
に
基
づ
く
保
障
措
置
の
実
施
の
た
め
に
行
う
も
の
に
限
る

。
）
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
を
い
う
。
次
号
に
お
い

。
）
及
び
法
第
六
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
を
い
う
。
次

て
同
じ
。
）
の
実
務
に
通
算
し
て
二
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
実
務
に
通
算
し
て
二
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を

の

有
す
る
も
の

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
）

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
）

第
四
条
の
二
十
一

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
磁
的
方
法
に
よ

第
四
条
の
二
十
一

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
磁
的
方
法
（
電

り
記
録
さ
れ
、
当
該
記
録
が
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用

子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が

い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
保
存
さ
れ
る
と
き
は

で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
記
録
さ
れ
、
当
該
記
録
が

、
当
該
記
録
の
保
存
を
も
っ
て
法
第
六
十
一
条
の
二
十
三
の
十
七
第
二
項
に

必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る
こ

規
定
す
る
当
該
事
項
が
記
載
さ
れ
た
帳
簿
の
保
存
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る

と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
保
存
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
の
保
存
を
も
っ

。

て
法
第
六
十
一
条
の
二
十
三
の
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
当
該
事
項
が
記
載

さ
れ
た
帳
簿
の
保
存
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

様
式
第
３

（第
７
条
関
係

）

様
式
第
３

（第
７
条
関
係

）

年
期
核
原
料
物
質

（核
燃
料
物
質

）管
理
報
告
書

平
成

年
期
核
原
料
物
質

（核
燃
料
物
質

）管
理
報
告
書

（略

）

（略

）

様
式
第
１
２

（第
７
条
関
係

）

様
式
第
１
２

（第
７
条
関
係

）

年
期

施
設
操
業
計
画
報
告
書

平
成

年
期

施
設
操
業
計
画
報
告
書

（略

）

（略
）

様
式
第
１
５

（第
７
条
関
係

）

様
式
第
１
５

（第
７
条
関
係

）

年
期

核
原
料
物
質
管
理
報
告
書

平
成

年
期

核
原
料
物
質
管
理
報
告
書

（略

）

（略

）
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様
式
第
１
６

（第
７
条
関
係

）

様
式
第
１
６

（第
７
条
関
係

）

年
期

核
燃
料
物
質
管
理
報
告
書

平
成

年
期

核
燃
料
物
質
管
理
報
告
書

（略
）

（略

）



- 46 -

◯

核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
総
理
府
令
第
三
十
七
号
）
（
第
六
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
使
用
前
検
査
の
申
請
）

（
使
用
前
検
査
の
申
請
）

第
三
条
の
五

法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
検
査
（
以
下
「
使
用
前
検
査
」
と

第
三
条
の
五

法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
施
設
の
工
事

い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

（
第
三
条
の
八
に
規
定
す
る
加
工
施
設
で
あ
つ
て
溶
接
を
す
る
も
の
の
溶
接

た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
除
く
。
）
及
び
性
能
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
使
用
前
検
査
の
実
施
）

（
使
用
前
検
査
の
実
施
）

第
三
条
の
六

使
用
前
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該

第
三
条
の
六

法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
使
用
前
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲

各
号
に
定
め
る
と
き
に
行
う
。

げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
き
に
行
う
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
使
用
前
検
査
合
格
証
）

（
使
用
前
検
査
合
格
証
）

第
三
条
の
七

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
使
用
前
検
査
に
合
格
し
た
と
認
め
た

第
三
条
の
七

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
使
用
前

と
き
は
、
使
用
前
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

検
査
に
合
格
し
た
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
使
用
前
検
査
合
格

証
を
交
付
す
る
。

（
溶
接
検
査
の
実
施
）

（
溶
接
検
査
の
実
施
）

第
三
条
の
十

法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
工

第
三
条
の
十

法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
溶
接
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

程
ご
と
に
行
う
。

る
工
程
ご
と
に
行
う
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
溶
接
検
査
実
施
要
領
書
）

（
溶
接
検
査
実
施
要
領
書
）

第
三
条
の
十
三
の
二

（
略
）

第
三
条
の
十
三
の
二

（
略
）

２

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合

２

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
三
条
の
十
三
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受

に
は
、
法
第
十
六
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
検
査
の
方
法
そ
の
他
必
要
な

け
た
場
合
に
は
、
法
第
十
六
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
検
査
の
方
法
そ
の
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事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の
と
す
る

他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も

。

の
と
す
る
。

（
溶
接
検
査
合
格
証
等
）

（
溶
接
検
査
合
格
証
等
）

第
三
条
の
十
四

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
又
は
第

第
三
条
の
十
四

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
又
は
第

四
項
の
検
査
を
行
い
、
合
格
と
認
め
た
と
き
は
、
溶
接
検
査
合
格
証
を
交
付

四
項
の
溶
接
検
査
を
行
い
、
合
格
と
認
め
た
と
き
は
、
溶
接
検
査
合
格
証
を

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
溶
接
を
し
た
容
器
又
は
管
を
刻
印
又
は
こ
れ
に
代
わ

交
付
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
溶
接
を
し
た
容
器
又
は
管
を
刻
印
又
は
こ
れ
に

る
も
の
で
示
す
も
の
と
す
る
。

代
わ
る
も
の
で
示
す
も
の
と
す
る
。

（
施
設
定
期
検
査
の
申
請
）

（
施
設
定
期
検
査
の
申
請
）

第
三
条
の
十
六

法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
の
検
査
（
以
下
「
施
設
定
期
検
査

第
三
条
の
十
六

法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
加
工
施
設
の
性
能

」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記

に
つ
い
て
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
廃
止
措
置
計
画
に
係
る
施
設
定
期
検
査
を
要
す
る
場
合
）

（
廃
止
措
置
計
画
に
係
る
施
設
定
期
検
査
を
要
す
る
場
合
）

第
三
条
の
十
六
の
二

（
略
）

第
三
条
の
十
六
の
二

（
略
）

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
施
設
定
期
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
の
検
査
は
、
次
の

設
の
う
ち
、
核
燃
料
物
質
の
取
扱
い
又
は
貯
蔵
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
行
う

各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち
、
核
燃
料
物
質
の
取
扱
い
又
は
貯
蔵
に
係
る
も

も
の
と
す
る
。

の
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
施
設
定
期
検
査
合
格
証
）

（
施
設
定
期
検
査
合
格
証
）

第
三
条
の
十
七

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
施
設
定
期
検
査
に
合
格
し
た
と
認

第
三
条
の
十
七

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
の
施
設

め
た
と
き
は
、
施
設
定
期
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

定
期
検
査
に
合
格
し
た
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
施
設
定
期
検

査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

（
許
可
の
取
消
し
）

（
許
可
の
取
消
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）
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（
記
録
）

（
記
録
）

第
七
条

法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
工
場
又
は
事
業
所
ご
と
に

第
七
条

法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
工
場
又
は
事
業
所
ご
と
に

、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲
げ
る

、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲
げ
る

と
こ
ろ
に
従
つ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ
れ
を
保

と
こ
ろ
に
従
つ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ
れ
を
保

存
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

存
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保
存
期
間

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保
存
期
間

一

加
工
施
設
の
検
査
記
録

一

加
工
施
設
の
検
査
記
録

イ

使
用
前
検
査
の
結
果

（
略
）

（
略
）

イ

法
第
十
六
条
の
三
第
一
項

（
略
）

（
略
）

の
規
定
に
よ
る
使
用
前
検
査

の
結
果

ロ

施
設
定
期
検
査
の
結
果

（
略
）

（
略
）

ロ

法
第
十
六
条
の
五
第
一
項

（
略
）

（
略
）

の
規
定
に
よ
る
施
設
定
期
検

査
の
結
果

ハ

第
七
条
の
四
の
二
の
規
定

（
略
）

検
査
終
了

ハ

第
七
条
の
四
の
二
の
規
定

（
略
）

施
設
定
期

に
よ
る
検
査
の
結
果

後
五
年
が

に
よ
る
施
設
定
期
自
主
検
査

自
主
検
査

経
過
す
る

の
結
果

終
了
後
五

ま
で
の
期

年
が
経
過

間

す
る
ま
で

の
期
間

二
～
九

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
～
九

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十

第
七
条
の
九
に
規
定
す
る
防

十

第
七
条
の
九
に
規
定
す
る
防

護
措
置
の
記
録

護
措
置
の
記
録

イ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

イ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ロ

第
七
条
の
九
第
二
項
第
一

（
略
）

（
略
）

ロ

第
七
条
の
九
第
二
項
第
一

（
略
）

（
略
）

号
に
規
定
す
る
防
護
区
域
、

号
に
規
定
す
る
防
護
区
域
、

同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
周

同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
周

辺
防
護
区
域
又
は
同
項
第
三

辺
防
護
区
域
又
は
同
項
第
三

号
に
規
定
す
る
立
入
制
限
区

号
に
規
定
す
る
立
入
制
限
区

域
へ
立
ち
入
ろ
う
と
す
る
者

域
へ
立
ち
入
ろ
う
と
す
る
者

へ
の
同
項
第
五
号
イ
及
び
ロ

へ
の
証
明
書
等
の
発
行
の
状

に
規
定
す
る
証
明
書
等
の
発

況
及
び
そ
の
担
当
者
の
氏
名
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行
の
状
況
及
び
そ
の
担
当
者

の
氏
名

ハ
～
リ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ハ
～
リ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
一
・
十
二

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
一
・
十
二

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
三

工
場
又
は
事
業
所
に
お
い

十
三

工
場
又
は
事
業
所
に
お
い

て
用
い
た
資
材
そ
の
他
の
物
に

て
用
い
た
資
材
そ
の
他
の
物
に

含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
放
射

含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
放
射

能
濃
度
に
つ
い
て
法
第
六
十
一

能
濃
度
に
つ
い
て
法
第
六
十
一

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
も

く
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
も

の
（
以
下
「
放
射
能
濃
度
確
認

の
（
以
下
「
放
射
能
濃
度
確
認

対
象
物
」
と
い
う
。
）
の
記
録

対
象
物
」
と
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
の
記
録

イ
～
ハ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

（
管
理
区
域
へ
の
立
入
制
限
等
）

（
管
理
区
域
へ
の
立
入
制
限
等
）

第
七
条
の
二
の
九

法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業

第
七
条
の
二
の
九

法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業

者
は
、
管
理
区
域
及
び
周
辺
監
視
区
域
を
定
め
、
こ
れ
ら
の
区
域
に
お
い
て

者
は
、
管
理
区
域
及
び
周
辺
監
視
区
域
を
定
め
、
こ
れ
ら
の
区
域
に
お
い
て

次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

管
理
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

一

管
理
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ

壁
、
柵
等
の
区
画
物
に
よ
つ
て
区
画
す
る
ほ
か
、
標
識
を
設
け
る
こ

イ

壁
、
さ
く
等
の
区
画
物
に
よ
つ
て
区
画
す
る
ほ
か
、
標
識
を
設
け
る

と
に
よ
つ
て
明
ら
か
に
他
の
場
所
と
区
別
し
、
か
つ
、
放
射
線
等
の
危

こ
と
に
よ
つ
て
明
ら
か
に
他
の
場
所
と
区
別
し
、
か
つ
、
放
射
線
等
の

険
性
の
程
度
に
応
じ
て
人
の
立
入
制
限
、
鍵
の
管
理
等
の
措
置
を
講
ず

危
険
性
の
程
度
に
応
じ
て
人
の
立
入
制
限
、
か
ぎ
の
管
理
等
の
措
置
を

る
こ
と
。

講
ず
る
こ
と
。

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

二

周
辺
監
視
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二

周
辺
監
視
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

境
界
に
柵
又
は
標
識
を
設
け
る
等
の
方
法
に
よ
つ
て
周
辺
監
視
区
域

ロ

境
界
に
さ
く
又
は
標
識
を
設
け
る
等
の
方
法
に
よ
つ
て
周
辺
監
視
区

に
業
務
上
立
ち
入
る
者
以
外
の
者
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。
た
だ

域
に
業
務
上
立
ち
入
る
者
以
外
の
者
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。
た

し
、
当
該
区
域
に
人
が
立
ち
入
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場

だ
し
、
当
該
区
域
に
人
が
立
ち
入
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
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合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
線
量
等
に
関
す
る
措
置
）

（
線
量
等
に
関
す
る
措
置
）

第
七
条
の
三

（
略
）

第
七
条
の
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
緊
急
作
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
線
業

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
緊
急
作
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
線
業

務
従
事
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば

務
従
事
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
原
子
力
災
害
対
策

三

原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
原
子
力
災
害
対
策

特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
八
条
第
三
項
に
規

特
別
措
置
法(

平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号)

第
八
条
第
三
項
に
規
定

定
す
る
原
子
力
防
災
要
員
、
同
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
防

す
る
原
子
力
防
災
要
員
、
同
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
防
災

災
管
理
者
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
副
原
子
力
防
災
管
理
者
で
あ
る

管
理
者
又
は
同
法
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
副
原
子
力
防
災
管
理
者
で
あ

こ
と
。

る
こ
と
。

（
加
工
施
設
の
施
設
定
期
自
主
検
査
）

（
加
工
施
設
の
施
設
定
期
自
主
検
査
）

第
七
条
の
四
の
二

法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業

第
七
条
の
四
の
二

法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業

者
は
、
次
の
各
号
（
法
第
二
十
二
条
の
八
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は

者
は
、
次
の
各
号
（
法
第
二
十
二
条
の
八
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は

第
一
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
検
査
に
関
す
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら

第
一
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
検
査
に
関
す
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

加
工
施
設
の
保
安
の
た
め
に
直
接
関
連
を
有
す
る
計
器
及
び
放
射
線
測

三

加
工
施
設
の
保
安
の
た
め
に
直
接
関
連
を
有
す
る
計
器
及
び
放
射
線
測

定
器
に
つ
い
て
は
、
較
正
を
一
年
ご
と
に
行
う
こ
と
。

定
器
に
つ
い
て
は
、
較
正
を
一
年
ご
と
に
行
う
こ
と
。

こ
う

２

法
第
二
十
二
条
の
八
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
加
工
事
業
者
は
、
当
該
認

２

法
第
二
十
二
条
の
八
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
加
工
事
業
者
は
、
当
該
認

可
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
の

可
若
し
く
は
法
第
二
十
二
条
の
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条

変
更
の
認
可
に
係
る
申
請
書
又
は
そ
れ
ら
の
添
付
書
類
に
記
載
さ
れ
た
加
工

の
六
第
三
項
の
変
更
の
認
可
に
係
る
申
請
書
又
は
そ
れ
ら
の
添
付
書
類
に
記

施
設
の
性
能
が
維
持
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
検
査
を
一
年
ご
と

載
さ
れ
た
加
工
施
設
の
性
能
が
維
持
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
検

に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

査
を
一
年
ご
と
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
）

（
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
）

第
七
条
の
六

法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業
者
は

第
七
条
の
六

法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業
者
は
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、
加
工
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
の
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に

、
加
工
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
の
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に

関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

容
易
か
つ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

ロ

容
易
か
つ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
亀
裂
、
破
損
等
が

さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
裂
、
破
損
等
が

生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
～
九

（
略
）

四
～
九

（
略
）

十

運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

十

運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
つ
て
、
反
復

え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
つ
て
、
反
復

使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

も
の
を
い
う
。
）
に
収
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
収
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
つ
て
は
、
当

）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬
す
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
原
子
力
規
制
委
員
会

該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬
す
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
原
子
力

の
定
め
る
標
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

規
制
委
員
会
の
定
め
る
標
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
工
場
又
は
事
業
所
内
の
廃
棄
）

（
工
場
又
は
事
業
所
内
の
廃
棄
）

第
七
条
の
八

法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業
者
は

第
七
条
の
八

法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業
者
は

、
加
工
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
放
射
性
廃

、
加
工
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
放
射
性
廃

棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

第
六
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄
物

九

第
六
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄
物

を
容
器
に
封
入
す
る
と
き
は
、
当
該
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

を
容
器
に
封
入
す
る
と
き
は
、
当
該
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

亀
裂
又
は
破
損
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

き
裂
又
は
破
損
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

容
器
の
蓋
が
容
易
に
外
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

容
器
の
ふ
た
が
容
易
に
外
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十

（
略
）

十

（
略
）
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十
一

第
六
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄

十
一

第
六
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄

物
を
放
射
線
障
害
防
止
の
効
果
を
持
つ
た
保
管
廃
棄
施
設
に
保
管
廃
棄
す

物
を
放
射
線
障
害
防
止
の
効
果
を
持
つ
た
保
管
廃
棄
施
設
に
保
管
廃
棄
す

る
と
き
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

る
と
き
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

放
射
性
廃
棄
物
を
容
器
に
封
入
し
て
保
管
廃
棄
す
る
と
き
は
、
当
該

イ

放
射
性
廃
棄
物
を
容
器
に
封
入
し
て
保
管
廃
棄
す
る
と
き
は
、
当
該

容
器
に
亀
裂
若
し
く
は
破
損
が
生
じ
た
場
合
に
封
入
さ
れ
た
放
射
性
廃

容
器
に
き
裂
若
し
く
は
破
損
が
生
じ
た
場
合
に
封
入
さ
れ
た
放
射
性
廃

棄
物
の
全
部
を
吸
収
で
き
る
材
料
で
当
該
容
器
を
包
み
、
又
は
収
容
で

棄
物
の
全
部
を
吸
収
で
き
る
材
料
で
当
該
容
器
を
包
み
、
又
は
収
容
で

き
る
受
皿
を
当
該
容
器
に
設
け
る
こ
と
等
に
よ
り
、
汚
染
の
広
が
り
を

き
る
受
皿
を
当
該
容
器
に
設
け
る
こ
と
等
に
よ
り
、
汚
染
の
広
が
り
を

防
止
す
る
こ
と
。

防
止
す
る
こ
と
。

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

十
二
～
十
四

（
略
）

十
二
～
十
四

（
略
）

（
防
護
措
置
）

（
防
護
措
置
）

第
七
条
の
九

法
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業
者
は

第
七
条
の
九

法
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業
者
は

、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

（
略
）

一
～
六

（
略
）

（
略
）

七
・
八

（
略
）

（
略
）

七
・
八

（
略
）

（
略
）

九

照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
（
照
射
さ
れ
た
同
号

九

照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
（
照
射
さ
れ
た
同
号

ニ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
つ
て
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か
ら

ニ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
つ
て
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か
ら

一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ

一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ

毎
時
を
超
え
て
い
た
も
の
並
び
に
次
号
及
び
第
十
三
号
に

毎
時
を
超
え
て
い
た
も
の
並
び
に
第
十
号
及
び
第
十
三
号

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

十
～
十
四

（
略
）

十
～
十
四

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
評
価
の
結
果
等
の
届
出
）

（
評
価
の
結
果
等
の
届
出
）

第
九
条
の
三
の
三

法
第
二
十
二
条
の
七
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

第
九
条
の
三
の
三

法
第
二
十
二
条
の
七
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
一
項
の
評
価
（
以
下
「
安
全
性
向
上
評
価
」

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
二
十
二
条
の
七
の
二
第
一
項
の
評
価
（
以
下
「

と
い
う
。
）
の
評
価
を
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、
当
該
安
全
性
向
上
評
価
の
結

安
全
性
向
上
評
価
」
と
い
う
。
）
を
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、
当
該
評
価
の
結

果
、
当
該
安
全
性
向
上
評
価
に
係
る
調
査
及
び
分
析
並
び
に
評
定
の
方
法
並

果
、
当
該
評
価
に
係
る
調
査
及
び
分
析
並
び
に
評
定
の
方
法
並
び
に
次
条
に

び
に
次
条
に
定
め
る
事
項
（
以
下
「
評
価
の
結
果
等
」
と
い
う
。
）
を
原
子

定
め
る
事
項
（
以
下
「
評
価
の
結
果
等
」
と
い
う
。
）
を
原
子
力
規
制
委
員
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力
規
制
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
届
出
事
項
）

（
届
出
事
項
）

第
九
条
の
三
の
四

法
第
二
十
二
条
の
七
の
二
第
三
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会

第
九
条
の
三
の
四

法
第
二
十
二
条
の
七
の
二
第
三
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会

規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

安
全
性
向
上
評
価
に
係
る
加
工
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

二

当
該
安
全
性
向
上
評
価
に
係
る
加
工
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

（
評
価
に
係
る
調
査
及
び
分
析
並
び
に
評
定
の
方
法
）

（
評
価
に
係
る
調
査
及
び
分
析
並
び
に
評
定
の
方
法
）

第
九
条
の
三
の
五

法
第
二
十
二
条
の
七
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
原
子
力
規

第
九
条
の
三
の
五

法
第
二
十
二
条
の
七
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
原
子
力
規

制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

加
工
施
設
に
お
い
て
予
想
さ
れ
る
事
故
の
発
生
及
び
拡
大
の
防
止
（
以

一

加
工
施
設
に
お
い
て
予
想
さ
れ
る
事
故
の
発
生
及
び
拡
大
の
防
止
（
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
事
故
の
発
生
の
防
止
等
」
と
い
う
。
）
の
た
め
の

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
事
故
の
発
生
の
防
止
等
」
と
い
う
。
）
の
た
め
の

措
置
を
講
じ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
措
置
及
び
そ
の
措
置
に
よ
る
事
故
の

措
置
を
講
じ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
措
置
及
び
そ
の
措
置
に
よ
る
事
故
の

発
生
の
防
止
等
の
効
果
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
す
る
こ
と
。

発
生
の
防
止
等
の
効
果
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
す
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

当
該
加
工
施
設
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
認
可
又
は
変

ロ

当
該
加
工
施
設
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
二
条
の
認
可
又
は
変
更
の
認

更
の
認
可
を
受
け
た
保
安
規
定
に
定
め
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ

可
を
受
け
た
保
安
規
定
に
定
め
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

と
。

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
評
価
の
結
果
等
の
公
表
）

（
評
価
の
結
果
等
の
公
表
）

第
九
条
の
三
の
六

法
第
二
十
二
条
の
七
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は

第
九
条
の
三
の
六

法
第
二
十
二
条
の
七
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は

、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、
イ
ン
タ
ー
ネ

、
法
第
二
十
二
条
の
七
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
後
、
遅
滞

ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

な
く
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

第
九
条
の
五

（
略
）

第
九
条
の
五

（
略
）
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２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
と
す
る
。

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
、
写
し
一
通
と
す
る
。

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
九
条
の
六

（
略
）

第
九
条
の
六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
と
す
る
。

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
、
写
し
一
通
と
す
る
。

（
廃
止
措
置
の
終
了
の
確
認
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
の
終
了
の
確
認
の
申
請
）

第
九
条
の
九

（
略
）

第
九
条
の
九

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
と
す
る
。

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
、
写
し
一
通
と
す
る
。

（
旧
加
工
事
業
者
等
に
係
る
廃
止
措
置
対
象
施
設
に
つ
い
て
の
施
設
定
期
検

（
旧
加
工
事
業
者
等
に
係
る
廃
止
措
置
対
象
施
設
に
つ
い
て
の
施
設
定
期
検

査
を
要
す
る
場
合
）

査
を
要
す
る
場
合
）

第
九
条
の
十
三

法
第
二
十
二
条
の
九
第
四
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で

第
九
条
の
十
三

法
第
二
十
二
条
の
九
第
四
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で

定
め
る
場
合
は
、
同
条
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
廃
止
措
置
計
画
に
係
る
廃

定
め
る
場
合
は
、
法
第
二
十
二
条
の
九
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
廃
止
措
置

止
措
置
対
象
施
設
内
に
核
燃
料
物
質
が
存
在
す
る
場
合
（
加
工
設
備
本
体
を

計
画
に
係
る
廃
止
措
置
対
象
施
設
内
に
核
燃
料
物
質
が
存
在
す
る
場
合
（
加

通
常
の
方
法
に
よ
り
操
作
し
た
後
に
核
燃
料
物
質
が
回
収
さ
れ
る
こ
と
な
く

工
設
備
本
体
を
通
常
の
方
法
に
よ
り
操
作
し
た
後
に
核
燃
料
物
質
が
回
収
さ

滞
留
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
と
す
る
。

れ
る
こ
と
な
く
滞
留
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
施
設
定
期
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
二
十
二
条
の
九
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

設
の
う
ち
、
核
燃
料
物
質
の
取
扱
い
又
は
貯
蔵
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
行
う

準
用
さ
れ
る
法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
の
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施

も
の
と
す
る
。

設
の
う
ち
、
核
燃
料
物
質
の
取
扱
い
又
は
貯
蔵
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
行
う

も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
旧
加
工
事
業
者
等
の
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
旧
加
工
事
業
者
等
の
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
九
条
の
十
四

法
第
二
十
二
条
の
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二

第
九
条
の
十
四

法
第
二
十
二
条
の
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二

条
の
七
第
四
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
九
条
の
六
の
規
定
の

条
の
七
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
二
十
二
条
の
九
第
二
項
の
規
定
に
よ

例
に
よ
り
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

り
認
可
を
受
け
た
廃
止
措
置
計
画
に
つ
い
て
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
第
九
条
の
六
の
規
定
の
例
に
よ
り
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
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に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

第
九
条
の
十
六

法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業
者
（
旧
加

第
九
条
の
十
六

法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業
者
（
旧
加

工
事
業
者
等
を
含
む
。
次
条
及
び
第
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
の
各

工
事
業
者
等
を
含
む
。
以
下
次
条
及
び
第
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
、
そ
の
状
況

そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
十
日
以
内
に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ

及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
十
日
以
内
に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
報
告
し
な

ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

加
工
施
設
の
故
障
そ
の
他
の
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
、
核

八

加
工
施
設
の
故
障
そ
の
他
の
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
、
核

燃
料
物
質
等
が
管
理
区
域
内
で
漏
え
い
し
た
と
き
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず

燃
料
物
質
等
が
管
理
区
域
内
で
漏
え
い
し
た
と
き
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
（
漏
え
い
に
係
る
場
所
に
つ
い
て
人
の
立
入
制
限

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
（
漏
え
い
に
係
る
場
所
に
つ
い
て
人
の
立
入
制
限

、
鍵
の
管
理
等
の
措
置
を
新
た
に
講
じ
た
と
き
又
は
漏
え
い
し
た
物
が
管

、
鍵
の
管
理
等
の
措
置
を
新
た
に
講
じ
た
と
き
又
は
漏
え
い
し
た
物
が
管

理
区
域
外
に
広
が
つ
た
と
き
を
除
く
。
）
を
除
く
。

理
区
域
外
に
広
が
つ
た
と
き
を
除
く
。
）
を
除
く
。

イ

漏
え
い
し
た
液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
が
当
該
漏
え
い
に
係
る
設
備

イ

漏
え
い
し
た
液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
が
当
該
漏
え
い
に
係
る
設
備

の
周
辺
部
に
設
置
さ
れ
た
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
の
外

の
周
辺
部
に
設
置
さ
れ
た
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
の
外

せ
き

に
拡
大
し
な
か
つ
た
と
き
。

に
拡
大
し
な
か
つ
た
と
き
。

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

九
～
十
二

（
略
）

九
～
十
二

（
略
）

（
危
険
時
の
措
置
）

（
危
険
時
の
措
置
）

第
九
条
の
十
七

法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業
者
は
、

第
九
条
の
十
七

法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業
者
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
応
急
の
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
の
各
号
に
掲
げ
る
応
急
の
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

核
燃
料
物
質
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
場
合
に
は
、
必
要
に
応

二

核
燃
料
物
質
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
場
合
に
は
、
必
要
に
応

じ
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
縄
を
張
り
、

じ
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
、
な
わ
張
り

又
は
標
識
等
を
設
け
、
及
び
見
張
人
を
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係
者
以

、
標
識
等
を
設
け
、
か
つ
、
見
張
人
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係
者
以

外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

四

核
燃
料
物
質
に
よ
る
汚
染
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
広

四

核
燃
料
物
質
に
よ
る
汚
染
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
す
み
や
か
に
、
そ
の

が
り
の
防
止
及
び
除
去
を
行
う
こ
と
。

ひ
ろ
が
り
の
防
止
及
び
除
去
を
行
う
こ
と
。
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五

放
射
線
障
害
を
受
け
た
者
又
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
い
る
場
合

五

放
射
線
障
害
を
受
け
た
者
又
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
い
る
場
合

に
は
、
速
や
か
に
救
出
し
、
避
難
さ
せ
る
等
緊
急
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と

に
は
、
す
み
や
か
に
救
出
し
、
避
難
さ
せ
る
等
緊
急
の
措
置
を
講
ず
る
こ

。

と
。

六

（
略
）

六

（
略
）

（
報
告
の
徴
収
）

（
報
告
の
徴
収
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

２

前
項
の
報
告
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

２

第
一
項
の
報
告
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。
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◯

核
原
料
物
質
の
使
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
総
理
府
令
第
四
十
六
号
）
（
第
七
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
技
術
上
の
基
準
）

（
技
術
上
の
基
準
）

第
二
条

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（

第
二
条

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
七

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
七

条
の
八
第
四
項
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お

条
の
八
第
四
項
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お

り
と
す
る
。
た
だ
し
、
核
原
料
物
質
を
使
用
す
る
者
で
原
子
力
規
制
委
員
会

り
と
す
る
。
た
だ
し
、
核
原
料
物
質
を
使
用
す
る
者
で
原
子
力
規
制
委
員
会

の
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
六
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
規
定
は
、
適
用

の
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
六
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
規
定
は
、
適
用

し
な
い
。

し
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

管
理
区
域
を
設
定
し
、
か
つ
、
当
該
区
域
に
お
い
て
は
、
次
の
措
置
を

三

管
理
区
域
を
設
定
し
、
か
つ
、
当
該
区
域
に
お
い
て
は
、
次
の
措
置
を

講
ず
る
こ
と
。

講
ず
る
こ
と
。

イ

壁
、
柵
等
の
区
画
物
に
よ
つ
て
区
画
す
る
ほ
か
、
標
識
を
設
け
る
こ

イ

壁
、
さ
く
等
の
区
画
物
に
よ
つ
て
区
画
す
る
ほ
か
、
標
識
を
設
け
る

と
に
よ
つ
て
明
ら
か
に
他
の
場
所
と
区
別
し
、
か
つ
、
放
射
線
業
務
従

こ
と
に
よ
つ
て
明
ら
か
に
他
の
場
所
と
区
別
し
、
か
つ
、
放
射
線
業
務

事
者
以
外
の
者
が
当
該
区
域
に
立
ち
入
る
場
合
は
、
放
射
線
業
務
従
事

従
事
者
以
外
の
者
が
当
該
区
域
に
立
ち
入
る
場
合
は
、
放
射
線
業
務
従

者
の
指
示
に
従
わ
せ
る
こ
と
。

事
者
の
指
示
に
従
わ
せ
る
こ
と
。

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

四

周
辺
監
視
区
域
を
設
定
し
、
か
つ
、
当
該
区
域
に
お
い
て
は
、
次
の
措

四

周
辺
監
視
区
域
を
設
定
し
、
か
つ
、
当
該
区
域
に
お
い
て
は
、
次
の
措

置
を
講
ず
る
こ
と
。

置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

境
界
に
柵
又
は
標
識
を
設
け
る
等
の
方
法
に
よ
つ
て
周
辺
監
視
区
域

ロ

境
界
に
さ
く
又
は
標
識
を
設
け
る
等
の
方
法
に
よ
つ
て
周
辺
監
視
区

に
業
務
上
立
ち
入
る
者
以
外
の
者
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。
た
だ

域
に
業
務
上
立
ち
入
る
者
以
外
の
者
の
立
ち
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。

し
、
当
該
区
域
に
人
が
立
ち
入
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場

た
だ
し
、
当
該
区
域
に
人
が
立
ち
入
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

な
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

五
～
十

（
略
）

五
～
十

（
略
）

十
一

核
原
料
物
質
の
使
用
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て

十
一

核
原
料
物
質
の
使
用
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て

行
わ
れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う

行
わ
れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う

こ
と
。

こ
と
。

イ
～
チ

（
略
）

イ
～
チ

（
略
）
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リ

ヘ

の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄
物
を

リ

ヘ

の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄
物
を

（３）

（３）

容
器
に
封
入
す
る
と
き
は
、
当
該
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

容
器
に
封
入
す
る
と
き
は
、
当
該
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

（１）

（１）

亀
裂
又
は
破
損
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

き
裂
又
は
破
損
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）

（２）

容
器
の
蓋
が
容
易
に
外
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

容
器
の
ふ
た
が
容
易
に
外
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（３）

（３）

ヌ

（
略
）

ヌ

（
略
）

ル

ヘ

の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄
物
を

ル

ヘ

の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄
物
を

（３）

（３）

放
射
線
障
害
防
止
の
効
果
を
持
つ
た
保
管
廃
棄
施
設
に
保
管
廃
棄
す
る

放
射
線
障
害
防
止
の
効
果
を
持
つ
た
保
管
廃
棄
施
設
に
保
管
廃
棄
す
る

と
き
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

と
き
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

放
射
性
廃
棄
物
を
容
器
に
封
入
し
て
保
管
廃
棄
す
る
と
き
は
、
当

放
射
性
廃
棄
物
を
容
器
に
封
入
し
て
保
管
廃
棄
す
る
と
き
は
、
当

（１）

（１）

該
容
器
に
亀
裂
若
し
く
は
破
損
が
生
じ
た
場
合
に
封
入
さ
れ
た
放
射

該
容
器
に
き
裂
若
し
く
は
破
損
が
生
じ
た
場
合
に
封
入
さ
れ
た
放
射

性
廃
棄
物
の
全
部
を
吸
収
で
き
る
材
料
で
当
該
容
器
を
包
み
、
又
は

性
廃
棄
物
の
全
部
を
吸
収
で
き
る
材
料
で
当
該
容
器
を
包
み
、
又
は

収
容
で
き
る
受
皿
を
当
該
容
器
に
設
け
る
こ
と
等
に
よ
り
、
汚
染
の

収
容
で
き
る
受
皿
を
当
該
容
器
に
設
け
る
こ
と
等
に
よ
り
、
汚
染
の

広
が
り
を
防
止
す
る
こ
と
。

広
が
り
を
防
止
す
る
こ
と
。

～

（
略
）

～

（
略
）

（２）

（４）

（２）

（４）

ヲ
～
カ

（
略
）

ヲ
～
カ

（
略
）

十
一
の
二

（
略
）

十
一
の
二

（
略
）

十
二

核
原
料
物
質
の
運
搬
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
。

十
二

核
原
料
物
質
の
運
搬
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ

ロ

容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ

し
、
核
原
料
物
質
の
使
用
施
設
の
内
部
に
お
い
て
運
搬
す
る
場
合
は
、

し
、
核
原
料
物
質
の
使
用
施
設
の
内
部
に
お
い
て
運
搬
す
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

こ
の
限
り
で
な
い
。

・

（
略
）

・

（
略
）

（１）

（２）

（１）

（２）

運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り

運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り

（３）

（３）

、
亀
裂
、
破
損
等
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

、
き
裂
、
破
損
等
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

～

（
略
）

～

（
略
）

（４）

（６）

（４）

（６）

ハ
～
チ

（
略
）

ハ
～
チ

（
略
）

十
三

（
略
）

十
三

（
略
）

（
記
録
）

（
記
録
）
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第
三
条

法
第
五
十
七
条
の
八
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
工
場
又
は
事

第
三
条

法
第
五
十
七
条
の
八
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
工
場
又
は
事

業
所
ご
と
に
、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中

業
所
ご
と
に
、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中

欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期

欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期

間
こ
れ
を
保
存
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

間
こ
れ
を
保
存
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保
存
期
間

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保
存
期
間

一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二

放
射
線
管
理
記
録

二

放
射
線
管
理
記
録

イ
～
ホ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

へ

廃
棄
施
設
に
廃
棄
し
、
又
は
海

廃
棄
の
都
度

（
略
）

へ

廃
棄
施
設
に
廃
棄
し
、
又
は
海

廃
棄
の
つ
ど

（
略
）

洋
に
投
棄
し
た
放
射
性
廃
棄
物
の

洋
に
投
棄
し
た
放
射
性
廃
棄
物
の

種
類
、
当
該
放
射
性
廃
棄
物
に
含

種
類
、
当
該
放
射
性
廃
棄
物
に
含

ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
数
量
、
当

ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
数
量
、
当

該
放
射
性
廃
棄
物
を
容
器
に
封
入

該
放
射
性
廃
棄
物
を
容
器
に
封
入

し
、
又
は
容
器
に
固
型
化
し
た
場

し
、
又
は
容
器
に
固
型
化
し
た
場

合
に
は
当
該
容
器
の
数
量
及
び
比

合
に
は
当
該
容
器
の
数
量
及
び
比

重
並
び
に
そ
の
廃
棄
の
日
時
、
場

重
並
び
に
そ
の
廃
棄
の
日
時
、
場

所
及
び
方
法

所
及
び
方
法

ト

放
射
性
廃
棄
物
を
容
器
に
封
入

封
入
又
は
固
型
化

（
略
）

ト

放
射
性
廃
棄
物
を
容
器
に
封
入

封
入
又
は
固
型
化

（
略
）

し
、
又
は
容
器
に
固
型
化
し
た
場

の
都
度

し
、
又
は
容
器
に
固
型
化
し
た
場

の
つ
ど

合
に
は
、
そ
の
方
法

合
に
は
、
そ
の
方
法

三

核
原
料
物
質
の
使
用
施
設
の
事
故

三

核
原
料
物
質
の
使
用
施
設
の
事
故

記
録

記
録

イ

事
故
の
発
生
及
び
復
旧
の
時

そ
の
都
度

（
略
）

イ

事
故
の
発
生
及
び
復
旧
の
時

そ
の
つ
ど

（
略
）

ロ

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し

そ
の
都
度

（
略
）

ロ

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し

そ
の
つ
ど

（
略
）

て
採
つ
た
処
置

て
採
つ
た
処
置

二

事
故
の
原
因

そ
の
都
度

（
略
）

ハ

事
故
の
原
因

そ
の
つ
ど

（
略
）

ハ

事
故
後
の
処
置

そ
の
都
度

（
略
）

ニ

事
故
後
の
処
置

そ
の
つ
ど

（
略
）

四

運
搬
し
た
核
原
料
物
質
の
種
類
、

運
搬
の
都
度

（
略
）

四

運
搬
し
た
核
原
料
物
質
の
種
類
、

運
搬
の
つ
ど

（
略
）

量
、
取
扱
方
法
、
事
故
が
発
生
し
た

量
、
取
扱
方
法
、
事
故
が
発
生
し
た

場
合
の
措
置
そ
の
他
の
運
搬
に
関
し

場
合
の
措
置
そ
の
他
の
運
搬
に
関
し

留
意
す
べ
き
事
項

留
意
す
べ
き
事
項
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２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
り
付
け
る
書
面
）

第
十
三
条

第
十
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六

第
十
三
条

第
十
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六

二
二
一
又
は
Ｘ
六
二
二
三
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項

二
二
一
又
は
Ｘ
六
二
二
三
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
記
載
し
た
書
面
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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◯

使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
総
理
府
令
第
十
号
）
（
第
八
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
再
処
理
の
事
業
の
指
定
の
申
請
）

（
再
処
理
の
事
業
の
指
定
の
申
請
）

第
一
条
の
二

法
第
四
十
四
条
第
二
項
の
再
処
理
の
事
業
の
指
定
の
申
請
書
の

第
一
条
の
二

法
第
四
十
四
条
第
二
項
の
再
処
理
の
事
業
の
指
定
の
申
請
書
の

記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
四
号
の
再
処
理
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設

二

法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
四
号
の
再
処
理
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設

備
に
つ
い
て
は
、
次
の
区
分
に
よ
つ
て
記
載
す
る
こ
と
。

備
に
つ
い
て
は
、
次
の
区
分
に
よ
つ
て
記
載
す
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

使
用
済
燃
料
の
受
入
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
構
造
及
び
設
備

ハ

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
構
造
及
び
設
備

・

（
略
）

・

（
略
）

（１）

（２）

（１）

（２）

受
け
入
れ
、
又
は
貯
蔵
す
る
使
用
済
燃
料
の
種
類
並
び
に
そ
の
種

受
け
入
れ
、
又
は
貯
蔵
す
る
使
用
済
燃
料
の
種
類
並
び
に
そ
の
種

（３）

（３）

類
ご
と
の
最
大
受
入
能
力
及
び
最
大
貯
蔵
能
力

類
ご
と
の
最
大
受
入
れ
能
力
及
び
最
大
貯
蔵
能
力

（
略
）

（
略
）

（４）

（４）

ニ
～
リ

（
略
）

ニ
～
リ

（
略
）

三
～
七

（
略
）

三
～
七

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
一
条
の
四

令
第
二
十
七
条
の
変
更
の
許
可
の
申
請
書
の
記
載
に
つ
い
て
は

第
一
条
の
四

令
第
二
十
七
条
の
変
更
の
許
可
の
申
請
書
の
記
載
に
つ
い
て
は

、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

令
第
二
十
七
条
第
三
号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
四
条

一

令
第
二
十
七
条
第
三
号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
四
条

第
二
項
第
三
号
の
再
処
理
能
力
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
一
日
当

第
二
項
第
三
号
の
再
処
理
能
力
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
一
日
当

た
り
及
び
年
間
の
最
大
再
処
理
能
力
を
、
再
処
理
す
る
使
用
済
燃
料
の
種

た
り
及
び
年
間
の
最
大
再
処
理
能
力
を
、
再
処
理
す
る
使
用
済
燃
料
の
種

類
ご
と
に
記
載
し
、
同
項
第
四
号
の
再
処
理
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設

類
ご
と
に
記
載
し
、
法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
四
号
の
再
処
理
施
設
の
位

備
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ

置
、
構
造
及
び
設
備
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
条
の
二
第
一

る
区
分
に
よ
つ
て
記
載
し
、
法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
四
号
の
再
処
理
の

項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
つ
て
記
載
し
、
法
第
四
十
四
条
第
二
項
第

方
法
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲

四
号
の
再
処
理
の
方
法
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
条
の
二
第

げ
る
区
分
に
よ
つ
て
記
載
し
、
法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
六
号
の
使
用
済

一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
つ
て
記
載
し
、
法
第
四
十
四
条
第
二
項
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燃
料
か
ら
分
離
さ
れ
た
核
燃
料
物
質
の
処
分
の
方
法
の
変
更
に
係
る
場
合

第
六
号
の
使
用
済
燃
料
か
ら
分
離
さ
れ
た
核
燃
料
物
質
の
処
分
の
方
法
の

に
あ
つ
て
は
処
分
す
る
核
燃
料
物
質
の
種
類
ご
と
の
売
渡
し
、
貸
付
け
、

変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
処
分
す
る
核
燃
料
物
質
の
種
類
ご
と
の
売

返
還
等
の
相
手
方
及
び
そ
の
方
法
を
記
載
し
、
同
項
第
七
号
の
再
処
理
施

渡
し
、
貸
付
け
、
返
還
等
の
相
手
方
及
び
そ
の
方
法
を
記
載
し
、
法
第
四

設
に
お
け
る
放
射
線
の
管
理
に
関
す
る
事
項
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ

十
四
条
第
二
項
第
七
号
の
再
処
理
施
設
に
お
け
る
放
射
線
の
管
理
に
関
す

て
は
第
一
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
法
第
四
十

る
事
項
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に

四
条
第
二
項
第
八
号
の
再
処
理
施
設
に
お
い
て
核
燃
料
物
質
が
臨
界
状
態

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
八
号
の
再
処
理
施
設

に
な
る
こ
と
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
事
故
に
対

に
お
い
て
核
燃
料
物
質
が
臨
界
状
態
に
な
る
こ
と
そ
の
他
の
事
故
が
発
生

処
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
及
び
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
の
変
更
に

し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
事
故
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
及
び
体

係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
条
の
二
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
故
の
区

制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
条
の
二

分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項
を
記
載
す
る
こ

第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
故
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
号
イ
か
ら
ハ

と
。

ま
で
に
定
め
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
の
申
請
）

（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
の
申
請
）

第
二
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
施
設
に
関
す
る
設

第
二
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
施
設
に
関
す
る
設

計
及
び
工
事
の
方
法
（
第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
再
処
理
施
設
で
あ
つ
て
溶

計
及
び
工
事
の
方
法
（
第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
再
処
理
施
設
で
あ
つ
て
溶

接
を
す
る
も
の
に
関
す
る
溶
接
の
方
法
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に

接
を
す
る
も
の
に
関
す
る
溶
接
の
方
法
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

次
の
区
分
に
よ
る
再
処
理
施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
（
再

三

次
の
区
分
に
よ
る
再
処
理
施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
（
再

処
理
施
設
の
変
更
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る

処
理
施
設
の
変
更
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）

。
）

イ

使
用
済
燃
料
の
受
入
施
設
及
び
貯
蔵
施
設

イ

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設

ロ
～
ト

（
略
）

ロ
～
ト

（
略
）

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
使
用
前
検
査
の
申
請
）

（
使
用
前
検
査
の
申
請
）

第
五
条

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
検
査
（
以
下
「
使
用
前
検
査
」
と
い
う
。

第
五
条

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
施
設
の
工
事
（
第
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）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

七
条
の
二
に
規
定
す
る
再
処
理
施
設
で
あ
つ
て
溶
接
を
す
る
も
の
の
溶
接
を

書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

除
く
。
）
及
び
性
能
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
使
用
前
検
査
の
実
施
）

（
使
用
前
検
査
の
実
施
）

第
六
条

使
用
前
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
各
号

第
六
条

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
使
用
前
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

に
定
め
る
と
き
に
行
う
。

項
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
き
に
行
う
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

使
用
済
燃
料
の
受
入
施
設
若
し
く
は
貯
蔵
施
設
、
再
処
理
設
備
本
体
、

二

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
若
し
く
は
貯
蔵
施
設
、
再
処
理
設
備
本
体

製
品
貯
蔵
施
設
又
は
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
の
組
立
て
に
関
す
る
事

、
製
品
貯
蔵
施
設
又
は
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
の
組
立
て
に
関
す
る

項

そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
の
主
要
な
部
分
の
寸
法
の
測
定
が
で
き
る
と
き
又

事
項

そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
の
主
要
な
部
分
の
寸
法
の
測
定
が
で
き
る
と
き

は
非
破
壊
試
験
、
機
械
試
験
、
耐
圧
試
験
若
し
く
は
漏
え
い
試
験
を
行
う

又
は
非
破
壊
試
験
、
機
械
試
験
、
耐
圧
試
験
若
し
く
は
漏
え
い
試
験
を
行

と
き
。

う
と
き
。

三

計
測
制
御
系
統
施
設
、
放
射
線
管
理
施
設
又
は
そ
の
他
の
再
処
理
施
設

三

計
測
制
御
系
統
施
設
、
放
射
線
管
理
施
設
、
そ
の
他
の
再
処
理
施
設
の

の
組
立
て
に
関
す
る
事
項

そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
が
完
成
し
た
と
き
。

組
立
て
に
関
す
る
事
項

そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
が
完
成
し
た
と
き
。

四

（
略
）

四

（
略
）

（
使
用
前
検
査
合
格
証
）

（
使
用
前
検
査
合
格
証
）

第
七
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
使
用
前
検
査
に
合
格
し
た
と
認
め
た
と
き

第
七
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
使
用
前
検
査
に

は
、
使
用
前
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

合
格
し
た
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
使
用
前
検
査
合
格
証
を
交

付
す
る
。

（
溶
接
検
査
の
実
施
）

（
溶
接
検
査
の
実
施
）

第
七
条
の
四

法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

第
七
条
の
四

法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
溶
接
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲

工
程
ご
と
に
行
う
。

げ
る
工
程
ご
と
に
行
う
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
溶
接
検
査
実
施
要
領
書
）

（
溶
接
検
査
実
施
要
領
書
）

第
七
条
の
七
の
二

（
略
）

第
七
条
の
七
の
二

（
略
）
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２

原
子
力
規
制
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に

２

原
子
力
規
制
員
会
は
、
第
七
条
の
七
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た

は
、
法
第
四
十
六
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
検
査
の
方
法
そ
の
他
必
要
な

場
合
に
は
、
法
第
四
十
六
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
検
査
の
方
法
そ
の
他

事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の
と
す
る

必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の

。

と
す
る
。

（
溶
接
検
査
合
格
証
等
）

（
溶
接
検
査
合
格
証
等
）

第
七
条
の
八

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第

第
七
条
の
八

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第

四
項
の
検
査
を
行
い
、
合
格
と
認
め
た
と
き
は
、
溶
接
検
査
合
格
証
を
交
付

四
項
の
溶
接
検
査
を
行
い
、
合
格
と
認
め
た
と
き
は
、
溶
接
検
査
合
格
証
を

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
溶
接
を
し
た
容
器
又
は
管
を
刻
印
又
は
こ
れ
に
代
わ

交
付
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
溶
接
を
し
た
容
器
又
は
管
を
刻
印
又
は
こ
れ
に

る
も
の
で
示
す
も
の
と
す
る
。

代
わ
る
も
の
で
示
す
も
の
と
す
る
。

（
施
設
定
期
検
査
の
申
請
）

（
施
設
定
期
検
査
の
申
請
）

第
七
条
の
十

法
第
四
十
六
条
の
二
の
三
第
一
項
の
検
査
（
以
下
「
施
設
定
期

第
七
条
の
十

法
第
四
十
六
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
再
処
理
施
設

検
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

の
性
能
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

。

い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
廃
止
措
置
中
の
施
設
定
期
検
査
）

（
廃
止
措
置
中
の
施
設
定
期
検
査
）

第
七
条
の
十
の
二

（
略
）

第
七
条
の
十
の
二

（
略
）

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
十
九
条
の
五
第
一
項
第
五
号
の
性
能
維
持

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
十
九
条
の
五
第
一
項
第
五
号
の
性
能
維
持

施
設
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に

施
設
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
時
期
に
施
設
定
期
検
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
時
期
に
法
第
四
十
六
条
の
二
の
三
第
一
項
の
検
査
（
以
下
「
施
設
定

期
検
査
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
施
設
定
期
検
査
合
格
証
）

（
施
設
定
期
検
査
合
格
証
）

第
七
条
の
十
一

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
施
設
定
期
検
査
に
合
格
し
た
と
認

第
七
条
の
十
一

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
施
設
定
期
検
査
に
合
格
し
た
と
認

め
た
と
き
は
、
施
設
定
期
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

め
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
施
設
定
期
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
記
録
）

（
記
録
）

第
八
条

法
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
工
場
又
は
事
業
所
ご
と
に

第
八
条

法
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
工
場
又
は
事
業
所
ご
と
に

、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲
げ
る

、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲
げ
る

と
こ
ろ
に
従
つ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ
れ
を
保

と
こ
ろ
に
従
つ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ
れ
を
保

存
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

存
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保
存
期
間

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保
存
期
間

一

再
処
理
施
設
の
検
査
記
録

一

再
処
理
施
設
の
検
査
記
録

イ

使
用
前
検
査
の
結
果

（
略
）

（
略
）

イ

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の

（
略
）

（
略
）

規
定
に
よ
る
使
用
前
検
査
の

結
果

ロ

施
設
定
期
検
査
の
結
果

（
略
）

（
略
）

ロ

法
第
四
十
六
条
の
二
の
三

（
略
）

（
略
）

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
施
設

定
期
検
査
の
結
果

ハ

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

（
略
）

検
査
終
了

ハ

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

（
略
）

施
設
定
期

検
査
の
結
果

後
五
年
が

施
設
定
期
自
主
検
査
の
結
果

自
主
検
査

経
過
す
る

終
了
後
五

ま
で
の
期

年
が
経
過

間

す
る
ま
で

の
期
間

二

放
射
線
管
理
記
録

二

放
射
線
管
理
記
録

イ

再
処
理
設
備
（
法
第
五
十

毎
日
操
作
中
一
回
。
た

（
略
）

イ

再
処
理
設
備
（
法
第
五
十

毎
日
操
作
中
一
回
。
た

（
略
）

条
の
五
第
二
項
の
認
可
を
受

だ
し
、
法
第
五
十
条
の

条
の
五
第
二
項
の
認
可
を
受

だ
し
、
法
第
五
十
条
の

け
た
場
合
で
あ
つ
て
、
第
十

五
第
二
項
の
認
可
を
受

け
た
場
合
で
あ
つ
て
、
第
十

五
第
二
項
の
認
可
を
受

九
条
の
五
第
一
項
第
五
号
の

け
た
場
合
に
あ
つ
て
は

九
条
の
五
第
一
項
第
五
号
の

け
た
場
合
に
あ
つ
て
は

性
能
維
持
施
設
に
該
当
す
る

、
第
十
九
条
の
五
第
一

性
能
維
持
施
設
に
該
当
す
る

、
第
十
九
条
の
五
第
一

部
分
が
存
在
し
な
い
と
き
を

項
第
五
号
の
性
能
維
持

部
分
が
存
在
し
な
い
と
き
を

項
第
五
号
の
性
能
維
持

除
く
。
）
、
核
燃
料
物
質
の

施
設
に
該
当
す
る
部
分

除
く
。
）
、
核
燃
料
物
質
の

施
設
に
該
当
す
る
部
分

貯
蔵
施
設
（
法
第
五
十
条
の

が
存
在
す
る
と
き
は
、

貯
蔵
施
設
（
法
第
五
十
条
の

が
存
在
す
る
と
き
は
、

五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
、

毎
日
一
回
と
し
、
同
号

五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
、

毎
日
一
回
と
し
、
第
十

全
て
の
核
燃
料
物
質
及
び
使

の
性
能
維
持
施
設
に
該

全
て
の
核
燃
料
物
質
及
び
使

九
条
の
五
第
一
項
第
五
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用
済
燃
料
を
廃
止
措
置
対
象

当
す
る
部
分
が
存
在
し

用
済
燃
料
を
廃
止
措
置
対
象

号
の
性
能
維
持
施
設
に

施
設
か
ら
搬
出
し
た
と
き
を

な
い
と
き
は
、
毎
週
一

施
設
か
ら
搬
出
し
た
と
き
を

該
当
す
る
部
分
が
存
在

除
く
。
）
、
放
射
性
廃
棄
物

回
と
す
る
。

除
く
。
）
、
放
射
性
廃
棄
物

し
な
い
と
き
は
、
毎
週

の
廃
棄
施
設
（
同
項
の
認
可

の
廃
棄
施
設
（
法
第
五
十
条

一
回
と
す
る
。

を
受
け
、
全
て
の
使
用
済
燃

の
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け

料
を
溶
解
し
た
液
体
か
ら
核

、
全
て
の
使
用
済
燃
料
を
溶

燃
料
物
質
そ
の
他
の
有
用
物

解
し
た
液
体
か
ら
核
燃
料
物

質
を
分
離
し
た
残
り
の
液
体

質
そ
の
他
の
有
用
物
質
を
分

及
び
特
定
廃
液
（
使
用
済
燃

離
し
た
残
り
の
液
体
及
び
特

料
を
溶
解
し
た
液
体
か
ら
核

定
廃
液
（
使
用
済
燃
料
を
溶

燃
料
物
質
そ
の
他
の
有
用
物

解
し
た
液
体
か
ら
核
燃
料
物

質
を
分
離
し
た
残
り
の
液
体

質
そ
の
他
の
有
用
物
質
を
分

（
そ
の
放
射
能
が
三
・
七
テ

離
し
た
残
り
の
液
体
（
そ
の

ラ
ベ
ク
レ
ル
以
上
の
も
の
に

放
射
能
が
三
・
七
テ
ラ
ベ
ク

限
る
。
）
を
い
う
。
第
十
二

レ
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。

条
の
四
、
第
十
七
条
、
第
十

）
を
い
う
。
第
十
二
条
の
四

九
条
の
五
及
び
第
十
九
条
の

、
第
十
七
条
、
第
十
九
条
の

十
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

五
及
び
第
十
九
条
の
十
五
に

ガ
ラ
ス
に
よ
り
容
器
に
固
型

お
い
て
同
じ
。
）
を
ガ
ラ
ス

化
し
た
物
（
以
下
こ
の
条
及

に
よ
り
容
器
に
固
型
化
し
た

び
第
十
九
条
の
十
五
に
お
い

物
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十

て
「
ガ
ラ
ス
固
化
体
」
と
い

九
条
の
十
五
に
お
い
て
「
ガ

う
。
）
を
廃
止
措
置
対
象
施

ラ
ス
固
化
体
」
と
い
う
。
）

設
か
ら
搬
出
し
た
と
き
を
除

を
廃
止
措
置
対
象
施
設
か
ら

く
。
）
等
の
放
射
線
遮
蔽
物

搬
出
し
た
と
き
を
除
く
。
）

の
側
壁
に
お
け
る
線
量
当
量

等
の
放
射
線
遮
蔽
物
の
側
壁

率

に
お
け
る
線
量
当
量
率

ロ
～
ヲ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ロ
～
ヲ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
一
・
十
二

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
一
・
十
二

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
三

工
場
又
は
事
業
所
に
お
い

十
三

工
場
又
は
事
業
所
に
お
い

て
用
い
た
資
材
そ
の
他
の
物
に

て
用
い
た
資
材
そ
の
他
の
物
に
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含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
放
射

含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
放
射

能
濃
度
に
つ
い
て
法
第
六
十
一

能
濃
度
に
つ
い
て
法
第
六
十
一

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
も

く
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
も

の
（
以
下
「
放
射
能
濃
度
確
認

の
（
以
下
「
放
射
能
濃
度
確
認

対
象
物
」
と
い
う
。
）
の
記
録

対
象
物
」
と
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
の
記
録

イ
～
ハ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

（
管
理
区
域
へ
の
立
入
制
限
等
）

（
管
理
区
域
へ
の
立
入
制
限
等
）

第
九
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
は
、
管
理

第
九
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
は
、
管
理

区
域
、
保
全
区
域
及
び
周
辺
監
視
区
域
を
定
め
、
こ
れ
ら
の
区
域
に
お
い
て

区
域
、
保
全
区
域
及
び
周
辺
監
視
区
域
を
定
め
、
こ
れ
ら
の
区
域
に
お
い
て

次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

管
理
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

一

管
理
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ

壁
、
柵
等
の
区
画
物
に
よ
つ
て
区
画
す
る
ほ
か
、
標
識
を
設
け
る
こ

イ

壁
、
さ
く
等
の
区
画
物
に
よ
つ
て
区
画
す
る
ほ
か
、
標
識
を
設
け
る

と
に
よ
つ
て
明
ら
か
に
他
の
場
所
と
区
別
し
、
か
つ
、
放
射
線
等
の
危

こ
と
に
よ
つ
て
明
ら
か
に
他
の
場
所
と
区
別
し
、
か
つ
、
放
射
線
等
の

険
性
の
程
度
に
応
じ
て
人
の
立
入
制
限
、
鍵
の
管
理
等
の
措
置
を
講
ず

危
険
性
の
程
度
に
応
じ
て
人
の
立
入
制
限
、
か
ぎ
の
管
理
等
の
措
置
を

る
こ
と
。

講
ず
る
こ
と
。

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

二

保
全
区
域
に
つ
い
て
は
、
標
識
を
設
け
る
等
の
方
法
に
よ
つ
て
明
ら
か

二

保
全
区
域
に
つ
い
て
は
、
標
識
を
設
け
る
等
の
方
法
に
よ
つ
て
明
ら
か

に
他
の
場
所
と
区
別
し
、
か
つ
、
管
理
の
必
要
性
に
応
じ
て
人
の
立
入
制

に
他
の
場
所
と
区
別
し
、
か
つ
、
管
理
の
必
要
性
に
応
じ
て
人
の
立
入
制

限
、
鍵
の
管
理
、
物
品
の
持
出
制
限
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

限
、
か
ぎ
の
管
理
、
物
品
の
持
出
制
限
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三

周
辺
監
視
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三

周
辺
監
視
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

境
界
に
柵
又
は
標
識
を
設
け
る
等
の
方
法
に
よ
つ
て
周
辺
監
視
区
域

ロ

境
界
に
さ
く
又
は
標
識
を
設
け
る
等
の
方
法
に
よ
つ
て
周
辺
監
視
区

に
業
務
上
立
ち
入
る
者
以
外
の
者
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。
た
だ

域
に
業
務
上
立
ち
入
る
者
以
外
の
者
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。
た

し
、
当
該
区
域
に
人
が
立
ち
入
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場

だ
し
、
当
該
区
域
に
人
が
立
ち
入
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
線
量
等
に
関
す
る
措
置
）

（
線
量
等
に
関
す
る
措
置
）
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第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
緊
急
作
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
線
業

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
緊
急
作
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
線
業

務
従
事
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば

務
従
事
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
原
子
力
災
害
対
策

三

原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
原
子
力
災
害
対
策

特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
八
条
第
三
項
に
規

特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
八
条
第
三
項
に
規

定
す
る
原
子
力
防
災
要
員
、
同
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
防

定
す
る
原
子
力
防
災
要
員
、
同
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
防

災
管
理
者
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
副
原
子
力
防
災
管
理
者
で
あ
る

災
管
理
者
又
は
同
法
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
副
原
子
力
防
災
管
理
者
で

こ
と
。

あ
る
こ
と
。

（
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
）

（
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
）

第
十
四
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
は
、
再

第
十
四
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
は
、
再

処
理
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
の
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関

処
理
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
の
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

容
易
か
つ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

ロ

容
易
か
つ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
亀
裂
、
破
損
等
が

さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
裂
、
破
損
等
が

生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
～
十

（
略
）

四
～
十

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
工
場
又
は
事
業
所
内
の
廃
棄
）

（
工
場
又
は
事
業
所
内
の
廃
棄
）

第
十
六
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
は
、
再

第
十
六
条

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
は
、
再

処
理
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
放
射
性
廃
棄

処
理
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
放
射
性
廃
棄

物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）
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九

第
六
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄
物

九

第
六
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄
物

を
容
器
に
封
入
す
る
と
き
は
、
当
該
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

を
容
器
に
封
入
す
る
と
き
は
、
当
該
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

亀
裂
又
は
破
損
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

き
裂
又
は
破
損
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

容
器
の
蓋
が
容
易
に
外
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

容
器
の
ふ
た
が
容
易
に
外
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十

（
略
）

十

（
略
）

十
一

第
六
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄

十
一

第
六
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄

物
を
放
射
線
障
害
防
止
の
効
果
を
持
つ
た
保
管
廃
棄
施
設
に
保
管
廃
棄
す

物
を
放
射
線
障
害
防
止
の
効
果
を
持
つ
た
保
管
廃
棄
施
設
に
保
管
廃
棄
す

る
と
き
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

る
と
き
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

放
射
性
廃
棄
物
を
容
器
に
封
入
し
て
保
管
廃
棄
す
る
と
き
は
、
当
該

イ

放
射
性
廃
棄
物
を
容
器
に
封
入
し
て
保
管
廃
棄
す
る
と
き
は
、
当
該

容
器
に
亀
裂
若
し
く
は
破
損
が
生
じ
た
場
合
に
封
入
さ
れ
た
放
射
性
廃

容
器
に
き
裂
若
し
く
は
破
損
が
生
じ
た
場
合
に
封
入
さ
れ
た
放
射
性
廃

棄
物
の
全
部
を
吸
収
で
き
る
材
料
で
当
該
容
器
を
包
み
、
又
は
収
容
で

棄
物
の
全
部
を
吸
収
で
き
る
材
料
で
当
該
容
器
を
包
み
、
又
は
収
容
で

き
る
受
皿
を
当
該
容
器
に
設
け
る
こ
と
等
に
よ
り
、
汚
染
の
広
が
り
を

き
る
受
皿
を
当
該
容
器
に
設
け
る
こ
と
等
に
よ
り
、
汚
染
の
広
が
り
を

防
止
す
る
こ
と
。

防
止
す
る
こ
と
。

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

十
二
～
十
四

（
略
）

十
二
～
十
四

（
略
）

（
防
護
措
置
）

（
防
護
措
置
）

第
十
六
条
の
三

法
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
は

第
十
六
条
の
三

法
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
は

、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
略
）

三
～
六

（
略
）

（
略
）

三
～
六

（
略
）

（
略
）

七
・
八

（
略
）

（
略
）

七
・
八

（
略
）

（
略
）

九

照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
（
照
射
さ
れ
た
同
号

九

照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
（
照
射
さ
れ
た
同
号

ニ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
つ
て
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か
ら

ニ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
つ
て
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か
ら

一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ

一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ

毎
時
を
超
え
て
い
た
も
の
並
び
に
次
号
及
び
第
十
三
号
に

毎
時
を
超
え
て
い
た
も
の
並
び
に
第
十
号
及
び
第
十
三
号

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

十
～
十
四

（
略
）

十
～
十
四

（
略
）
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２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
評
価
の
結
果
等
の
届
出
）

（
評
価
の
結
果
等
の
届
出
）

第
十
九
条
の
三
の
三

法
第
五
十
条
の
四
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

第
十
九
条
の
三
の
三

法
第
五
十
条
の
四
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
一
項
の
評
価
（
以
下
「
安
全
性
向
上
評
価
」

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
五
十
条
の
四
の
二
第
一
項
の
評
価
（
以
下
「
安

と
い
う
。
）
を
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、
当
該
安
全
性
向
上
評
価
の
結
果
、
当

全
性
向
上
評
価
」
と
い
う
。
）
を
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、
当
該
評
価
の
結
果

該
安
全
性
向
上
評
価
に
係
る
調
査
及
び
分
析
並
び
に
評
定
の
方
法
並
び
に
次

、
当
該
評
価
に
係
る
調
査
及
び
分
析
並
び
に
評
定
の
方
法
並
び
に
次
条
に
定

条
に
定
め
る
事
項
（
以
下
「
評
価
の
結
果
等
」
と
い
う
。
）
を
原
子
力
規
制

め
る
事
項
（
以
下
「
評
価
の
結
果
等
」
と
い
う
。
）
を
原
子
力
規
制
委
員
会

委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
届
出
事
項
）

（
届
出
事
項
）

第
十
九
条
の
三
の
四

法
第
五
十
条
の
四
の
二
第
三
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会

第
十
九
条
の
三
の
四

法
第
五
十
条
の
四
の
二
第
三
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会

規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

安
全
性
向
上
評
価
に
係
る
再
処
理
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

二

当
該
安
全
性
向
上
評
価
に
係
る
再
処
理
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

（
評
価
に
係
る
調
査
及
び
分
析
並
び
に
評
定
の
方
法
）

（
評
価
に
係
る
調
査
及
び
分
析
並
び
に
評
定
の
方
法
）

第
十
九
条
の
三
の
五

法
第
五
十
条
の
四
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
原
子
力
規

第
十
九
条
の
三
の
五

法
第
五
十
条
の
四
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
原
子
力
規

制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

再
処
理
施
設
に
お
い
て
予
想
さ
れ
る
事
故
の
発
生
及
び
拡
大
の
防
止
（

一

再
処
理
施
設
に
お
い
て
予
想
さ
れ
る
事
故
の
発
生
及
び
拡
大
の
防
止
（

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
事
故
の
発
生
の
防
止
等
」
と
い
う
。
）
の
た
め

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
事
故
の
発
生
の
防
止
等
」
と
い
う
。
）
の
た
め

の
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
措
置
及
び
そ
の
措
置
に
よ
る
事
故

の
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
措
置
及
び
そ
の
措
置
に
よ
る
事
故

の
発
生
の
防
止
等
の
効
果
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
す
る
こ
と

の
発
生
の
防
止
等
の
効
果
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
す
る
こ
と

。

。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

当
該
再
処
理
施
設
に
つ
い
て
、
法
第
五
十
条
第
一
項
の
認
可
又
は
変

ロ

当
該
再
処
理
施
設
に
つ
い
て
、
法
第
五
十
条
の
認
可
又
は
変
更
の
認

更
の
認
可
を
受
け
た
保
安
規
定
に
定
め
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ

可
を
受
け
た
保
安
規
定
に
定
め
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

と
。

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）
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（
評
価
の
結
果
等
の
公
表
）

（
評
価
の
結
果
等
の
公
表
）

第
十
九
条
の
三
の
六

法
第
五
十
条
の
四
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は

第
十
九
条
の
三
の
六

法
第
五
十
条
の
四
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は

、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、
イ
ン
タ
ー
ネ

、
法
第
五
十
条
の
四
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
後
、
遅
滞
な

ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

く
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

第
十
九
条
の
五

（
略
）

第
十
九
条
の
五

（
略
）

２
～
４
（
略
）

２
～
４
（
略
）

５

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
と
す
る
。

５

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
、
写
し
一
通
と
す
る
。

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
十
九
条
の
六

（
略
）

第
十
九
条
の
六

（
略
）

２
・
３
（
略
）

２
・
３
（
略
）

４

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
と
す
る
。

４

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
、
写
し
一
通
と
す
る
。

（
廃
止
措
置
の
終
了
の
確
認
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
の
終
了
の
確
認
の
申
請
）

第
十
九
条
の
九

（
略
）

第
十
九
条
の
九

（
略
）

２
（
略
）

２
（
略
）

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
と
す
る
。

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
、
写
し
一
通
と
す
る
。

（
旧
再
処
理
事
業
者
等
の
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
旧
再
処
理
事
業
者
等
の
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
十
九
条
の
十
三

法
第
五
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条

第
十
九
条
の
十
三

法
第
五
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条

の
七
第
四
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
十
九
条
の
六
の
規
定
の

の
七
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
可

例
に
よ
り
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
受
け
た
廃
止
措
置
計
画
に
つ
い
て
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

、
第
十
九
条
の
六
の
規
定
の
例
に
よ
り
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
旧
再
処
理
事
業
者
等
に
係
る
廃
止
措
置
対
象
施
設
に
つ
い
て
の
施
設
定
期

（
旧
再
処
理
事
業
者
等
に
係
る
廃
止
措
置
対
象
施
設
に
つ
い
て
の
施
設
定
期

検
査
を
要
す
る
場
合
）

検
査
を
要
す
る
場
合
）
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第
十
九
条
の
十
五

（
略
）

第
十
九
条
の
十
五

（
略
）

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
施
設
定
期
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち
使
用
済
燃

設
の
う
ち
使
用
済
燃
料
、
核
燃
料
物
質
、
使
用
済
燃
料
を
溶
解
し
た
液
体
か

料
、
核
燃
料
物
質
、
使
用
済
燃
料
を
溶
解
し
た
液
体
か
ら
核
燃
料
物
質
そ
の

ら
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
有
用
物
質
を
分
離
し
た
残
り
の
液
体
及
び
ガ
ラ
ス

他
の
有
用
物
質
を
分
離
し
た
残
り
の
液
体
及
び
ガ
ラ
ス
固
化
体
の
取
扱
い
又

固
化
体
の
取
扱
い
又
は
貯
蔵
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

は
貯
蔵
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

使
用
済
燃
料
の
受
入
施
設

一

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設

二
～
七

（
略
）

二
～
七

（
略
）

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

第
十
九
条
の
十
六

法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
（

第
十
九
条
の
十
六

法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
（

旧
再
処
理
事
業
者
等
を
含
む
。
次
条
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

旧
再
処
理
事
業
者
等
を
含
む
。
以
下
次
条
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
同
じ

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
、
そ

。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に

の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
十
日
以
内
に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
報

、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
十
日
以
内
に
原
子
力
規
制
委
員
会

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

再
処
理
施
設
の
故
障
そ
の
他
の
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
、

八

再
処
理
施
設
の
故
障
そ
の
他
の
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
、

使
用
済
燃
料
等
が
管
理
区
域
内
で
漏
え
い
し
た
と
き
。
た
だ
し
、
次
の
い

使
用
済
燃
料
等
が
管
理
区
域
内
で
漏
え
い
し
た
と
き
。
た
だ
し
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
（
漏
え
い
に
係
る
場
所
に
つ
い
て
人
の
立
入
制

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
（
漏
え
い
に
係
る
場
所
に
つ
い
て
人
の
立
入
制

限
、
鍵
の
管
理
等
の
措
置
を
新
た
に
講
じ
た
と
き
又
は
漏
え
い
し
た
物
が

限
、
鍵
の
管
理
等
の
措
置
を
新
た
に
講
じ
た
と
き
又
は
漏
え
い
し
た
物
が

管
理
区
域
外
に
広
が
つ
た
と
き
を
除
く
。
）
を
除
く
。

管
理
区
域
外
に
広
が
つ
た
と
き
を
除
く
。
）
を
除
く
。

イ

漏
え
い
し
た
液
体
状
の
使
用
済
燃
料
等
が
当
該
漏
え
い
に
係
る
設
備

イ

漏
え
い
し
た
液
体
状
の
使
用
済
燃
料
等
が
当
該
漏
え
い
に
係
る
設
備

の
周
辺
部
に
設
置
さ
れ
た
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
の
外

の
周
辺
部
に
設
置
さ
れ
た
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
の
外

せ
き

に
拡
大
し
な
か
つ
た
と
き
。

に
拡
大
し
な
か
つ
た
と
き
。

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

九
～
十
二

（
略
）

九
～
十
二

（
略
）

（
危
険
時
の
措
置
）

（
危
険
時
の
措
置
）

第
二
十
条

法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
は
、
次

第
二
十
条

法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
応
急
の
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
各
号
に
掲
げ
る
応
急
の
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

核
燃
料
物
質
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
場
合
に
は
、
必
要
に
応

二

核
燃
料
物
質
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
場
合
に
は
、
必
要
に
応
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じ
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
縄
を
張
り
、

じ
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
、
な
わ
張
り

又
は
標
識
等
を
設
け
、
及
び
見
張
人
を
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係
者
以

、
標
識
等
を
設
け
、
か
つ
、
見
張
人
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係
者
以

外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

四

使
用
済
燃
料
等
に
よ
る
汚
染
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
そ
の

四

使
用
済
燃
料
等
に
よ
る
汚
染
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
す
み
や
か
に
、
そ

広
が
り
の
防
止
及
び
除
去
を
行
う
こ
と
。

の
ひ
ろ
が
り
の
防
止
及
び
除
去
を
行
な
う
こ
と
。

五

放
射
線
障
害
を
受
け
た
者
又
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
い
る
場
合

五

放
射
線
障
害
を
受
け
た
者
又
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
い
る
場
合

に
は
、
速
や
か
に
救
出
し
、
避
難
さ
せ
る
等
緊
急
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と

に
は
、
す
み
や
か
に
救
出
し
、
避
難
さ
せ
る
等
緊
急
の
措
置
を
講
ず
る
こ

。

と
。

六

（
略
）

六

（
略
）

（
報
告
の
徴
収
）

（
報
告
の
徴
収
）

第
二
十
一
条

（
略
）

第
二
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
及
び
前
項
の
報
告
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

３

第
一
項
及
び
第
二
項
の
報
告
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。
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◯

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
廃
棄
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
）
（
第
九
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
危
険
時
の
措
置
）

（
危
険
時
の
措
置
）

第
六
条

法
第
六
十
四
条
第
一
項
（
原
子
力
事
業
者
等
が
工
場
又
は
事
業
所
の

第
六
条

法
第
六
十
四
条
第
一
項
（
原
子
力
事
業
者
等
が
工
場
又
は
事
業
所
の

外
に
お
い
て
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り

外
に
お
い
て
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り

、
原
子
力
事
業
者
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
応
急
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ

、
原
子
力
事
業
者
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
応
急
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一

放
射
性
廃
棄
物
に
よ
る
汚
染
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
場
所
の
周
囲

一

放
射
性
廃
棄
物
に
よ
る
汚
染
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
場
所
の
周
囲

に
縄
を
張
り
、
又
は
標
識
等
を
設
け
、
及
び
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
に

に
な
わ
を
張
り
、
又
は
標
識
等
を
設
け
、
及
び
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と

よ
り
、
関
係
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

に
よ
り
、
関
係
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）



- 75 -

○

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
（
第
十
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
Ｌ
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

（
Ｌ
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
四
条

Ｌ
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の

第
四
条

Ｌ
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
亀

二

運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き

裂
、
破
損
等
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

裂
、
破
損
等
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

三
～
十

（
略
）

三
～
十

（
略
）

（
Ａ
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

（
Ａ
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
五
条

Ａ
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の

第
五
条

Ａ
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

一
・
ニ

（
略
）

一
・
ニ

（
略
）

三

み
だ
り
に
開
封
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
か
つ
、
開
封
さ
れ
た
場
合
に
開
封

三

み
だ
り
に
開
封
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
か
つ
、
開
封
さ
れ
た
場
合
に
開
封

さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
容
易
に
破
れ
な
い
シ
ー
ル
の
貼

さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
容
易
に
破
れ
な
い
シ
ー
ル
の
は

付
け
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

り
付
け
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

四

構
成
部
品
は
、
摂
氏
零
下
四
十
度
か
ら
摂
氏
七
十
度
ま
で
の
温
度
の
範

四

構
成
部
品
は
、
摂
氏
零
下
四
十
度
か
ら
摂
氏
七
十
度
ま
で
の
温
度
の
範

囲
に
お
い
て
、
亀
裂
、
破
損
等
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。
た
だ
し

囲
に
お
い
て
、
き
裂
、
破
損
等
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。
た
だ
し

、
運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
の
範
囲
が
特
定
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限

、
運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
の
範
囲
が
特
定
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

り
で
な
い
。

五
～
十

（
略
）

五
～
十

（
略
）

（
Ｂ
Ｍ
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

（
Ｂ
Ｍ
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
六
条

Ｂ
Ｍ
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

第
六
条

Ｂ
Ｍ
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
最
も
低
い
温
度
か
ら
摂
氏
三
十
八
度
ま
で
の
周

四

運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
最
も
低
い
温
度
か
ら
摂
氏
三
十
八
度
ま
で
の
周

囲
の
温
度
の
範
囲
に
お
い
て
、
亀
裂
、
破
損
等
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い

囲
の
温
度
の
範
囲
に
お
い
て
、
き
裂
、
破
損
等
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い



- 76 -

こ
と
。

こ
と
。

五

（
略
）

五

（
略
）

（
Ｂ
Ｕ
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

（
Ｂ
Ｕ
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
七
条

Ｂ
Ｕ
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

第
七
条

Ｂ
Ｕ
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

摂
氏
零
下
四
十
度
か
ら
摂
氏
三
十
八
度
ま
で
の
周
囲
の
温
度
の
範
囲
に

四

摂
氏
零
下
四
十
度
か
ら
摂
氏
三
十
八
度
ま
で
の
周
囲
の
温
度
の
範
囲
に

お
い
て
、
亀
裂
、
破
損
等
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

お
い
て
、
き
裂
、
破
損
等
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

五

フ
ィ
ル
タ
又
は
機
械
的
冷
却
装
置
を
用
い
な
く
と
も
内
部
の
気
体
の
ろ

五

フ
イ
ル
タ
又
は
機
械
的
冷
却
装
置
を
用
い
な
く
と
も
内
部
の
気
体
の
ろ

過
又
は
核
燃
料
物
質
等
の
冷
却
が
行
わ
れ
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

過
又
は
核
燃
料
物
質
等
の
冷
却
が
行
わ
れ
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

六

（
略
）

六

（
略
）

（
核
分
裂
性
物
質
に
係
る
核
燃
料
輸
送
物
の
技
術
上
の
基
準
）

（
核
分
裂
性
物
質
に
係
る
核
燃
料
輸
送
物
の
技
術
上
の
基
準
）

第
十
一
条

核
分
裂
性
物
質
を
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
核
燃
料
輸
送
物
と
し
て

第
十
一
条

第
四
条
第
九
号
に
規
定
す
る
核
分
裂
性
物
質
を
第
三
条
の
規
定
に

運
搬
す
る
場
合
に
は
、
当
該
核
分
裂
性
物
質
に
係
る
核
燃
料
輸
送
物
（
原
子

よ
り
核
燃
料
輸
送
物
と
し
て
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
当
該
核
分
裂
性
物
質
に

力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
核
分
裂
性
輸
送
物
」
と
い

係
る
核
燃
料
輸
送
物
（
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下

う
。
）
は
、
輸
送
中
に
お
い
て
臨
界
に
達
し
な
い
も
の
で
あ
る
ほ
か
、
第
五

「
核
分
裂
性
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
は
、
輸
送
中
に
お
い
て
臨
界
に
達
し
な

条
第
三
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
Ｉ
Ｐ
―
１
型
輸
送
物
又
は
Ｉ

い
も
の
で
あ
る
ほ
か
、
第
五
条
第
三
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（

Ｐ
―
２
型
輸
送
物
と
し
て
運
搬
す
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
次
の
各
号
に
掲

Ｉ
Ｐ
―
１
型
輸
送
物
又
は
Ｉ
Ｐ
―
２
型
輸
送
物
と
し
て
運
搬
す
る
場
合
に
限

げ
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
要

る
。
）
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
原
子

件
に
適
合
す
る
核
分
裂
性
輸
送
物
と
し
て
運
搬
す
る
場
合
を
除
く
。
）
で
な

力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
核
分
裂
性
輸
送
物
と
し
て
運
搬

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
場
合
を
除
く
。
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

摂
氏
零
下
四
十
度
か
ら
摂
氏
三
十
八
度
ま
で
の
周
囲
の
温
度
の
範
囲
に

三

摂
氏
零
下
四
十
度
か
ら
摂
氏
三
十
八
度
ま
で
の
周
囲
の
温
度
の
範
囲
に

お
い
て
、
亀
裂
、
破
損
等
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
運

お
い
て
、
き
裂
、
破
損
等
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
運

搬
中
に
予
想
さ
れ
る
最
も
低
い
温
度
が
特
定
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

搬
中
に
予
想
さ
れ
る
最
も
低
い
温
度
が
特
定
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

で
な
い
。

（
確
認
を
要
す
る
核
燃
料
物
質
等
）

（
確
認
を
要
す
る
核
燃
料
物
質
等
）

第
十
八
条

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）
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２

令
第
四
十
八
条
の
表
第
一
号
ロ
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
核

２

令
第
四
十
八
条
の
表
第
一
号
ロ
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
核

燃
料
物
質
は
、
核
分
裂
性
物
質
（
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
も
の
を
除

燃
料
物
質
は
、
第
四
条
第
九
号
に
規
定
す
る
核
分
裂
性
物
質
（
原
子
力
規
制

く
。
）
と
す
る
。

委
員
会
の
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
容
器
承
認
の
申
請
）

（
容
器
承
認
の
申
請
）

第
二
十
一
条

（
略
）

第
二
十
一
条

（
略
）

２

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め

２

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
輸
送
容
器
の
設
計
及
び
同
項
第
一
号
の
核
燃
料
物
質
等

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
輸
送
容
器
の
設
計
及
び
前
項
第
一
号
の
核
燃
料
物
質
等

を
当
該
輸
送
容
器
に
収
納
し
た
場
合
の
核
燃
料
輸
送
物
の
安
全
性
に
関
す
る

を
当
該
輸
送
容
器
に
収
納
し
た
場
合
の
核
燃
料
輸
送
物
の
安
全
性
に
関
す
る

事
項
に
つ
い
て
当
該
輸
送
物
が
第
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
に
定
め
る
技
術

事
項
に
つ
い
て
当
該
輸
送
物
が
第
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
に
定
め
る
技
術

上
の
基
準
に
適
合
す
る
と
原
子
力
規
制
委
員
会
が
認
め
る
場
合
は
、
当
該
書

上
の
基
準
に
適
合
す
る
と
原
子
力
規
制
委
員
会
が
認
め
る
場
合
は
、
当
該
書

類
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

類
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
危
険
時
の
措
置
）

（
危
険
時
の
措
置
）

第
二
十
六
条

（
略
）

第
二
十
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
緊
急
作
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
線
業

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
緊
急
作
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
線
業

務
従
事
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば

務
従
事
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
・
二
（
略
）

一
・
二
（
略
）

三

原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
原
子
力
災
害
対
策

三

原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
原
子
力
災
害
対
策

特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
八
条
第
三
項
に
規

特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
八
条
第
三
項
に
規

定
す
る
原
子
力
防
災
要
員
、
同
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
防

定
す
る
原
子
力
防
災
要
員
、
同
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
防

災
管
理
者
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
副
原
子
力
防
災
管
理
者
で
あ
る

災
管
理
者
又
は
同
法
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
副
原
子
力
防
災
管
理
者
で

こ
と
。

あ
る
こ
と
。
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◯

実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
（
第
十
一
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
五
条

令
第
二
十
条
の
三
の
変
更
の
許
可
の
申
請
書
の
記
載
に
つ
い
て
は
、

第
五
条

令
第
二
十
条
の
三
の
変
更
の
許
可
の
申
請
書
の
記
載
に
つ
い
て
は
、

次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

令
第
二
十
条
の
三
第
三
号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
三

一

令
第
二
十
条
の
三
第
三
項
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
三

条
の
三
の
五
第
二
項
第
三
号
の
発
電
用
原
子
炉
の
熱
出
力
の
変
更
に
係
る

条
の
三
の
五
第
二
項
第
三
号
の
発
電
用
原
子
炉
の
熱
出
力
の
変
更
に
係
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
連
続
最
大
熱
出
力
を
記
載
し
、
同
項
第
五
号
の
発
電

場
合
に
あ
っ
て
は
、
連
続
最
大
熱
出
力
を
記
載
し
、
法
第
四
十
三
条
の
三

用
原
子
炉
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て

の
五
第
二
項
第
五
号
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の

は
、
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
っ
て
記
載
し
、
法
第
四

変
更
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
分

十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
第
八
号
の
使
用
済
燃
料
の
処
分
の
方
法
の
変
更

に
よ
っ
て
記
載
し
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
第
八
号
の
使
用
済

に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
売
渡
し
、
貸
付
け
、
返
還
等
の
相
手
方

燃
料
の
処
分
の
方
法
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
売
渡
し
、

及
び
そ
の
方
法
又
は
そ
の
廃
棄
の
方
法
を
記
載
し
、
同
項
第
九
号
の
発
電

貸
付
け
、
返
還
等
の
相
手
方
及
び
そ
の
方
法
又
は
そ
の
廃
棄
の
方
法
を
記

用
原
子
炉
施
設
に
お
け
る
放
射
線
の
管
理
に
関
す
る
事
項
の
変
更
に
係
る

載
し
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
第
九
号
の
発
電
用
原
子
炉
施
設

場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
三
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、

に
お
け
る
放
射
線
の
管
理
に
関
す
る
事
項
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て

法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
第
十
号
の
発
電
用
原
子
炉
の
炉
心
の
著

は
、
第
三
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
法
第
四
十
三
条

し
い
損
傷
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
事
故
に
対
処

の
三
の
五
第
二
項
第
十
号
の
発
電
用
原
子
炉
の
炉
心
の
著
し
い
損
傷
そ
の

す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
及
び
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
の
変
更
に
係

他
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
事
故
に
対
処
す
る
た
め
に
必

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
三
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
故
の
区
分
に

要
な
施
設
及
び
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
っ

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
号
イ
か
ら
ハ
に
定
め
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

て
は
、
第
三
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
故
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ

同
号
イ
か
ら
ハ
に
定
め
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
届
出
を
要
す
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
変
更
）

（
届
出
を
要
す
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
変
更
）

第
六
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
八
第
四
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定

第
六
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
八
第
四
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定

め
る
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
変
更
で
あ
っ
て
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第

め
る
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
変
更
で
あ
っ
て
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第

二
項
第
九
号
又
は
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の
と
す
る

二
項
第
九
号
又
は
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の
と
す
る

。

。
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一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
三
条
第
一
項
第
二
号
ト

の
気
体
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
、
同
号
ト

二

第
三
条
第
一
項
第
二
号
ト

の
気
体
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
、
同
号
ト

（１）

（２）

（１）

（２）

の
液
体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
又
は
同
号
ト

の
固
体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備

液
体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
又
は
同
号
ト

の
固
体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
の

（３）

（３）

の
構
造
の
変
更
の
う
ち
、
同
一
の
工
場
又
は
事
業
所
内
に
二
以
上
存
す
る

構
造
の
変
更
の
う
ち
、
同
一
の
工
場
又
は
事
業
所
内
に
二
以
上
存
す
る
発

発
電
用
原
子
炉
施
設
に
お
い
て
気
体
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
、
液
体
廃
棄
物

電
用
原
子
炉
施
設
に
お
い
て
気
体
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
、
液
体
廃
棄
物
の

の
廃
棄
設
備
又
は
固
体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
の
全
部
又
は
一
部
を
共
用
す

廃
棄
設
備
又
は
固
体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
当
該
施
設
等
の
全
部
又
は
一
部

る
も
の

を
共
用
す
る
も
の

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
使
用
前
検
査
合
格
証
）

（
使
用
前
検
査
合
格
証
）

第
二
十
一
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
使
用
前
検
査
に
合
格
し
た
と
認
め
た

第
二
十
一
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
使
用
前
検
査
に
合
格
し
た
と
認
め
た

と
き
は
、
使
用
前
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
使
用
前
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

（
燃
料
体
検
査
合
格
証
）

（
燃
料
体
検
査
合
格
証
）

第
三
十
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
二
第
一
項
の

第
三
十
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
二
第
一
項
の

検
査
に
合
格
し
た
と
認
め
た
と
き
は
、
燃
料
体
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

検
査
に
合
格
し
た
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
燃
料
体
検
査
合
格

証
を
交
付
す
る
。

（
輸
入
燃
料
体
検
査
合
格
証
）

（
輸
入
燃
料
体
検
査
合
格
証
）

第
三
十
四
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
二
第
四
項

第
三
十
四
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
二
第
四
項

の
検
査
に
合
格
し
た
と
認
め
た
と
き
は
、
輸
入
燃
料
体
検
査
合
格
証
を
交
付

の
検
査
に
合
格
し
た
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
輸
入
燃
料
体
検

す
る
。

査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

（
施
設
定
期
検
査
を
受
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
）

（
施
設
定
期
検
査
を
受
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
）

第
四
十
五
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
五
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定

第
四
十
五
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
五
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規

め
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

則
で
定
め
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す

る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
施
設
定
期
検
査
の
申
請
）

（
施
設
定
期
検
査
の
申
請
）



- 80 -

第
四
十
六
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
五
の
検
査
（
以
下
「
施
設
定
期
検
査

第
四
十
六
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
五
第
一
項
の
検
査
（
以
下
「
施
設
定

」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

期
検
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

申
請
書
を
希
望
す
る
検
査
開
始
日
の
一
月
前
ま
で
（
第
五
十
六
条
第
二
項
の

載
し
た
申
請
書
を
希
望
す
る
検
査
開
始
日
の
一
月
前
ま
で
（
第
五
十
六
条
第

一
定
の
期
間
（
第
四
十
八
条
第
二
項
の
特
定
重
要
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
係

二
項
の
一
定
の
期
間
（
第
四
十
八
条
第
二
項
の
特
定
重
要
発
電
用
原
子
炉
施

る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
一
定
の
期
間
」
と
い
う
。

設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
一
定
の
期
間
」
と

）
を
定
め
、
又
は
変
更
（
一
定
の
期
間
を
短
縮
す
る
場
合
を
除
く
。
）
を
し

い
う
。
）
を
定
め
、
又
は
変
更
（
一
定
の
期
間
を
短
縮
す
る
場
合
を
除
く
。

た
場
合
は
三
月
前
ま
で
）
に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

）
を
し
た
場
合
は
三
月
前
ま
で
）
に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ

な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

（
施
設
定
期
検
査
の
実
施
時
期
）

（
施
設
定
期
検
査
の
実
施
時
期
）

第
四
十
八
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
五
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定

第
四
十
八
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
五
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規

め
る
時
期
は
、
特
定
重
要
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
の
次
の
表
の
上
欄

則
で
定
め
る
時
期
は
、
特
定
重
要
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
の
次
の
表

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
時
期
と
す
る
。
た
だ
し
、

の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
時
期
と
す
る
。
た

特
定
重
要
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
う
ち
、
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
又
は
発
電

だ
し
、
特
定
重
要
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
う
ち
、
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
又

用
原
子
炉
の
基
数
の
増
加
の
工
事
の
後
、
施
設
定
期
検
査
を
受
け
て
い
な
い

は
発
電
用
原
子
炉
の
基
数
の
増
加
の
工
事
の
後
、
施
設
定
期
検
査
を
受
け
て

も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
運
転
が
開
始
さ
れ
た
日
以
降
十
三
月
を
超
え
な
い

い
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
運
転
が
開
始
さ
れ
た
日
以
降
十
三
月
を
超

時
期
と
す
る
。

え
な
い
時
期
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
廃
止
措
置
対
象
施
設
に
つ
い
て
は
、
法

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
廃
止
措
置
対
象
施
設
に
つ
い
て
は
、
法

第
四
十
三
条
の
三
の
十
五
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
期
は
、

第
四
十
三
条
の
三
の
十
五
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時

直
近
の
施
設
定
期
検
査
が
終
了
し
た
日
以
降
九
月
を
超
え
な
い
時
期
（
原
子

期
は
、
直
近
の
施
設
定
期
検
査
が
終
了
し
た
日
以
降
九
月
を
超
え
な
い
時
期

力
規
制
委
員
会
が
別
に
指
定
し
た
場
合
、
そ
の
指
定
し
た
時
期
）
と
す
る
。

（
原
子
力
規
制
委
員
会
が
別
に
指
定
し
た
場
合
、
そ
の
指
定
し
た
時
期
）
と

た
だ
し
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
後
、
施

す
る
。
た
だ
し
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
二
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た

設
定
期
検
査
を
受
け
て
い
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
認
可
の
日
以
降
十

後
、
施
設
定
期
検
査
を
受
け
て
い
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
認
可
の
日

三
月
を
超
え
な
い
時
期
と
す
る
。

以
降
十
三
月
を
超
え
な
い
時
期
と
す
る
。

（
施
設
定
期
検
査
を
要
し
な
い
場
合
）

（
施
設
定
期
検
査
を
要
し
な
い
場
合
）

第
四
十
九
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
五
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会

第
四
十
九
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
五
第
一
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
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規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
時
期
）

（
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
時
期
）

第
五
十
五
条

定
期
事
業
者
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
時
期
に
行
う
も
の
と
す
る

第
五
十
五
条

定
期
事
業
者
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
時
期
に
行
う
も
の
と
す
る

。

。

一

特
定
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
の
次
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二

一

特
定
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
の
次
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二

号
並
び
に
第
二
項
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
定
期
事
業
者
検
査
に
あ
っ
て
は

号
並
び
に
第
二
項
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
定
期
事
業
者
検
査
に
あ
っ
て
は

、
第
四
十
八
条
第
一
項
又
は
第
四
十
九
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三

、
第
四
十
八
条
又
は
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
当
該
発
電
用
原

号
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
当
該
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
係
る
特
定
重
要
発

子
炉
施
設
に
係
る
特
定
重
要
発
電
用
原
子
炉
施
設
が
施
設
定
期
検
査
を
受

電
用
原
子
炉
施
設
が
施
設
定
期
検
査
を
受
け
る
べ
き
時
期

け
る
べ
き
時
期

二

（
略
）

二

(

略
）

２

特
定
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
の
次
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号

２

特
定
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
の
次
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号

並
び
に
第
二
項
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
定
期
事
業
者
検
査
で
あ
っ
て
、
当
該

並
び
に
第
二
項
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
定
期
事
業
者
検
査
で
あ
っ
て
、
当
該

定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
こ
と
に
よ
り
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
時
に
お
け
る

定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
こ
と
に
よ
り
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
時
に
お
け
る

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
確
保
に
支
障
を
来
さ
な
い
も
の
（
施
設
定
期

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
安
の
確
保
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
も
の
（
施
設
定

検
査
を
受
け
る
べ
き
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
前
項
第
一
号
の
規
定

期
検
査
を
受
け
る
べ
き
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
前
項
第
一
号
の
規

に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
に
掲
げ
る
時
期
よ
り
も
前
の
時
期
に
行
う
こ
と
が
で

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
に
掲
げ
る
時
期
よ
り
も
前
の
時
期
に
行
う
こ
と
が

き
る
。

で
き
る
。

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（
運
転
計
画
）

（
運
転
計
画
）

第
六
十
四
条

（
略
）

第
六
十
四
条

（
略
）

２

当
該
年
度
の
前
年
度
の
二
月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
三
月
三
十
一
日
ま
で

２

当
該
年
度
の
前
年
度
の
二
月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
三
月
三
十
一
日
ま
で

に
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
発
電
用
原
子
炉
の
設
置

に
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
発
電
用
原
子
炉
の
設
置

の
許
可
若
し
く
は
法
第
四
十
三
条
の
三
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の

の
許
可
若
し
く
は
法
第
四
十
三
条
の
三
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の

許
可
を
受
け
、
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
、
そ
の
期
間

許
可
を
受
け
、
又
は
法
第
四
十
三
条
の
三
の
八
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

内
に
運
転
を
開
始
す
る
場
合
に
お
け
る
運
転
計
画
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か

を
し
て
、
そ
の
期
間
内
に
運
転
を
開
始
す
る
場
合
に
お
け
る
運
転
計
画
は
、

わ
ら
ず
、
当
該
許
可
を
受
け
た
後
又
は
当
該
届
出
が
受
理
さ
れ
た
日
か
ら
三

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
許
可
を
受
け
た
後
又
は
当
該
届
出
が
受

十
日
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
短
縮
さ
れ
、
又
は
同
条
第
七
項
の
規
定

理
さ
れ
た
日
か
ら
三
十
日
（
法
第
四
十
三
条
の
三
の
八
第
五
項
の
規
定
に
よ
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に
よ
り
延
長
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
短
縮
さ
れ
、
又
は
延
長
さ
れ
た
期
間

り
短
縮
さ
れ
、
又
は
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
場
合
に
は
、

）
を
経
過
後
速
や
か
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

当
該
短
縮
さ
れ
、
又
は
延
長
さ
れ
た
期
間
）
を
経
過
後
速
や
か
に
届
け
出
る

も
の
と
す
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
記
録
）

（
記
録
）

第
六
十
七
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
一
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
発
電

第
六
十
七
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
一
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
発
電

用
原
子
炉
ご
と
に
、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同

用
原
子
炉
ご
と
に
、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
中
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ

表
中
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ

る
期
間
こ
れ
を
保
存
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
期
間
こ
れ
を
保
存
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保
存
期
間

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保
存
期
間

一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二

運
転
記
録
（
法
第
四
十
三
条

二

運
転
記
録
（
法
第
四
十
三
条

の
三
の
三
十
三
第
二
項
の
認
可

の
三
の
三
十
三
第
二
項
の
認
可

を
受
け
た
発
電
用
原
子
炉
に
係

を
受
け
た
発
電
用
原
子
炉
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）

る
も
の
を
除
く
。
）

イ
～
ト

（
略
）

（
略
）

（
略
）

イ
～
ト

（
略
）

（
略
）

（
略
）

チ

運
転
開
始
、
臨
界
到
達
、

（
略
）

（
略
）

チ

運
転
開
始
、
臨
界
到
達
、

（
略
）

（
略)

運
転
切
替
え
、
緊
急
遮
断
及

運
転
切
替
え
、
緊
急
し
や
断

び
運
転
停
止
の
日
時

及
び
運
転
停
止
の
日
時

リ
・
ヌ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

リ
・
ヌ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

四

工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お

（
略
）

（
略
）

四

工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お

（
略
）

（
略
）

い
て
貯
蔵
し
よ
う
と
す
る
使
用

い
て
貯
蔵
し
よ
う
と
す
る
使
用

済
燃
料
を
封
入
し
た
容
器
の
記

済
燃
料
を
封
入
し
た
容
器
の
記

録

録

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

真
空
乾
燥
し
た
後
の
真
空

ハ

真
空
乾
燥
し
た
後
の
真
空

度
又
は
不
活
性
ガ
ス
を
充
塡

度
又
は
不
活
性
ガ
ス
を
充
て

し
た
後
の
湿
度
並
び
に
充
塡

ん
し
た
後
の
湿
度
並
び
に
充

し
た
不
活
性
ガ
ス
の
成
分
、

て
ん
し
た
不
活
性
ガ
ス
の
成
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量
及
び
圧
力

分
、
量
及
び
圧
力

ニ
・
ホ

（
略
）

ニ
・
ホ

（
略
）

五
～
十
二

（
略
）

（
略
）

（
略
）

五
～
十
二

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
三

工
場
又
は
事
業
所
に
お
い

十
三

工
場
又
は
事
業
所
に
お
い

て
用
い
た
資
材
そ
の
他
の
物
に

て
用
い
た
資
材
そ
の
他
の
物
に

含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
放
射

含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
放
射

能
濃
度
に
つ
い
て
法
第
六
十
一

能
濃
度
に
つ
い
て
法
第
六
十
一

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
も

く
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
も

の
（
以
下
「
放
射
能
濃
度
確
認

の
（
以
下
「
放
射
能
濃
度
確
認

対
象
物
」
と
い
う
。
）
の
記
録

対
象
物
」
と
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
の
記
録

イ
～
ハ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

（
管
理
区
域
へ
の
立
入
制
限
等
）

（
管
理
区
域
へ
の
立
入
制
限
等
）

第
七
十
八
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電

第
七
十
八
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電

用
原
子
炉
設
置
者
は
、
管
理
区
域
、
保
全
区
域
及
び
周
辺
監
視
区
域
を
定
め

用
原
子
炉
設
置
者
は
、
管
理
区
域
、
保
全
区
域
及
び
周
辺
監
視
区
域
を
定
め

、
こ
れ
ら
の
区
域
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な

、
こ
れ
ら
の
区
域
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

周
辺
監
視
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三

周
辺
監
視
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

境
界
に
柵
又
は
標
識
を
設
け
る
等
の
方
法
に
よ
っ
て
周
辺
監
視
区
域

ロ

境
界
に
柵
又
は
標
識
を
設
け
る
等
の
方
法
に
よ
っ
て
周
辺
監
視
区
域

に
業
務
上
立
ち
入
る
者
以
外
の
者
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。
た
だ

に
業
務
上
立
ち
入
る
者
以
外
の
者
の
立
ち
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。
た

し
、
当
該
区
域
に
人
が
立
ち
入
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場

だ
し
、
当
該
区
域
に
人
が
立
ち
入
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
線
量
等
に
関
す
る
措
置
）

（
線
量
等
に
関
す
る
措
置
）

第
七
十
九
条

（
略
）

第
七
十
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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３

前
項
の
規
定
に
よ
り
緊
急
作
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
線
業

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
緊
急
作
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
線
業

務
従
事
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば

務
従
事
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
原
子
力
災
害
対
策

三

原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
原
子
力
災
害
対
策

特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
八
条
第
三
項
に
規

特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
八
条
第
三
項
に
規

定
す
る
原
子
力
防
災
要
員
、
同
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
防

定
す
る
原
子
力
防
災
要
員
、
同
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
防

災
管
理
者
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
副
原
子
力
防
災
管
理
者
で
あ
る

災
管
理
者
又
は
同
法
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
副
原
子
力
防
災
管
理
者
で

こ
と
。

あ
る
こ
と
。

（
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
守
管
理
）

（
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
守
管
理
）

第
八
十
一
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電

第
八
十
一
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電

用
原
子
炉
設
置
者
は
、
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
中
及
び
運
転
停
止
中
に
お
け

用
原
子
炉
設
置
者
は
、
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
中
及
び
運
転
停
止
中
に
お
け

る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
に
行
う
点
検
、
試
験
、
検
査
、
補
修

る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
に
行
う
点
検
、
試
験
、
検
査
、
補
修

、
取
替
え
、
改
造
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
（
以
下
「
保
守
管
理
」
と
い
う
。

、
取
替
え
、
改
造
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
（
以
下
「
保
守
管
理
」
と
い
う
。

）
に
関
し
、
発
電
用
原
子
炉
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な

）
に
関
し
、
発
電
用
原
子
炉
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

第
一
号
又
は
前
号
に
規
定
す
る
保
守
管
理
方
針
に
従
っ
て
達
成
す
べ
き

三

第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
保
守
管
理
方
針
に
従
っ
て
達
成
す
べ

保
守
管
理
の
目
標
（
第
一
号
に
規
定
す
る
保
守
管
理
方
針
に
係
る
保
守
管

き
保
守
管
理
の
目
標
（
第
一
号
に
規
定
す
る
保
守
管
理
方
針
に
係
る
保
守

理
の
目
標
に
あ
っ
て
は
、
発
電
用
原
子
炉
及
び
保
守
管
理
の
重
要
度
が
高

管
理
の
目
標
に
あ
っ
て
は
、
発
電
用
原
子
炉
及
び
保
守
管
理
の
重
要
度
が

い
系
統
に
つ
い
て
定
量
的
に
定
め
る
保
守
管
理
の
目
標
を
含
む
。
以
下
同

高
い
系
統
に
つ
い
て
定
量
的
に
定
め
る
保
守
管
理
の
目
標
を
含
む
。
以
下

じ
。
）
を
定
め
る
こ
と
。

同
じ
。
）
を
定
め
る
こ
と
。

四
～
七

（
略
）

四
～
七

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動

（
内
部

水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動

い
つ

を
行
う
体
制
の
整
備
）

を
行
う
体
制
の
整
備
）

第
八
十
四
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電

第
八
十
四
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電

用
原
子
炉
設
置
者
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
（
以
下
「
内

用
原
子
炉
設
置
者
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
に
お
け
る

水
（
以
下
「
内

い
つ

部
溢
水
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の

部

水
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の

い
つ
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保
全
の
た
め
の
体
制
の
整
備
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

保
全
の
た
め
の
体
制
の
整
備
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一

内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活

一

内
部

水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活

い
つ

動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。

動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。

二

内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活

二

内
部

水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活

い
つ

動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
要
員
を
配
置
す
る
こ
と
。

動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
要
員
を
配
置
す
る
こ
と
。

三

内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活

三

内
部

水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活

い
つ

動
を
行
う
要
員
に
対
す
る
訓
練
に
関
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

動
を
行
う
要
員
に
対
す
る
訓
練
に
関
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

四

内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活

四

内
部

水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活

い
つ

動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
照
明
器
具
、
無
線
機
器
そ
の
他
の
資
機
材
を
備

動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
照
明
器
具
、
無
線
機
器
そ
の
他
の
資
機
材
を
備

え
付
け
る
こ
と
。

え
付
け
る
こ
と
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
内
部

水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用

い
つ

原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備

原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備

す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

六

（
略
）

六

（
略
）

（
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
）

（
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
）

第
八
十
七
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電

第
八
十
七
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電

用
原
子
炉
設
置
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
に
関
す

用
原
子
炉
設
置
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
に
関
す

る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三

る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三

十
三
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

十
三
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

運
転
上
の
制
限
（
保
安
規
定
で
定
め
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
運
転
に

九

運
転
上
の
制
限
（
保
安
規
定
で
定
め
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
運
転
に

関
す
る
条
件
で
あ
っ
て
、
当
該
条
件
を
逸
脱
し
た
場
合
に
発
電
用
原
子
炉

関
す
る
条
件
で
あ
っ
て
、
当
該
条
件
を
逸
脱
し
た
場
合
に
発
電
用
原
子
炉

設
置
者
が
講
ず
べ
き
措
置
が
保
安
規
定
で
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
い
う

設
置
者
が
講
ず
べ
き
措
置
が
保
安
規
定
で
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
い
う

。
第
百
三
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
逸
脱
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を

。
以
下
第
百
三
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
逸
脱
し
た
と
き
は
、
そ
の

直
ち
に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
報
告
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
条
第
五
号

旨
を
直
ち
に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
報
告
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
百
三

に
掲
げ
る
と
き
を
除
く
。

十
四
条
第
五
号
に
掲
げ
る
と
き
を
除
く
。

十
・
十
一

（
略
）

十
・
十
一

（
略
）

（
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
）

（
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
）
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第
八
十
八
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電

第
八
十
八
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電

用
原
子
炉
設
置
者
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所

用
原
子
炉
設
置
者
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所

に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た

に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た

物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
核
燃
料
物
質
等
」
と
い
う
。
）
の
運
搬
に
関

物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
核
燃
料
物
質
等
」
と
い
う
。
）
の
運
搬
に
関

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

容
易
か
つ
安
全
に
取
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想
さ

ロ

容
易
か
つ
安
全
に
取
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想
さ

れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
亀
裂
、
破
損
等
が
生

れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
裂
、
破
損
等
が
生

じ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

じ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
～
九

（
略
）

四
～
九

（
略
）

十

運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

十

運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
っ
て
、
反
復

え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
っ
て
、
反
復

使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

も
の
を
い
う
。
）
に
収
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
収
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当

）
及
び
こ
れ
を
運
搬
す
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
原
子
力
規
制
委
員
会
の

該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
れ
を
運
搬
す
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
原
子
力
規

定
め
る
標
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

制
委
員
会
の
定
め
る
標
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
廃
棄
）

（
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
廃
棄
）

第
九
十
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電
用

第
九
十
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電
用

原
子
炉
設
置
者
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に

原
子
炉
設
置
者
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に

お
い
て
行
わ
れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措

お
い
て
行
わ
れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
は
、
廃
棄
及
び
廃
棄
に
係
る
放
射
線
防
護
に
つ

一

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
は
、
廃
棄
及
び
廃
棄
に
係
る
放
射
線
防
護
に
つ

い
て
必
要
な
知
識
を
有
す
る
者
の
監
督
の
下
に
行
わ
せ
る
と
と
も
に
、
廃

い
て
必
要
な
知
識
を
有
す
る
者
の
監
督
の
下
に
行
わ
せ
る
と
と
も
に
、
廃

棄
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
廃
棄
に
従
事
す
る
者
に
作
業
衣
等
を
着
用
さ
せ

棄
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
廃
棄
に
従
事
す
る
者
に
作
業
衣
等
を
着
用
さ
せ

る
こ
と
。

る
こ
と
。

二
～
八

（
略
）

二
～
八

（
略
）
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九

第
六
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄
物

九

第
六
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄
物

を
容
器
に
封
入
し
て
行
う
と
き
は
、
当
該
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に

を
容
器
に
封
入
し
て
行
う
と
き
は
、
当
該
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に

適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

亀
裂
又
は
破
損
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

き
裂
又
は
破
損
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

容
器
の
蓋
が
容
易
に
外
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

容
器
の
ふ
た
が
容
易
に
外
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十

（
略
）

十

（
略
）

十
一

第
六
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄

十
一

第
六
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄

物
を
障
害
防
止
の
効
果
を
持
っ
た
保
管
廃
棄
施
設
に
保
管
廃
棄
す
る
と
き

物
を
障
害
防
止
の
効
果
を
持
っ
た
保
管
廃
棄
施
設
に
保
管
廃
棄
す
る
と
き

は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

放
射
性
廃
棄
物
を
容
器
に
封
入
し
て
保
管
廃
棄
す
る
場
合
は
、
封
入

イ

放
射
性
廃
棄
物
を
容
器
に
封
入
し
て
保
管
廃
棄
す
る
場
合
は
、
封
入

さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
の
全
部
を
吸
収
で
き
る
材
料
で
当
該
容
器
を
包

さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
の
全
部
を
吸
収
で
き
る
材
料
で
当
該
容
器
を
包

む
こ
と
、
封
入
さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
の
全
部
を
収
容
で
き
る
受
皿
を

む
こ
と
、
封
入
さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
の
全
部
を
収
容
で
き
る
受
皿
を

設
け
る
こ
と
等
当
該
容
器
に
亀
裂
又
は
破
損
が
生
じ
た
場
合
の
汚
染
の

設
け
る
こ
と
等
当
該
容
器
に
き
裂
又
は
破
損
が
生
じ
た
場
合
の
汚
染
の

広
が
り
の
防
止
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

広
が
り
の
防
止
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ロ
～
二

（
略
）

ロ
～
二

（
略
）

十
二
～
十
五

（
略
）

十
二
～
十
五

（
略
）

（
防
護
措
置
）

（
防
護
措
置
）

第
九
十
一
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電

第
九
十
一
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電

用
原
子
炉
設
置
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
区
分

用
原
子
炉
設
置
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一
～
六

（
略
）

（
略
）

一
～
六

（
略
）

（
略
）

七
・
八

（
略
）

（
略
）

七
・
八

（
略
）

（
略
）

九

照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
（
照
射
さ
れ
た
同
号

九

照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
（
照
射
さ
れ
た
同
号

ニ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か
ら

ニ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か
ら

一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ

一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ

毎
時
を
超
え
て
い
た
も
の
及
び
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

毎
時
を
超
え
て
い
た
も
の
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
も
の
を

く
。
）

除
く
。
）

十
・
十
一

（
略
）

十
・
十
一

（
略
）
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２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
保
安
規
定
）

（
保
安
規
定
）

第
九
十
二
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
規

第
九
十
二
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
規

定
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
工
場
又
は

定
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
工
場
又
は

事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
保
安
規
定
を
定
め
、
こ
れ
を

事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
保
安
規
定
を
定
め
、
こ
れ
を

記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
二
十

（
略
）

一
～
二
十

（
略
）

二
十
一

内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め

二
十
一

内
部

水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め

い
つ

の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二
～
二
十
八

（
略
）

二
十
二
～
二
十
八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
三
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

３

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
三
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

、
当
該
認
可
の
日
ま
で
に
、
当
該
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
廃
止
措
置
計
画

、
当
該
認
可
の
日
ま
で
に
、
当
該
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
廃
止
措
置
計
画

に
定
め
ら
れ
て
い
る
廃
止
措
置
を
実
施
す
る
た
め
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の

に
定
め
ら
れ
て
い
る
廃
止
措
置
を
実
施
す
る
た
め
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の

二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
保
安
規
定
に
つ
い
て
次
に
掲

二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
保
安
規
定
に
つ
い
て
次
に
掲

げ
る
事
項
を
追
加
し
、
又
は
変
更
し
た
保
安
規
定
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば

げ
る
事
項
を
追
加
し
、
又
は
変
更
し
た
保
安
規
定
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

一
～
十
七

（
略
）

一
～
十
七

（
略
）

十
八

内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の

十
八

内
部

水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の

い
つ

活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
（
廃
止
措
置
対
象
施
設
内
に
核

活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
（
廃
止
措
置
対
象
施
設
内
に
核

燃
料
物
質
が
存
在
し
な
い
場
合
を
除
く
。
）

燃
料
物
質
が
存
在
し
な
い
場
合
を
除
く
。
）

十
九
～
二
十
七

（
略
）

十
九
～
二
十
七

（
略
）

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

第
九
十
三
条

（
略
）

第
九
十
三
条

（
略
）

２

前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
第
五
項
の

２

前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
行
う
も
の
と
す
る
。

規
定
に
よ
る
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
行
う
も
の
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
操
作
（
施
設
定
期
検
査
の
際
に
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を

一

次
に
掲
げ
る
操
作
（
施
設
定
期
検
査
の
際
に
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を

行
う
場
合

行
う
場
合
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イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

燃
料
の
取
替
え
に
係
る
操
作
（
炉
心
か
ら
の
燃
料
の
取
出
し
及
び
装

ロ

燃
料
の
取
替
え
に
係
る
操
作
（
炉
心
か
ら
の
燃
料
の
取
り
出
し
及
び

荷
の
た
め
の
操
作
を
い
う
。
）

装
荷
の
た
め
の
操
作
を
い
う
。
）

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
評
価
の
結
果
等
の
届
出
）

（
評
価
の
結
果
等
の
届
出
）

第
九
十
九
条
の
四

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届

第
九
十
九
条
の
四

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
安
全
性
向
上
評
価
を
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、
当

出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
安
全
性
向
上
評
価
を
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、
当

該
安
全
性
向
上
評
価
の
結
果
、
当
該
安
全
性
向
上
評
価
に
係
る
調
査
及
び
分

該
評
価
の
結
果
、
当
該
評
価
に
係
る
調
査
及
び
分
析
並
び
に
評
定
の
方
法
並

析
並
び
に
評
定
の
方
法
並
び
に
次
条
に
定
め
る
事
項
（
以
下
「
評
価
の
結
果

び
に
次
条
に
定
め
る
事
項
（
以
下
「
評
価
の
結
果
等
」
と
い
う
。
）
を
原
子

等
」
と
い
う
。
）
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

力
規
制
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
届
出
事
項
）

（
届
出
事
項
）

第
九
十
九
条
の
五

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
第
三
項
の
原
子
力
規
制
委

第
九
十
九
条
の
五

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
第
三
項
の
原
子
力
規
制
委

員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

安
全
性
向
上
評
価
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

二

当
該
安
全
性
向
上
評
価
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
名
称
及
び
所
在

地

（
評
価
に
係
る
調
査
及
び
分
析
並
び
に
評
定
の
方
法
）

（
評
価
に
係
る
調
査
及
び
分
析
並
び
に
評
定
の
方
法
）

第
九
十
九
条
の
六

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
第
四
項
に
規
定
す
る
原
子

第
九
十
九
条
の
六

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
第
四
項
に
規
定
す
る
原
子

力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

発
電
用
原
子
炉
施
設
に
お
い
て
予
想
さ
れ
る
事
故
の
発
生
及
び
拡
大
の

一

発
電
用
原
子
炉
施
設
に
お
い
て
予
想
さ
れ
る
事
故
の
発
生
及
び
拡
大
の

防
止
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
事
故
の
発
生
の
防
止
等
」
と
い
う
。
）

防
止
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
事
故
の
発
生
の
防
止
等
」
と
い
う
。
）

の
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
措
置
及
び
そ
の
措
置
に
よ

の
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
措
置
及
び
そ
の
措
置
に
よ

る
事
故
の
発
生
の
防
止
等
の
効
果
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
す

る
事
故
の
発
生
の
防
止
等
の
効
果
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
す

る
こ
と
。

る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）
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ロ

当
該
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十

ロ

当
該
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十

四
第
一
項
の
認
可
又
は
変
更
の
認
可
を
受
け
た
保
安
規
定
に
定
め
る
措

四
の
認
可
又
は
変
更
の
認
可
を
受
け
た
保
安
規
定
に
定
め
る
措
置
が
講

置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
評
価
の
結
果
等
の
公
表
）

（
評
価
の
結
果
等
の
公
表
）

第
九
十
九
条
の
七

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公

第
九
十
九
条
の
七

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公

表
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、
イ
ン
タ

表
は
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た

ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

後
、
遅
滞
な
く
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。

（
旧
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
等
に
係
る
廃
止
措
置
対
象
施
設
に
つ
い
て
の
施

（
旧
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
等
に
係
る
廃
止
措
置
対
象
施
設
に
つ
い
て
の
施

設
定
期
検
査
を
要
す
る
場
合
）

設
定
期
検
査
を
要
す
る
場
合
）

第
百
二
十
六
条

（
略
）

第
百
二
十
六
条

（
略
）

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
施
設
定
期
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
五
第
一
項
の
検
査

設
の
う
ち
、
核
燃
料
物
質
の
取
扱
い
又
は
貯
蔵
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
行
う

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち
、
核
燃
料
物
質
の
取
扱
い
又
は
貯
蔵

も
の
と
す
る
。

に
係
る
も
の
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
申
請
書
及
び
添
付
書
類
）

（
申
請
書
及
び
添
付
書
類
）

第
百
二
十
八
条

前
条
の
申
請
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
書
及
び
添
付
書

第
百
二
十
八
条

前
条
の
申
請
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
書
及
び
添
付
書

類
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

類
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

一

次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

記
録
保
存
業
務
（
第
六
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
引
渡
し
を

ロ

記
録
保
存
業
務
（
第
六
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
引
き
渡
し

受
け
た
記
録
を
保
存
す
る
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
事
務

を
受
け
た
記
録
を
保
存
す
る
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
事

所
の
名
称
及
び
所
在
地

務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

二
～
八

（
略
）

二
～
八

（
略
）
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（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

第
百
三
十
四
条

法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
発
電
用
原
子
炉
設
置

第
百
三
十
四
条

法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
発
電
用
原
子
炉
設
置

者
（
旧
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
等
を
含
む
。
次
条
及
び
第
百
三
十
六
条
に
お

者
（
旧
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
等
を
含
む
。
以
下
次
条
及
び
第
百
三
十
六
条

い
て
同
じ
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ

を
直
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
十
日
以
内
に
原
子
力
規

の
旨
を
直
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
十
日
以
内
に
原
子

制
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

力
規
制
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
こ
の

九

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
核
燃
料
物
質
等
」
と
い
う
。
）
が
管
理
区
域
外
で
漏
え
い

項
に
お
い
て
「
核
燃
料
物
質
等
」
と
い
う
。
）
が
管
理
区
域
外
で
漏
え
い

し
た
と
き
。

し
た
と
き
。

十

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
故
障
そ
の
他
の
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
こ
と
に

十

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
故
障
そ
の
他
の
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
こ
と
に

よ
り
、
核
燃
料
物
質
等
が
管
理
区
域
内
で
漏
え
い
し
た
と
き
。
た
だ
し
、

よ
り
、
核
燃
料
物
質
等
が
管
理
区
域
内
で
漏
え
い
し
た
と
き
。
た
だ
し
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
（
漏
え
い
に
係
る
場
所
に
つ
い
て
人
の

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
（
漏
え
い
に
係
る
場
所
に
つ
い
て
人
の

立
入
制
限
、
鍵
の
管
理
等
の
措
置
を
新
た
に
講
じ
た
と
き
又
は
漏
え
い
し

立
入
制
限
、
鍵
の
管
理
等
の
措
置
を
新
た
に
講
じ
た
と
き
又
は
漏
え
い
し

た
物
が
管
理
区
域
外
に
広
が
っ
た
と
き
を
除
く
。
）
を
除
く
。

た
物
が
管
理
区
域
外
に
広
が
っ
た
と
き
を
除
く
。
）
を
除
く
。

イ

漏
え
い
し
た
液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
が
当
該
漏
え
い
に
係
る
設
備

イ

漏
え
い
し
た
液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
が
当
該
漏
え
い
に
係
る
設
備

の
周
辺
部
に
設
置
さ
れ
た
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
の
外

の
周
辺
部
に
設
置
さ
れ
た
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
の
外

せ
き

に
拡
大
し
な
か
っ
た
と
き
。

に
拡
大
し
な
か
っ
た
と
き
。

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

十
一
～
十
四

（
略
）

十
一
～
十
四

（
略
）

（
危
険
時
の
措
置
）

（
危
険
時
の
措
置
）

第
百
三
十
五
条

法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電
用
原
子
炉
設

第
百
三
十
五
条

法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電
用
原
子
炉
設

置
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
応
急
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

置
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
応
急
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

核
燃
料
物
質
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
場
合
に
は
、
必
要
に
応

二

核
燃
料
物
質
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
場
合
に
は
、
必
要
に
応

じ
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
縄
を
張
り
、

じ
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
な
わ
張
り
、

又
は
標
識
等
を
設
け
、
及
び
見
張
人
を
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係
者
以

標
識
等
を
設
け
、
か
つ
、
見
張
人
を
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係
者
以
外

外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

三
～
六

（
略
）

三
～
六

（
略
）
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別
表
第
一
（
第
八
条
、
第
十
一
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
八
条
、
第
十
一
条
関
係
）

工
事
の
種
類

認
可
を
要
す
る
も
の

事
前
届
出
を
要
す
る
も
の

工
事
の
種
類

認
可
を
要
す
る
も
の

事
前
届
出
を
要
す
る
も
の

一

（
略
）

（
略
）

一

（
略
）

（
略
）

二

変
更
の
工
事

二

変
更
の
工
事

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（一）

（一）

発
電
用
原

発
電
用
原

（二）

（二）

子
炉
の
基
数

子
炉
の
基
数

の
増
加
の
工

の
増
加
の
工

事
以
外
の
変

事
以
外
の
変

更
の
工
事
で

更
の
工
事
で

あ
っ
て
、
次

あ
っ
て
、
次

の
発
電
用
原

の
発
電
用
原

子
炉
施
設
に

子
炉
施
設
に

係
る
も
の

係
る
も
の

１
～
４

（

（
略
）

（
略
）

１
～
４

（

（
略
）

（
略
）

略
）

略
）

５

放
射
性

（
略
）

１

改
造
（
中
欄
に
掲
げ

５

放
射
性

（
略
）

１

改
造
（
中
欄
に
掲
げ

廃
棄
物
の

る
も
の
を
除
く
。
）
で

廃
棄
物
の

る
も
の
を
除
く
。
）
で

廃
棄
施
設

あ
っ
て
、
気
体
、
液
体

廃
棄
施
設

あ
っ
て
、
気
体
、
液
体

若
し
く
は
固
体
廃
棄
物

若
し
く
は
固
体
廃
棄
物

貯
蔵
設
備
（
ポ
ン
プ
を

貯
蔵
設
備
（
ポ
ン
プ
を

除
く
。
）
、
気
体
、
液

除
く
。
）
、
気
体
、
液

体
若
し
く
は
固
体
廃
棄

体
若
し
く
は
固
体
廃
棄

物
処
理
設
備
（
ポ
ン
プ

物
処
理
設
備
（
ポ
ン
プ

、
圧
縮
機
、
送
風
機
、

、
圧
縮
機
、
送
風
機
、

排
風
機
及
び
ブ
ロ
ワ
を

排
風
機
及
び
ブ
ロ
ワ
を

除
く
。
）
、
堰
そ
の
他

除
く
。
）
、
堰
そ
の
他

せ
き

の
設
備
又
は
原
子
炉
格

の
設
備
又
は
原
子
炉
格

納
容
器
本
体
外
の
廃
棄

納
容
器
本
体
外
の
廃
棄

物
貯
蔵
設
備
若
し
く
は

物
貯
蔵
設
備
若
し
く
は

廃
棄
物
処
理
設
備
か
ら

廃
棄
物
処
理
設
備
か
ら
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の
流
体
状
の
放
射
性
廃

の
流
体
状
の
放
射
性
廃

棄
物
の
漏
え
い
の
検
出

棄
物
の
漏
え
い
の
検
出

装
置
若
し
く
は
自
動
警

装
置
若
し
く
は
自
動
警

報
装
置
に
係
る
も
の

報
装
置
に
係
る
も
の

２

（
略
）

２

（
略
）

６
・
７

（

（
略
）

（
略
）

６
・
７

（

（
略
）

（
略
）

略
）

略
）

８

そ
の
他

８

そ
の
他

発
電
用
原

発
電
用
原

子
炉
の
附

子
炉
の
附

属
施
設

属
施
設

（
略

（
略
）

（
略
）

（
略

（
略
）

（
略
）

（１）

（１）

）

）

常
用

１
～
４

（
略
）

（
略
）

常
用

１
～
４
（
略
）

（
略
）

（２）

（２）

電
源
設

５

送
電
線
引
出
口
の

電
源
設

５

送
電
線
引
出
口
の

備

遮
断
器
（
需
要
設
備

備

遮
断
器
（
需
要
設
備

（
電
気
事
業
法
施
行

（
電
気
事
業
法
施
行

令
（
昭
和
四
十
年
政

令
（
昭
和
四
十
年
政

令
第
二
百
六
号
）
第

令
第
二
百
六
号
）
第

二
十
七
条
第
三
項
の

二
十
七
条
の
表
第
十

表
第
十
三
号
に
規
定

三
号
に
規
定
す
る
需

す
る
需
要
設
備
を
い

要
設
備
を
い
う
。
以

う
。
以
下
同
じ
。
）

下
同
じ
。
）
と
電
気

と
電
気
的
に
接
続
す

的
に
接
続
す
る
た
め

る
た
め
の
も
の
を
除

の
も
の
を
除
く
。
）

く
。
）
で
あ
っ
て
、

で
あ
っ
て
、
電
圧
三

電
圧
三
十
万
ボ
ル
ト

十
万
ボ
ル
ト
以
上
の

以
上
の
も
の
の
設
置

も
の
の
設
置
（
ガ
ス

（
ガ
ス
遮
断
器
又
は

遮
断
器
又
は
ガ
ス
遮

ガ
ス
遮
断
器
以
外
の

断
器
以
外
の
遮
断
器

遮
断
器
に
替
え
、
ガ

に
替
え
、
ガ
ス
遮
断
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ス
遮
断
器
を
設
置
す

器
を
設
置
す
る
場
合

る
場
合
を
除
く
。
）

を
除
く
。
）

６
～
８

（
略
）

６
～
８

（
略
）

～

（
略
）

～

（
略
）

（３）

（９）

（３）

（９）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
二
（
第
九
条
、
第
十
二
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
九
条
、
第
十
二
条
、
第
十
八
条
関
係
）

発
電
用
原

記
載
す
べ
き
事
項

添
付
書
類
（
認
可
の

発
電
用
原

記
載
す
べ
き
事
項

添
付
書
類
（
認
可
の

子
炉
施
設

一
般
記

設
備
別
記
載
事
項
（
認
可

申
請
又
は
届
出
に
係

子
炉
施
設

一
般
記

設
備
別
記
載
事
項
（
認
可

申
請
又
は
届
出
に
係

の
種
類

載
事
項

の
申
請
又
は
届
出
に
係
る

る
工
事
の
内
容
に
関

の
種
類

載
事
項

の
申
請
又
は
届
出
に
係
る

る
工
事
の
内
容
に
関

工
事
の
内
容
に
関
係
あ
る

係
あ
る
も
の
に
限
る

工
事
の
内
容
に
関
係
あ
る

係
あ
る
も
の
に
限
る

も
の
に
限
る
。
）

。
）

も
の
に
限
る
。
）

。
）

各
発
電
用

（
略
）

（
略
）

各
発
電
用

（
略
）

（
略
）

原
子
炉
施

発
電
用
原
子
炉
施
設

原
子
炉
施

発
電
用
原
子
炉
施
設

設
に
共
通

の
溢
水
防
護
に
関
す

設
に
共
通

の

水
防
護
に
関
す

い
つ

る
説
明
書

る
説
明
書

（
略
）

（
略
）

原
子
炉
本

（
略
）

（
略
）

原
子
炉
本

（
略
）

（
略
）

体

加
圧
水
型
発
電
用
原
子
炉

体

加
圧
水
型
発
電
用
原
子
炉

施
設
に
係
る
も
の
に
あ
っ

施
設
に
係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
次
の
事
項

て
は
、
次
の
事
項

１
～
４

（
略
）

１
～
４

（
略
）

５

原
子
炉
容
器
に
係
る

５

原
子
炉
容
器
に
係
る

次
の
事
項

次
の
事
項

・

（
略
）

・

（
略
）

（１）

（２）

（１）

（２）

原
子
炉
容
器
付
属

原
子
炉
容
器
付
属

（３）

（３）

構
造
物
に
係
る
次
の

構
造
物
に
係
る
次
の

事
項

事
項

イ

原
子
炉
容
器
蓋

イ

原
子
炉
容
器
ふ

管
台
の
名
称
、
種

た
管
台
の
名
称
、

類
、
最
高
使
用
圧

種
類
、
最
高
使
用
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力
、
最
高
使
用
温

圧
力
、
最
高
使
用

度
、
主
要
寸
法
、

温
度
、
主
要
寸
法

材
料
及
び
個
数

、
材
料
及
び
個
数

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（４）

（４）

６
・
７

（
略
）

６
・
７

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

放
射
性
廃

１
・
２

（
略
）

（
略
）

放
射
性
廃

１
・
２

（
略
）

（
略
）

棄
物
の
廃

３

堰
そ
の
他
の
設
備
に

棄
物
の
廃

３

堰
そ
の
他
の
設
備
に

せ
き

棄
施
設

係
る
次
の
事
項

棄
施
設

係
る
次
の
事
項

原
子
炉
格
納
容
器

原
子
炉
格
納
容
器

（１）

（１）

本
体
外
に
設
置
さ
れ

本
体
外
に
設
置
さ
れ

る
流
体
状
の
放
射
性

る
流
体
状
の
放
射
性

廃
棄
物
（
気
体
状
の

廃
棄
物
（
気
体
状
の

も
の
を
除
く
。
以
下

も
の
を
除
く
。
以
下

同
じ
。
）
を
内
包
す

同
じ
。
）
を
内
包
す

る
容
器
（
放
射
性
物

る
容
器
（
放
射
性
物

質
の
濃
度
が
三
十
七

質
の
濃
度
が
三
十
七

キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立

キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立

方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
上
の
流
体
状
の
放

以
上
の
流
体
状
の
放

射
性
廃
棄
物
を
内
包

射
性
廃
棄
物
を
内
包

す
る
も
の
に
限
る
。

す
る
も
の
に
限
る
。

）
か
ら
の
流
体
状
の

）
か
ら
の
流
体
状
の

放
射
性
廃
棄
物
の
漏

放
射
性
廃
棄
物
の
漏

え
い
の
拡
大
を
防
止

え
い
の
拡
大
を
防
止

す
る
た
め
に
施
設
す

す
る
た
め
に
施
設
す

る
堰
の
名
称
、
主
要

る
堰
の
名
称
、
主
要

せ
き

寸
法
、
材
料
及
び
取

寸
法
、
材
料
及
び
取

付
箇
所
並
び
に
床
面

付
箇
所
並
び
に
床
面

及
び
壁
面
の
塗
装
の

及
び
壁
面
の
塗
装
の
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範
囲
及
び
材
料

範
囲
及
び
材
料

原
子
炉
格
納
容
器

原
子
炉
格
納
容
器

（２）

（２）

本
体
外
に
設
置
さ
れ

本
体
外
に
設
置
さ
れ

る
流
体
状
の
放
射
性

る
流
体
状
の
放
射
性

廃
棄
物
を
内
包
す
る

廃
棄
物
を
内
包
す
る

容
器
か
ら
の
流
体
状

容
器
か
ら
の
流
体
状

の
放
射
性
廃
棄
物
の

の
放
射
性
廃
棄
物
の

施
設
外
へ
の
漏
え
い

施
設
外
へ
の
漏
え
い

を
防
止
す
る
た
め
に

を
防
止
す
る
た
め
に

施
設
す
る
堰
（
放
射

施
設
す
る
堰
（
放
射

せ
き

性
廃
棄
物
運
搬
用
容

性
廃
棄
物
運
搬
用
容

器
に
あ
っ
て
は
、
流

器
に
あ
っ
て
は
、
流

体
状
の
放
射
性
廃
棄

体
状
の
放
射
性
廃
棄

物
の
施
設
外
へ
の
漏

物
の
施
設
外
へ
の
漏

え
い
を
防
止
す
る
た

え
い
を
防
止
す
る
た

め
に
施
設
す
る
設
備

め
に
施
設
す
る
設
備

）
の
名
称
、
主
要
寸

）
の
名
称
、
主
要
寸

法
、
材
料
及
び
取
付

法
、
材
料
及
び
取
付

箇
所
並
び
に
床
面
及

箇
所
並
び
に
床
面
及

び
壁
面
の
塗
装
の
範

び
壁
面
の
塗
装
の
範

囲
及
び
材
料

囲
及
び
材
料

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

様
式
第
５

（第
1
3
8
条
関
係

）

様
式
第
５

（第
1
3
8
条
関
係

）

（裏
面

）

（裏
面

）

第
6
8
条

［同
上

］

第
6
8
条

［同
上

］

１
６

［同
上

］

１
６

［同
上

］

～
～

７
第
１
項
か
ら
第
５
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め

７
第
１
項
か
ら
第
６
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め

に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

８
1
5

［同
上

］

８
1
5

［同
上

］
～

～
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◯

船
舶
に
設
置
す
る
原
子
炉
（
研
究
開
発
段
階
に
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
号
）
（
第
十

二
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
適
用
）

（
適
用
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
船
舶
に
設
置
す
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
（
研
究
開

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
船
舶
に
設
置
す
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
（
研
究
開

発
段
階
に
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
外
国
原
子
力
船
に
設
置
さ
れ
た
試
験

発
段
階
に
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
外
国
原
子
力
船
に
設
置
さ
れ
た
試
験

研
究
用
等
原
子
炉
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

研
究
用
等
原
子
炉
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物

質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い

質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六

て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

２

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
設
置
の
許
可
の
申
請
）

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
設
置
の
許
可
の
申
請
）

第
三
条

法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
設
置
の
許
可
の

第
三
条

法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
設
置
の
許
可
の

申
請
書
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

申
請
書
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
五
号
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
位
置

二

法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
五
号
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
位
置

、
構
造
及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、
次
の
区
分
に
よ
つ
て
記
載
す
る
こ
と
。

、
構
造
及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、
次
の
区
分
に
よ
つ
て
記
載
す
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

原
子
炉
本
体
の
構
造
及
び
設
備

ハ

原
子
炉
本
体
の
構
造
及
び
設
備

炉
心

炉
心

（イ）

（イ）

（
略
）

（
略
）

（１）

（１）

燃
料
体
の
最
大
挿
入
量

燃
料
体
の
最
大
そ
う
入
量

（２）

（２）

・

（
略
）

・

（
略
）

（３）

（４）

（３）

（４）

～

（
略
）

～

（
略
）

（ロ）

（ニ）

（ロ）

（ニ）
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放
射
線
遮
蔽
体
の
構
造

放
射
線
し
や
へ
い
体
の
構
造

（ホ）

（ホ）

（
略
）

（
略
）

（ヘ）

（ヘ）

ニ
～
ヌ

（
略
）

ニ
～
ヌ

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

四

法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
七
号
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
に
燃
料
と
し

四

法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
七
号
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
に
燃
料
と
し

て
使
用
す
る
核
燃
料
物
質
の
種
類
及
び
そ
の
年
間
予
定
使
用
量
に
つ
い
て

て
使
用
す
る
核
燃
料
物
質
の
種
類
及
び
そ
の
年
間
予
定
使
用
量
に
つ
い
て

は
、
核
燃
料
物
質
の
種
類
ご
と
に
年
間
予
定
挿
入
量
及
び
燃
焼
量
を
記
載

は
、
核
燃
料
物
質
の
種
類
ご
と
に
年
間
予
定
そ
う
入
量
及
び
燃
焼
量
を
記

す
る
こ
と
。

載
す
る
こ
と
。

五

（
略
）

五

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

２

前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
二

の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
。

項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と

以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
二
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で

お
り
と
す
る
。

定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
外
国
原
子
力
船
に
設
置
し
た
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
に
係
る
許
可
の
申
請

（
外
国
原
子
力
船
に
設
置
し
た
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
に
係
る
許
可
の
申
請

）

）

第
四
条

法
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
の
外
国
原
子
力
船
に
設
置
し
た
試
験
研

第
四
条

法
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
の
外
国
原
子
力
船
に
設
置
し
た
試
験
研

究
用
等
原
子
炉
に
係
る
許
可
の
申
請
書
の
記
載
事
項
の
う
ち
、
同
項
第
二
号

究
用
等
原
子
炉
に
係
る
許
可
の
申
請
書
の
記
載
事
項
の
う
ち
、
同
項
第
二
号

の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
熱
出
力
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
位
置

の
原
子
炉
の
熱
出
力
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設

、
構
造
及
び
設
備
並
び
に
使
用
済
燃
料
の
処
分
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

備
並
び
に
使
用
済
燃
料
の
処
分
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号

ぞ
れ
前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

、
第
二
号
及
び
第
五
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
六
条

令
第
十
五
条
の
変
更
の
許
可
の
申
請
書
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
前
条

第
六
条

令
第
十
五
条
の
変
更
の
許
可
の
申
請
書
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
前
条

第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
一
項
第
一
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
の
申
請
）

（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
の
申
請
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）



- 100 -

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
附
帯
陸
上
施
設
の
変

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
附
帯
陸
上
施
設
の
変

更
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
計

更
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
計

算
に
よ
つ
て
説
明
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

算
に
よ
つ
て
説
明
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

放
射
線
遮
蔽

一

放
射
線
し
や
へ
い

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
使
用
前
検
査
の
申
請
）

（
使
用
前
検
査
の
申
請
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本

３

第
一
項
の
申
請
書
及
び
第
二
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正

一
通
及
び
副
本
二
通
と
す
る
。

本
一
通
及
び
副
本
二
通
と
す
る
。

（
施
設
定
期
検
査
の
技
術
上
の
基
準
）

（
施
設
定
期
検
査
の
技
術
上
の
基
準
）

第
十
五
条

法
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
性
能
の
技
術
上
の
基
準
は
、

第
十
五
条

法
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
性
能
の
技
術
上
の
基
準
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

附
帯
陸
上
施
設
の
放
射
線
遮
蔽
そ
の
他
の
性
能
が
、
法
第
二
十
八
条
第

一

附
帯
陸
上
施
設
の
放
射
線
遮
蔽
そ
の
他
の
性
能
が
、
法
第
二
十
八
条
の

一
項
の
検
査
に
お
い
て
原
子
力
規
制
委
員
会
が
合
格
と
認
め
た
状
態
に
維

検
査
に
お
い
て
原
子
力
規
制
委
員
会
が
合
格
と
認
め
た
状
態
に
維
持
さ
れ

持
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

て
い
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

（
運
転
計
画
）

（
運
転
計
画
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
運
転
計
画
を
変
更
し
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
し
た
運
転
計
画
を

３

前
二
項
の
運
転
計
画
を
変
更
し
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
し
た
運
転
計
画
を

変
更
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
ご
と
に
、
別
記
様

変
更
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
原
子
炉
ご
と
に
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
り

式
第
一
に
よ
り
作
成
し
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

作
成
し
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
許
可
の
取
消
し
）

（
許
可
の
取
消
し
）

第
十
八
条

法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
は
、
熱
出
力
が
百
キ
ロ

第
十
八
条

法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
は
、
熱
出
力
が
百
キ
ロ
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ワ
ッ
ト
以
下
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
場
合
に
お
い
て
は
法
第
二
十
三
条

ワ
ッ
ト
以
下
の
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
場
合
に
お
い
て
は
法
第
二
十
三
条

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
二
年
、
熱
出
力
が
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
二
年
、
熱
出
力
が
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え

る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
場
合
に
お
い
て
は
同
項
の
許
可
を
受
け
た
日
か

る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
場
合
に
お
い
て
は
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
許

ら
五
年
と
す
る
。

可
を
受
け
た
日
か
ら
五
年
と
す
る
。

（
記
録
）

（
記
録
）

第
十
九
条

法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

第
十
九
条

法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

ご
と
に
、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に

ご
と
に
、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に

掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ

掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ

れ
を
保
存
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
を
保
存
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保
存
期
間

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保
存
期
間

一
～
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

四

放
射
線
管
理
記
録

四

放
射
線
管
理
記
録

イ

原
子
炉
本
体
、
使
用
済
燃
料
の

（
略
）

（
略
）

イ

原
子
炉
本
体
、
使
用
済
燃
料
の

（
略
）

（
略
）

貯
蔵
施
設
、
放
射
性
廃
棄
物
の
廃

貯
蔵
施
設
、
放
射
性
廃
棄
物
の
廃

棄
施
設
等
の
放
射
線
遮
蔽
物
の
側

棄
施
設
等
の
放
射
線
遮
へ
い
物
の

壁
に
お
け
る
線
量
当
量
率

側
壁
に
お
け
る
線
量
当
量
率

ロ
・
ハ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ニ

放
射
線
業
務
従
事
者
の
四
月
一

（
略
）

（
略
）

ニ

放
射
線
業
務
従
事
者
の
四
月
一

（
略
）

（
略
）

日
を
始
期
と
す
る
一
年
間
の
線
量

日
を
始
期
と
す
る
一
年
間
の
線
量

、
女
子
（
妊
娠
不
能
と
診
断
さ
れ

、
女
子
（
妊
娠
不
能
と
診
断
さ
れ

た
者
及
び
妊
娠
の
意
思
の
な
い
旨

た
者
及
び
妊
娠
の
意
思
の
な
い
旨

を
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者

を
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者

に
書
面
で
申
し
出
た
者
を
除
く
。

等
に
書
面
で
申
し
出
た
者
を
除
く

）
の
放
射
線
業
務
従
事
者
の
四
月

。
）
の
放
射
線
業
務
従
事
者
の
四

一
日
、
七
月
一
日
、
十
月
一
日
及

月
一
日
、
七
月
一
日
、
十
月
一
日

び
一
月
一
日
を
始
期
と
す
る
各
三

及
び
一
月
一
日
を
始
期
と
す
る
各

月
間
の
線
量
並
び
に
本
人
の
申
出

三
月
間
の
線
量
並
び
に
本
人
の
申

等
に
よ
り
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

出
等
に
よ
り
試
験
研
究
用
等
原
子

設
置
者
が
妊
娠
の
事
実
を
知
る
こ

炉
設
置
者
等
が
妊
娠
の
事
実
を
知

と
と
な
つ
た
女
子
の
放
射
線
業
務

る
こ
と
と
な
つ
た
女
子
の
放
射
線
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従
事
者
に
あ
つ
て
は
出
産
ま
で
の

業
務
従
事
者
に
あ
つ
て
は
出
産
ま

間
毎
月
一
日
を
始
期
と
す
る
一
月

で
の
間
毎
月
一
日
を
始
期
と
す
る

間
の
線
量

一
月
間
の
線
量

ホ
～
ヌ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ホ
～
ヌ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

五
～
九

（
略
）

（
略
）

（
略
）

五
～
九

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十

第
二
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
防

十

第
二
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
防

護
措
置
の
記
録

護
措
置
の
記
録

イ
～
ヘ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

イ
～
ヘ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ト

特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
に
関

（
略
）

全
て
の
特

ト

特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
に
関

（
略
）

す
べ
て
の

す
る
秘
密
の
範
囲
及
び
業
務
上
知

定
核
燃
料

す
る
秘
密
の
範
囲
及
び
業
務
上
知

特
定
核
燃

り
得
る
者
の
指
定
の
状
況

物
質
の
取

り
得
る
者
の
指
定
の
状
況

料
物
質
の

扱
い
を
終

取
扱
い
を

了
す
る
ま

終
了
す
る

で
の
期
間

ま
で
の
期

間

チ
・
リ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

チ
・
リ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

７

第
一
項
の
表
第
四
号
チ
及
び
リ
並
び
に
第
七
号
の
記
録
の
保
存
期
間
は
、

７

第
一
項
の
表
第
四
号
チ
及
び
リ
並
び
に
第
七
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
記
録
の

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第

保
存
期
間
は
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

八
項
の
確
認
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

十
二
条
の
六
第
八
項
の
確
認
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

（
管
理
区
域
へ
の
立
入
制
限
等
）

（
管
理
区
域
へ
の
立
入
制
限
等
）

第
二
十
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

第
二
十
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

設
置
者
及
び
外
国
原
子
力
船
運
航
者
（
以
下
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置

設
置
者
及
び
外
国
原
子
力
船
運
航
者
（
以
下
「
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置

者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
管
理
区
域
、
保
全
区
域
及
び
周
辺
監
視
区
域
を
定

者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
管
理
区
域
、
保
全
区
域
及
び
周
辺
監
視
区
域
を
定

め
、
こ
れ
ら
の
区
域
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ

め
、
こ
れ
ら
の
区
域
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

管
理
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

一

管
理
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ

壁
、
柵
等
の
区
画
物
に
よ
つ
て
区
画
す
る
ほ
か
、
標
識
を
設
け
る
こ

イ

壁
、
さ
く
等
の
区
画
物
に
よ
つ
て
区
画
す
る
ほ
か
、
標
識
を
設
け
る

と
に
よ
つ
て
明
ら
か
に
他
の
場
所
と
区
別
し
、
か
つ
、
放
射
線
等
の
危

こ
と
に
よ
つ
て
明
ら
か
に
他
の
場
所
と
区
別
し
、
か
つ
、
放
射
線
等
の

険
性
の
程
度
に
応
じ
て
人
の
立
入
制
限
、
鍵
の
管
理
等
の
措
置
を
講
ず

危
険
性
の
程
度
に
応
じ
て
人
の
立
入
制
限
、
か
ぎ
の
管
理
等
の
措
置
を
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る
こ
と
。

講
ず
る
こ
と
。

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

二

保
全
区
域
に
つ
い
て
は
、
標
識
を
設
け
る
等
の
方
法
に
よ
つ
て
明
ら
か

二

保
全
区
域
に
つ
い
て
は
、
標
識
を
設
け
る
等
の
方
法
に
よ
つ
て
明
ら
か

に
他
の
場
所
と
区
別
し
、
か
つ
、
管
理
の
必
要
性
に
応
じ
て
人
の
立
入
制

に
他
の
場
所
と
区
別
し
、
か
つ
、
管
理
の
必
要
性
に
応
じ
て
人
の
立
入
制

限
、
鍵
の
管
理
、
物
品
の
持
出
制
限
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

限
、
か
ぎ
の
管
理
、
物
品
の
持
出
制
限
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三

周
辺
監
視
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三

周
辺
監
視
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

境
界
に
柵
又
は
標
識
を
設
け
る
等
の
方
法
に
よ
つ
て
周
辺
監
視
区
域

ロ

境
界
に
さ
く
又
は
標
識
を
設
け
る
等
の
方
法
に
よ
つ
て
周
辺
監
視
区

に
業
務
上
立
ち
入
る
者
以
外
の
者
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。
た
だ

域
に
業
務
上
立
ち
入
る
者
以
外
の
者
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。
た

し
、
当
該
区
域
に
人
が
立
ち
入
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場

だ
し
、
当
該
区
域
に
人
が
立
ち
入
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
線
量
等
に
関
す
る
措
置
）

（
線
量
等
に
関
す
る
措
置
）

第
二
十
一
条

（
略
）

第
二
十
一
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
災
害
が
発

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
災
害
が
発

生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運

生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運

転
に
重
大
な
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の

転
に
重
大
な
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
の

損
傷
が
生
じ
た
場
合
等
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
放
射
線
業

損
傷
が
生
じ
た
場
合
等
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
放
射
線
業

務
従
事
者
（
女
子
に
つ
い
て
は
、
妊
娠
不
能
と
さ
れ
た
者
及
び
妊
娠
の
意
思

務
従
事
者
（
女
子
に
つ
い
て
は
、
妊
娠
不
能
と
さ
れ
た
者
及
び
妊
娠
の
意
思

の
な
い
旨
を
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
等
に
書
面
で
申
し
出
た
者
に
限

の
な
い
旨
を
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
に
書
面
で
申
し
出
た
者
に
限
る

る
。
）
を
そ
の
線
量
が
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
限
度
を
超
え
な

。
）
を
そ
の
線
量
が
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
限
度
を
超
え
な
い

い
範
囲
内
に
お
い
て
緊
急
作
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

範
囲
内
に
お
い
て
緊
急
作
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
）

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
）

第
二
十
四
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子

第
二
十
四
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子

炉
設
置
者
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
に
関

炉
設
置
者
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
の
運
転
に
関

す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

緊
急
遮
断
が
起
こ
つ
た
場
合
に
は
、
遮
断
の
起
こ
つ
た
原
因
及
び
損
傷

四

緊
急
し
や
断
が
起
こ
つ
た
場
合
に
は
、
し
や
断
の
起
こ
つ
た
原
因
及
び

の
有
無
に
つ
い
て
検
査
し
、
再
び
運
転
を
開
始
す
る
こ
と
に
支
障
が
な
い

損
傷
の
有
無
に
つ
い
て
検
査
し
、
再
び
運
転
を
開
始
す
る
こ
と
に
支
障
が

こ
と
を
確
認
し
た
後
運
転
す
る
こ
と
。

な
い
こ
と
を
確
認
し
た
後
運
転
す
る
こ
と
。
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五
～
七

（
略
）

五
～
七

（
略
）

（
原
子
力
船
等
内
の
運
搬
）

（
原
子
力
船
等
内
の
運
搬
）

第
二
十
五
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子

第
二
十
五
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子

炉
設
置
者
等
は
、
原
子
力
船
等
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬

炉
設
置
者
等
は
、
原
子
力
船
等
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬

に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

容
易
か
つ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

ロ

容
易
か
つ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
亀
裂
、
破
損
等
が

さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
裂
、
破
損
等
が

生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
～
九

（
略
）

四
～
九

（
略
）

十

運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

十

運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
つ
て
、
反
復

え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
つ
て
、
反
復

使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

も
の
を
い
う
。
）
に
収
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
収
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
つ
て
は
、
当

）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬
す
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
原
子
力
規
制
委
員
会

該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬
す
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
原
子
力

の
定
め
る
標
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

規
制
委
員
会
の
定
め
る
標
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
原
子
力
船
等
内
の
廃
棄
）

（
原
子
力
船
等
内
の
廃
棄
）

第
二
十
七
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子

第
二
十
七
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子

炉
設
置
者
等
は
、
原
子
力
船
等
に
お
い
て
行
わ
れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄

炉
設
置
者
等
は
、
原
子
力
船
等
に
お
い
て
行
わ
れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄

に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

第
六
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄
物

九

第
六
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄
物

を
容
器
に
封
入
す
る
と
き
は
、
当
該
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

を
容
器
に
封
入
す
る
と
き
は
、
当
該
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）
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ロ

亀
裂
又
は
破
損
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

き
裂
又
は
破
損
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

容
器
の
蓋
が
容
易
に
外
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

容
器
の
ふ
た
が
容
易
に
外
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十

（
略
）

十

（
略
）

十
一

第
六
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄

十
一

第
六
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄

物
を
放
射
線
障
害
防
止
の
効
果
を
持
つ
た
保
管
廃
棄
施
設
に
保
管
廃
棄
す

物
を
放
射
線
障
害
防
止
の
効
果
を
持
つ
た
保
管
廃
棄
施
設
に
保
管
廃
棄
す

る
と
き
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

る
と
き
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

放
射
性
廃
棄
物
を
容
器
に
封
入
し
て
保
管
廃
棄
す
る
と
き
は
、
当
該

イ

放
射
性
廃
棄
物
を
容
器
に
封
入
し
て
保
管
廃
棄
す
る
と
き
は
、
当
該

容
器
に
亀
裂
若
し
く
は
破
損
等
が
生
じ
た
場
合
に
備
え
、
封
入
さ
れ
た

容
器
に
き
裂
若
し
く
は
破
損
等
が
生
じ
た
場
合
に
備
え
、
封
入
さ
れ
た

放
射
性
廃
棄
物
の
全
部
を
吸
収
で
き
る
材
料
で
当
該
容
器
を
包
み
、
又

放
射
性
廃
棄
物
の
全
部
を
吸
収
で
き
る
材
料
で
当
該
容
器
を
包
み
、
又

は
収
容
で
き
る
受
皿
を
当
該
容
器
に
設
け
る
こ
と
等
に
よ
り
、
汚
染
の

は
収
容
で
き
る
受
皿
を
当
該
容
器
に
設
け
る
こ
と
等
に
よ
り
、
汚
染
の

広
が
り
を
防
止
す
る
こ
と
。

広
が
り
を
防
止
す
る
こ
と
。

ロ
～
二

（
略
）

ロ
～
二

（
略
）

十
二
～
十
四

（
略
）

十
二
～
十
四

（
略
）

（
防
護
措
置
）

（
防
護
措
置
）

第
二
十
七
条
の
二

（
略
）

第
二
十
七
条
の
二

（
略
）

２

前
項
の
表
第
一
号
及
び
第
二
号
の
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必

２

前
項
の
表
第
一
号
及
び
第
二
号
の
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必

要
な
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

要
な
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

防
護
区
域
の
周
辺
に
、
周
辺
防
護
区
域
を
定
め
、
当
該
周
辺
防
護
区
域

二

防
護
区
域
の
周
辺
に
、
周
辺
防
護
区
域
を
定
め
、
当
該
周
辺
防
護
区
域

を
柵
等
の
障
壁
に
よ
つ
て
区
画
し
、
及
び
当
該
障
壁
の
周
辺
に
照
明
装
置

を
さ
く
等
の
障
壁
に
よ
つ
て
区
画
し
、
及
び
当
該
障
壁
の
周
辺
に
照
明
装

等
の
容
易
に
人
の
侵
入
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
を
設
置
す
る
こ

置
等
の
容
易
に
人
の
侵
入
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
を
設
置
す
る

と
。

こ
と
。

三
～
八

（
略
）

三
～
八

（
略
）

九

防
護
区
域
若
し
く
は
周
辺
防
護
区
域
又
は
施
設
の
出
入
口
に
施
錠
す
る

九

防
護
区
域
若
し
く
は
周
辺
防
護
区
域
又
は
施
設
の
出
入
口
に
施
錠
す
る

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ

鍵
及
び
錠
に
つ
い
て
は
、
取
替
え
又
は
構
造
の
変
更
を
行
う
等
複
製

イ

か
ぎ
及
び
錠
に
つ
い
て
は
、
取
替
え
又
は
構
造
の
変
更
を
行
う
等
複

が
困
難
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

製
が
困
難
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ロ

鍵
又
は
錠
に
つ
い
て
不
審
な
点
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
速
や
か

ロ

か
ぎ
又
は
錠
に
つ
い
て
不
審
な
点
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
速
や

に
取
替
え
又
は
構
造
の
変
更
を
行
う
こ
と
。

か
に
取
替
え
又
は
構
造
の
変
更
を
行
う
こ
と
。

ハ

鍵
を
管
理
す
る
者
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
者
に
そ
の
鍵
を
厳

ハ

か
ぎ
を
管
理
す
る
者
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
者
に
そ
の
か
ぎ
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重
に
管
理
さ
せ
、
当
該
者
以
外
の
者
が
そ
の
鍵
を
取
り
扱
う
こ
と
を
禁

を
厳
重
に
管
理
さ
せ
、
当
該
者
以
外
の
者
が
そ
の
か
ぎ
を
取
り
扱
う
こ

止
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
鍵
を
一
時
的
に
取
り
扱
う

と
を
禁
止
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
か
ぎ
を
一
時
的
に

こ
と
を
認
め
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

取
り
扱
う
こ
と
を
認
め
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

十

（
略
）

十

（
略
）

十
一

特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
連
絡
に
関
し
、
次
に
掲

十
一

特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
連
絡
に
関
し
、
次
に
掲

げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ

見
張
人
が
常
時
監
視
を
行
う
た
め
の
詰
所
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

イ

見
張
人
が
常
時
監
視
を
行
う
た
め
の
詰
所
を
設
置
す
る
こ
と
。

「
見
張
人
の
詰
所
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
こ
と
。

ロ
～
二

（
略
）

ロ
～
二

（
略
）

十
二
～
十
五

（
略
）

十
二
～
十
五

（
略
）

３
～
６

（
略
）

３
～
６

（
略
）

（
原
子
力
船
の
入
港
の
届
出
）

（
原
子
力
船
の
入
港
の
届
出
）

第
二
十
八
条

法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
原

第
二
十
八
条

法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
原

子
力
船
を
本
邦
の
港
に
立
ち
入
ら
せ
よ
う
と
す
る
者
は
、
立
ち
入
ら
せ
よ
う

子
力
船
を
本
邦
の
港
に
立
ち
入
ら
せ
よ
う
と
す
る
者
は
、
立
ち
入
ら
せ
よ
う

と
す
る
日
の
六
十
日
前
（
法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第

と
す
る
日
の
六
十
日
前
（
法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第

八
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
な
い
で
同
一
の
港
に
二
回
以
上
立
ち
入
ら
せ

八
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
な
い
で
同
一
の
港
に
二
回
以
上
立
ち
入
ら
せ

る
場
合
の
二
回
目
以
後
に
あ
つ
て
は
、
二
十
日
前
）
ま
で
に
、
次
の
各
号
に

る
場
合
の
二
回
目
以
後
に
あ
つ
て
は
、
二
十
日
前
）
ま
で
に
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

港
内
及
び
港
の
付
近
に
お
け
る
喫
水

五

港
内
及
び
港
の
付
近
に
お
け
る
き
つ
水

六
～
十
三

（
略
）

六
～
十
三

（
略
）

十
四

港
内
に
お
い
て
燃
料
体
を
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
に
挿
入
し
、
又
は

十
四

港
内
に
お
い
て
燃
料
体
を
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
に
そ
う
入
し
、
又

使
用
済
燃
料
を
原
子
炉
か
ら
取
り
出
す
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
挿
入
又

は
使
用
済
燃
料
を
原
子
炉
か
ら
取
り
出
す
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
そ
う

は
取
出
し
の
方
法

入
又
は
取
出
し
の
方
法

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

第
三
十
五
条

法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

第
三
十
五
条

法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉

設
置
者
等
（
旧
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
等
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て

設
置
者
等
（
旧
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
等
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
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同
じ
。
）
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
、

同
じ
。
）
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
、

そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
十
日
以
内
に
原
子
力
規
制
委
員
会
に

そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
十
日
以
内
に
原
子
力
規
制
委
員
会
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

核
燃
料
物
質
等
が
管
理
区
域
内
で
漏
え
い
し
た
場
合
に
お
い
て
、
漏
え

八

核
燃
料
物
質
等
が
管
理
区
域
内
で
漏
え
い
し
た
場
合
に
お
い
て
、
漏
え

い
に
係
る
場
所
に
つ
い
て
人
の
立
入
制
限
、
鍵
の
管
理
等
の
措
置
を
新
た

い
に
係
る
場
所
に
つ
い
て
人
の
立
入
制
限
、
か
ぎ
の
管
理
等
の
措
置
を
新

に
講
じ
た
と
き
又
は
漏
え
い
し
た
物
が
管
理
区
域
外
に
広
が
つ
た
と
き
。

た
に
講
じ
た
と
き
又
は
漏
え
い
し
た
物
が
管
理
区
域
外
に
広
が
つ
た
と
き

。

九
・
十

（
略
）

九
・
十

（
略
）

（
危
険
時
の
措
置
）

（
危
険
時
の
措
置
）

第
三
十
六
条

法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子

第
三
十
六
条

法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試
験
研
究
用
等
原
子

炉
設
置
者
等
は
、
原
子
力
船
等
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
応
急
の
措
置

炉
設
置
者
等
は
、
原
子
力
船
等
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
応
急
の
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

核
燃
料
物
質
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
場
合
に
は
、
必
要
に
応

二

核
燃
料
物
質
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
場
合
に
は
、
必
要
に
応

じ
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
縄
を
張
り
、

じ
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
な
わ
を
張
り

又
は
標
識
等
を
設
け
、
及
び
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係
者

、
又
は
標
識
等
を
設
け
、
及
び
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係

以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

三
～
六

（
略
）

三
～
六

（
略
）



- 108 -

◯

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
溶
接
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
総
理
府
令
第
七
十
四
号
）
（
第
十
三
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
溶
接
後
熱
処
理
）

（
溶
接
後
熱
処
理
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
第
四
の
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
（

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
第
四
の
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
（

母
材
の
区
分
及
び
溶
接
部
に
よ
り
区
分
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
の
い
ず
れ

母
材
の
区
分
及
び
溶
接
部
に
よ
り
区
分
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
溶
接
部
で
あ
つ
て
、
そ
の
厚
さ
が
、
当
該
区
分
に
対
応
す
る

か
に
該
当
す
る
溶
接
部
で
あ
つ
て
、
そ
の
厚
さ
が
、
当
該
区
分
に
対
応
す
る

同
表
の
溶
接
部
の
厚
さ
の
欄
に
掲
げ
る
範
囲
内
の
厚
さ
で
あ
り
、
母
材
の
炭

同
表
の
溶
接
部
の
厚
さ
の
欄
に
掲
げ
る
範
囲
内
の
厚
さ
で
あ
り
、
母
材
の
炭

素
含
有
量
が
、
当
該
区
分
に
対
応
す
る
同
表
の
母
材
の
炭
素
含
有
量
の
欄
に

素
含
有
量
が
、
当
該
区
分
に
対
応
す
る
同
表
の
母
材
の
炭
素
含
有
量
の
欄
に

掲
げ
る
範
囲
内
の
量
で
あ
る
も
の
（
別
表
第
一
に
掲
げ
る

―
一
、

―
三

掲
げ
る
範
囲
内
の
量
で
あ
る
も
の
（
別
表
第
一
に
掲
げ
る

―
一
、

―
三

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

か
ら

―
五
ま
で
、

―
七
、

―
九

、

―
九

、

―
十
一

及
び

か
ら

―
五
ま
で
、

―
七
、

―
九

、

―
九

、

―
十
一

及
び

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ａ

Ｐ

Ｂ

Ｐ

Ａ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ａ

Ｐ

Ｂ

Ｐ

Ａ

―
十
一

の
い
ず
れ
か
に
属
す
る
母
材
（
以
下
「
フ
ェ
ラ
イ
ト
系
鋼
材
」

―
十
一

の
い
ず
れ
か
に
属
す
る
母
材
（
以
下
「
フ
ェ
ラ
イ
ト
系
鋼
材
」

Ｐ

Ｂ

Ｐ

Ｂ

と
い
う
。
）
の
溶
接
部
で
あ
つ
て
、
厚
さ
が
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
か

と
い
う
。
）
の
溶
接
部
で
あ
つ
て
、
厚
さ
が
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
か

つ
、
曲
げ
加
工
前
に
溶
接
が
行
わ
れ
た
も
の
並
び
に
同
表
に
掲
げ
る

―
一

つ
、
曲
げ
加
工
前
に
溶
接
が
行
わ
れ
た
も
の
並
び
に
同
表
に
掲
げ
る

―
一

Ｐ

Ｐ

、

―
三
、

―
四
、

―
五
及
び

―
七
の
い
ず
れ
か
に
属
す
る
母
材
で

、

―
三
、

―
四
、

―
五
及
び

―
七
の
い
ず
れ
か
に
属
す
る
母
材
で

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

作
ら
れ
た
第
二
種
容
器
の
溶
接
部
で
あ
つ
て
、
直
径
が
六
十
一
ミ
リ
メ
ー
ト

作
ら
れ
た
第
二
種
容
器
の
溶
接
部
で
あ
つ
て
、
直
径
が
六
十
一
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
以
上
の
穴
に
取
り
付
け
ら
れ
る
第
四
種
継
手
の
溶
接
部
又
は
扉
の
穴
枠
等

ル
以
上
の
穴
に
取
り
付
け
ら
れ
る
第
四
種
継
手
の
溶
接
部
又
は
と
び
ら
の
穴

を
取
り
付
け
る
溶
接
部
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
区
分
に
対
応
す
る
同

枠
等
を
取
り
付
け
る
溶
接
部
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
区
分
に
対
応
す

表
の
予
熱
温
度
の
欄
に
掲
げ
る
温
度
で
予
熱
を
す
る
場
合
は
、
溶
接
後
熱
処

る
同
表
の
予
熱
温
度
の
欄
に
掲
げ
る
温
度
で
予
熱
を
す
る
場
合
は
、
溶
接
後

理
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

熱
処
理
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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◯

加
工
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
総
理
府
令
第
十
号
）
（
第
十
四
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
加
工
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

（
加
工
施
設
内
に
お
け
る

水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

い
つ

第
五
条
の
六

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
が
加
工
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
の
発

第
五
条
の
六

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
が
加
工
施
設
内
に
お
け
る

水
の
発

い
つ

生
に
よ
り
そ
の
安
全
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
防
護
措
置
そ

生
に
よ
り
そ
の
安
全
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
防
護
措
置
そ

の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
閉
じ
込
め
の
機
能
）

（
閉
じ
込
め
の
機
能
）

第
七
条

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
核
燃

第
七
条

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
核
燃

料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
核
燃
料
物
質

料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
核
燃
料
物
質

等
」
と
い
う
。
）
を
限
定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ
込
め
る
機
能
を
保
持
す
る
よ

等
」
と
い
う
。
）
を
限
定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ
込
め
る
機
能
を
保
持
す
る
よ

う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
を
取
り
扱
う
設
備
で
あ
つ
て
、
六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
が

二

六
ふ
っ
化
ウ
ラ
ン
を
取
り
扱
う
設
備
で
あ
つ
て
、
六
ふ
っ
化
ウ
ラ
ン
が

著
し
く
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
、
漏
え
い
の
拡
大
を
適
切
に

著
し
く
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
、
漏
え
い
の
拡
大
を
適
切
に

防
止
し
得
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

防
止
し
得
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

三
～
六

（
略
）

三
～
六

（
略
）

七

液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
を
取
り
扱
う
設
備
が
設
置
さ
れ
る
施
設
（
液

七

液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
を
取
り
扱
う
設
備
が
設
置
さ
れ
る
施
設
（
液

体
状
の
核
燃
料
物
質
等
の
漏
え
い
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
に
限

体
状
の
核
燃
料
物
質
等
の
漏
え
い
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
に
限

る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
施
設
す
る
こ
と
。

る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
施
設
す
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
を
取
り
扱
う
設
備
の
周
辺
部
又
は
施
設
外

ロ

液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
を
取
り
扱
う
設
備
の
周
辺
部
又
は
施
設
外

に
通
じ
る
出
入
口
若
し
く
は
そ
の
周
辺
部
に
は
、
液
体
状
の
核
燃
料
物

に
通
じ
る
出
入
口
若
し
く
は
そ
の
周
辺
部
に
は
、
液
体
状
の
核
燃
料
物

質
等
が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
が
施
設
さ

質
等
が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
が
施
設
さ

せ
き

れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
施
設
内
部
の
床
面
が
隣
接
す
る
施
設
の
床

れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
施
設
内
部
の
床
面
が
隣
接
す
る
施
設
の
床

面
又
は
地
表
面
よ
り
低
い
場
合
で
あ
つ
て
、
液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等

面
又
は
地
表
面
よ
り
低
い
場
合
で
あ
つ
て
、
液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等

が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。

。

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）
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◯

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
総
理
府
令
第
十
一
号
）
（
第
十
五
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
安
全
設
備
）

（
安
全
設
備
）

第
十
三
条

安
全
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な

第
十
三
条

安
全
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

安
全
設
備
は
、
設
計
基
準
事
故
時
及
び
設
計
基
準
事
故
に
至
る
ま
で
の

三

安
全
設
備
は
、
設
計
基
準
事
故
時
及
び
当
該
事
故
に
至
る
ま
で
の
間
に

間
に
想
定
さ
れ
る
全
て
の
環
境
条
件
に
お
い
て
、
そ
の
機
能
を
発
揮
す
る

想
定
さ
れ
る
全
て
の
環
境
条
件
に
お
い
て
、
そ
の
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

（
溢
水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

（

水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

い
つ

第
十
三
条
の
二

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
が
、
当
該
試
験
研
究
用
等
原
子

第
十
三
条
の
二

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
が
、
当
該
試
験
研
究
用
等
原
子

炉
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
の
発
生
に
よ
り
そ
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が

炉
施
設
内
に
お
け
る

水
の
発
生
に
よ
り
そ
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が

い
つ

あ
る
場
合
は
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

あ
る
場
合
は
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
一
次
冷
却
材
の
排
出
）

（
一
次
冷
却
材
の
排
出
）

第
十
八
条

放
射
性
物
質
を
含
む
一
次
冷
却
材
（
次
条
第
一
項
第
四
号
の
設
備

第
十
八
条

放
射
性
物
質
を
含
む
一
次
冷
却
材
（
次
条
第
一
項
第
四
号
の
設
備

か
ら
排
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
を
含
む
流
体
を
含
む
。
）
を
通
常
運
転
時
に

か
ら
排
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
を
含
む
流
体
を
含
む
。
）
を
通
常
運
転
時
に

お
い
て
系
統
外
に
排
出
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
安
全
に
廃
棄
し
得
る
よ
う

お
い
て
系
統
外
に
排
出
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
安
全
に
廃
棄
し
う
る
よ
う

に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
棄
物
処
理
設
備
）

（
廃
棄
物
処
理
設
備
）

第
二
十
五
条

（
略
）

第
二
十
五
条

（
略
）

２

液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
（
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物

２

液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
（
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物

を
保
管
廃
棄
す
る
設
備
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置

を
保
管
廃
棄
す
る
設
備
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置

さ
れ
る
施
設
（
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
漏
え
い
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が

さ
れ
る
施
設
（
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
漏
え
い
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
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あ
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば

あ
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

施
設
内
部
の
床
面
は
、
床
面
の
傾
斜
又
は
床
面
に
設
け
ら
れ
た
溝
の
傾

二

施
設
内
部
の
床
面
は
、
床
面
の
傾
斜
又
は
床
面
に
設
け
ら
れ
た
溝
の
傾

斜
に
よ
り
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
そ
の
受
け
口
に
導
か
れ
る
構
造
で

斜
に
よ
り
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
そ
の
受
け
口
に
導
か
れ
る
構
造
で

あ
り
、
か
つ
、
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
の
周
辺
部
に

あ
り
、
か
つ
、
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
の
周
辺
部
に

は
、
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
堰

は
、
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
堰

せ
き

が
施
設
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

が
施
設
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

施
設
外
に
通
じ
る
出
入
口
又
は
そ
の
周
辺
部
に
は
、
液
体
状
の
放
射
性

三

施
設
外
に
通
じ
る
出
入
口
又
は
そ
の
周
辺
部
に
は
、
液
体
状
の
放
射
性

廃
棄
物
が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
が
施
設
さ

廃
棄
物
が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
が
施
設
さ

せ
き

れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
施
設
内
部
の
床
面
が
隣
接
す
る
施
設
の
床
面

れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
施
設
内
部
の
床
面
が
隣
接
す
る
施
設
の
床
面

又
は
地
表
面
よ
り
低
い
場
合
で
あ
つ
て
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
施
設

又
は
地
表
面
よ
り
低
い
場
合
で
あ
つ
て
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
施
設

外
へ
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

外
へ
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
カ
バ
ー
ガ
ス
の
取
扱
い
）

（
カ
バ
ー
ガ
ス
の
取
扱
い
）

第
四
十
六
条

（
略
）

第
四
十
六
条

（
略
）

２

カ
バ
ー
ガ
ス
を
取
り
扱
う
系
統
に
は
、
圧
力
が
過
度
に
上
昇
す
る
こ
と
を

２

カ
バ
ー
ガ
ス
を
取
り
扱
う
系
統
に
は
、
圧
力
が
過
度
に
上
昇
す
る
こ
と
を

防
止
し
得
る
設
備
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

防
止
し
う
る
設
備
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

放
射
性
物
質
を
含
む
カ
バ
ー
ガ
ス
を
通
常
運
転
時
に
お
い
て
系
統
外
に
排

３

放
射
性
物
質
を
含
む
カ
バ
ー
ガ
ス
を
通
常
運
転
時
に
お
い
て
系
統
外
に
排

出
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
安
全
に
廃
棄
し
得
る
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば

出
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
安
全
に
廃
棄
し
う
る
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。



- 113 -

◯

再
処
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
総
理
府
令
第
十
二
号
）
（
第
十
六
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
再
処
理
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

（
再
処
理
施
設
内
に
お
け
る

水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

い
つ

第
五
条
の
六

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
が
再
処
理
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
の

第
五
条
の
六

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
が
再
処
理
施
設
内
に
お
け
る

水
の

い
つ

発
生
に
よ
り
そ
の
安
全
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
防
護
措
置

発
生
に
よ
り
そ
の
安
全
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
防
護
措
置

そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
閉
じ
込
め
の
機
能
）

（
閉
じ
込
め
の
機
能
）

第
七
条

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
使
用

第
七
条

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
使
用

済
燃
料
、
使
用
済
燃
料
か
ら
分
離
さ
れ
た
物
又
は
こ
れ
ら
に
よ
つ
て
汚
染
さ

済
燃
料
、
使
用
済
燃
料
か
ら
分
離
さ
れ
た
物
又
は
こ
れ
ら
に
よ
つ
て
汚
染
さ

れ
た
物
（
以
下
「
使
用
済
燃
料
等
」
と
い
う
。
）
を
限
定
さ
れ
た
区
域
に
閉

れ
た
物
（
以
下
「
使
用
済
燃
料
等
」
と
い
う
。
）
を
限
定
さ
れ
た
区
域
に
閉

じ
込
め
る
機
能
を
保
持
す
る
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

じ
込
め
る
機
能
を
保
持
す
る
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

液
体
状
の
使
用
済
燃
料
等
を
取
り
扱
う
設
備
が
設
置
さ
れ
る
施
設
（
液

九

液
体
状
の
使
用
済
燃
料
等
を
取
り
扱
う
設
備
が
設
置
さ
れ
る
施
設
（
液

体
状
の
使
用
済
燃
料
等
の
漏
え
い
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
に
限

体
状
の
使
用
済
燃
料
等
の
漏
え
い
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
に
限

る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
施
設
す
る
こ
と
。

る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
施
設
す
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

液
体
状
の
使
用
済
燃
料
等
を
取
り
扱
う
設
備
の
周
辺
部
又
は
施
設
外

ロ

液
体
状
の
使
用
済
燃
料
等
を
取
り
扱
う
設
備
の
周
辺
部
又
は
施
設
外

に
通
じ
る
出
入
口
若
し
く
は
そ
の
周
辺
部
に
は
、
液
体
状
の
使
用
済
燃

に
通
じ
る
出
入
口
若
し
く
は
そ
の
周
辺
部
に
は
、
液
体
状
の
使
用
済
燃

料
等
が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
が
施
設
さ

料
等
が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
が
施
設
さ

せ
き

れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
施
設
内
部
の
床
面
が
隣
接
す
る
施
設
の
床

れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
施
設
内
部
の
床
面
が
隣
接
す
る
施
設
の
床

面
又
は
地
表
面
よ
り
低
い
場
合
で
あ
つ
て
、
液
体
状
の
使
用
済
燃
料
等

面
又
は
地
表
面
よ
り
低
い
場
合
で
あ
つ
て
、
液
体
状
の
使
用
済
燃
料
等

が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。

。

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

（
換
気
）

（
換
気
）

第
九
条

再
処
理
施
設
内
の
使
用
済
燃
料
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
空
気
に
よ
る

第
九
条

再
処
理
施
設
内
の
使
用
済
燃
料
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
空
気
に
よ
る

放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
場
所
に
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に

放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
場
所
に
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
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よ
り
換
気
設
備
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
り
換
気
設
備
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

ろ
過
装
置
を
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
ろ
過
装
置
の
機
能
が
適
切
に

三

ろ
過
装
置
を
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
ろ
過
装
置
の
機
能
が
適
切
に

維
持
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
ろ
過
装
置
の
使
用
済
燃
料
等
に
よ
る

維
持
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
ろ
過
装
置
の
使
用
済
燃
料
等
に
よ
る

汚
染
の
除
去
又
は
ろ
過
装
置
の
取
替
え
が
容
易
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。

汚
染
の
除
去
又
は
ろ
過
装
置
の
取
替
え
が
容
易
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。

四

（
略
）

四

（
略
）

（
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
施
設
等
）

（
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
施
設
等
）

第
十
三
条

使
用
済
燃
料
の
受
入
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ

第
十
三
条

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
と

ろ
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
ろ
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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◯

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
総
理
府
令
第
一
号
）
（
第
十
七

条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条
の
二

（
略
）

第
一
条
の
二

（
略
）

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

「
ピ
ッ
ト
処
分
」
と
は
、
地
上
又
は
地
表
か
ら
深
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未

四

「
ピ
ツ
ト
処
分
」
と
は
、
地
上
又
は
地
表
か
ら
深
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未

満
の
地
下
に
設
置
さ
れ
た
廃
棄
物
埋
設
地
に
お
い
て
別
表
第
一
の
上
欄
に

満
の
地
下
に
設
置
さ
れ
た
廃
棄
物
埋
設
地
に
お
い
て
別
表
第
一
の
上
欄
に

掲
げ
る
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

掲
げ
る
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
放
射
能
濃
度
を
超
え
な
い
放
射
性
廃
棄
物
を
埋
設
の
方
法
（
次

に
掲
げ
る
放
射
能
濃
度
を
超
え
な
い
放
射
性
廃
棄
物
を
埋
設
の
方
法
（
次

の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
限
る
。
）
に
よ
り
最
終
的
に
処
分
す
る
こ
と
を
い

の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
限
る
。
）
に
よ
り
最
終
的
に
処
分
す
る
こ
と
を
い

う
。

う
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

五
～
十
一

（
略
）

五
～
十
一

（
略
）

（
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
の
許
可
の
申
請
）

（
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
の
許
可
の
申
請
）

第
二
条

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
の
申
請
書
（
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事

第
二
条

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
の
申
請
書
（
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事

業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の

業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
四
号
の
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
位
置
、
構

二

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
四
号
の
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
位
置
、
構

造
及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、
次
の
区
分
に
よ
つ
て
記
載
す
る
こ
と
。

造
及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、
次
の
区
分
に
よ
つ
て
記
載
す
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
一
般
構
造

ロ

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
一
般
構
造

（
略
）

（
略
）

（１）

（１）

耐
津
波
構
造
（
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設

耐
津
波
構
造
（
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設

（２）

（２）

備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規

備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
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則
第
三
十
号
）
第
五
条
に
規
定
す
る
津
波
に
対
し
て
廃
棄
物
埋
設
施

則
第
三
十
号
）
第
五
条
に
規
定
す
る
津
波
に
対
し
て
第
二
種
廃
棄
物

設
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
措
置
を
講
じ
た
構

埋
設
施
設
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
措
置
を
講

造
を
い
う
。
）

じ
た
構
造
を
い
う
。
）

（
略
）

（
略
）

（３）

（３）

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

ホ

放
射
性
廃
棄
物
の
受
入
施
設
の
構
造
及
び
設
備

ホ

放
射
性
廃
棄
物
の
受
入
れ
施
設
の
構
造
及
び
設
備

・

（
略
）

・

（
略
）

（１）

（２）

（１）

（２）

受
け
入
れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
最
大
受
入
能
力

受
け
入
れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
最
大
受
入
れ
能
力

（３）

（３）

ヘ
・
ト

（
略
）

ヘ
・
ト

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

四

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
五
号
の
変
更
予
定
時
期
に
つ
い
て
は
、

四

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
五
号
の
変
更
予
定
時
期
に
つ
い
て
は
、

放
射
能
の
減
衰
に
応
じ
て
行
う
周
辺
監
視
区
域
又
は
第
十
七
条
第
一
項
に

放
射
能
の
減
衰
に
応
じ
て
行
う
周
辺
監
視
区
域
又
は
第
十
七
条
に
規
定
す

規
定
す
る
措
置
の
変
更
又
は
廃
止
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
時
期
を
記

る
措
置
の
変
更
又
は
廃
止
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
時
期
を
記
載
す
る

載
す
る
こ
と
。

こ
と
。

五

（
略
）

五

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

２

前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
第
二

の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
第
二

項
に
規
定
す
る
事
業
計
画
書
そ
の
他
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書

項
に
規
定
す
る
事
業
計
画
書
そ
の
他
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書

類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

次
の
事
項
を
記
載
し
た
事
業
計
画
書

一

次
の
事
項
を
記
載
し
た
事
業
計
画
書

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
の
開
始
の
日
を
含
む
事
業
年
度
以
後
の

ロ

第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
の
開
始
の
日
を
含
む
事
業
年
度
以
後
の

毎
事
業
年
度
の
放
射
性
廃
棄
物
の
受
入
計
画
及
び
予
定
埋
設
数
量

毎
事
業
年
度
の
放
射
性
廃
棄
物
の
受
入
れ
計
画
及
び
予
定
埋
設
数
量

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

二
～
九

（
略
）

二
～
九

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
三
条

令
第
三
十
三
条
の
変
更
の
許
可
の
申
請
書
（
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の

第
三
条

令
第
三
十
三
条
の
変
更
の
許
可
の
申
請
書
（
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の

事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も

事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。
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一

令
第
三
十
三
条
第
三
号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
十
一
条

一

令
第
三
十
三
条
第
三
号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
十
一
条

の
二
第
二
項
第
三
号
の
核
燃
料
物
質
等
の
性
状
及
び
量
の
変
更
に
係
る
場

の
二
第
二
項
第
三
号
の
核
燃
料
物
質
等
の
性
状
及
び
量
の
変
更
に
係
る
場

合
に
あ
つ
て
は
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
を
行
う
放
射
性
廃
棄
物
の
種
類
及
び

合
に
あ
つ
て
は
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
を
行
う
放
射
性
廃
棄
物
の
種
類
及
び

数
量
並
び
に
当
該
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
ご
と

数
量
並
び
に
当
該
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
ご
と

の
最
大
放
射
能
濃
度
及
び
総
放
射
能
量
を
記
載
し
、
同
項
第
四
号
の
廃
棄

の
最
大
放
射
能
濃
度
及
び
総
放
射
能
量
を
記
載
し
、
同
項
第
四
号
の
廃
棄

物
埋
設
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は

物
埋
設
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は

前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
つ
て
記
載
し
、
法
第
五
十
一
条

前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
つ
て
記
載
し
、
法
第
五
十
一
条

の
二
第
二
項
第
四
号
の
廃
棄
の
方
法
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
前

の
二
第
二
項
第
四
号
の
廃
棄
の
方
法
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
前

条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
つ
て
記
載
し
、
法
第
五
十
一
条
の

条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
つ
て
記
載
し
、
法
第
五
十
一
条
の

二
第
二
項
第
五
号
の
変
更
予
定
時
期
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
放

二
第
二
項
第
五
号
の
変
更
予
定
時
期
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
放

射
能
の
減
衰
に
応
じ
て
行
う
周
辺
監
視
区
域
又
は
第
十
七
条
第
一
項
に
規

射
能
の
減
衰
に
応
じ
て
行
う
周
辺
監
視
区
域
又
は
第
十
七
条
に
規
定
す
る

定
す
る
措
置
の
変
更
又
は
廃
止
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
時
期
を
記
載

措
置
の
変
更
又
は
廃
止
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
時
期
を
記
載
す
る
こ

す
る
こ
と
。

と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

一

次
の
事
項
を
記
載
し
た
事
業
計
画
書

一

次
の
事
項
を
記
載
し
た
事
業
計
画
書

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

変
更
に
係
る
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
よ
る
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業

ロ

変
更
に
係
る
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
よ
る
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業

の
開
始
の
日
を
含
む
事
業
年
度
以
後
の
毎
事
業
年
度
の
放
射
性
廃
棄
物

の
開
始
の
日
を
含
む
事
業
年
度
以
後
の
毎
事
業
年
度
の
放
射
性
廃
棄
物

の
受
入
計
画
及
び
予
定
埋
設
数
量

の
受
入
れ
計
画
及
び
予
定
埋
設
数
量

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

二
～
七

（
略
）

二
～
七

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
廃
棄
物
埋
設
施
設
等
の
技
術
上
の
基
準
）

（
廃
棄
物
埋
設
施
設
等
の
技
術
上
の
基
準
）

第
六
条

法
第
五
十
一
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事

第
六
条

法
第
五
十
一
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事

業
に
係
る
技
術
上
の
基
準
（
以
下
「
廃
棄
物
埋
設
施
設
等
の
技
術
上
の
基
準

業
に
係
る
技
術
上
の
基
準
（
以
下
「
廃
棄
物
埋
設
施
設
等
の
技
術
上
の
基
準

」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

埋
設
を
行
う
こ
と
に
よ
つ
て
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所

一

埋
設
を
行
う
こ
と
に
よ
つ
て
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所

に
埋
設
さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
ご
と
の

に
埋
設
さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
ご
と
の
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放
射
能
の
総
量
が
、
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
法
第
五
十
一
条
の

放
射
能
の
総
量
が
、
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
法
第
五
十
一
条
の

五
第
一
項
の
許
可
に
係
る
申
請
書
及
び
法
第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規

五
第
一
項
の
許
可
に
係
る
申
請
書
及
び
法
第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
許
可
の
際
に
付
さ
れ
た
条
件
を
記
載
し
た
書
類
（
以
下
こ
の
条

定
に
よ
り
許
可
の
際
に
付
さ
れ
た
条
件
を
記
載
し
た
書
類
（
以
下
こ
の
条

及
び
第
八
条
に
お
い
て
「
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
に
記
載
し
た
放
射
性

、
第
六
条
の
三
及
び
第
八
条
に
お
い
て
「
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
に
記

物
質
の
種
類
ご
と
の
総
放
射
能
量
を
超
え
な
い
こ
と
。

載
し
た
放
射
性
物
質
の
種
類
ご
と
の
総
放
射
能
量
を
超
え
な
い
こ
と
。

二

埋
設
開
始
前
に
お
い
て
は
、
廃
棄
物
埋
設
地
の
う
ち
埋
設
を
行
お
う
と

二

埋
設
開
始
前
に
お
い
て
は
、
廃
棄
物
埋
設
地
の
う
ち
埋
設
を
行
お
う
と

す
る
場
所
（
廃
棄
物
埋
設
地
を
次
項
第
三
号
の
内
部
仕
切
設
備
に
よ
つ
て

す
る
場
所
（
廃
棄
物
埋
設
地
を
次
項
第
三
号
の
内
部
仕
切
設
備
に
よ
つ
て

区
画
す
る
場
合
は
埋
設
を
行
お
う
と
す
る
区
画
）
に
た
ま
つ
て
い
る
水
を

区
画
す
る
場
合
は
埋
設
を
行
お
う
と
す
る
区
画
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

排
除
し
、
埋
設
時
に
お
い
て
は
、
当
該
場
所
に
雨
水
等
が
浸
入
す
る
こ
と

同
じ
。
）
に
た
ま
つ
て
い
る
水
を
排
除
し
、
埋
設
時
に
お
い
て
は
、
当
該

を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

場
所
に
雨
水
等
が
浸
入
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

四

廃
棄
物
埋
設
地
は
、
土
砂
等
を
充
塡
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
廃
棄
物

四

廃
棄
物
埋
設
地
は
、
土
砂
等
を
充
て
ん
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
廃
棄

埋
設
地
の
埋
設
が
終
了
し
た
後
に
お
い
て
空
隙
が
残
ら
な
い
よ
う
に
措
置

物
埋
設
地
の
埋
設
が
終
了
し
た
後
に
お
い
て
空
げ
き
が
残
ら
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
。

措
置
す
る
こ
と
。

五
～
七

（
略
）

五
～
七

（
略
）

２

ピ
ッ
ト
処
分
（
第
一
条
の
二
第
二
項
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
も

２

ピ
ツ
ト
処
分
（
第
一
条
の
二
第
二
項
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
も

の
に
限
る
。
）
を
行
う
場
合
の
廃
棄
物
埋
設
施
設
等
の
技
術
上
の
基
準
は
、

の
に
限
る
。
）
を
行
う
場
合
の
廃
棄
物
埋
設
施
設
等
の
技
術
上
の
基
準
は
、

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

埋
設
時
に
お
い
て
は
、
外
周
仕
切
設
備
及
び
前
号
の
内
部
仕
切
設
備
を

四

埋
設
時
に
お
い
て
は
、
外
周
仕
切
設
備
及
び
第
三
号
の
内
部
仕
切
設
備

随
時
点
検
し
、
こ
れ
ら
の
設
備
の
損
壊
又
は
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
の
お

を
随
時
点
検
し
、
こ
れ
ら
の
設
備
の
損
壊
又
は
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
の

そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
設
備
の
損
壊
又
は
放

お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
設
備
の
損
壊
又
は

射
性
物
質
の
漏
え
い
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

放
射
性
物
質
の
漏
え
い
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と

。

五

（
略
）

五

（
略
）

３

ピ
ッ
ト
処
分
（
第
一
条
の
二
第
二
項
第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
も

３

ピ
ツ
ト
処
分
（
第
一
条
の
二
第
二
項
第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
も

の
に
限
る
。
）
を
行
う
場
合
の
廃
棄
物
埋
設
施
設
等
の
技
術
上
の
基
準
は
、

の
に
限
る
。
）
を
行
う
場
合
の
廃
棄
物
埋
設
施
設
等
の
技
術
上
の
基
準
は
、

第
一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

第
一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
埋
設
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
廃
棄
物
等
の
技
術
上
の
基
準
）

（
埋
設
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
廃
棄
物
等
の
技
術
上
の
基
準
）
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第
八
条

法
第
五
十
一
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
（
第
二
種

第
八
条

法
第
五
十
一
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
（
第
二
種

廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

ピ
ッ
ト
処
分
を
行
う
場
合

二

ピ
ツ
ト
処
分
を
行
う
場
合

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

２

廃
棄
体
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る

２

廃
棄
体
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る

。

。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

容
易
に
消
え
な
い
方
法
に
よ
り
、
廃
棄
体
の
表
面
の
目
に
つ
き
や
す
い

七

容
易
に
消
え
な
い
方
法
に
よ
り
、
廃
棄
体
の
表
面
の
目
に
つ
き
や
す
い

箇
所
に
、
放
射
性
廃
棄
物
を
示
す
標
識
を
付
け
、
及
び
当
該
廃
棄
体
に
関

箇
所
に
、
放
射
性
廃
棄
物
を
示
す
標
識
を
付
け
、
及
び
当
該
廃
棄
体
に
関

し
て
前
条
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
と
照
合
で
き
る
よ
う
な

し
て
前
条
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
と
照
合
で
き
る
よ
う
な
整
理
番

整
理
番
号
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

号
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３

コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
廃
棄
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
前
項
第

３

コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
廃
棄
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
第
二
項

二
号
の
規
定
を
準
用
す
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

第
二
号
の
規
定
を
準
用
す
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
廃
棄
物
に
関
し
て
前
条
第
一
項
の
申
請
書
に
記

二

当
該
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
廃
棄
物
に
関
し
て
前
条
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ

載
さ
れ
た
事
項
と
照
合
で
き
る
よ
う
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

た
事
項
と
照
合
で
き
る
よ
う
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（
確
認
証
の
交
付
）

（
確
認
証
の
交
付
）

第
九
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
五
十
一
条
の
六
第
一
項
又
は
第
二
項

第
九
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
五
十
一
条
の
六
第
一
項
又
は
第
二
項

の
確
認(

第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

を
し
た
と
き

の
確
認(

第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

を
し
た
と
き

は
、
確
認
証
を
交
付
す
る
。

は
、
当
該
申
請
に
係
る
確
認
証
を
交
付
す
る
。

（
記
録
）

（
記
録
）

第
十
三
条

法
第
五
十
一
条
の
十
五
の
規
定
に
よ
る
記
録
（
第
二
種
廃
棄
物
埋

第
十
三
条

法
第
五
十
一
条
の
十
五
の
規
定
に
よ
る
記
録
（
第
二
種
廃
棄
物
埋

設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
事
業
所
ご
と
に
、
次
表
の
上
欄
に

設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
事
業
所
ご
と
に
、
次
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て

記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ
れ
を
保
存
し
て
置
か
な
け

記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ
れ
を
保
存
し
て
置
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。
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記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保
存
期
間

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保
存
期
間

一
～
十
一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
二

第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
防

十
二

第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
防

護
措
置
の
記
録

護
措
置
の
記
録

イ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

イ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ロ

第
十
九
条
の
三
第
二
項
第
一
号

（
略
）

（
略
）

ロ

第
十
九
条
の
三
第
二
項
第
一
号

（
略
）

（
略
）

に
規
定
す
る
防
護
区
域
、
同
項
第

に
規
定
す
る
防
護
区
域
、
同
項
第

二
号
に
規
定
す
る
周
辺
防
護
区
域

二
号
に
規
定
す
る
周
辺
防
護
区
域

又
は
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
立

又
は
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
立

入
制
限
区
域
へ
立
ち
入
ろ
う
と
す

入
制
限
区
域
へ
立
ち
入
ろ
う
と
す

る
者
へ
の
同
項
第
五
号
イ
及
び
ロ

る
者
へ
の
証
明
書
等
の
発
行
の
状

に
規
定
す
る
証
明
書
等
の
発
行
の

況
及
び
そ
の
担
当
者
の
氏
名

状
況
及
び
そ
の
担
当
者
の
氏
名

ハ
～
リ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ハ
～
リ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
四

事
業
所
に
お
い
て
用
い
た
資
材

十
四

事
業
所
に
お
い
て
用
い
た
資
材

そ
の
他
の
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物

そ
の
他
の
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物

質
の
放
射
能
濃
度
に
つ
い
て
法
第
六

質
の
放
射
能
濃
度
に
つ
い
て
法
第
六

十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
（

く
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
（

以
下
「
放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
」

以
下
「
放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
」

と
い
う
。
）
の
記
録

と
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
記
録

イ
～
ハ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

（
線
量
等
に
関
す
る
措
置
）

（
線
量
等
に
関
す
る
措
置
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
緊
急
作
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
線
業

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
緊
急
作
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
線
業

務
従
事
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば

務
従
事
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。
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一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
原
子
力
災
害
対
策

三

原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
原
子
力
災
害
対
策

特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
八
条
第
三
項
に
規

特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
八
条
第
三
項
に
規

定
す
る
原
子
力
防
災
要
員
、
同
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
防

定
す
る
原
子
力
防
災
要
員
、
同
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
防

災
管
理
者
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
副
原
子
力
防
災
管
理
者
で
あ
る

災
管
理
者
又
は
同
法
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
副
原
子
力
防
災
管
理
者
で

こ
と
。

あ
る
こ
と
。

（
事
業
所
内
の
運
搬
）

（
事
業
所
内
の
運
搬
）

第
十
八
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
種
廃
棄
物

第
十
八
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
種
廃
棄
物

埋
設
事
業
者
は
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
内
の
核
燃
料
物
質

埋
設
事
業
者
は
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
内
の
核
燃
料
物
質

等
の
運
搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

等
の
運
搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

容
易
か
つ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

ロ

容
易
か
つ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
亀
裂
、
破
損
等
が

さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
裂
、
破
損
等
が

生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
～
八

（
略
）

三
～
八

（
略
）

九

運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

九

運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
つ
て
、
反
復

え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
つ
て
、
反
復

使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

も
の
を
い
う
。
）
に
収
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
収
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
つ
て
は
、
当

）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬
す
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
原
子
力
規
制
委
員
会

該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬
す
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
原
子
力

の
定
め
る
標
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

規
制
委
員
会
の
定
め
る
標
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
事
業
所
内
の
廃
棄
）

（
事
業
所
内
の
廃
棄
）

第
十
九
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
種
廃
棄
物

第
十
九
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
種
廃
棄
物

埋
設
事
業
者
は
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ

埋
設
事
業
者
は
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
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る
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け

る
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

第
五
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄
物

七

第
五
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄
物

を
容
器
に
封
入
す
る
と
き
は
、
当
該
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

を
容
器
に
封
入
す
る
と
き
は
、
当
該
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

亀
裂
又
は
破
損
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

き
裂
又
は
破
損
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

容
器
の
蓋
が
容
易
に
外
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

容
器
の
ふ
た
が
容
易
に
外
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八

（
略
）

八

（
略
）

九

第
五
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄
物

九

第
五
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄
物

を
放
射
線
障
害
防
止
の
効
果
を
持
つ
た
保
管
廃
棄
施
設
に
保
管
廃
棄
す
る

を
放
射
線
障
害
防
止
の
効
果
を
持
つ
た
保
管
廃
棄
施
設
に
保
管
廃
棄
す
る

と
き
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

と
き
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

放
射
性
廃
棄
物
を
容
器
に
封
入
し
て
保
管
廃
棄
す
る
と
き
は
、
当
該

イ

放
射
性
廃
棄
物
を
容
器
に
封
入
し
て
保
管
廃
棄
す
る
と
き
は
、
当
該

容
器
に
亀
裂
若
し
く
は
破
損
が
生
じ
た
場
合
に
封
入
さ
れ
た
放
射
性
廃

容
器
に
き
裂
若
し
く
は
破
損
が
生
じ
た
場
合
に
封
入
さ
れ
た
放
射
性
廃

棄
物
の
全
部
を
吸
収
で
き
る
材
料
で
当
該
容
器
を
包
み
、
又
は
収
容
で

棄
物
の
全
部
を
吸
収
で
き
る
材
料
で
当
該
容
器
を
包
み
、
又
は
収
容
で

き
る
受
皿
を
当
該
容
器
に
設
け
る
こ
と
等
に
よ
り
、
汚
染
の
広
が
り
を

き
る
受
皿
を
当
該
容
器
に
設
け
る
こ
と
等
に
よ
り
、
汚
染
の
広
が
り
を

防
止
す
る
こ
と
。

防
止
す
る
こ
と
。

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

十
～
十
四

（
略
）

十
～
十
四

（
略
）

（
防
護
措
置
）

（
防
護
措
置
）

第
十
九
条
の
三

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
種
廃

第
十
九
条
の
三

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
種
廃

棄
物
埋
設
事
業
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
区
分

棄
物
埋
設
事
業
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一
・
二

（
略
）

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
略
）

三
～
六

（
略
）

（
略
）

三
～
六

（
略
）

（
略
）

七
・
八

（
略
）

（
略
）

七
・
八

（
略
）

（
略
）

九

照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
（
照
射
さ
れ
た
同
号

九

照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
（
照
射
さ
れ
た
同
号

ニ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
つ
て
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か
ら

ニ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
つ
て
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か
ら
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一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ

一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ

毎
時
を
超
え
て
い
た
も
の
並
び
に
次
号
及
び
第
十
三
号
に

毎
時
を
超
え
て
い
た
も
の
並
び
に
第
十
号
及
び
第
十
三
号

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

十
～
十
四

（
略
）

十
～
十
四

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
保
安
規
定
）

（
保
安
規
定
）

第
二
十
条

（
略
）

第
二
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
五
十
一
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
又
は
変
更
の
認
可
を

３

法
第
五
十
一
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
又
は
変
更
の
認
可
を

受
け
た
保
安
規
定
に
つ
い
て
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
認
可

受
け
た
保
安
規
定
に
つ
い
て
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
認
可

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
項
又
は
前
項
の
申
請
書
に
第
十
九
条
の
二

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
申
請
書
に
第
十
九
条
の

の
規
定
に
よ
る
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
定
期
的
な
評
価
等
の
結
果
に
関
す
る
説

二
の
規
定
に
よ
る
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
定
期
的
な
評
価
等
の
結
果
に
関
す
る

明
書
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

説
明
書
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

第
二
十
条
の
二

（
略
）

第
二
十
条
の
二

（
略
）

２

前
項
の
検
査
に
つ
い
て
の
法
第
五
十
一
条
の
十
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用

２

前
項
の
検
査
に
つ
い
て
の
法
第
五
十
一
条
の
十
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
十
二
条
第
六
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
次

す
る
法
第
十
二
条
第
六
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
次

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

事
務
所
又
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

一

事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
廃
棄
物
埋
設
地
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
）

（
廃
棄
物
埋
設
地
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
）

第
二
十
一
条

令
第
三
十
七
条
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
書(

第
二
種
廃
棄
物

第
二
十
一
条

令
第
三
十
七
条
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
書(

第
二
種
廃
棄
物

埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に

埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

よ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

令
第
三
十
七
条
第
六
号
の
変
更
予
定
時
期
に
つ
い
て
は
、
放
射
能
の
減

三

令
第
三
十
七
条
第
六
号
の
変
更
予
定
時
期
に
つ
い
て
は
、
放
射
能
の
減

衰
に
応
じ
て
行
う
周
辺
監
視
区
域
又
は
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措

衰
に
応
じ
て
行
う
周
辺
監
視
区
域
又
は
第
十
七
条
に
規
定
す
る
措
置
の
変
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置
の
変
更
又
は
廃
止
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
時
期
を
記
載
す
る
こ
と

更
又
は
廃
止
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
時
期
を
記
載
す
る
こ
と
。

。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

一

次
の
事
項
を
記
載
し
た
事
業
計
画
書

一

次
の
事
項
を
記
載
し
た
事
業
計
画
書

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
の
開
始
の
日
を
含
む
事
業
年
度
以
後
の

ロ

第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
の
開
始
の
日
を
含
む
事
業
年
度
以
後
の

毎
事
業
年
度
の
放
射
性
廃
棄
物
の
受
入
計
画
及
び
予
定
埋
設
数
量

毎
事
業
年
度
の
放
射
性
廃
棄
物
の
受
入
れ
計
画
及
び
予
定
埋
設
数
量

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

二
～
七

（
略
）

二
～
七

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
核
物
質
防
護
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

（
核
物
質
防
護
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

第
二
十
二
条
の
三

（
略
）

第
二
十
二
条
の
三

（
略
）

２

前
項
の
検
査
に
つ
い
て
の
法
第
五
十
一
条
の
二
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準

２

前
項
の
検
査
に
つ
い
て
の
法
第
五
十
一
条
の
二
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
十
二
条
の
二
第
六
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事

用
す
る
法
第
十
二
条
の
二
第
六
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事

項
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

項
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

事
務
所
又
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

一

事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
二
条
の
七

（
略
）

第
二
十
二
条
の
七

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
と
す
る
。

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
、
写
し
一
通
と
す
る
。

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
二
条
の
八

（
略
）

第
二
十
二
条
の
八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
と
す
る
。

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
、
写
し
一
通
と
す
る
。

（
廃
止
措
置
の
終
了
の
確
認
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
の
終
了
の
確
認
の
申
請
）
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第
二
十
二
条
の
十
一

（
略
）

第
二
十
二
条
の
十
一

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
と
す
る
。

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
、
写
し
一
通
と
す
る
。

（
旧
廃
棄
事
業
者
等
の
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
旧
廃
棄
事
業
者
等
の
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
二
条
の
十
三

（
略
）

第
二
十
二
条
の
十
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
と
す
る
。

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
、
写
し
一
通
と
す
る
。

（
旧
廃
棄
事
業
者
等
の
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
旧
廃
棄
事
業
者
等
の
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
二
条
の
十
五

法
第
五
十
一
条
の
二
十
六
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
二
十
二
条
の
十
五

法
第
五
十
一
条
の
二
十
六
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
十
二
条
の
七
第
四
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
二
種
廃
棄
物

法
第
十
二
条
の
七
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
五
十
一
条
の
二
十
六
第
二

埋
設
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
第
二
十
二
条
の
八
の
規
定
の
例

項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
廃
止
措
置
計
画
に
つ
い
て
変
更
の
認
可
を

に
よ
り
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）
は
、
第
二
十
二
条
の
八
の
規
定
の
例
に
よ
り
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員

会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

第
二
十
二
条
の
十
七

法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
種
廃
棄
物

第
二
十
二
条
の
十
七

法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
種
廃
棄
物

埋
設
事
業
者
（
旧
廃
棄
事
業
者
等
を
含
む
。
次
条
及
び
第
二
十
七
条
に
お
い

埋
設
事
業
者
（
旧
廃
棄
事
業
者
等
を
含
む
。
以
下
次
条
及
び
第
二
十
七
条
に

て
同
じ
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を

お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の

直
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
十
日
以
内
に
原
子
力
規
制

旨
を
直
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
十
日
以
内
に
原
子
力

委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

規
制
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
故
障
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
等
を
限
定
さ
れ
た
区

三

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
故
障
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
等
を
限
定
さ
れ
た
区

域
に
閉
じ
込
め
る
機
能
、
外
部
放
射
線
に
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る

域
に
閉
じ
込
め
る
機
能
、
外
部
放
射
線
に
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る

た
め
の
放
射
線
の
遮
蔽
機
能
若
し
く
は
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
お
け
る
火
災

た
め
の
放
射
線
の
遮
へ
い
機
能
若
し
く
は
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
お
け
る
火

若
し
く
は
爆
発
の
防
止
の
機
能
を
喪
失
し
、
又
は
喪
失
す
る
お
そ
れ
が
あ

災
若
し
く
は
爆
発
の
防
止
の
機
能
を
喪
失
し
、
又
は
喪
失
す
る
お
そ
れ
が

つ
た
こ
と
に
よ
り
、
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
に
支
障
を
及
ぼ
し
た
と
き
。

あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
に
支
障
を
及
ぼ
し
た
と
き
。

四
～
七

（
略
）

四
～
七

（
略
）

八

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
故
障
そ
の
他
の
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
こ
と
に
よ

八

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
故
障
そ
の
他
の
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
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り
、
核
燃
料
物
質
等
が
管
理
区
域
内
で
漏
え
い
し
た
と
き
。
た
だ
し
、
次

り
、
核
燃
料
物
質
等
が
管
理
区
域
内
で
漏
え
い
し
た
と
き
。
た
だ
し
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
（
漏
え
い
に
係
る
場
所
に
つ
い
て
人
の
立

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
（
漏
え
い
に
係
る
場
所
に
つ
い
て
人
の
立

入
制
限
、
鍵
の
管
理
等
の
措
置
を
新
た
に
講
じ
た
と
き
又
は
漏
え
い
し
た

入
制
限
、
か
ぎ
の
管
理
等
の
措
置
を
新
た
に
講
じ
た
と
き
又
は
漏
え
い
し

物
が
管
理
区
域
外
に
広
が
つ
た
と
き
を
除
く
。
）
を
除
く
。

た
物
が
管
理
区
域
外
に
広
が
つ
た
と
き
を
除
く
。
）
を
除
く
。

イ

漏
え
い
し
た
液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
が
当
該
漏
え
い
に
係
る
設
備

イ

漏
え
い
し
た
液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
が
当
該
漏
え
い
に
係
る
設
備

の
周
辺
部
に
設
置
さ
れ
た
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
の
外

の
周
辺
部
に
設
置
さ
れ
た
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
の
外

せ
き

に
拡
大
し
な
か
つ
た
と
き
。

に
拡
大
し
な
か
つ
た
と
き
。

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

九
～
十
一

（
略
）

九
～
十
一

（
略
）

（
報
告
の
徴
収
）

（
報
告
の
徴
収
）

第
二
十
七
条

（
略
）

第
二
十
七
条

（
略
）

２

前
項
の
報
告
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

２

第
一
項
の
報
告
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。
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◯

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
総
理
府
令
第
四
十
七
号
）
（
第
十
八
条

関
係
）

改

正

案

現

行

（
廃
棄
物
管
理
の
事
業
の
許
可
の
申
請
）

（
廃
棄
物
管
理
の
事
業
の
許
可
の
申
請
）

第
二
条

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
の
申
請
書
（
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
係

第
二
条

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
の
申
請
書
（
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る

る
も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る

。

。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
四
号
の
廃
棄
物
管
理
施
設
の
位
置
、
構

二

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
四
号
の
廃
棄
物
管
理
施
設
の
位
置
、
構

造
及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、
次
の
区
分
に
よ
つ
て
記
載
す
る
こ
と
。

造
及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、
次
の
区
分
に
よ
つ
て
記
載
す
る
こ
と
。

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

放
射
性
廃
棄
物
の
受
入
施
設
の
構
造
及
び
設
備

ニ

放
射
性
廃
棄
物
の
受
入
れ
施
設
の
構
造
及
び
設
備

・

（
略
）

・

（
略
）

（１）

（２）

（１）

（２）

受
け
入
れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
種
類
及
び
そ
の
種
類
ご
と
の
最
大

受
け
入
れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
種
類
及
び
そ
の
種
類
ご
と
の
最
大

（３）

（３）

受
入
能
力

受
入
れ
能
力

ホ
～
ト

（
略
）

ホ
～
ト

（
略
）

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

２

前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
第
二

の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
第
二

項
に
規
定
す
る
事
業
計
画
書
そ
の
他
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書

項
に
規
定
す
る
事
業
計
画
書
そ
の
他
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書

類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

次
の
事
項
を
記
載
し
た
事
業
計
画
書

一

次
の
事
項
を
記
載
し
た
事
業
計
画
書

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

廃
棄
物
管
理
の
事
業
の
開
始
の
日
以
後
五
年
内
の
日
を
含
む
毎
事
業

ロ

廃
棄
物
管
理
の
事
業
の
開
始
の
日
以
後
五
年
内
の
日
を
含
む
毎
事
業

年
度
の
放
射
性
廃
棄
物
の
種
類
別
の
予
定
受
入
量

年
度
の
放
射
性
廃
棄
物
の
種
類
別
の
予
定
受
入
れ
量

ハ
～
ホ

（
略
）

ハ
～
ホ

（
略
）

二
～
九

（
略
）

二
～
九

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）
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（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

一

次
の
事
項
を
記
載
し
た
事
業
計
画
書

一

次
の
事
項
を
記
載
し
た
事
業
計
画
書

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

変
更
に
係
る
廃
棄
物
管
理
施
設
に
よ
る
廃
棄
物
管
理
の
事
業
の
開
始

ロ

変
更
に
係
る
廃
棄
物
管
理
施
設
に
よ
る
廃
棄
物
管
理
の
事
業
の
開
始

の
日
以
後
五
年
内
の
日
を
含
む
毎
事
業
年
度
の
放
射
性
廃
棄
物
の
種
類

の
日
以
後
五
年
内
の
日
を
含
む
毎
事
業
年
度
の
放
射
性
廃
棄
物
の
種
類

別
の
予
定
受
入
量

別
の
予
定
受
入
れ
量

ハ
～
ホ

（
略
）

ハ
～
ホ

（
略
）

二
～
七

（
略
）

二
～
七

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
の
申
請
）

（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
の
申
請
）

第
四
条

法
第
五
十
一
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
廃
棄
物
管
理
施

第
四
条

法
第
五
十
一
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
廃
棄
物
管
理
施

設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
（
第
十
一
条
に
規
定
す
る
特
定
廃
棄
物

設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
（
第
十
一
条
に
規
定
す
る
特
定
廃
棄
物

管
理
施
設
で
あ
つ
て
溶
接
を
す
る
も
の
に
関
す
る
溶
接
の
方
法
を
除
く
。
以

管
理
施
設
で
あ
つ
て
溶
接
を
す
る
も
の
に
関
す
る
溶
接
の
方
法
を
除
く
。
以

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ

る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

次
の
区
分
に
よ
る
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の

三

次
の
区
分
に
よ
る
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の

方
法
（
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
変
更
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
変
更

方
法
（
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
変
更
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
変
更

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

放
射
性
廃
棄
物
の
受
入
施
設

ロ

放
射
性
廃
棄
物
の
受
入
れ
施
設

ハ
～
ホ

（
略
）

ハ
～
ホ

（
略
）

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
に
係
る
軽
微
な
変
更
）

（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
に
係
る
軽
微
な
変
更
）
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第
六
条

法
第
五
十
一
条
の
七
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
原
子
力
規
制
委

第
六
条

法
第
五
十
一
条
の
七
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
原
子
力
規
制
委

員
会
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
（
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
係
る
も
の
に

員
会
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
（
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
は
、
設
備
又
は
機
器
の
配
置
の
変
更
で
あ
つ
て
、
同
条
第
一
項
の

限
る
。
）
は
、
設
備
又
は
機
器
の
配
置
の
変
更
で
あ
つ
て
、
法
第
五
十
一
条

認
可
又
は
同
条
第
二
項
の
変
更
の
認
可
に
係
る
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
放
射

の
七
第
一
項
の
認
可
又
は
同
条
第
二
項
の
変
更
の
認
可
に
係
る
申
請
書
に
記

線
遮
蔽
物
の
側
壁
に
お
け
る
線
量
当
量
率
の
値
を
大
き
く
し
な
い
も
の
そ
の

載
さ
れ
た
放
射
線
し
や
へ
い
物
の
側
壁
に
お
け
る
線
量
当
量
率
の
値
を
大
き

他
廃
棄
物
管
理
施
設
の
保
全
上
支
障
の
な
い
変
更
と
す
る
。

く
し
な
い
も
の
そ
の
他
廃
棄
物
管
理
施
設
の
保
全
上
支
障
の
な
い
変
更
と
す

る
。

（
使
用
前
検
査
の
申
請
）

（
使
用
前
検
査
の
申
請
）

第
七
条

法
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
の
検
査
（
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
係

第
七
条

法
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
廃
棄
物
管
理
施

る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
使
用
前
検
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る

設
の
工
事
（
第
十
一
条
に
規
定
す
る
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
で
あ
つ
て
溶
接

者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば

を
す
る
も
の
の
溶
接
を
除
く
。
）
及
び
性
能
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
よ
う
と

な
ら
な
い
。

す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
使
用
前
検
査
の
実
施
）

（
使
用
前
検
査
の
実
施
）

第
八
条

使
用
前
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
各
号

第
八
条

法
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
の
使
用
前
検
査
（
特
定
廃
棄
物
管
理
施

に
定
め
る
と
き
に
行
う
。

設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
き
に
行
う
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

廃
棄
物
管
理
設
備
本
体
、
放
射
性
廃
棄
物
の
受
入
施
設
そ
の
他
の
廃
棄

二

廃
棄
物
管
理
設
備
本
体
、
放
射
性
廃
棄
物
の
受
入
れ
施
設
そ
の
他
の
廃

物
管
理
設
備
の
附
属
施
設
（
廃
棄
施
設
に
限
る
。
）
の
組
立
て
に
関
す
る

棄
物
管
理
設
備
の
附
属
施
設
（
廃
棄
施
設
に
限
る
。
）
の
組
立
て
に
関
す

事
項

そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
の
主
要
な
部
分
の
寸
法
が
測
定
で
き
る
と
き
又

る
事
項

そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
の
主
要
な
部
分
の
寸
法
が
測
定
で
き
る
と
き

は
非
破
壊
試
験
、
機
械
試
験
、
耐
圧
試
験
若
し
く
は
漏
え
い
試
験
を
行
う

又
は
非
破
壊
試
験
、
機
械
試
験
、
耐
圧
試
験
若
し
く
は
漏
え
い
試
験
を
行

と
き
。

う
と
き
。

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
使
用
前
検
査
実
施
要
領
書
）

（
使
用
前
検
査
実
施
要
領
書
）

第
九
条
の
三

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
七
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
を

第
九
条
の
三

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
七
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
を
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受
け
た
場
合
に
は
、
第
八
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
検
査
の
方
法
そ
の
他
必

受
け
た
場
合
（
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
は
、
第

要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の
と

八
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
検
査
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
当

す
る
。

該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
前
検
査
合
格
証
）

（
使
用
前
検
査
合
格
証
）

第
十
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
使
用
前
検
査
に
合
格
し
た
と
認
め
た
と
き

第
十
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
の
使
用
前
検

は
、
使
用
前
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

査
（
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
合
格
し
た
と
認
め

た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
使
用
前
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

（
溶
接
検
査
の
実
施
）

（
溶
接
検
査
の
実
施
）

第
十
三
条

法
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
の
検
査
（
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に

第
十
三
条

法
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
の
溶
接
検
査
（
特
定
廃
棄
物
管
理
施

係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
き
ご
と
に
行
う
。

設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
き
ご
と
に
行
う
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
溶
接
検
査
を
要
し
な
い
場
合
）

（
溶
接
検
査
を
要
し
な
い
場
合
）

第
十
四
条

法
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規

第
十
四
条

法
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規

則
で
定
め
る
場
合
（
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、

則
で
定
め
る
場
合
（
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

第
二
条
第
一
項
第
二
号
ト
に
規
定
す
る
廃
棄
物
管
理
設
備
の
附
属
施
設

一

第
二
条
第
一
項
第
二
号
チ
に
規
定
す
る
廃
棄
物
管
理
設
備
の
附
属
施
設

の
う
ち
の
主
要
な
実
験
設
備
に
属
す
る
容
器
又
は
管
で
あ
つ
て
、
セ
ル
、

の
う
ち
の
主
要
な
実
験
設
備
に
属
す
る
容
器
又
は
管
で
あ
つ
て
、
セ
ル
、

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
そ
の
他
の
気
密
設
備
の
内
部
に
設
置
さ
れ
る
も
の
に

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
そ
の
他
の
気
密
設
備
の
内
部
に
設
置
さ
れ
る
も
の
に

つ
い
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
あ
ら
か
じ
め
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て

つ
い
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
あ
ら
か
じ
め
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て

溶
接
検
査
を
受
け
な
い
で
使
用
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
場
合

溶
接
検
査
を
受
け
な
い
で
使
用
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
場
合

二

（
略
）

二

（
略
）

（
溶
接
検
査
実
施
要
領
書
）

（
溶
接
検
査
実
施
要
領
書
）

第
十
六
条
の
二

（
略
）

第
十
六
条
の
二

（
略
）

２

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合

２

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
十
六
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た

に
は
、
法
第
五
十
一
条
の
九
第
四
項
に
規
定
す
る
検
査
の
方
法
そ
の
他
必
要

場
合
に
は
、
法
第
五
十
一
条
の
九
第
四
項
に
規
定
す
る
検
査
の
方
法
そ
の
他

な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の
と
す

必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の

る
。

と
す
る
。
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（
溶
接
検
査
合
格
証
等
）

（
溶
接
検
査
合
格
証
等
）

第
十
七
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
又
は
第
四

第
十
七
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
又
は
第
四

項
の
検
査
（
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
い
、
合

項
の
溶
接
検
査
（
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
い

格
と
認
め
た
と
き
は
、
溶
接
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
溶

、
合
格
と
認
め
た
と
き
は
、
溶
接
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
と
と
も
に
、
そ

接
を
し
た
容
器
又
は
管
を
刻
印
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
で
示
す
も
の
と
す

の
溶
接
を
し
た
容
器
又
は
管
を
刻
印
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
で
示
す
も
の

る
。

と
す
る
。

（
施
設
定
期
検
査
の
申
請
）

（
施
設
定
期
検
査
の
申
請
）

第
十
九
条

法
第
五
十
一
条
の
十
第
一
項
の
検
査
（
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に

第
十
九
条

法
第
五
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
令
第
三
十
五
条
第
二

係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
施
設
定
期
検
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と

号
に
掲
げ
る
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
性
能
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け

す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
施
設
定
期
検
査
合
格
証
）

（
施
設
定
期
検
査
合
格
証
）

第
二
十
一
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
施
設
定
期
検
査
に
合
格
し
た
と
認
め

第
二
十
一
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
五
十
一
条
の
十
第
一
項
の
施
設

た
と
き
は
、
施
設
定
期
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

定
期
検
査
に
合
格
し
た
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
施
設
定
期
検

査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

（
記
録
）

（
記
録
）

第
二
十
六
条

法
第
五
十
一
条
の
十
五
の
規
定
に
よ
る
記
録
（
廃
棄
物
管
理
の

第
二
十
六
条

法
第
五
十
一
条
の
十
五
の
規
定
に
よ
る
記
録
（
廃
棄
物
管
理
の

事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
事
業
所
ご
と
に
、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ

事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
事
業
所
ご
と
に
、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
記
録

る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
記
録

し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ
れ
を
保
存
し
て
置
か
な
け
れ
ば

し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ
れ
を
保
存
し
て
置
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保
存
期
間

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保
存
期
間

一

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
検
査
記

一

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
検
査
記

録

録

イ

使
用
前
検
査
の
結
果

（
略
）

（
略
）

イ

法
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
の

（
略
）

（
略
）
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規
定
に
よ
る
使
用
前
検
査
の
結
果

ロ

施
設
定
期
検
査
の
結
果

（
略
）

（
略
）

ロ

法
第
五
十
一
条
の
十
第
一
項
の

（
略
）

（
略
）

規
定
に
よ
る
施
設
定
期
検
査
の
結

果

ハ

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
検
査

（
略
）

検
査
終
了

ハ

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
施
設

（
略
）

施
設
定
期

の
結
果

後
五
年
が

定
期
自
主
検
査
の
結
果

自
主
検
査

経
過
す
る

終
了
後
五

ま
で
の
期

年
が
経
過

間

す
る
ま
で

の
期
間

二

放
射
線
管
理
記
録

二

放
射
線
管
理
記
録

イ

廃
棄
物
管
理
設
備
本
体
（
法
第

（
略
）

（
略
）

イ

廃
棄
物
管
理
設
備
本
体
（
法
第

（
略
）

（
略
）

五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認

五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認

可
を
受
け
た
場
合
を
除
く
。
）
、

可
を
受
け
た
場
合
を
除
く
。
）
、

放
射
性
廃
棄
物
の
受
入
施
設
等
の

放
射
性
廃
棄
物
の
受
入
れ
施
設
等

放
射
線
遮
蔽
物
の
側
壁
に
お
け
る

の
放
射
線
遮
蔽
物
の
側
壁
に
お
け

線
量
当
量
率

る
線
量
当
量
率

ロ
～
ル

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ロ
～
ル

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三
～
九

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三
～
九

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十

第
三
十
三
条
の
三
に
規
定
す
る
防

十

第
三
十
三
条
の
三
に
規
定
す
る
防

護
措
置
の
記
録

護
措
置
の
記
録

イ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

イ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ロ

第
三
十
三
条
の
三
第
二
項
第
一

（
略
）

（
略
）

ロ

第
三
十
三
条
の
三
第
二
項
第
一

（
略
）

（
略
）

号
に
規
定
す
る
防
護
区
域
、
同
項

号
に
規
定
す
る
防
護
区
域
、
同
項

第
二
号
に
規
定
す
る
周
辺
防
護
区

第
二
号
に
規
定
す
る
周
辺
防
護
区

域
又
は
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る

域
又
は
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る

立
入
制
限
区
域
へ
立
ち
入
ろ
う
と

立
入
制
限
区
域
へ
立
ち
入
ろ
う
と

す
る
者
へ
の
同
項
第
五
号
イ
及
び

す
る
者
へ
の
証
明
書
等
の
発
行
の

ロ
に
規
定
す
る
証
明
書
等
の
発
行

状
況
及
び
そ
の
担
当
者
の
氏
名

の
状
況
及
び
そ
の
担
当
者
の
氏
名

ハ
～
リ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ハ
～
リ

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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十
一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
二

事
業
所
に
お
い
て
用
い
た
資
材

十
二

事
業
所
に
お
い
て
用
い
た
資
材

そ
の
他
の
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物

そ
の
他
の
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物

質
の
放
射
能
濃
度
に
つ
い
て
法
第
六

質
の
放
射
能
濃
度
に
つ
い
て
法
第
六

十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
（

く
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
（

以
下
「
放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
」

以
下
「
放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
」

と
い
う
。
）
の
記
録

と
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
記
録

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

（
管
理
区
域
へ
の
立
入
制
限
等
）

（
管
理
区
域
へ
の
立
入
制
限
等
）

第
二
十
七
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物
管
理

第
二
十
七
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物
管
理

事
業
者
は
、
管
理
区
域
及
び
周
辺
監
視
区
域
を
定
め
、
こ
れ
ら
の
区
域
に
お

事
業
者
は
、
管
理
区
域
及
び
周
辺
監
視
区
域
を
定
め
、
こ
れ
ら
の
区
域
に
お

い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

管
理
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

一

管
理
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ

壁
、
柵
等
の
区
画
物
に
よ
つ
て
区
画
す
る
ほ
か
、
標
識
を
設
け
る
こ

イ

壁
、
さ
く
等
の
区
画
物
に
よ
つ
て
区
画
す
る
ほ
か
、
標
識
を
設
け
る

と
に
よ
つ
て
明
ら
か
に
他
の
場
所
と
区
別
し
、
か
つ
、
放
射
線
等
の
危

こ
と
に
よ
つ
て
明
ら
か
に
他
の
場
所
と
区
別
し
、
か
つ
、
放
射
線
等
の

険
性
の
程
度
に
応
じ
て
人
の
立
入
制
限
、
鍵
の
管
理
等
の
措
置
を
講
ず

危
険
性
の
程
度
に
応
じ
て
人
の
立
入
制
限
、
か
ぎ
の
管
理
等
の
措
置
を

る
こ
と
。

講
ず
る
こ
と
。

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

二

周
辺
監
視
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二

周
辺
監
視
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

境
界
に
柵
又
は
標
識
を
設
け
る
等
の
方
法
に
よ
つ
て
周
辺
監
視
区
域

ロ

境
界
に
さ
く
又
は
標
識
を
設
け
る
等
の
方
法
に
よ
つ
て
周
辺
監
視
区

に
業
務
上
立
ち
入
る
者
以
外
の
者
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。
た
だ

域
に
業
務
上
立
ち
入
る
者
以
外
の
者
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。
た

し
、
当
該
区
域
に
人
が
立
ち
入
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場

だ
し
、
当
該
区
域
に
人
が
立
ち
入
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
線
量
等
に
関
す
る
措
置
）

（
線
量
等
に
関
す
る
措
置
）

第
二
十
八
条

（
略
）

第
二
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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３

前
項
の
規
定
に
よ
り
緊
急
作
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
線
業

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
緊
急
作
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
線
業

務
従
事
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば

務
従
事
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
原
子
力
災
害
対
策

三

原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
原
子
力
災
害
対
策

特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
八
条
第
三
項
に
規

特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
八
条
第
三
項
に
規

定
す
る
原
子
力
防
災
要
員
、
同
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
防

定
す
る
原
子
力
防
災
要
員
、
同
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
防

災
管
理
者
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
副
原
子
力
防
災
管
理
者
で
あ
る

災
管
理
者
又
は
同
法
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
副
原
子
力
防
災
管
理
者
で

こ
と
。

あ
る
こ
と
。

（
廃
棄
物
管
理
施
設
の
施
設
定
期
自
主
検
査
）

（
廃
棄
物
管
理
施
設
の
施
設
定
期
自
主
検
査
）

第
三
十
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物
管
理
事

第
三
十
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物
管
理
事

業
者
は
、
次
の
各
号
（
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た

業
者
は
、
次
の
各
号
（
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た

場
合
は
第
一
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
検
査
に
関
す
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ

場
合
は
第
一
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
検
査
に
関
す
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

廃
棄
物
管
理
施
設
の
保
安
の
た
め
に
直
接
関
連
を
有
す
る
計
器
及
び
放

三

廃
棄
物
管
理
施
設
の
保
安
の
た
め
に
直
接
関
連
を
有
す
る
計
器
及
び
放

射
線
測
定
器
に
つ
い
て
は
、
較
正
を
一
年
ご
と
に
行
う
こ
と
。

射
線
測
定
器
に
つ
い
て
は
、
較
正
を
一
年
ご
と
に
行
う
こ
と
。

こ
う

２

法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
廃
棄
物
管
理
事
業
者

２

法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
廃
棄
物
管
理
事
業
者

は
、
当
該
認
可
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の

は
、
当
該
認
可
若
し
く
は
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用

六
第
三
項
の
変
更
の
認
可
に
係
る
申
請
書
又
は
そ
れ
ら
の
添
付
書
類
に
記
載

す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
変
更
の
認
可
に
係
る
申
請
書
又
は
そ
れ
ら

さ
れ
た
廃
棄
物
管
理
施
設
の
性
能
が
維
持
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て

の
添
付
書
類
に
記
載
さ
れ
た
廃
棄
物
管
理
施
設
の
性
能
が
維
持
さ
れ
て
い
る

の
検
査
を
一
年
ご
と
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
検
査
を
一
年
ご
と
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
所
内
の
運
搬
）

（
事
業
所
内
の
運
搬
）

第
三
十
二
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物
管
理

第
三
十
二
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物
管
理

事
業
者
は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
内
の
核
燃
料
物
質
等
の

事
業
者
は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
内
の
核
燃
料
物
質
等
の

運
搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

運
搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）
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ロ

容
易
か
つ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

ロ

容
易
か
つ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
亀
裂
、
破
損
等
が

さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
裂
、
破
損
等
が

生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
～
八

（
略
）

三
～
八

（
略
）

九

運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

九

運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
つ
て
、
反
復

え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
つ
て
、
反
復

使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

も
の
を
い
う
。
）
に
収
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
収
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
つ
て
は
、
当

）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬
す
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
原
子
力
規
制
委
員
会

該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬
す
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
原
子
力

の
定
め
る
標
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

規
制
委
員
会
の
定
め
る
標
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
事
業
所
内
の
廃
棄
）

（
事
業
所
内
の
廃
棄
）

第
三
十
三
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物
管
理

第
三
十
三
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物
管
理

事
業
者
は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
放

事
業
者
は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
放

射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば

射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

第
五
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄
物

七

第
五
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄
物

を
容
器
に
封
入
す
る
と
き
は
、
当
該
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

を
容
器
に
封
入
す
る
と
き
は
、
当
該
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

亀
裂
又
は
破
損
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

き
裂
又
は
破
損
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

容
器
の
蓋
が
容
易
に
外
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

容
器
の
ふ
た
が
容
易
に
外
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八

（
略
）

八

（
略
）

九

第
五
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄
物

九

第
五
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄
物

を
放
射
線
障
害
防
止
の
効
果
を
持
つ
た
保
管
廃
棄
施
設
に
保
管
廃
棄
す
る

を
放
射
線
障
害
防
止
の
効
果
を
持
つ
た
保
管
廃
棄
施
設
に
保
管
廃
棄
す
る

と
き
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

と
き
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

放
射
性
廃
棄
物
を
容
器
に
封
入
し
て
保
管
廃
棄
す
る
と
き
は
、
当
該

イ

放
射
性
廃
棄
物
を
容
器
に
封
入
し
て
保
管
廃
棄
す
る
と
き
は
、
当
該

容
器
に
亀
裂
若
し
く
は
破
損
が
生
じ
た
場
合
に
封
入
さ
れ
た
放
射
性
廃

容
器
に
き
裂
若
し
く
は
破
損
が
生
じ
た
場
合
に
封
入
さ
れ
た
放
射
性
廃
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棄
物
の
全
部
を
吸
収
で
き
る
材
料
で
当
該
容
器
を
包
み
、
又
は
収
容
で

棄
物
の
全
部
を
吸
収
で
き
る
材
料
で
当
該
容
器
を
包
み
、
又
は
収
容
で

き
る
受
皿
を
当
該
容
器
に
設
け
る
こ
と
等
に
よ
り
、
汚
染
の
広
が
り
を

き
る
受
皿
を
当
該
容
器
に
設
け
る
こ
と
等
に
よ
り
、
汚
染
の
広
が
り
を

防
止
す
る
こ
と
。

防
止
す
る
こ
と
。

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

十
～
十
三

（
略
）

十
～
十
三

（
略
）

（
防
護
措
置
）

（
防
護
措
置
）

第
三
十
三
条
の
三

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物

第
三
十
三
条
の
三

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物

管
理
事
業
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
区
分
に
応

管
理
事
業
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
略
）

三
～
六

（
略
）

（
略
）

三
～
六

（
略
）

（
略
）

七
・
八

（
略
）

（
略
）

七
・
八

（
略
）

（
略
）

九

照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
（
照
射
さ
れ
た
同
号

九

照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
（
照
射
さ
れ
た
同
号

ニ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
つ
て
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か
ら

ニ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
つ
て
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か
ら

一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ

一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ

毎
時
を
超
え
て
い
た
も
の
並
び
に
次
号
及
び
第
十
三
号
に

毎
時
を
超
え
て
い
た
も
の
並
び
に
第
十
号
及
び
第
十
三
号

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

十
～
十
四

（
略
）

十
～
十
四

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

第
三
十
四
条
の
二

（
略
）

第
三
十
四
条
の
二

（
略
）

２

前
項
の
検
査
に
つ
い
て
の
法
第
五
十
一
条
の
十
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用

２

前
項
の
検
査
に
つ
い
て
の
法
第
五
十
一
条
の
十
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
十
二
条
第
六
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
次

す
る
法
第
十
二
条
第
六
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
次

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

事
務
所
又
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

一

事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
核
物
質
防
護
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

（
核
物
質
防
護
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

第
三
十
五
条
の
二
の
二

（
略
）

第
三
十
五
条
の
二
の
二

（
略
）
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２

前
項
の
検
査
に
つ
い
て
の
法
第
五
十
一
条
の
二
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準

２

前
項
の
検
査
に
つ
い
て
の
法
第
五
十
一
条
の
二
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
十
二
条
の
二
第
六
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事

用
す
る
法
第
十
二
条
の
二
第
六
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事

項
は
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

項
は
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

事
務
所
又
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

一

事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

第
三
十
五
条
の
六

（
略
）

第
三
十
五
条
の
六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
と
す
る
。

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
、
写
し
一
通
と
す
る
。

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
三
十
五
条
の
七

（
略
）

第
三
十
五
条
の
七

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
と
す
る
。

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
、
写
し
一
通
と
す
る
。

（
廃
止
措
置
の
終
了
の
確
認
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
の
終
了
の
確
認
の
申
請
）

第
三
十
五
条
の
十

（
略
）

第
三
十
五
条
の
十

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
と
す
る
。

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
、
写
し
一
通
と
す
る
。

（
旧
廃
棄
事
業
者
等
の
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
旧
廃
棄
事
業
者
等
の
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
三
十
五
条
の
十
四

法
第
五
十
一
条
の
二
十
六
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
三
十
五
条
の
十
四

法
第
五
十
一
条
の
二
十
六
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
十
二
条
の
七
第
四
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
廃
棄
物
管
理
事

法
第
十
二
条
の
七
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
五
十
一
条
の
二
十
六
第
二

業
者
に
係
る
者
に
限
る
。
）
は
、
第
三
十
五
条
の
七
の
規
定
の
例
に
よ
り
申

項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
廃
止
措
置
計
画
に
つ
い
て
変
更
の
認
可
を

請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

受
け
よ
う
と
す
る
者
（
廃
棄
物
管
理
事
業
者
に
係
る
者
に
限
る
。
）
は
、
第

三
十
五
条
の
七
の
規
定
の
例
に
よ
り
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

第
三
十
五
条
の
十
六

法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物
管
理
事

第
三
十
五
条
の
十
六

法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物
管
理
事
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業
者
（
旧
廃
棄
事
業
者
等
（
廃
棄
物
管
理
事
業
者
に
係
る
者
に
限
る
。
）
を

業
者
（
旧
廃
棄
事
業
者
等
（
廃
棄
物
管
理
事
業
者
に
係
る
者
に
限
る
。
）
を

含
む
。
次
条
及
び
第
四
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

含
む
。
以
下
次
条
及
び
第
四
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に

る
処
置
を
十
日
以
内
に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

対
す
る
処
置
を
十
日
以
内
に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

。

な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

廃
棄
物
管
理
施
設
の
故
障
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
等
を
限
定
さ
れ
た
区

三

廃
棄
物
管
理
施
設
の
故
障
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
等
を
限
定
さ
れ
た
区

域
に
閉
じ
込
め
る
機
能
、
外
部
放
射
線
に
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る

域
に
閉
じ
込
め
る
機
能
、
外
部
放
射
線
に
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る

た
め
の
放
射
線
の
遮
蔽
機
能
若
し
く
は
廃
棄
物
管
理
施
設
に
お
け
る
火
災

た
め
の
放
射
線
の
遮
へ
い
機
能
若
し
く
は
廃
棄
物
管
理
施
設
に
お
け
る
火

若
し
く
は
爆
発
の
防
止
の
機
能
を
喪
失
し
、
又
は
喪
失
す
る
お
そ
れ
が
あ

災
若
し
く
は
爆
発
の
防
止
の
機
能
を
喪
失
し
、
又
は
喪
失
す
る
お
そ
れ
が

つ
た
こ
と
に
よ
り
、
放
射
性
廃
棄
物
の
処
理
又
は
管
理
に
支
障
を
及
ぼ
し

あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
放
射
性
廃
棄
物
の
処
理
又
は
管
理
に
支
障
を
及
ぼ

た
と
き
。

し
た
と
き
。

四
～
七

（
略
）

四
～
七

（
略
）

八

廃
棄
物
管
理
施
設
の
故
障
そ
の
他
の
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
こ
と
に
よ

八

廃
棄
物
管
理
施
設
の
故
障
そ
の
他
の
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
こ
と
に
よ

り
、
核
燃
料
物
質
等
が
管
理
区
域
内
で
漏
え
い
し
た
と
き
。
た
だ
し
、
次

り
、
核
燃
料
物
質
等
が
管
理
区
域
内
で
漏
え
い
し
た
と
き
。
た
だ
し
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
（
漏
え
い
に
係
る
場
所
に
つ
い
て
人
の
立

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
（
漏
え
い
に
係
る
場
所
に
つ
い
て
人
の
立

入
制
限
、
鍵
の
管
理
等
の
措
置
を
新
た
に
講
じ
た
と
き
又
は
漏
え
い
し
た

入
制
限
、
か
ぎ
の
管
理
等
の
措
置
を
新
た
に
講
じ
た
と
き
又
は
漏
え
い
し

物
が
管
理
区
域
外
に
広
が
つ
た
と
き
を
除
く
。
）
を
除
く
。

た
物
が
管
理
区
域
外
に
広
が
つ
た
と
き
を
除
く
。
）
を
除
く
。

イ

漏
え
い
し
た
液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
が
当
該
漏
え
い
に
係
る
設
備

イ

漏
え
い
し
た
液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
が
当
該
漏
え
い
に
係
る
設
備

の
周
辺
部
に
設
置
さ
れ
た
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
の
外

の
周
辺
部
に
設
置
さ
れ
た
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
の
外

せ
き

に
拡
大
し
な
か
つ
た
と
き
。

に
拡
大
し
な
か
つ
た
と
き
。

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

九
～
十
二

（
略
）

九
～
十
二

（
略
）
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◯

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
四
年
総
理
府
令
第
四
号
）
（
第
十
九
条

関
係
）

改

正

案

現

行

（
閉
じ
込
め
の
機
能
）

（
閉
じ
込
め
の
機
能
）

第
六
条

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
次
に
掲
げ

第
六
条

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
次
に
掲
げ

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
放
射
性
廃
棄
物
を
限
定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ
込
め
る
機

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
放
射
性
廃
棄
物
を
限
定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ
込
め
る
機

能
を
保
持
す
る
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

能
を
保
持
す
る
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
取
り
扱
う
設
備
が
設
置
さ
れ
る
施
設
（
液

四

液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
取
り
扱
う
設
備
が
設
置
さ
れ
る
施
設
（
液

体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
漏
え
い
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
に
限

体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
漏
え
い
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
に
限

る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
施
設
す
る
こ
と
。

る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
施
設
す
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
取
り
扱
う
設
備
の
周
辺
部
又
は
施
設
外

ロ

液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
取
り
扱
う
設
備
の
周
辺
部
又
は
施
設
外

に
通
じ
る
出
入
口
若
し
く
は
そ
の
周
辺
部
に
は
、
液
体
状
の
放
射
性
廃

に
通
じ
る
出
入
口
若
し
く
は
そ
の
周
辺
部
に
は
、
液
体
状
の
放
射
性
廃

棄
物
が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
が
施
設
さ

棄
物
が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
が
施
設
さ

せ
き

れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
施
設
内
部
の
床
面
が
隣
接
す
る
施
設
の
床

れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
施
設
内
部
の
床
面
が
隣
接
す
る
施
設
の
床

面
又
は
地
表
面
よ
り
低
い
場
合
で
あ
っ
て
、
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物

面
又
は
地
表
面
よ
り
低
い
場
合
で
あ
っ
て
、
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物

が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。

。

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

（
受
入
施
設
又
は
管
理
施
設
）

（
受
入
れ
施
設
又
は
管
理
施
設
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

（
放
射
線
管
理
施
設
）

（
放
射
線
管
理
施
設
）

第
十
五
条

事
業
所
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
計
測
す
る
放
射
線
管
理
施
設

第
十
五
条

事
業
所
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
計
測
す
る
放
射
線
管
理
施
設

を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
項
を
直
接

を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
項
を
直
接

計
測
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
こ
れ
を
間
接
的
に
計
測
す
る
施
設
を
も

計
測
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
こ
れ
を
間
接
的
に
計
測
す
る
施
設
を
も

っ
て
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

っ
て
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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一

廃
棄
物
管
理
設
備
本
体
、
放
射
性
廃
棄
物
の
受
入
施
設
等
の
放
射
線
遮

一

廃
棄
物
管
理
設
備
本
体
、
放
射
性
廃
棄
物
の
受
入
れ
施
設
等
の
放
射
線

蔽
物
の
側
壁
に
お
け
る
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
当
量
率

遮
蔽
物
の
側
壁
に
お
け
る
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
当
量
率

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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◯

研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
二
号
）
（
第
二
十
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
五
条

令
第
二
十
条
の
三
の
変
更
の
許
可
の
申
請
書
の
記
載
に
つ
い
て
は
、

第
五
条

令
第
二
十
条
の
三
の
変
更
の
許
可
の
申
請
書
の
記
載
に
つ
い
て
は
、

次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

令
第
二
十
条
の
三
第
三
号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
三

一

令
第
二
十
条
の
三
第
三
号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
三

条
の
三
の
五
第
二
項
第
三
号
の
発
電
用
原
子
炉
の
熱
出
力
の
変
更
に
係
る

条
の
三
の
五
第
二
項
第
三
号
の
発
電
用
原
子
炉
の
熱
出
力
の
変
更
に
係
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
連
続
最
大
熱
出
力
を
記
載
し
、
同
項
第
五
号
の
発
電

場
合
に
あ
っ
て
は
、
連
続
最
大
熱
出
力
を
記
載
し
、
法
第
四
十
三
条
の
三

用
原
子
炉
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て

の
五
第
二
項
第
五
号
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の

は
、
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
っ
て
記
載
し
、
法
第
四

変
更
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
分

十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
第
八
号
の
使
用
済
燃
料
の
処
分
の
方
法
の
変
更

に
よ
っ
て
記
載
し
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
第
八
号
の
使
用
済

に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
売
渡
し
、
貸
付
け
、
返
還
等
の
相
手
方

燃
料
の
処
分
の
方
法
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
売
渡
し
、

及
び
そ
の
方
法
又
は
そ
の
廃
棄
の
方
法
を
記
載
し
、
同
項
第
九
号
の
発
電

貸
付
け
、
返
還
等
の
相
手
方
及
び
そ
の
方
法
又
は
そ
の
廃
棄
の
方
法
を
記

用
原
子
炉
施
設
に
お
け
る
放
射
線
の
管
理
に
関
す
る
事
項
の
変
更
に
係
る

載
し
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
第
九
号
の
発
電
用
原
子
炉
施
設

場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
三
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、

に
お
け
る
放
射
線
の
管
理
に
関
す
る
事
項
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て

法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
第
十
号
の
発
電
用
原
子
炉
の
炉
心
の
著

は
、
第
三
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
法
第
四
十
三
条

し
い
損
傷
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
事
故
に
対
処

の
三
の
五
第
二
項
第
十
号
の
発
電
用
原
子
炉
の
炉
心
の
著
し
い
損
傷
そ
の

す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
及
び
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
の
変
更
に
係

他
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
事
故
に
対
処
す
る
た
め
に
必

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
三
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
っ
て

要
な
施
設
及
び
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
っ

記
載
す
る
こ
と
。

て
は
、
第
三
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
っ
て
記
載
す
る
こ
と

。

二

（
略
）

二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
届
出
を
要
す
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
変
更
）

（
届
出
を
要
す
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
変
更
）

第
六
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
八
第
四
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定

第
六
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
八
第
四
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定

め
る
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
変
更
で
あ
っ
て
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第

め
る
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
変
更
で
あ
っ
て
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第

二
項
第
九
号
又
は
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の
と
す
る

二
項
第
九
号
又
は
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の
と
す
る

。

。
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一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
三
条
第
一
項
第
二
号
ト

の
気
体
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
、
同
号
ト

二

第
三
条
第
一
項
第
二
号
ト

の
気
体
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
、
同
項
第
二

（１）

（２）

（１）

の
液
体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
又
は
同
号
ト

の
固
体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備

号
ト

の
液
体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
又
は
同
項
第
二
号
ト

の
固
体
廃
棄

（３）

（２）

（３）

の
構
造
の
変
更
の
う
ち
、
同
一
の
工
場
又
は
事
業
所
内
に
存
す
る
二
以
上

物
の
廃
棄
設
備
の
構
造
の
変
更
の
う
ち
、
同
一
の
工
場
又
は
事
業
所
内
に

の
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
お
い
て
気
体
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
、
液
体
廃
棄

存
す
る
二
以
上
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
お
い
て
気
体
廃
棄
物
の
廃
棄
施

物
の
廃
棄
設
備
又
は
固
体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
の
全
部
又
は
一
部
を
共
用

設
、
液
体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
又
は
固
体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
の
全
部
又

す
る
も
の

は
一
部
を
共
用
す
る
も
の

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
使
用
前
検
査
合
格
証
）

（
使
用
前
検
査
合
格
証
）

第
二
十
一
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
使
用
前
検
査
に
合
格
し
た
と
認
め
た

第
二
十
一
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
使
用
前
検
査
に
合
格
し
た
と
認
め
た

と
き
は
、
使
用
前
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
使
用
前
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

（
燃
料
体
検
査
合
格
証
）

（
燃
料
体
検
査
合
格
証
）

第
三
十
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
燃
料
体
検
査
に
合
格
し
た
と
認
め
た
と

第
三
十
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
燃
料
体
検
査
に
合
格
し
た
と
認
め
た
と

き
は
、
燃
料
体
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
燃
料
体
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

（
運
転
計
画
）

（
運
転
計
画
）

第
五
十
九
条

（
略
）

第
五
十
九
条

（
略
）

２

当
該
年
度
の
前
年
度
の
二
月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
三
月
三
十
一
日
ま
で

２

当
該
年
度
の
前
年
度
の
二
月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
三
月
三
十
一
日
ま
で

に
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
発
電
用
原
子
炉
の
設
置

に
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
発
電
用
原
子
炉
の
設
置

の
許
可
若
し
く
は
法
第
四
十
三
条
の
三
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の

の
許
可
若
し
く
は
法
第
四
十
三
条
の
三
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の

許
可
を
受
け
、
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
、
そ
の
期
間

許
可
を
受
け
、
又
は
法
第
四
十
三
条
の
三
の
八
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

内
に
運
転
を
開
始
す
る
場
合
に
お
け
る
運
転
計
画
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か

を
し
て
、
そ
の
期
間
内
に
運
転
を
開
始
す
る
場
合
に
お
け
る
運
転
計
画
は
、

わ
ら
ず
、
当
該
許
可
を
受
け
た
後
又
は
当
該
届
出
が
受
理
さ
れ
た
日
か
ら
三

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
許
可
を
受
け
た
後
又
は
当
該
届
出
が
受

十
日
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
短
縮
さ
れ
、
又
は
同
条
第
七
項
の
規
定

理
さ
れ
た
日
か
ら
三
十
日
（
法
第
四
十
三
条
の
三
の
八
第
五
項
の
規
定
に
よ

に
よ
り
延
長
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
短
縮
さ
れ
、
又
は
延
長
さ
れ
た
期
間

り
短
縮
さ
れ
、
又
は
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
場
合
に
は
、

）
を
経
過
後
速
や
か
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

当
該
短
縮
さ
れ
、
又
は
延
長
さ
れ
た
期
間
）
を
経
過
後
速
や
か
に
届
け
出
る

も
の
と
す
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）
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（
記
録
）

（
記
録
）

第
六
十
二
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
一
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
発
電

第
六
十
二
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
一
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
発
電

用
原
子
炉
ご
と
に
、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同

用
原
子
炉
ご
と
に
、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
中
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ

表
中
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ

る
期
間
こ
れ
を
保
存
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
期
間
こ
れ
を
保
存
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保
存
期
間

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保
存
期
間

一
～
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

四

工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お

（
略
）

（
略
）

四

工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お

（
略
）

（
略
）

い
て
貯
蔵
し
よ
う
と
す
る
使
用

い
て
貯
蔵
し
よ
う
と
す
る
使
用

済
燃
料
を
封
入
し
た
容
器
の
記

済
燃
料
を
封
入
し
た
容
器
の
記

録

録

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

真
空
乾
燥
し
た
後
の
真
空

ハ

真
空
乾
燥
し
た
後
の
真
空

度
又
は
不
活
性
ガ
ス
を
充
塡

度
又
は
不
活
性
ガ
ス
を
充
て

し
た
後
の
湿
度
並
び
に
充
塡

ん
し
た
後
の
湿
度
並
び
に
充

し
た
不
活
性
ガ
ス
の
成
分
、

て
ん
し
た
不
活
性
ガ
ス
の
成

量
及
び
圧
力

分
、
量
及
び
圧
力

ニ
・
ホ

（
略
）

ニ
・
ホ

（
略
）

五

放
射
線
管
理
記
録

五

放
射
線
管
理
記
録

イ
～
ト

（
略
）

（
略
）

（
略
）

イ
～
ト

（
略
）

（
略
）

（
略
）

チ

工
場
又
は
事
業
所
の
外
に

（
略
）

（
略
）

チ

工
場
又
は
事
業
所
の
外
に

（
略
）

（
略
）

お
い
て
運
搬
し
た
核
燃
料
物

お
い
て
運
搬
し
た
核
燃
料
物

質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ

質
等
の
種
類
別
の
数
量
、
そ

て
汚
染
さ
れ
た
物
の
種
類
別

の
運
搬
に
使
用
し
た
容
器
の

の
数
量
、
そ
の
運
搬
に
使
用

種
類
並
び
に
そ
の
運
搬
の
日

し
た
容
器
の
種
類
並
び
に
そ

時
及
び
経
路

の
運
搬
の
日
時
及
び
経
路

リ
～
ル

（
略
）

（
略
）

（
略
）

リ
～
ル

（
略
）

（
略
）

（
略
）

六
～
十
二

（
略
）

（
略
）

（
略
）

六
～
十
二

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
三

工
場
又
は
事
業
所
に
お
い

十
三

工
場
又
は
事
業
所
に
お
い

て
用
い
た
資
材
そ
の
他
の
物
に

て
用
い
た
資
材
そ
の
他
の
物
に
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含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
放
射

含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
放
射

能
濃
度
に
つ
い
て
法
第
六
十
一

能
濃
度
に
つ
い
て
法
第
六
十
一

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
も

く
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
も

の
（
以
下
「
放
射
能
濃
度
確
認

の
（
以
下
「
放
射
能
濃
度
確
認

対
象
物
」
と
い
う
。
）
の
記
録

対
象
物
」
と
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
の
記
録

イ
～
ハ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

（
線
量
等
に
関
す
る
措
置
）

（
線
量
等
に
関
す
る
措
置
）

第
七
十
四
条

（
略
）

第
七
十
四
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
緊
急
作
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
線
業

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
緊
急
作
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
線
業

務
従
事
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば

務
従
事
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
原
子
力
災
害
対
策

三

原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
原
子
力
災
害
対
策

特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
八
条
第
三
項
に
規

特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
八
条
第
三
項
に
規

定
す
る
原
子
力
防
災
要
員
、
同
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
防

定
す
る
原
子
力
防
災
要
員
、
同
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
防

災
管
理
者
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
副
原
子
力
防
災
管
理
者
で
あ
る

災
管
理
者
又
は
同
法
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
副
原
子
力
防
災
管
理
者
で

こ
と
。

あ
る
こ
と
。

（
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
守
管
理
）

（
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
守
管
理
）

第
七
十
六
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電

第
七
十
六
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電

用
原
子
炉
設
置
者
は
、
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
中
及
び
運
転
停
止
中
に
お
け

用
原
子
炉
設
置
者
は
、
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
中
及
び
運
転
停
止
中
に
お
け

る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
に
行
う
点
検
、
試
験
、
検
査
、
補
修

る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
に
行
う
点
検
、
試
験
、
検
査
、
補
修

、
取
替
え
、
改
造
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
（
以
下
「
保
守
管
理
」
と
い
う
。

、
取
替
え
、
改
造
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
（
以
下
「
保
守
管
理
」
と
い
う
。

）
に
関
し
、
発
電
用
原
子
炉
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

）
に
関
し
、
発
電
用
原
子
炉
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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三

第
一
号
又
は
前
号
に
規
定
す
る
保
守
管
理
方
針
に
従
っ
て
達
成
す
べ
き

三

第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
保
守
管
理
方
針
に
従
っ
て
達
成
す
べ

保
守
管
理
の
目
標
（
第
一
号
に
規
定
す
る
保
守
管
理
方
針
に
係
る
保
守
管

き
保
守
管
理
の
目
標(

第
一
号
に
規
定
す
る
保
守
管
理
方
針
に
係
る
保
守

理
の
目
標
に
あ
っ
て
は
、
発
電
用
原
子
炉
及
び
保
守
管
理
の
重
要
度
が
高

管
理
の
目
標
に
あ
っ
て
は
、
発
電
用
原
子
炉
及
び
保
守
管
理
の
重
要
度
が

い
系
統
に
つ
い
て
定
量
的
に
定
め
る
保
守
管
理
の
目
標
を
含
む
。
以
下
同

高
い
系
統
に
つ
い
て
定
量
的
に
定
め
る
保
守
管
理
の
目
標
を
含
む
。
以
下

じ
。
）
を
定
め
る
こ
と
。

同
じ
。)

を
定
め
る
こ
と
。

四
～
七

（
略
）

四
～
七

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動

（
内
部

水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動

い
つ

を
行
う
体
制
の
整
備
）

を
行
う
体
制
の
整
備
）

第
七
十
九
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電

第
七
十
九
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電

用
原
子
炉
設
置
者
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
（
以
下
「
内

用
原
子
炉
設
置
者
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
に
お
け
る

水
（
以
下
「
内

い
つ

部
溢
水
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の

部

水
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の

い
つ

保
全
の
た
め
の
体
制
の
整
備
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

保
全
の
た
め
の
体
制
の
整
備
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一

内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活

一

内
部

水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活

い
つ

動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。

動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。

二

内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活

二

内
部

水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活

い
つ

動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
要
員
を
配
置
す
る
こ
と
。

動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
要
員
を
配
置
す
る
こ
と
。

三

内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活

三

内
部

水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活

い
つ

動
を
行
う
要
員
に
対
す
る
訓
練
に
関
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

動
を
行
う
要
員
に
対
す
る
訓
練
に
関
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四

内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活

四

内
部

水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活

い
つ

動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
照
明
器
具
、
無
線
機
器
そ
の
他
の
資
機
材
を
備

動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
照
明
器
具
、
無
線
機
器
そ
の
他
の
資
機
材
を
備

え
付
け
る
こ
と
。

え
付
け
る
こ
と
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
内
部

水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用

い
つ

原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備

原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備

す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

六

（
略
）

六

（
略
）

（
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
）

（
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
）

第
八
十
二
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電

第
八
十
二
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電
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用
原
子
炉
設
置
者
は
、
次
に
掲
げ
る
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
に
関
す
る
措
置

用
原
子
炉
設
置
者
は
、
次
に
掲
げ
る
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
に
関
す
る
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
三
第

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
三
第

二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

運
転
上
の
制
限
（
保
安
規
定
で
定
め
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
運
転
に

六

運
転
上
の
制
限
（
保
安
規
定
で
定
め
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
運
転
に

関
す
る
条
件
で
あ
っ
て
、
当
該
条
件
を
逸
脱
し
た
場
合
に
発
電
用
原
子
炉

関
す
る
条
件
で
あ
っ
て
、
当
該
条
件
を
逸
脱
し
た
場
合
に
発
電
用
原
子
炉

設
置
者
が
講
ず
べ
き
措
置
が
保
安
規
定
で
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
い
う

設
置
者
が
講
ず
べ
き
措
置
が
保
安
規
定
で
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
い
う

。
第
百
二
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
逸
脱
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を

。
以
下
第
百
二
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
逸
脱
し
た
と
き
は
、
そ
の

直
ち
に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
報
告
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
条
第
五
号

旨
を
直
ち
に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
報
告
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
百
二

に
掲
げ
る
と
き
を
除
く
。

十
九
条
第
五
号
に
掲
げ
る
と
き
を
除
く
。

七
・
八

（
略
）

七
・
八

（
略
）

（
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
廃
棄
）

（
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
廃
棄
）

第
八
十
五
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電

第
八
十
五
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電

用
原
子
炉
設
置
者
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所

用
原
子
炉
設
置
者
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所

に
お
い
て
行
わ
れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を

に
お
い
て
行
わ
れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

第
六
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄
物

九

第
六
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄
物

を
容
器
に
封
入
す
る
と
き
は
、
当
該
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

を
容
器
に
封
入
す
る
と
き
は
、
当
該
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

容
器
の
蓋
が
容
易
に
外
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

容
器
の
ふ
た
が
容
易
に
外
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
～
十
五

（
略
）

十
～
十
五

（
略
）

（
防
護
措
置
）

（
防
護
措
置
）

第
八
十
六
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電

第
八
十
六
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電

用
原
子
炉
設
置
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
区
分

用
原
子
炉
設
置
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一
～
六

（
略
）

（
略
）

一
～
六

（
略
）

（
略
）
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七
・
八

（
略
）

（
略
）

七
・
八

（
略
）

（
略
）

九

照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
（
照
射
さ
れ
た
同
号

九

照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
（
照
射
さ
れ
た
同
号

ニ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か
ら

ニ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か
ら

一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ

一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ

毎
時
を
超
え
て
い
た
も
の
及
び
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

毎
時
を
超
え
て
い
た
も
の
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
も
の
を

く
。
）

除
く
。
）

十
・
十
一

（
略
）

十
・
十
一

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
保
安
規
定
）

（
保
安
規
定
）

第
八
十
七
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
規

第
八
十
七
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
規

定
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
工
場
又
は

定
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
工
場
又
は

事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
保
安
規
定
を
定
め
、
こ
れ
を

事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
保
安
規
定
を
定
め
、
こ
れ
を

記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
二
十

（
略
）

一
～
二
十

（
略
）

二
十
一

内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め

二
十
一

内
部

水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め

い
つ

の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二
～
二
十
八

（
略
）

二
十
二
～
二
十
八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
三
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

３

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
三
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

、
当
該
認
可
の
日
ま
で
に
、
当
該
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
廃
止
措
置
計
画

、
当
該
認
可
の
日
ま
で
に
、
当
該
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
廃
止
措
置
計
画

に
定
め
ら
れ
て
い
る
廃
止
措
置
を
実
施
す
る
た
め
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の

に
定
め
ら
れ
て
い
る
廃
止
措
置
を
実
施
す
る
た
め
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の

二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
保
安
規
定
に
つ
い
て
次
に
掲

二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
保
安
規
定
に
つ
い
て
次
に
掲

げ
る
事
項
を
追
加
し
、
又
は
変
更
し
た
保
安
規
定
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば

げ
る
事
項
を
追
加
し
、
又
は
変
更
し
た
保
安
規
定
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

一
～
十
七

（
略
）

一
～
十
七

（
略
）

十
八

内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の

十
八

内
部

水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の

い
つ

活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
（
廃
止
措
置
対
象
施
設
内
に
第

活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
（
廃
止
措
置
対
象
施
設
内
に
第

百
十
一
条
第
一
項
第
六
号
の
性
能
維
持
施
設
が
存
在
し
な
い
場
合
を
除
く

百
十
一
条
第
一
項
第
六
号
の
性
能
維
持
施
設
が
存
在
し
な
い
場
合
を
除
く

。
）
。

。
）
。

十
九
～
二
十
七

（
略
）

十
九
～
二
十
七

（
略
）
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４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

第
八
十
八
条

（
略
）

第
八
十
八
条

（
略
）

２

前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
第
五
項
の

２

前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
行
う
も
の
と
す
る
。

規
定
に
よ
る
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
行
う
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

燃
料
の
取
替
え
に
係
る
操
作
（
炉
心
か
ら
の
燃
料
の
取
出
し
及
び
装
荷

二

燃
料
の
取
替
え
に
係
る
操
作
（
炉
心
か
ら
の
燃
料
の
取
り
出
し
及
び
装

の
た
め
の
操
作
を
い
う
。
）

荷
の
た
め
の
操
作
を
い
う
。
）

三

（
略
）

三

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
発
電
用
原
子
炉
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
）

（
発
電
用
原
子
炉
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
）

第
八
十
九
条

（
略
）

第
八
十
九
条

（
略
）

２

令
第
二
十
条
の
五
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

２

令
第
二
十
条
の
五
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
に
よ
る
放
射

八

核
燃
料
物
質
等
に
よ
る
放
射
線
の
被
ば
く
管
理
及
び
放
射
性
廃
棄
物
の

線
の
被
ば
く
管
理
及
び
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
す
る
説
明
書

廃
棄
に
関
す
る
説
明
書

九
・
十

（
略
）

九
・
十

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
評
価
の
結
果
等
の
届
出
）

（
評
価
の
結
果
等
の
届
出
）

第
九
十
四
条
の
四

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届

第
九
十
四
条
の
四

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
安
全
性
向
上
評
価
を
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、
当

出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
安
全
性
向
上
評
価
を
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、
当

該
安
全
性
向
上
評
価
の
結
果
、
当
該
安
全
性
向
上
評
価
に
係
る
調
査
及
び
分

該
評
価
の
結
果
、
当
該
評
価
に
係
る
調
査
及
び
分
析
並
び
に
評
定
の
方
法
並

析
並
び
に
評
定
の
方
法
並
び
に
次
条
に
定
め
る
事
項
（
以
下
「
評
価
の
結
果

び
に
次
条
に
定
め
る
事
項
（
以
下
「
評
価
の
結
果
等
」
と
い
う
。
）
を
原
子

等
」
と
い
う
。
）
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

力
規
制
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
届
出
事
項
）

（
届
出
事
項
）
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第
九
十
四
条
の
五

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
第
三
項
の
原
子
力
規
制
委

第
九
十
四
条
の
五

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
第
三
項
の
原
子
力
規
制
委

員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

安
全
性
向
上
評
価
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

二

当
該
安
全
性
向
上
評
価
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
名
称
及
び
所
在

地

（
評
価
に
係
る
調
査
及
び
分
析
並
び
に
評
定
の
方
法
）

（
評
価
に
係
る
調
査
及
び
分
析
並
び
に
評
定
の
方
法
）

第
九
十
四
条
の
六

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
第
四
項
に
規
定
す
る
原
子

第
九
十
四
条
の
六

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
第
四
項
に
規
定
す
る
原
子

力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

発
電
用
原
子
炉
施
設
に
お
い
て
予
想
さ
れ
る
事
故
の
発
生
及
び
拡
大
の

一

発
電
用
原
子
炉
施
設
に
お
い
て
予
想
さ
れ
る
事
故
の
発
生
及
び
拡
大
の

防
止
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
事
故
の
発
生
の
防
止
等
」
と
い
う
。
）

防
止
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
事
故
の
発
生
の
防
止
等
」
と
い
う
。
）

の
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
措
置
及
び
そ
の
措
置
に
よ

の
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
措
置
及
び
そ
の
措
置
に
よ

る
事
故
の
発
生
の
防
止
等
の
効
果
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
す

る
事
故
の
発
生
の
防
止
等
の
効
果
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
す

る
こ
と
。

る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

当
該
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十

ロ

当
該
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十

四
第
一
項
の
認
可
又
は
変
更
の
認
可
を
受
け
た
保
安
規
定
に
定
め
る
措

四
の
認
可
又
は
変
更
の
認
可
を
受
け
た
保
安
規
定
に
定
め
る
措
置
が
講

置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
評
価
の
結
果
等
の
公
表
）

（
評
価
の
結
果
等
の
公
表
）

第
九
十
四
条
の
七

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公

第
九
十
四
条
の
七

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公

表
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、
イ
ン
タ

表
は
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た

ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

後
、
遅
滞
な
く
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
百
十
二
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
百
十
二
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事

第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
。

い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

四

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

五

（
略
）

五

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
申
請
書
及
び
添
付
書
類
）

（
申
請
書
及
び
添
付
書
類
）

第
百
二
十
三
条

前
条
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
申
請
書
及
び
添
付
書
類
を
原

第
百
二
十
三
条

前
条
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
申
請
書
及
び
添
付
書
類
を
原

子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

一

次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

記
録
保
存
業
務
（
第
六
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
引
渡
し
を

ロ

記
録
保
存
業
務
（
第
六
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
引
き
渡
し

受
け
た
記
録
を
保
存
す
る
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
事
務

を
受
け
た
記
録
を
保
存
す
る
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
事

所
の
名
称
及
び
所
在
地

務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

二
～
八

（
略
）

二
～
八

（
略
）

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

第
百
二
十
九
条

法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
発
電
用
原
子
炉
設
置

第
百
二
十
九
条

法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
発
電
用
原
子
炉
設
置

者
（
旧
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
等
を
含
む
。
次
条
及
び
第
百
三
十
一
条
に
お

者
（
旧
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
等
を
含
む
。
以
下
次
条
及
び
第
百
三
十
一
条

い
て
同
じ
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ

を
直
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
十
日
以
内
に
原
子
力
規

の
旨
を
直
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
十
日
以
内
に
原
子

制
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

力
規
制
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
こ
の

九

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
核
燃
料
物
質
等
」
と
い
う
。
）
が
管
理
区
域
外
で
漏
え
い

項
に
お
い
て
「
核
燃
料
物
質
等
」
と
い
う
。
）
が
管
理
区
域
外
で
漏
え
い

し
た
と
き
。

し
た
と
き
。

十

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
故
障
そ
の
他
の
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
こ
と
に

十

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
故
障
そ
の
他
の
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
こ
と
に

よ
り
、
核
燃
料
物
質
等
が
管
理
区
域
内
で
漏
え
い
し
た
と
き
。
た
だ
し
、

よ
り
、
核
燃
料
物
質
等
が
管
理
区
域
内
で
漏
え
い
し
た
と
き
。
た
だ
し
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
（
漏
え
い
に
係
る
場
所
に
つ
い
て
人
の

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
（
漏
え
い
に
係
る
場
所
に
つ
い
て
人
の

立
入
制
限
、
鍵
の
管
理
等
の
措
置
を
新
た
に
講
じ
た
と
き
又
は
漏
え
い
し

立
入
制
限
、
鍵
の
管
理
等
の
措
置
を
新
た
に
講
じ
た
と
き
又
は
漏
え
い
し
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た
物
が
管
理
区
域
外
に
広
が
っ
た
と
き
を
除
く
。
）
を
除
く
。

た
物
が
管
理
区
域
外
に
広
が
っ
た
と
き
を
除
く
。
）
を
除
く
。

イ

漏
え
い
し
た
液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
が
当
該
漏
え
い
に
係
る
設
備

イ

漏
え
い
し
た
液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
が
当
該
漏
え
い
に
係
る
設
備

の
周
辺
部
に
設
置
さ
れ
た
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
の
外

の
周
辺
部
に
設
置
さ
れ
た
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
の
外

せ
き

に
拡
大
し
な
か
っ
た
と
き
。

に
拡
大
し
な
か
っ
た
と
き
。

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

十
一
～
十
四

（
略
）

十
一
～
十
四

（
略
）

（
危
険
時
の
措
置
）

（
危
険
時
の
措
置
）

第
百
三
十
条

法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電
用
原
子
炉
設
置

第
百
三
十
条

法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電
用
原
子
炉
設
置

者
は
、
次
に
掲
げ
る
応
急
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

者
は
、
次
に
掲
げ
る
応
急
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

核
燃
料
物
質
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
場
合
に
は
、
必
要
に
応

二

核
燃
料
物
質
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
場
合
に
は
、
必
要
に
応

じ
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
縄
を
張
り
、

じ
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
な
わ
を
張
り

又
は
標
識
等
を
設
け
、
及
び
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係
者

、
又
は
標
識
等
を
設
け
、
及
び
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係

以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

三
～
六

（
略
）

三
～
六

（
略
）

別
表
第
一
（
第
八
条
、
第
十
一
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
八
条
、
第
十
一
条
関
係
）

工
事
の
種
類

認
可
を
要
す
る
も
の

事
前
届
出
を
要
す
る
も
の

工
事
の
種
類

認
可
を
要
す
る
も
の

事
前
届
出
を
要
す
る
も
の

一

（
略
）

（
略
）

一

（
略
）

（
略
）

二

変
更
の
工
事

二

変
更
の
工
事

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（一）

（一）

発
電
用
原

発
電
用
原

（二）

（二）

子
炉
の
基
数

子
炉
の
基
数

の
増
加
の
工

の
増
加
の
工

事
以
外
の
変

事
以
外
の
変

更
の
工
事
で

更
の
工
事
で

あ
っ
て
、
次

あ
っ
て
、
次

の
発
電
用
原

の
発
電
用
原

子
炉
施
設
に

子
炉
施
設
に

係
る
も
の

係
る
も
の
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１
～
４

（

（
略
）

（
略
）

１
～
４

（

（
略
）

（
略
）

略
）

略
）

５

放
射
性

（
略
）

１

改
造
（
中
欄
に
掲
げ

５

放
射
性

（
略
）

１

改
造
（
中
欄
に
掲
げ

廃
棄
物
の

る
も
の
を
除
く
。
）
で

廃
棄
物
の

る
も
の
を
除
く
。
）
で

廃
棄
施
設

あ
っ
て
、
気
体
、
液
体

廃
棄
施
設

あ
っ
て
、
気
体
、
液
体

若
し
く
は
固
体
廃
棄
物

若
し
く
は
固
体
廃
棄
物

貯
蔵
設
備
（
ポ
ン
プ
を

貯
蔵
設
備
（
ポ
ン
プ
を

除
く
。
）
、
気
体
、
液

除
く
。
）
、
気
体
、
液

体
若
し
く
は
固
体
廃
棄

体
若
し
く
は
固
体
廃
棄

物
処
理
設
備
（
ポ
ン
プ

物
処
理
設
備
（
ポ
ン
プ

、
圧
縮
機
、
送
風
機
、

、
圧
縮
機
、
送
風
機
、

排
風
機
及
び
ブ
ロ
ワ
を

排
風
機
及
び
ブ
ロ
ワ
を

除
く
。
）
、
堰
そ
の
他

除
く
。
）
、
堰
そ
の
他

せ
き

の
設
備
又
は
原
子
炉
格

の
設
備
又
は
原
子
炉
格

納
容
器
本
体
外
の
廃
棄

納
容
器
本
体
外
の
廃
棄

物
貯
蔵
設
備
若
し
く
は

物
貯
蔵
設
備
若
し
く
は

廃
棄
物
処
理
設
備
か
ら

廃
棄
物
処
理
設
備
か
ら

の
流
体
状
の
放
射
性
廃

の
流
体
状
の
放
射
性
廃

棄
物
の
漏
え
い
の
検
出

棄
物
の
漏
え
い
の
検
出

装
置
若
し
く
は
自
動
警

装
置
若
し
く
は
自
動
警

報
装
置
に
係
る
も
の

報
装
置
に
係
る
も
の

２

（
略
）

２

（
略
）

６
・
７

（

（
略
）

（
略
）

６
・
７

（

（
略
）

（
略
）

略
）

略
）

８

そ
の
他

８

そ
の
他

発
電
用
原

発
電
用
原

子
炉
の
附

子
炉
の
附

属
施
設

属
施
設

（
略

（
略
）

（
略
）

（
略

（
略
）

（
略
）

（１）

（１）

）

）

常
用

１
～
４

（
略
）

（
略
）

常
用

１
～
４
（
略
）

（
略
）

（２）

（２）
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電
源
設

５

送
電
線
引
出
口
の

電
源
設

５

送
電
線
引
出
口
の

備

遮
断
器
（
需
要
設
備

備

遮
断
器
（
需
要
設
備

（
電
気
事
業
法
施
行

（
電
気
事
業
法
施
行

令
（
昭
和
四
十
年
政

令
（
昭
和
四
十
年
政

令
第
二
百
六
号
）
第

令
第
二
百
六
号
）
第

二
十
七
条
第
三
項
の

二
十
七
条
の
表
第
十

表
第
十
三
号
に
規
定

三
号
に
規
定
す
る
需

す
る
需
要
設
備
を
い

要
設
備
を
い
う
。
以

う
。
以
下
同
じ
。
）

下
同
じ
。
）
と
電
気

と
電
気
的
に
接
続
す

的
に
接
続
す
る
た
め

る
た
め
の
も
の
を
除

の
も
の
を
除
く
。
）

く
。
）
で
あ
っ
て
、

で
あ
っ
て
、
電
圧
三

電
圧
三
十
万
ボ
ル
ト

十
万
ボ
ル
ト
以
上
の

以
上
の
も
の
の
設
置

も
の
の
設
置
（
ガ
ス
遮

（
ガ
ス
遮
断
器
又
は

断
器
又
は
ガ
ス
遮
断
器

ガ
ス
遮
断
器
以
外
の

以
外
の
遮
断
器
に
替
え

遮
断
器
に
替
え
、
ガ

、
ガ
ス
遮
断
器
を
設
置

ス
遮
断
器
を
設
置
す

す
る
場
合
を
除
く
。
）

る
場
合
を
除
く
。
）

６
～
８

（
略
）

６
～
８

（
略
）

～

（
略
）

～

（
略
）

（３）

（９）

（３）

（９）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
二
（
第
九
条
、
第
十
二
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
九
条
、
第
十
二
条
、
第
十
八
条
関
係
）

発
電
用
原

記
載
す
べ
き
事
項

添
付
書
類
（
認
可
の

発
電
用
原

記
載
す
べ
き
事
項

添
付
書
類
（
認
可
の

子
炉
施
設

一
般
記

設
備
別
記
載
事
項
（
認
可

申
請
又
は
届
出
に
係

子
炉
施
設

一
般
記

設
備
別
記
載
事
項
（
認
可

申
請
又
は
届
出
に
係

の
種
類

載
事
項

の
申
請
又
は
届
出
に
係
る

る
工
事
の
内
容
に
関

の
種
類

載
事
項

の
申
請
又
は
届
出
に
係
る

る
工
事
の
内
容
に
関

工
事
の
内
容
に
関
係
あ
る

係
あ
る
も
の
に
限
る

工
事
の
内
容
に
関
係
あ
る

係
あ
る
も
の
に
限
る

も
の
に
限
る
。
）

。
）

も
の
に
限
る
。
）

。
）

各
発
電
用

（
略
）

（
略
）

各
発
電
用

（
略
）

（
略
）

原
子
炉
施

発
電
用
原
子
炉
施
設

原
子
炉
施

発
電
用
原
子
炉
施
設
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設
に
共
通

の
溢
水
防
護
に
関
す

設
に
共
通

の

水
防
護
に
関
す

い
つ

る
説
明
書

る
説
明
書

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

放
射
性
廃

１
・
２

（
略
）

（
略
）

放
射
性
廃

１
・
２

（
略
）

（
略
）

棄
物
の
廃

３

堰
そ
の
他
の
設
備
に

棄
物
の
廃

３

堰
そ
の
他
の
設
備
に

せ
き

棄
施
設

係
る
次
の
事
項

棄
施
設

係
る
次
の
事
項

原
子
炉
格
納
容
器

原
子
炉
格
納
容
器

（１）

（１）

本
体
外
に
設
置
さ
れ

本
体
外
に
設
置
さ
れ

る
流
体
状
の
放
射
性

る
流
体
状
の
放
射
性

廃
棄
物
（
気
体
状
の

廃
棄
物
（
気
体
状
の

も
の
を
除
く
。
以
下

も
の
を
除
く
。
以
下

同
じ
。
）
を
内
包
す

同
じ
。
）
を
内
包
す

る
容
器
（
放
射
性
物

る
容
器
（
放
射
性
物

質
の
濃
度
が
三
十
七

質
の
濃
度
が
三
十
七

キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立

キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立

方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
上
の
流
体
状
の
放

以
上
の
流
体
状
の
放

射
性
廃
棄
物
を
内
包

射
性
廃
棄
物
を
内
包

す
る
も
の
に
限
る
。

す
る
も
の
に
限
る
。

）
か
ら
の
流
体
状
の

）
か
ら
の
流
体
状
の

放
射
性
廃
棄
物
の
漏

放
射
性
廃
棄
物
の
漏

え
い
の
拡
大
を
防
止

え
い
の
拡
大
を
防
止

す
る
た
め
に
施
設
す

す
る
た
め
に
施
設
す

る
堰
の
名
称
、
主
要

る
堰
の
名
称
、
主
要

せ
き

寸
法
、
材
料
及
び
取

寸
法
、
材
料
及
び
取

付
箇
所
並
び
に
床
面

付
箇
所
並
び
に
床
面

及
び
壁
面
の
塗
装
の

及
び
壁
面
の
塗
装
の

範
囲
及
び
材
料

範
囲
及
び
材
料

原
子
炉
格
納
容
器

原
子
炉
格
納
容
器

（２）

（２）

本
体
外
に
設
置
さ
れ

本
体
外
に
設
置
さ
れ
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る
流
体
状
の
放
射
性

る
流
体
状
の
放
射
性

廃
棄
物
を
内
包
す
る

廃
棄
物
を
内
包
す
る

容
器
か
ら
の
流
体
状

容
器
か
ら
の
流
体
状

の
放
射
性
廃
棄
物
の

の
放
射
性
廃
棄
物
の

施
設
外
へ
の
漏
え
い

施
設
外
へ
の
漏
え
い

を
防
止
す
る
た
め
に

を
防
止
す
る
た
め
に

施
設
す
る
堰
（
放
射

施
設
す
る
堰
（
放
射

せ
き

性
廃
棄
物
運
搬
用
容

性
廃
棄
物
運
搬
用
容

器
に
あ
っ
て
は
、
流

器
に
あ
っ
て
は
、
流

体
状
の
放
射
性
廃
棄

体
状
の
放
射
性
廃
棄

物
の
施
設
外
へ
の
漏

物
の
施
設
外
へ
の
漏

え
い
を
防
止
す
る
た

え
い
を
防
止
す
る
た

め
に
施
設
す
る
設
備

め
に
施
設
す
る
設
備

）
の
名
称
、
主
要
寸

）
の
名
称
、
主
要
寸

法
、
材
料
及
び
取
付

法
、
材
料
及
び
取
付

箇
所
並
び
に
床
面
及

箇
所
並
び
に
床
面
及

び
壁
面
の
塗
装
の
範

び
壁
面
の
塗
装
の
範

囲
及
び
材
料

囲
及
び
材
料

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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◯

加
工
施
設
、
再
処
理
施
設
、
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
及
び
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
溶
接
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十

三
号
）
（
第
二
十
一
条
関
係
）改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物

質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い

質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い

て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

２

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

「
加
工
第
三
種
機
器
」
と
は
、
加
工
施
設
に
属
す
る
容
器
又
は
管
の
う

七

「
加
工
第
三
種
機
器
」
と
は
、
加
工
施
設
に
属
す
る
容
器
又
は
管
の
う

ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

六
ふ
っ
化
ウ
ラ
ン
の
加
熱
容
器

ロ

六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
の
加
熱
容
器

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

八
～
二
十
八

（
略
）

八
～
二
十
八

（
略
）

（
特
殊
な
方
法
に
よ
る
溶
接
）

（
特
殊
な
方
法
に
よ
る
溶
接
）

第
二
条

こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
加
工
施
設
、
再
処
理
施
設
、
特
定

第
二
条

こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
加
工
施
設
、
再
処
理
施
設
、
特
定

廃
棄
物
埋
設
施
設
及
び
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
溶
接
を
す
る
こ
と
に
つ
き

廃
棄
物
埋
設
施
設
及
び
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
溶
接
を
す
る
こ
と
に
つ
き

特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
可
を
受

特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
可
を
受

け
て
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
加
工
施
設
、
再
処
理
施
設
、
特
定

け
て
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
加
工
施
設
、
再
処
理
施
設
、
特
定

廃
棄
物
埋
設
施
設
及
び
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
溶
接
を
す
る
こ
と
が
で
き

廃
棄
物
埋
設
施
設
及
び
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
溶
接
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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○

特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
の
取
決
め
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
四
号
）
（
第
二
十
二
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
関
し
取
決
め
が
必
要
な
事
項
）

（
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
関
し
取
決
め
が
必
要
な
事
項
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

２

前
項
の
表
第
一
号
及
び
第
二
号
の
特
定
核
燃
料
物
質
に
係
る
事
項
は
、
次

２

前
項
の
表
第
一
号
及
び
第
二
号
の
特
定
核
燃
料
物
質
に
係
る
事
項
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

本
邦
外
に
お
い
て
、
運
搬
さ
れ
る
特
定
核
燃
料
物
質
が
一
時
貯
蔵
さ
れ

十

本
邦
外
に
お
い
て
、
運
搬
さ
れ
る
特
定
核
燃
料
物
質
が
一
時
貯
蔵
さ
れ

る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る

る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る

者
が
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

者
が
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

防
護
区
域
の
境
界
を
柵
等
の
障
壁
に
よ
っ
て
区
画
し
、
及
び
防
護
区

ロ

防
護
区
域
の
境
界
を
さ
く
等
の
障
壁
に
よ
っ
て
区
画
し
、
及
び
防
護

域
の
出
入
口
の
数
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
す
る
こ
と
又
は
こ
れ
と
同
等

区
域
の
出
入
口
の
数
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
す
る
こ
と
又
は
こ
れ
と
同

以
上
の
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

等
以
上
の
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ハ
・
二

（
略
）

ハ
・
二

（
略
）

３

第
一
項
の
表
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
特
定
核
燃
料
物
質
に
係
る
事
項

３

第
一
項
の
表
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
特
定
核
燃
料
物
質
に
係
る
事
項

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

本
邦
外
に
お
い
て
、
運
搬
さ
れ
る
特
定
核
燃
料
物
質
が
一
時
貯
蔵
さ
れ

二

本
邦
外
に
お
い
て
、
運
搬
さ
れ
る
特
定
核
燃
料
物
質
が
一
時
貯
蔵
さ
れ

る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る

る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る

者
が
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

者
が
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

防
護
区
域
の
境
界
を
柵
等
の
障
壁
に
よ
っ
て
区
画
し
、
防
護
区
域
の

ロ

防
護
区
域
の
境
界
を
さ
く
等
の
障
壁
に
よ
っ
て
区
画
し
、
防
護
区
域

出
入
口
の
数
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
し
、
及
び
防
護
区
域
を
、
警
備
人

の
出
入
口
の
数
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
し
、
及
び
防
護
区
域
を
、
警
備

に
常
時
監
視
さ
せ
若
し
く
は
人
の
侵
入
を
監
視
す
る
た
め
の
装
置
に
よ

人
に
常
時
監
視
さ
せ
若
し
く
は
人
の
侵
入
を
監
視
す
る
た
め
の
装
置
に

り
常
時
監
視
す
る
こ
と
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
特
定
核
燃
料
物
質
の

よ
り
常
時
監
視
す
る
こ
と
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
特
定
核
燃
料
物
質

防
護
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

の
防
護
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）



- 158 -

◯

核
燃
料
物
質
の
受
託
貯
蔵
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
五
号
）
（
第
二
十
三
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

第
一
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

「
管
理
区
域
」
と
は
、
核
燃
料
物
質
の
貯
蔵
施
設
（
以
下
単
に
「
貯
蔵

二

「
管
理
区
域
」
と
は
、
核
燃
料
物
質
の
貯
蔵
施
設
（
次
条
に
お
い
て
単

施
設
」
と
い
う
。
）
の
場
所
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
所
に
お
け
る
外
部
放
射

に
「
貯
蔵
施
設
」
と
い
う
。
）
の
場
所
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
所
に
お
け
る

線
に
係
る
線
量
が
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
を
超
え
、
空
気
中

外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
が
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
を
超
え

の
放
射
性
物
質
（
空
気
又
は
水
の
う
ち
に
自
然
に
含
ま
れ
て
い
る
放
射
性

、
空
気
中
の
放
射
性
物
質
（
空
気
又
は
水
の
う
ち
に
自
然
に
含
ま
れ
て
い

物
質
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
濃
度
が
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る

る
放
射
性
物
質
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
濃
度
が
原
子
力
規
制
委
員
会

濃
度
を
超
え
、
又
は
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
表
面
の
放

の
定
め
る
濃
度
を
超
え
、
又
は
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の

射
性
物
質
の
密
度
が
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
密
度
を
超
え
る
お
そ

表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
密
度
を
超

れ
の
あ
る
も
の
を
い
う
。

え
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
を
い
う
。

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
技
術
上
の
基
準
）

（
技
術
上
の
基
準
）

第
二
条

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（

第
二
条

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
の
貯

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
の
貯

蔵
の
技
術
上
の
基
準
（
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に

蔵
の
技
術
上
の
基
準
（
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に

係
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し

係
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し

、
受
託
貯
蔵
者
で
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
三

、
受
託
貯
蔵
者
で
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
三

号
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
及
び
第
十
四
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い

号
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
及
び
第
十
四
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い

。

。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

六
ふ
っ
化
ウ
ラ
ン
の
貯
蔵
は
、
六
ふ
っ
化
ウ
ラ
ン
が
漏
え
い
す
る
お
そ

四

六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
の
貯
蔵
は
、
六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
が
漏
え
い
す
る
お
そ

れ
が
な
い
構
造
の
容
器
に
封
入
し
て
行
う
こ
と
。

れ
が
な
い
構
造
の
容
器
に
封
入
し
て
行
う
こ
と
。

五

（
略
）

五

（
略
）

六

管
理
区
域
を
設
定
し
、
か
つ
、
当
該
区
域
に
お
い
て
は
、
次
の
措
置
を

六

管
理
区
域
を
設
定
し
、
か
つ
、
当
該
区
域
に
お
い
て
は
、
次
の
措
置
を
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講
ず
る
こ
と
。

講
ず
る
こ
と
。

イ

壁
、
柵
等
の
区
画
物
に
よ
っ
て
区
画
す
る
ほ
か
、
標
識
を
設
け
る
こ

イ

壁
、
さ
く
等
の
区
画
物
に
よ
っ
て
区
画
す
る
ほ
か
、
標
識
を
設
け
る

と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
他
の
場
所
と
区
別
し
、
か
つ
、
放
射
線
業
務
従

こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
他
の
場
所
と
区
別
し
、
か
つ
、
放
射
線
業
務

事
者
以
外
の
者
が
当
該
区
域
に
立
ち
入
る
場
合
は
、
放
射
線
業
務
従
事

従
事
者
以
外
の
者
が
当
該
区
域
に
立
ち
入
る
場
合
は
、
放
射
線
業
務
従

者
の
指
示
に
従
わ
せ
る
こ
と
。

事
者
の
指
示
に
従
わ
せ
る
こ
と
。

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

七

周
辺
監
視
区
域
を
設
定
し
、
か
つ
、
当
該
区
域
に
お
い
て
は
、
次
の
措

七

周
辺
監
視
区
域
を
設
定
し
、
か
つ
、
当
該
区
域
に
お
い
て
は
、
次
の
措

置
を
講
ず
る
こ
と
。

置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

境
界
に
柵
又
は
標
識
を
設
け
る
等
の
方
法
に
よ
っ
て
周
辺
監
視
区
域

ロ

境
界
に
さ
く
又
は
標
識
を
設
け
る
等
の
方
法
に
よ
っ
て
周
辺
監
視
区

に
業
務
上
立
ち
入
る
者
以
外
の
者
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。
た
だ

域
に
業
務
上
立
ち
入
る
者
以
外
の
者
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。
た

し
、
当
該
区
域
に
人
が
立
ち
入
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場

だ
し
、
当
該
区
域
に
人
が
立
ち
入
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

八
～
十
四

（
略
）

八
～
十
四

（
略
）

第
三
条

法
第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
の
貯
蔵
の
技
術
上
の

第
三
条

法
第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
の
貯
蔵
の
技
術
上
の

基
準
（
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
係
る
部
分
に
限

基
準
（
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
区
分
に
応
じ
、

る
。
）
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

（
略
）

一
～
六

（
略
）

（
略
）

七
・
八

（
略
）

（
略
）

七
・
八

（
略
）

（
略
）

九

照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
（
照
射
さ
れ
た
同
号

九

照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
（
照
射
さ
れ
た
同
号

ニ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か
ら

ニ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か
ら

一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ

一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ

毎
時
を
超
え
て
い
た
も
の
及
び
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

毎
時
を
超
え
て
い
た
も
の
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
も
の
を

く
。
）

除
く
。
）

十

（
略
）

十

（
略
）

２

前
項
の
表
第
一
号
及
び
第
二
号
の
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必

２

前
項
の
表
第
一
号
及
び
第
二
号
の
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必

要
な
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

要
な
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

防
護
区
域
の
周
辺
に
、
防
護
区
域
に
お
け
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護

二

防
護
区
域
の
周
辺
に
、
防
護
区
域
に
お
け
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
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を
よ
り
確
実
に
行
う
た
め
の
区
域
（
以
下
「
周
辺
防
護
区
域
」
と
い
う
。

を
よ
り
確
実
に
行
う
た
め
の
区
域
（
以
下
「
周
辺
防
護
区
域
」
と
い
う
。

）
を
定
め
、
当
該
周
辺
防
護
区
域
を
柵
等
の
障
壁
に
よ
っ
て
区
画
し
、
及

）
を
定
め
、
当
該
周
辺
防
護
区
域
を
さ
く
等
の
障
壁
に
よ
っ
て
区
画
し
、

び
当
該
障
壁
の
周
辺
に
照
明
装
置
等
の
容
易
に
人
の
侵
入
を
確
認
す
る
こ

及
び
当
該
障
壁
の
周
辺
に
照
明
装
置
等
の
容
易
に
人
の
侵
入
を
確
認
す
る

と
が
で
き
る
装
置
を
設
置
す
る
こ
と
。

こ
と
が
で
き
る
装
置
を
設
置
す
る
こ
と
。

三
～
八

（
略
）

三
～
八

（
略
）

九

防
護
区
域
若
し
く
は
周
辺
防
護
区
域
又
は
施
設
の
出
入
口
に
施
錠
す
る

九

防
護
区
域
若
し
く
は
周
辺
防
護
区
域
又
は
施
設
の
出
入
口
に
施
錠
す
る

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ

鍵
及
び
錠
に
つ
い
て
は
、
取
替
え
又
は
構
造
の
変
更
を
行
う
等
複
製

イ

か
ぎ
及
び
錠
に
つ
い
て
は
、
取
替
え
又
は
構
造
の
変
更
を
行
う
等
複

が
困
難
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

製
が
困
難
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ロ

鍵
又
は
錠
に
つ
い
て
不
審
な
点
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
速
や
か

ロ

か
ぎ
又
は
錠
に
つ
い
て
不
審
な
点
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
速
や

に
取
替
え
又
は
構
造
の
変
更
を
行
う
こ
と
。

か
に
取
替
え
又
は
構
造
の
変
更
を
行
う
こ
と
。

ハ

鍵
を
管
理
す
る
者
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
者
に
そ
の
鍵
を
厳

ハ

か
ぎ
を
管
理
す
る
者
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
者
に
そ
の
か
ぎ

重
に
管
理
さ
せ
、
当
該
者
以
外
の
者
が
そ
の
鍵
を
取
り
扱
う
こ
と
を
禁

を
厳
重
に
管
理
さ
せ
、
当
該
者
以
外
の
者
が
そ
の
か
ぎ
を
取
り
扱
う
こ

止
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
鍵
を
一
時
的
に
取
り
扱
う

と
を
禁
止
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
か
ぎ
を
一
時
的
に

こ
と
を
認
め
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

取
り
扱
う
こ
と
を
認
め
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

十
～
十
七

（
略
）

十
～
十
七

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
危
険
時
の
措
置
）

（
危
険
時
の
措
置
）

第
四
条

法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
受
託
貯
蔵
者
は
、
次
の
各

第
四
条

法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
受
託
貯
蔵
者
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
応
急
の
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

号
に
掲
げ
る
応
急
の
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

貯
蔵
施
設
に
火
災
が
起
こ
り
、
又
は
貯
蔵
施
設
に
延
焼
す
る
お
そ
れ
が

一

核
燃
料
物
質
の
貯
蔵
施
設
に
火
災
が
起
こ
り
、
又
は
核
燃
料
物
質
の
貯

あ
る
場
合
に
は
、
消
火
又
は
延
焼
の
防
止
に
努
め
る
と
と
も
に
直
ち
に
そ

蔵
施
設
に
延
焼
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
消
火
又
は
延
焼
の
防
止

の
旨
を
消
防
吏
員
に
通
報
す
る
こ
と
。

に
努
め
る
と
と
も
に
直
ち
に
そ
の
旨
を
消
防
吏
員
に
通
報
す
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

放
射
線
障
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
貯
蔵

三

放
射
線
障
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
核
燃

施
設
の
内
部
に
い
る
者
及
び
付
近
に
い
る
者
に
避
難
す
る
よ
う
警
告
す
る

料
物
質
の
貯
蔵
施
設
の
内
部
に
い
る
者
及
び
付
近
に
い
る
者
に
避
難
す
る

こ
と
。

よ
う
警
告
す
る
こ
と
。

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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◯

使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
百
十
二
号
）
（
第
二
十
四
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
の
事
業
の
許
可
の
申
請
）

（
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
の
事
業
の
許
可
の
申
請
）

第
二
条

法
第
四
十
三
条
の
四
第
二
項
の
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
の
事
業
の
許
可

第
二
条

法
第
四
十
三
条
の
四
第
二
項
の
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
の
事
業
の
許
可

の
申
請
書
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る

の
申
請
書
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る

。

。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
四
十
三
条
の
四
第
二
項
第
四
号
の
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
位
置

二

法
第
四
十
三
条
の
四
第
二
項
第
四
号
の
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
位
置

、
構
造
及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、
次
の
区
分
に
よ
っ
て
記
載
す
る
こ
と
。

、
構
造
及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、
次
の
区
分
に
よ
っ
て
記
載
す
る
こ
と
。

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

使
用
済
燃
料
の
受
入
施
設
の
構
造
及
び
設
備

ニ

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
の
構
造
及
び
設
備

・

（
略
）

・

（
略
）

（１）

（２）

（１）

（２）

最
大
受
入
能
力

最
大
受
入
れ
能
力

（３）

（３）

ホ
～
チ

（
略
）

ホ
～
チ

（
略
）

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

２

前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
第

の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
第

二
項
に
規
定
す
る
事
業
計
画
書
そ
の
他
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る

二
項
に
規
定
す
る
事
業
計
画
書
そ
の
他
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る

書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

次
の
事
項
を
記
載
し
た
事
業
計
画
書

二

次
の
事
項
を
記
載
し
た
事
業
計
画
書

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
の
事
業
の
開
始
の
日
以
後
五
年
内
の
日
を
含
む

ロ

使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
の
事
業
の
開
始
の
日
以
後
五
年
内
の
日
を
含
む

毎
事
業
年
度
の
使
用
済
燃
料
の
種
類
別
の
予
定
受
払
量

毎
事
業
年
度
の
使
用
済
燃
料
の
種
類
別
の
予
定
受
払
い
量

ハ
～
ホ

（
略
）

ハ
～
ホ

（
略
）

三
～
十

（
略
）

三
～
十

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）
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第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

法
第
四
十
三
条
の
四
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の

２

法
第
四
十
三
条
の
四
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の

変
更
に
係
る
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば

変
更
に
係
る
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

次
の
事
項
を
記
載
し
た
事
業
計
画
書

二

次
の
事
項
を
記
載
し
た
事
業
計
画
書

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

変
更
に
係
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
に
よ
る
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
の

ロ

変
更
に
係
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
に
よ
る
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
の

事
業
の
開
始
の
日
以
後
五
年
内
の
日
を
含
む
毎
事
業
年
度
の
使
用
済
燃

事
業
の
開
始
の
日
以
後
五
年
内
の
日
を
含
む
毎
事
業
年
度
の
使
用
済
燃

料
の
種
類
別
の
予
定
受
払
量

料
の
種
類
別
の
予
定
受
入
れ
量

ハ
～
ホ

（
略
）

ハ
～
ホ

（
略
）

三
～
八

（
略
）

三
～
八

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
の
申
請
）

（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
の
申
請
）

第
四
条

法
第
四
十
三
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施

第
四
条

法
第
四
十
三
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施

設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
（
第
十
一
条
に
規
定
す
る
使
用
済
燃
料

設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
（
第
十
一
条
に
規
定
す
る
使
用
済
燃
料

貯
蔵
施
設
で
あ
っ
て
溶
接
を
す
る
も
の
に
関
す
る
溶
接
の
方
法
を
除
く
。
以

貯
蔵
施
設
で
あ
っ
て
溶
接
を
す
る
も
の
に
関
す
る
溶
接
の
方
法
を
除
く
。
以

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

次
の
区
分
に
よ
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の

三

次
の
区
分
に
よ
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の

方
法
（
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
変
更
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更

方
法
（
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
変
更
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

使
用
済
燃
料
の
受
入
施
設

ロ

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設

ハ
～
ヘ

（
略
）

ハ
～
ヘ

（
略
）

四
～
五

（
略
）

四
～
五

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）
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（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
に
係
る
軽
微
な
変
更
）

（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
に
係
る
軽
微
な
変
更
）

第
六
条

法
第
四
十
三
条
の
八
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
原
子
力
規
制
委

第
六
条

法
第
四
十
三
条
の
八
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
原
子
力
規
制
委

員
会
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
設
備
又
は
機
器
の
配
置
の
変
更
で
あ

員
会
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
設
備
又
は
機
器
の
配
置
の
変
更
で
あ

っ
て
、
同
条
第
一
項
の
認
可
又
は
同
条
第
二
項
の
変
更
の
認
可
に
係
る
申
請

っ
て
、
法
第
四
十
三
条
の
八
第
一
項
の
認
可
又
は
同
条
第
二
項
の
変
更
の
認

書
に
記
載
さ
れ
た
放
射
線
遮
蔽
物
の
側
壁
に
お
け
る
線
量
の
値
を
大
き
く
し

可
に
係
る
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
放
射
線
し
ゃ
へ
い
物
の
側
壁
に
お
け
る
線

な
い
も
の
そ
の
他
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
保
全
上
支
障
の
な
い
変
更
と
す

量
の
値
を
大
き
く
し
な
い
も
の
そ
の
他
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
保
全
上
支

る
。

障
の
な
い
変
更
と
す
る
。

（
使
用
前
検
査
の
申
請
）

（
使
用
前
検
査
の
申
請
）

第
七
条

法
第
四
十
三
条
の
九
第
一
項
の
検
査
（
以
下
「
使
用
前
検
査
」
と
い

第
七
条

法
第
四
十
三
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施

う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

設
の
工
事
（
第
十
一
条
に
規
定
す
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
で
あ
っ
て
溶
接

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
す
る
も
の
の
溶
接
を
除
く
。
）
及
び
性
能
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
使
用
前
検
査
の
実
施
）

（
使
用
前
検
査
の
実
施
）

第
八
条

使
用
前
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
各
号

第
八
条

法
第
四
十
三
条
の
九
第
一
項
の
使
用
前
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

に
定
め
る
と
き
に
行
う
。

る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
き
に
行
う
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
本
体
、
使
用
済
燃
料
の
受
入
施
設
又
は
放
射
性

二

使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
本
体
、
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
又
は
放
射

廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
の
組
立
て
に
関
す
る
事
項

そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
の
主

性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
の
組
立
て
に
関
す
る
事
項

そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
の

要
な
部
分
の
寸
法
が
測
定
で
き
る
と
き
又
は
非
破
壊
試
験
、
機
械
試
験
、

主
要
な
部
分
の
寸
法
が
測
定
で
き
る
と
き
又
は
非
破
壊
試
験
、
機
械
試
験

耐
圧
試
験
若
し
く
は
漏
え
い
試
験
を
行
う
と
き
そ
の
他
の
原
子
力
規
制
委

、
耐
圧
試
験
若
し
く
は
漏
え
い
試
験
を
行
う
と
き
そ
の
他
の
原
子
力
規
制

員
会
が
適
当
と
認
め
る
と
き
。

委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
と
き
。

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
使
用
前
検
査
合
格
証
）

（
使
用
前
検
査
合
格
証
）

第
十
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
使
用
前
検
査
に
合
格
し
た
と
認
め
た
と
き

第
十
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
四
十
三
条
の
九
第
一
項
の
使
用
前
検

は
、
使
用
前
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

査
に
合
格
し
た
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
使
用
前
検
査
合
格
証
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を
交
付
す
る
。

（
溶
接
検
査
の
実
施
）

（
溶
接
検
査
の
実
施
）

第
十
三
条

法
第
四
十
三
条
の
十
第
一
項
の
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
工
程
ご
と

第
十
三
条

法
第
四
十
三
条
の
十
第
一
項
の
溶
接
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
工
程

に
行
う
。

ご
と
に
行
う
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
溶
接
検
査
実
施
要
領
書
）

（
溶
接
検
査
実
施
要
領
書
）

第
十
六
条
の
二

（
略
）

第
十
六
条
の
二

（
略
）

２

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合

２

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
十
六
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た

に
は
、
法
第
四
十
三
条
の
十
第
四
項
に
規
定
す
る
検
査
の
方
法
そ
の
他
必
要

場
合
に
は
、
法
第
四
十
三
条
の
十
第
四
項
に
規
定
す
る
検
査
の
方
法
そ
の
他

な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の
と
す

必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の

る
。

と
す
る
。

（
溶
接
検
査
合
格
証
等
）

（
溶
接
検
査
合
格
証
等
）

第
十
七
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
四
十
三
条
の
十
第
一
項
又
は
第
四

第
十
七
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
四
十
三
条
の
十
第
一
項
又
は
第
四

項
の
検
査
を
行
い
、
合
格
と
認
め
た
と
き
は
、
溶
接
検
査
合
格
証
を
交
付
す

項
の
溶
接
検
査
を
行
い
、
合
格
と
認
め
た
と
き
は
、
溶
接
検
査
合
格
証
を
交

る
と
と
も
に
、
そ
の
溶
接
を
し
た
容
器
又
は
管
を
刻
印
又
は
こ
れ
に
代
わ
る

付
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
溶
接
を
し
た
容
器
又
は
管
を
刻
印
又
は
こ
れ
に
代

も
の
で
示
す
も
の
と
す
る
。

わ
る
も
の
で
示
す
も
の
と
す
る
。

（
施
設
定
期
検
査
の
申
請
）

（
施
設
定
期
検
査
の
申
請
）

第
十
九
条

法
第
四
十
三
条
の
十
一
第
一
項
の
検
査
（
以
下
「
施
設
定
期
検
査

第
十
九
条

法
第
四
十
三
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
済
燃
料
貯
蔵

」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

施
設
の
性
能
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
施
設
定
期
検
査
合
格
証
）

（
施
設
定
期
検
査
合
格
証
）

第
二
十
一
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
施
設
定
期
検
査
に
合
格
し
た
と
認
め

第
二
十
一
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
四
十
三
条
の
十
一
第
一
項
の
施

た
と
き
は
、
施
設
定
期
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

設
定
期
検
査
に
合
格
し
た
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
施
設
定
期

検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。
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（
記
録
）

（
記
録
）

第
二
十
七
条

法
第
四
十
三
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
事
業
所
ご
と

第
二
十
七
条

法
第
四
十
三
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
事
業
所
ご
と

に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に

に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間

掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間

こ
れ
を
保
存
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
を
保
存
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保
存
期
間

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保
存
期
間

一

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
検

一

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
検

査
記
録

査
記
録

イ

使
用
前
検
査
の
結
果

（
略
）

（
略
）

イ

法
第
四
十
三
条
の
九
第
一

（
略
）

（
略
）

項
の
規
定
に
よ
る
使
用
前
検

査
の
結
果

ロ

施
設
定
期
検
査
の
結
果

（
略
）

（
略
）

ロ

法
第
四
十
三
条
の
十
一
第

（
略
）

（
略
）

一
項
の
規
定
に
よ
る
施
設
定

期
検
査
の
結
果

ハ

第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ

（
略
）

検
査
終
了

ハ

第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ

（
略
）

施
設
定
期

る
検
査
の
結
果

後
五
年
が

る
施
設
定
期
自
主
検
査
の
結

自
主
検
査

経
過
す
る

果

終
了
後
五

ま
で
の
期

年
が
経
過

間

す
る
ま
で

の
期
間

二

貯
蔵
記
録
（
法
第
四
十
三
条

二

貯
蔵
記
録
（
法
第
四
十
三
条

の
二
十
七
第
二
項
の
認
可
を
受

の
二
十
七
第
二
項
の
認
可
を
受

け
た
場
合
を
除
く
。
）

け
た
場
合
を
除
く
。
）

イ
～
チ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

イ
～
チ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

リ

貯
蔵
の
終
了
ま
で
密
封
し

（
略
）

（
略
）

リ

貯
蔵
の
終
了
ま
で
密
封
し

（
略
）

（
略
）

た
ま
ま
貯
蔵
す
る
た
め
の
構

た
ま
ま
貯
蔵
す
る
た
め
の
構

造
を
有
す
る
容
器
（
溶
接
に

造
を
有
す
る
容
器
（
溶
接
に

よ
り
密
封
す
る
構
造
の
も
の

よ
り
密
封
す
る
構
造
の
も
の

を
除
く
。
）
に
封
入
し
て
貯

を
除
く
。
）
に
封
入
し
て
貯

蔵
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
次

蔵
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
次
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の
記
録

の
記
録

使
用
済
燃
料
を
封
入
し

使
用
済
燃
料
を
封
入
し

（１）

（１）

た
容
器
の
記
録

た
容
器
の
記
録

・

（
略
）

・

（
略
）

（ⅰ）

（ⅱ）

（ⅰ）

（ⅱ）

真
空
乾
燥
し
た
後
の

真
空
乾
燥
し
た
後
の

（ⅲ）

（ⅲ）

真
空
度
又
は
不
活
性
ガ

真
空
度
又
は
不
活
性
ガ

ス
を
充
塡
し
た
後
の
湿

ス
を
充
て
ん
し
た
後
の

度
並
び
に
充
塡
し
た
不

湿
度
並
び
に
充
て
ん
し

活
性
ガ
ス
の
成
分
、
量

た
不
活
性
ガ
ス
の
成
分

及
び
圧
力

、
量
及
び
圧
力

～

（
略
）

～

（
略
）

（ⅳ）

（ⅷ）

（ⅳ）

（ⅷ）

（
略
）

（
略
）

（２）

（２）

三

放
射
線
管
理
記
録

三

放
射
線
管
理
記
録

イ

使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
本

（
略
）

（
略
）

イ

使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
本

（
略
）

（
略
）

体
（
法
第
四
十
三
条
の
二
十

体
（
法
第
四
十
三
条
の
二
十

七
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た

七
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た

場
合
を
除
く
。
）
、
放
射
性

場
合
を
除
く
。
）
、
放
射
性

廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
等
の
放

廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
等
の
放

射
線
遮
蔽
物
の
側
壁
に
お
け

射
線
遮
へ
い
物
の
側
壁
に
お

る
線
量
当
量
率

け
る
線
量
当
量
率

ロ
～
ル

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ロ
～
ル

（
略
）

（
略
）

（
略
）

四
～
九

（
略
）

（
略
）

（
略
）

四
～
九

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十

第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
防

十

第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
防

護
措
置
の
記
録

護
措
置
の
記
録

イ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

イ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ロ

第
三
十
六
条
第
二
項
第
一

（
略
）

（
略
）

ロ

第
三
十
六
条
第
二
項
第
一

（
略
）

（
略
）

号
に
規
定
す
る
防
護
区
域
、

号
に
規
定
す
る
防
護
区
域
、

同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
周

同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
周

辺
防
護
区
域
又
は
同
項
第
三

辺
防
護
区
域
又
は
同
項
第
三

号
に
規
定
す
る
立
入
制
限
区

号
に
規
定
す
る
立
入
制
限
区

域
へ
立
ち
入
ろ
う
と
す
る
者

域
へ
立
ち
入
ろ
う
と
す
る
者
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へ
の
同
項
第
五
号
イ
及
び
ロ

へ
の
証
明
書
等
の
発
行
の
状

に
規
定
す
る
証
明
書
等
の
発

況
及
び
そ
の
担
当
者
の
氏
名

行
の
状
況
及
び
そ
の
担
当
者

の
氏
名

ハ
～
リ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ハ
～
リ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
二

事
業
所
に
お
い
て
用
い
た

十
二

事
業
所
に
お
い
て
用
い
た

資
材
そ
の
他
の
物
に
含
ま
れ
る

資
材
そ
の
他
の
物
に
含
ま
れ
る

放
射
性
物
質
の
放
射
能
濃
度
に

放
射
性
物
質
の
放
射
能
濃
度
に

つ
い
て
法
第
六
十
一
条
の
二
第

つ
い
て
法
第
六
十
一
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
確
認
を

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
確
認
を

受
け
よ
う
と
す
る
も
の
（
以
下

受
け
よ
う
と
す
る
も
の
（
以
下

「
放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
」

「
放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
」

と
い
う
。
）
の
記
録

と
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
記

録

イ
～
ハ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

（
管
理
区
域
へ
の
立
入
制
限
等
）

（
管
理
区
域
へ
の
立
入
制
限
等
）

第
二
十
九
条

法
第
四
十
三
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
済
燃
料

第
二
十
九
条

法
第
四
十
三
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
済
燃
料

貯
蔵
事
業
者
は
、
管
理
区
域
及
び
周
辺
監
視
区
域
を
定
め
、
こ
れ
ら
の
区
域

貯
蔵
事
業
者
は
、
管
理
区
域
及
び
周
辺
監
視
区
域
を
定
め
、
こ
れ
ら
の
区
域

に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

管
理
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

一

管
理
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ

壁
、
柵
等
の
区
画
物
に
よ
っ
て
区
画
す
る
ほ
か
、
標
識
を
設
け
る
こ

イ

壁
、
さ
く
等
の
区
画
物
に
よ
っ
て
区
画
す
る
ほ
か
、
標
識
を
設
け
る

と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
他
の
場
所
と
区
別
し
、
か
つ
、
放
射
線
等
の
危

こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
他
の
場
所
と
区
別
し
、
か
つ
、
放
射
線
等
の

険
性
の
程
度
に
応
じ
て
人
の
立
入
制
限
、
鍵
の
管
理
等
の
措
置
を
講
ず

危
険
性
の
程
度
に
応
じ
て
人
の
立
入
制
限
、
か
ぎ
の
管
理
等
の
措
置
を

る
こ
と
。

講
ず
る
こ
と
。

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

二

周
辺
監
視
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二

周
辺
監
視
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

境
界
に
柵
又
は
標
識
を
設
け
る
等
の
方
法
に
よ
っ
て
周
辺
監
視
区
域

ロ

境
界
に
さ
く
又
は
標
識
を
設
け
る
等
の
方
法
に
よ
っ
て
周
辺
監
視
区
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に
業
務
上
立
ち
入
る
者
以
外
の
者
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。
た
だ
し

域
に
業
務
上
立
ち
入
る
者
以
外
の
者
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。
た
だ

、
当
該
区
域
に
人
が
立
ち
入
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
は

し
、
当
該
区
域
に
人
が
立
ち
入
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
線
量
等
に
関
す
る
措
置
）

（
線
量
等
に
関
す
る
措
置
）

第
三
十
条

（
略
）

第
三
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
緊
急
作
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
線
業

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
緊
急
作
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
線
業

務
従
事
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば

務
従
事
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
原
子
力
災
害
対
策

三

原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
原
子
力
災
害
対
策

特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
八
条
第
三
項
に
規

特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
八
条
第
三
項
に
規

定
す
る
原
子
力
防
災
要
員
、
同
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
防

定
す
る
原
子
力
防
災
要
員
、
同
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
防

災
管
理
者
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
副
原
子
力
防
災
管
理
者
で
あ
る

災
管
理
者
又
は
同
法
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
副
原
子
力
防
災
管
理
者
で

こ
と
。

あ
る
こ
と
。

（
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
施
設
定
期
自
主
検
査
）

（
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
施
設
定
期
自
主
検
査
）

第
三
十
二
条

（
略
）

第
三
十
二
条

（
略
）

２

法
第
四
十
三
条
の
二
十
七
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
使
用
済
燃
料
貯
蔵
事

２

法
第
四
十
三
条
の
二
十
七
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
使
用
済
燃
料
貯
蔵
事

業
者
は
、
当
該
認
可
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二

業
者
は
、
当
該
認
可
若
し
く
は
法
第
四
十
三
条
の
二
十
七
第
三
項
に
お
い
て

条
の
六
第
三
項
の
変
更
の
認
可
に
係
る
申
請
書
又
は
そ
れ
ら
の
添
付
書
類
に

準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
変
更
の
認
可
に
係
る
申
請
書
又
は
そ

記
載
さ
れ
た
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
性
能
が
維
持
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か

れ
ら
の
添
付
書
類
に
記
載
さ
れ
た
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
性
能
が
維
持
さ

に
つ
い
て
の
検
査
を
一
年
ご
と
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
検
査
を
一
年
ご
と
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
事
業
所
内
の
運
搬
）

（
事
業
所
内
の
運
搬
）

第
三
十
四
条

法
第
四
十
三
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
済
燃
料

第
三
十
四
条

法
第
四
十
三
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
済
燃
料

貯
蔵
事
業
者
は
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
内
の
使
用
済

貯
蔵
事
業
者
は
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
内
の
使
用
済

燃
料
等
の
運
搬
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

燃
料
等
の
運
搬
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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三

前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

容
易
か
つ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

ロ

容
易
か
つ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
亀
裂
、
破
損
等
が

さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
裂
、
破
損
等
が

生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
～
九

（
略
）

四
～
九

（
略
）

十

運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

十

運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
っ
て
、
反
復

え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
っ
て
、
反
復

使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

も
の
を
い
う
。
）
に
収
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
収
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当

）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬
す
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
原
子
力
規
制
委
員
会

該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬
す
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
原
子
力

の
定
め
る
標
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

規
制
委
員
会
の
定
め
る
標
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
事
業
所
内
の
廃
棄
）

（
事
業
所
内
の
廃
棄
）

第
三
十
五
条

法
第
四
十
三
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
済
燃
料

第
三
十
五
条

法
第
四
十
三
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
済
燃
料

貯
蔵
事
業
者
は
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
に
お
い
て
行

貯
蔵
事
業
者
は
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
に
お
い
て
行

わ
れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ

わ
れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

第
五
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄
物

七

第
五
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄
物

を
容
器
に
封
入
す
る
と
き
は
、
当
該
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

を
容
器
に
封
入
す
る
と
き
は
、
当
該
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

亀
裂
又
は
破
損
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

き
裂
又
は
破
損
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

容
器
の
蓋
が
容
易
に
外
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

容
器
の
ふ
た
が
容
易
に
外
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八

（
略
）

八

（
略
）

九

第
五
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄
物

九

第
五
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄
物

を
放
射
線
障
害
防
止
の
効
果
を
持
っ
た
保
管
廃
棄
施
設
に
保
管
廃
棄
す
る

を
放
射
線
障
害
防
止
の
効
果
を
持
っ
た
保
管
廃
棄
施
設
に
保
管
廃
棄
す
る

と
き
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

と
き
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。
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イ

放
射
性
廃
棄
物
を
容
器
に
封
入
し
て
保
管
廃
棄
す
る
と
き
は
、
当
該

イ

放
射
性
廃
棄
物
を
容
器
に
封
入
し
て
保
管
廃
棄
す
る
と
き
は
、
当
該

容
器
に
亀
裂
若
し
く
は
破
損
が
生
じ
た
場
合
に
封
入
さ
れ
た
放
射
性
廃

容
器
に
き
裂
若
し
く
は
破
損
が
生
じ
た
場
合
に
封
入
さ
れ
た
放
射
性
廃

棄
物
の
全
部
を
吸
収
で
き
る
材
料
で
当
該
容
器
を
包
み
、
又
は
収
容
で

棄
物
の
全
部
を
吸
収
で
き
る
材
料
で
当
該
容
器
を
包
み
、
又
は
収
容
で

き
る
受
皿
を
当
該
容
器
に
設
け
る
こ
と
等
に
よ
り
、
汚
染
の
広
が
り
を

き
る
受
皿
を
当
該
容
器
に
設
け
る
こ
と
等
に
よ
り
、
汚
染
の
広
が
り
を

防
止
す
る
こ
と
。

防
止
す
る
こ
と
。

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

十
～
十
二

（
略
）

十
～
十
二

（
略
）

（
防
護
措
置
）

（
防
護
措
置
）

第
三
十
六
条

法
第
四
十
三
条
の
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
済
燃
料

第
三
十
六
条

法
第
四
十
三
条
の
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
済
燃
料

貯
蔵
事
業
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
区
分
に
応

貯
蔵
事
業
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
略
）

三
～
六

（
略
）

三
～
六

（
略
）

（
略
）

七
・
八

（
略
）

七
・
八

（
略
）

（
略
）

九

照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
（
照
射
さ
れ
た
同
号

九

照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
（
照
射
さ
れ
た
同
号

ニ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か
ら

ニ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か
ら

一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ

一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ

毎
時
を
超
え
て
い
た
も
の
及
び
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

毎
時
を
超
え
て
い
た
も
の
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
も
の
を

く
。
）

除
く
。
）

十
・
十
一

（
略
）

十
・
十
一

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
表
第
七
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
の
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の

３

第
一
項
の
表
第
七
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
の
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の

た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
前

た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第

項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
（
第
五
号
ハ
を
除
く
。
）
、
同
項
第
九
号
（
同

二
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
（
第
五
号
ハ
を
除
く
。
）
、
同
項
第
九
号
（

号
ロ
を
除
く
。
）
、
同
項
第
十
一
号
（
同
号
ロ
を
除
く
。
）
、
同
項
第
十
四

同
号
ロ
を
除
く
。
）
、
同
項
第
十
一
号
（
同
号
ロ
を
除
く
。
）
、
同
項
第
十

号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
及
び
同
項
第
二
十
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
の
規
定

四
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
及
び
同
項
第
二
十
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
の
規

を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
四
号
中
「
防
護
区
域
、
周
辺

定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
四
号
中
「
防
護
区
域
、
周

防
護
区
域
及
び
立
入
制
限
区
域
」
と
あ
り
、
同
項
第
五
号
中
及
び
第
六
号
中

辺
防
護
区
域
及
び
立
入
制
限
区
域
」
と
あ
り
、
同
項
第
五
号
中
及
び
第
六
号

「
防
護
区
域
、
周
辺
防
護
区
域
及
び
立
入
制
限
区
域
」
と
あ
り
、
及
び
「
防

中
「
防
護
区
域
、
周
辺
防
護
区
域
及
び
立
入
制
限
区
域
」
と
あ
り
、
及
び
「

護
区
域
、
周
辺
防
護
区
域
又
は
立
入
制
限
区
域
」
と
あ
る
の
は
「
防
護
区
域

防
護
区
域
、
周
辺
防
護
区
域
又
は
立
入
制
限
区
域
」
と
あ
る
の
は
「
防
護
区
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」
と
、
同
項
第
七
号
中
「
防
護
区
域
内
、
周
辺
防
護
区
域
内
及
び
立
入
制
限

域
」
と
、
同
項
第
七
号
中
「
防
護
区
域
内
、
周
辺
防
護
区
域
内
及
び
立
入
制

区
域
内
に
、
そ
れ
ぞ
れ
」
と
あ
る
の
は
「
防
護
区
域
内
に
」
と
、
「
防
護
区

限
区
域
内
に
、
そ
れ
ぞ
れ
」
と
あ
る
の
は
「
防
護
区
域
内
に
」
と
、
「
防
護

域
内
、
周
辺
防
護
区
域
内
又
は
立
入
制
限
区
域
内
」
と
あ
る
の
は
「
防
護
区

区
域
内
、
周
辺
防
護
区
域
内
又
は
立
入
制
限
区
域
内
」
と
あ
る
の
は
「
防
護

域
内
」
と
、
同
項
第
二
十
四
号
中
「
前
各
号
の
措
置
は
」
と
あ
る
の
は
「
第

区
域
内
」
と
、
同
項
第
二
十
四
号
中
「
前
各
号
の
措
置
は
」
と
あ
る
の
は
「

一
項
の
表
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
特
定
核
燃
料
物
質
（
同
表
第
八
号
ハ

第
一
項
の
表
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
特
定
核
燃
料
物
質
（
同
表
第
八
号

及
び
ニ
に
掲
げ
る
物
質
並
び
に
同
表
第
九
号
に
掲
げ
る
物
質
の
う
ち
照
射
さ

ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
物
質
並
び
に
同
表
第
九
号
に
掲
げ
る
物
質
の
う
ち
照
射

れ
た
同
表
第
八
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
物
質
に
係
る
も
の
（
照
射
直
後
に
そ

さ
れ
た
同
表
第
八
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
物
質
に
係
る
も
の
（
照
射
直
後
に

の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ
毎
時

そ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ
毎

以
下
で
あ
っ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
を
取
り
扱
う
場
合
、
前
各
号

時
以
下
で
あ
っ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
を
取
り
扱
う
場
合
、
前
各

の
措
置
は
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

号
の
措
置
は
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

第
三
十
八
条

（
略
）

第
三
十
八
条

（
略
）

２

法
第
四
十
三
条
の
二
十
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
六
項

２

法
第
四
十
三
条
の
二
十
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
六
項

の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る

の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る

。

。

一

事
務
所
又
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

一

事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
核
物
質
防
護
規
定
）

（
核
物
質
防
護
規
定
）

第
四
十
一
条

法
第
四
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
核
物
質
防
護

第
四
十
一
条

法
第
四
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
核
物
質
防
護

規
定
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
事
業
所
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲

規
定
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
事
業
所
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
事
項
に
つ
い
て
核
物
質
防
護
規
定
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書

げ
る
事
項
に
つ
い
て
核
物
質
防
護
規
定
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書

を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
十
四

（
略
）

一
～
十
四

（
略
）

十
五

妨
害
破
壊
行
為
等
の
脅
威
に
対
応
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
に
関
す

十
五

妨
害
破
壊
行
為
等
の
脅
威
に
対
応
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
に
関
す

る
こ
と
（
第
三
十
六
条
第
二
項
第
二
十
四
号
（
同
条
第
三
項
で
準
用
す
る

る
こ
と
。
（
第
三
十
六
条
第
二
項
第
二
十
四
号
（
同
条
第
三
項
で
準
用
す

場
合
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
。

る
場
合
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

十
六
～
十
八

（
略
）

十
六
～
十
八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
核
物
質
防
護
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

（
核
物
質
防
護
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

第
四
十
一
条
の
二

（
略
）

第
四
十
一
条
の
二

（
略
）

２

法
第
四
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
二

２

法
第
四
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
二

第
六
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
次
に
掲
げ
る
と
お
り

第
六
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
次
に
掲
げ
る
と
お
り

と
す
る
。

と
す
る
。

一

事
務
所
又
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

一

事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
型
式
指
定
の
申
請
）

（
型
式
指
定
の
申
請
）

第
四
十
三
条
の
二
の
八

（
略
）

第
四
十
三
条
の
二
の
八

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

前
条
の
購
入
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
契
約
書
の

十

第
四
十
三
条
の
二
の
七
の
購
入
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は

写
し

、
当
該
契
約
書
の
写
し

十
一

（
略
）

十
一

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

第
四
十
三
条
の
三
の
二

（
略
）

第
四
十
三
条
の
三
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
と
す
る
。

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
、
写
し
一
通
と
す
る
。

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
四
十
三
条
の
四

（
略
）

第
四
十
三
条
の
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
と
す
る
。

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
、
写
し
一
通
と
す
る
。

（
廃
止
措
置
の
終
了
の
確
認
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
の
終
了
の
確
認
の
申
請
）

第
四
十
三
条
の
七

（
略
）

第
四
十
三
条
の
七

（
略
）
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２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
と
す
る
。

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
、
写
し
一
通
と
す
る
。

（
旧
使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
等
の
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請

（
旧
使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
等
の
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請

）

）

第
四
十
三
条
の
十
一

法
第
四
十
三
条
の
二
十
八
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
四
十
三
条
の
十
一

法
第
四
十
三
条
の
二
十
八
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
十
二
条
の
七
第
四
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
四
十
三
条

法
第
十
二
条
の
七
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
四
十
三
条
の
二
十
八
第
二

の
四
の
規
定
の
例
に
よ
り
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ

項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
廃
止
措
置
計
画
に
つ
い
て
変
更
の
認
可
を

ば
な
ら
な
い
。

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
四
十
三
条
の
四
の
規
定
の
例
に
よ
り
申
請
書
を

原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

第
四
十
三
条
の
十
三

法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
済
燃
料
貯

第
四
十
三
条
の
十
三

法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
済
燃
料
貯

蔵
事
業
者
（
旧
使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
等
を
含
む
。
次
条
及
び
第
四
十
八

蔵
事
業
者
（
旧
使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
等
を
含
む
。
以
下
次
条
及
び
第
四

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

そ
の
旨
を
直
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
十
日
以
内
に
原

は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
十
日
以
内

子
力
規
制
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
故
障
そ
の
他
の
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
こ
と

八

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
故
障
そ
の
他
の
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
こ
と

に
よ
り
、
使
用
済
燃
料
等
が
管
理
区
域
内
で
漏
え
い
し
た
と
き
。
た
だ
し

に
よ
り
、
使
用
済
燃
料
等
が
管
理
区
域
内
で
漏
え
い
し
た
と
き
。
た
だ
し

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
（
漏
え
い
に
係
る
場
所
に
つ
い
て
人

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
（
漏
え
い
に
係
る
場
所
に
つ
い
て
人

の
立
入
制
限
、
鍵
の
管
理
等
の
措
置
を
新
た
に
講
じ
た
と
き
又
は
漏
え
い

の
立
入
制
限
、
鍵
の
管
理
等
の
措
置
を
新
た
に
講
じ
た
と
き
又
は
漏
え
い

し
た
物
が
管
理
区
域
外
に
広
が
っ
た
と
き
を
除
く
。
）
を
除
く
。

し
た
物
が
管
理
区
域
外
に
広
が
っ
た
と
き
を
除
く
。
）
を
除
く
。

イ

漏
え
い
し
た
液
体
状
の
使
用
済
燃
料
等
が
当
該
漏
え
い
に
係
る
設
備

イ

漏
え
い
し
た
液
体
状
の
使
用
済
燃
料
等
が
当
該
漏
え
い
に
係
る
設
備

の
周
辺
部
に
設
置
さ
れ
た
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
の
外

の
周
辺
部
に
設
置
さ
れ
た
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
の
外

せ
き

に
拡
大
し
な
か
っ
た
と
き

に
拡
大
し
な
か
っ
た
と
き

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

九
～
十
二

（
略
）

九
～
十
二

（
略
）

（
報
告
の
徴
収
）

（
報
告
の
徴
収
）

第
四
十
八
条

（
略
）

第
四
十
八
条

（
略
）
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２

前
項
の
報
告
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

２

第
一
項
の
報
告
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。
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◯

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
百
十
三
号
）
（
第
二
十
五
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
換
気
）

（
換
気
）

第
九
条
の
二

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
内
の
使
用
済
燃
料
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ

第
九
条
の
二

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
内
の
使
用
済
燃
料
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ

た
空
気
に
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲

た
空
気
に
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲

げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
換
気
設
備
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
換
気
設
備
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

ろ
過
装
置
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ろ
過
装
置
の
機
能
が
適
切
に

三

ろ
過
装
置
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ろ
過
装
置
の
機
能
が
適
切
に

維
持
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
ろ
過
装
置
の
使
用
済
燃
料
等
に
よ
る

維
持
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
ろ
過
装
置
の
使
用
済
燃
料
等
に
よ
る

汚
染
の
除
去
又
は
ろ
過
装
置
の
取
替
え
が
容
易
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。

汚
染
の
除
去
又
は
ろ
過
装
置
の
取
替
え
が
容
易
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。

四

（
略
）

四

（
略
）

（
搬
送
設
備
及
び
受
入
設
備
）

（
搬
送
設
備
及
び
受
入
れ
設
備
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

（
廃
棄
施
設
）

（
廃
棄
施
設
）

第
十
四
条

放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
（
放
射
性
廃
棄
物
を
保
管
廃
棄

第
十
四
条

放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
（
放
射
性
廃
棄
物
を
保
管
廃
棄

す
る
設
備
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば

す
る
設
備
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

気
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
に
ろ
過
装
置
を
設
け
る
場

四

気
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
に
ろ
過
装
置
を
設
け
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
ろ
過
装
置
の
機
能
が
適
切
に
維
持
し
得
る
も
の
で
あ
り

合
に
あ
っ
て
は
、
ろ
過
装
置
の
機
能
が
適
切
に
維
持
し
う
る
も
の
で
あ
り

、
か
つ
、
ろ
過
装
置
の
使
用
済
燃
料
等
に
よ
る
汚
染
の
除
去
又
は
ろ
過
装

、
か
つ
、
ろ
過
装
置
の
使
用
済
燃
料
等
に
よ
る
汚
染
の
除
去
又
は
ろ
過
装

置
の
取
替
え
が
容
易
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。

置
の
取
替
え
が
容
易
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。

五

（
略
）

五

（
略
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
り
付
け
る
書
面
）

第
二
十
条

第
十
七
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
工
業
規
格

第
二
十
条

第
十
七
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
工
業
規
格

Ｘ

Ｘ

六
二
二
一
又
は

六
二
二
三
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事

六
二
二
一
又
は

六
二
二
三
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事

Ｘ

Ｘ
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項
を
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
を
記
載
し
た
書
面
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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◯

登
録
認
証
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
七
号
）
（
第
二
十
六
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ

る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
放

る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
放

射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（

射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（

昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）

昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
運
搬
物
確
認
の
方
法
等
）

（
運
搬
物
確
認
の
方
法
等
）

第
四
十
六
条

法
第
四
十
一
条
の
二
十
二
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法

第
四
十
六
条

法
第
四
十
一
条
の
二
十
二
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法

第
四
十
一
条
の
三
第
二
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、

第
四
十
一
条
の
三
第
二
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

一
ペ
タ
ベ
ク
レ
ル
を
超
え
る
放
射
性
同
位
元
素
の
運
搬
物
に
係
る
確
認

一

一
ペ
タ
ベ
ク
レ
ル
を
超
え
る
放
射
性
同
位
元
素
の
運
搬
物
に
係
る
確
認

は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
原
子
力
規
制
委
員

は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
原
子
力
規
制
委
員

会
が
適
当
と
認
め
る
外
国
の
法
令
に
基
づ
き
放
射
性
輸
送
物
と
さ
れ
る
運

会
が
適
当
と
認
め
る
外
国
の
法
令
に
基
づ
き
放
射
性
輸
送
物
と
さ
れ
る
運

搬
物
を
当
該
国
か
ら
本
邦
内
へ
直
接
に
運
搬
す
る
と
き
は
、
登
録
運
搬
物

搬
物
を
当
該
国
か
ら
本
邦
内
へ
直
接
に
運
搬
す
る
と
き
は
、
登
録
運
搬
物

確
認
機
関
が
運
搬
物
確
認
業
務
規
程
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ロ
に
掲

確
認
機
関
が
運
搬
物
確
認
業
務
規
程
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ロ
に
掲

げ
る
方
法
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

げ
る
方
法
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ

施
行
規
則
第
十
八
条
の
十
五
第
四
項
の
申
請
書
及
び
同
項
の
書
類
（

イ

施
行
規
則
第
十
八
条
の
十
五
第
三
項
の
申
請
書
及
び
同
項
の
書
類
（

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
運
搬
物
確
認
添
付
書
類
」
と
い
う
。
）
を
も

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
運
搬
物
確
認
添
付
書
類
」
と
い
う
。
）
を
も

っ
て
確
認
を
行
う
こ
と
。

っ
て
確
認
を
行
う
こ
と
。

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

二

一
ペ
タ
ベ
ク
レ
ル
以
下
の
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
汚
染
物
の
運

二

一
ペ
タ
ベ
ク
レ
ル
以
下
の
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
汚
染
物
の
運

搬
物
に
係
る
確
認
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。

搬
物
に
係
る
確
認
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。

イ

施
行
規
則
第
十
八
条
の
十
五
第
四
項
の
申
請
書
及
び
運
搬
物
確
認
添

イ

施
行
規
則
第
十
八
条
の
十
五
第
三
項
の
申
請
書
及
び
運
搬
物
確
認
添

付
書
類
を
も
っ
て
確
認
を
行
う
こ
と
。

付
書
類
を
も
っ
て
確
認
を
行
う
こ
と
。

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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◯

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
に
係
る
放
射
能
濃
度
に
つ
い
て
の
確
認
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
令
第
四
十
九
号
）
（
第
二
十
七

条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
適
用
範
囲
）

（
適
用
範
囲
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
特
定
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
（
試
験
研
究
の
用
に
供

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
特
定
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
（
試
験
研
究
の
用
に
供

す
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
（
船
舶
に
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
船

す
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
（
船
舶
に
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
船

舶
に
設
置
す
る
軽
水
減
速
加
圧
軽
水
冷
却
型
原
子
炉
（
減
速
材
及
び
冷
却
材

舶
に
設
置
す
る
軽
水
減
速
加
圧
軽
水
冷
却
型
原
子
炉
（
減
速
材
及
び
冷
却
材

と
し
て
加
圧
軽
水
を
使
用
す
る
原
子
炉
で
あ
っ
て
蒸
気
発
生
器
が
構
造
上
原

と
し
て
加
圧
軽
水
を
使
用
す
る
原
子
炉
で
あ
つ
て
蒸
気
発
生
器
が
構
造
上
原

子
炉
圧
力
容
器
の
外
部
に
あ
る
も
の
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
研
究
開
発
段
階

子
炉
圧
力
容
器
の
外
部
に
あ
る
も
の
を
い
う
。
）
で
あ
つ
て
研
究
開
発
段
階

に
あ
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
を
い
う
。
）
を
設
置
し
た
者
（
当
該
原
子
炉

に
あ
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
を
い
う
。
）
を
設
置
し
た
者
（
当
該
原
子
炉

に
係
る
旧
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
等
を
含
む
。
以
下
「
試
験
研
究
炉

に
係
る
旧
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
等
を
含
む
。
以
下
「
試
験
研
究
炉

等
設
置
者
等
」
と
い
う
。
）
又
は
使
用
者
（
旧
使
用
者
等
を
含
む
。
以
下
同

等
設
置
者
等
」
と
い
う
。
）
又
は
使
用
者
（
旧
使
用
者
等
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
記
録
の
保
管
）

（
記
録
の
保
管
）

第
七
条

法
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
の
放
射
能
濃
度
の
測
定
及
び
評
価
の
方

第
七
条

法
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
の
放
射
能
濃
度
の
測
定
及
び
評
価
の
方

法
の
認
可
を
受
け
た
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ

法
の
認
可
を
受
け
た
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ
れ
を
保
存
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ
れ
を
保
存
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保
存
期
間

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保
存
期
間

一

放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
の
種
類

発
生
の
都
度

（
略
）

一

放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
の
種
類

発
生
の
つ
ど

（
略
）

、
発
生
日
時
及
び
場
所

、
発
生
日
時
及
び
場
所

二

評
価
単
位
ご
と
の
重
量

測
定
の
都
度

（
略
）

二

評
価
単
位
ご
と
の
重
量

測
定
の
つ
ど

（
略
）

三

評
価
対
象
放
射
性
物
質
の
放
射
能

測
定
の
都
度

（
略
）

三

評
価
対
象
放
射
性
物
質
の
放
射
能

測
定
の
つ
ど

（
略
）

濃
度

濃
度

四

放
射
能
濃
度
の
決
定
に
当
た
り
、

測
定
の
都
度

（
略)

四

放
射
能
濃
度
の
決
定
に
当
た
り
、

測
定
の
つ
ど

（
略)

放
射
性
物
質
の
組
成
比
を
用
い
る
場

放
射
性
物
質
の
組
成
比
を
用
い
る
場

合
は
、
組
成
比
の
測
定
を
行
っ
た
結

合
は
、
組
成
比
の
測
定
を
行
っ
た
結

果

果
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五

放
射
能
濃
度
の
決
定
に
当
た
り
、

計
算
の
都
度

（
略
）

五

放
射
能
濃
度
の
決
定
に
当
た
り
、

計
算
の
つ
ど

（
略
）

計
算
に
よ
っ
て
放
射
能
濃
度
を
算
出

計
算
に
よ
っ
て
放
射
能
濃
度
を
算
出

し
た
場
合
は
、
そ
の
計
算
条
件
及
び

し
た
場
合
は
、
そ
の
計
算
条
件
及
び

計
算
の
結
果

計
算
の
結
果

六

放
射
能
濃
度
の
決
定
に
当
た
り
、

測
定
の
都
度

（
略
）

六

放
射
能
濃
度
の
決
定
に
当
た
り
、

測
定
の
つ
ど

（
略
）

放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
に
つ
い
て

放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
に
つ
い
て

放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
除
去
を

放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
除
去
を

行
っ
た
場
合
は
、
汚
染
の
除
去
を
行

行
っ
た
場
合
は
、
汚
染
の
除
去
を
行

っ
た
後
の
放
射
能
濃
度
を
測
定
し
た

っ
た
後
の
放
射
能
濃
度
を
測
定
し
た

結
果

結
果

七

放
射
性
物
質
の
放
射
能
濃
度
の
測

測
定
の
都
度

（
略
）

七

放
射
性
物
質
の
放
射
能
濃
度
の
測

測
定
の
つ
ど

（
略
）

定
に
用
い
た
放
射
線
測
定
装
置
及
び

定
に
用
い
た
放
射
線
測
定
装
置
及
び

測
定
条
件

測
定
条
件

八

放
射
線
測
定
装
置
の
点
検
及
び
校

点
検
又
は
校
正
の

（
略
）

八

放
射
線
測
定
装
置
の
点
検
及
び
校

点
検
又
は
校
正
の

（
略
）

正
の
結
果

都
度

正
の
結
果

つ
ど

九

放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
の
保
管

保
管
又
は
保
管
場

（
略
）

九

放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
の
保
管

保
管
又
は
保
管
場

（
略
）

場
所
及
び
保
管
方
法

所
若
し
く
は
保
管

場
所
及
び
保
管
方
法

所
若
し
く
は
保
管

方
法
の
変
更
の
都

方
法
の
変
更
の
つ

度

ど

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
記
録
方
式
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
記
録
方
式
）

第
十
三
条

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は

第
十
三
条

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、

、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
日
本

２

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
日
本
工

工
業
規
格

〇
二
〇
一
及
び

〇
二
〇
八
に
規
定
す
る
図
形
文
字
並
び
に
日

業
規
格

〇
二
〇
一
及
び

〇
二
〇
八
に
規
定
す
る
図
形
文
字
並
び
に
日
本

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

本
工
業
規
格

〇
二
一
一
に
規
定
す
る
制
御
文
字
の
う
ち
「
復
帰
」
及
び
「

工
業
規
格

〇
二
一
一
に
規
定
す
る
制
御
文
字
の
う
ち
「
復
帰
」
及
び
「
改

Ｘ

Ｘ

改
行
」
を
用
い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

行
」
を
用
い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
り
付
け
る
書
面
）

第
十
四
条

第
十
一
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
工
業
規
格

第
十
四
条

第
八
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
工
業
規
格

六

Ｘ

Ｘ
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六
二
二
一
又
は

六
二
二
三
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事

二
二
一
又
は

六
二
二
三
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項

Ｘ

Ｘ

項
を
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
記
載
し
た
書
面
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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◯

製
錬
事
業
者
等
に
お
け
る
工
場
等
に
お
い
て
用
い
た
資
材
そ
の
他
の
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
放
射
能
濃
度
に
つ
い
て
の
確
認
等
に
関
す
る
規
則
（
平

成
十
七
年
経
済
産
業
省
令
第
百
十
二
号
）
（
第
二
十
八
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
確
認
証
の
交
付
）

（
確
認
証
の
交
付
）

第
四
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

第
四
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
し
た
と
き
は
、
当
該
確
認
に
係
る
確
認
証
を
交

り
次
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
し
た
と
き
は
、
当
該
確
認
に
係
る
確
認
証
を
交

付
す
る
。

付
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
の
放
射
能
濃
度
の
測
定
及
び
評
価
が
法
第
六

二

放
射
能
濃
度
確
認
対
象
物
の
放
射
能
濃
度
の
測
定
及
び
評
価
の
方
法
が

十
一
条
の
二
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
方
法
に
従
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
認
可
を
受
け
た
方
法
に
従
っ
て
行
わ
れ

と
。

て
い
る
こ
と
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
貼
り
付
け
る
書
面
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
り
付
け
る
書
面
）

第
十
三
条

第
十
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
工
業
規
格

六

第
十
三
条

第
十
一
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
工
業
規
格

Ｘ

Ｘ

二
二
一
又
は

六
二
二
三
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項

六
二
二
一
又
は

六
二
二
三
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事

Ｘ

Ｘ

を
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
を
記
載
し
た
書
面
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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◯

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
年
経
済
産
業
省
令
第
二
十
三
号
）
（

第
二
十
九
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
の
許
可
の
申
請
）

（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
の
許
可
の
申
請
）

第
三
条

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
の
申
請
書
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事

第
三
条

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
の
申
請
書
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事

業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の

業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
四
号
の
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
位
置
、
構

二

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
四
号
の
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
位
置
、
構

造
及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、
次
の
区
分
に
よ
っ
て
記
載
す
る
こ
と
。

造
及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、
次
の
区
分
に
よ
っ
て
記
載
す
る
こ
と
。

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

廃
棄
物
受
入
施
設
の
構
造
及
び
設
備

ホ

廃
棄
物
受
入
れ
施
設
の
構
造
及
び
設
備

・

（
略
）

・

（
略
）

（１）

（２）

（１）

（２）

受
け
入
れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
最
大
受
入
能
力

受
け
入
れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
最
大
受
入
れ
能
力

（３）

（３）

ヘ
～
リ

（
略
）

ヘ
～
リ

（
略
）

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

２

前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
第
二

の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
第
二

項
に
規
定
す
る
事
業
計
画
書
そ
の
他
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書

項
に
規
定
す
る
事
業
計
画
書
そ
の
他
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書

類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

次
の
事
項
を
記
載
し
た
事
業
計
画
書

一

次
の
事
項
を
記
載
し
た
事
業
計
画
書

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
の
開
始
の
日
を
含
む
事
業
年
度
以
後
の

ロ

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
の
開
始
の
日
を
含
む
事
業
年
度
以
後
の

毎
事
業
年
度
の
放
射
性
廃
棄
物
の
受
入
計
画
及
び
予
定
埋
設
数
量

毎
事
業
年
度
の
放
射
性
廃
棄
物
の
受
入
れ
計
画
及
び
予
定
埋
設
数
量

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

二
～
九

（
略
）

二
～
九

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）
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第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

一

次
の
事
項
を
記
載
し
た
事
業
計
画
書

一

次
の
事
項
を
記
載
し
た
事
業
計
画
書

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

変
更
に
係
る
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
よ
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業

ロ

変
更
に
係
る
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
よ
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業

の
開
始
の
日
を
含
む
事
業
年
度
以
後
の
毎
事
業
年
度
の
放
射
性
廃
棄
物

の
開
始
の
日
を
含
む
事
業
年
度
以
後
の
毎
事
業
年
度
の
放
射
性
廃
棄
物

の
受
入
計
画
及
び
予
定
埋
設
数
量

の
受
入
れ
計
画
及
び
予
定
埋
設
数
量

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

二
～
七

（
略
）

二
～
七

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
廃
棄
物
埋
設
施
設
等
の
技
術
上
の
基
準
）

（
廃
棄
物
埋
設
施
設
等
の
技
術
上
の
基
準
）

第
七
条

法
第
五
十
一
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事

第
七
条

法
第
五
十
一
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事

業
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

業
に
係
る
技
術
上
の
基
準
（
以
下
「
廃
棄
物
埋
設
施
設
等
の
技
術
上
の
基
準

」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

（
埋
設
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
廃
棄
物
等
に
係
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
に
関

（
埋
設
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
廃
棄
物
等
に
係
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
に
関

す
る
確
認
の
申
請
）

す
る
確
認
の
申
請
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
条
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
第
十
二
条
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る

を
確
認
し
た
方
法
及
び
そ
の
結
果
に
関
す
る
説
明
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

こ
と
を
確
認
し
た
方
法
及
び
そ
の
結
果
に
関
す
る
説
明
書
を
添
付
し
な
け
れ

ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
埋
設
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
廃
棄
物
等
に
係
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
に
関

（
埋
設
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
廃
棄
物
等
に
係
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
に
関

す
る
確
認
実
施
要
領
書
）

す
る
確
認
実
施
要
領
書
）

第
十
二
条
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
十
一
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提

第
十
二
条
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
十
一
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提

出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
確
認
の
方
法
そ
の
他

出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
第
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
確
認
の
方
法
そ

必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
確
認
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の

の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
確
認
実
施
要
領
書
を
定
め
る
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と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

（
確
認
証
の
交
付
）

（
確
認
証
の
交
付
）

第
十
三
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
五
十
一
条
の
六
第
一
項
又
は
第
二

第
十
三
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
五
十
一
条
の
六
第
一
項
又
は
第
二

項
の
確
認
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た

項
の
確
認
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た

と
き
は
、
確
認
証
を
交
付
す
る
。

と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
確
認
証
を
交
付
す
る
。

（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
の
申
請
）

（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
の
申
請
）

第
十
五
条

法
第
五
十
一
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
廃
棄
物
埋
設

第
十
五
条

法
第
五
十
一
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
廃
棄
物
埋
設

施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
（
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
特
定
廃

施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
（
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
特
定
廃

棄
物
埋
設
施
設
で
あ
っ
て
溶
接
を
す
る
も
の
に
関
す
る
溶
接
の
方
法
を
除
く

棄
物
埋
設
施
設
で
あ
っ
て
溶
接
を
す
る
も
の
に
関
す
る
溶
接
の
方
法
を
除
く

。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う

。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な

と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

次
の
区
分
に
よ
る
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の

三

次
の
区
分
に
よ
る
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の

方
法
（
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
変
更
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更

方
法
（
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
変
更
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

イ

廃
棄
物
受
入
施
設

イ

廃
棄
物
受
入
れ
施
設

ロ
～
ホ

（
略
）

ロ
～
ホ

（
略
）

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
に
係
る
軽
微
な
変
更
）

（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
に
係
る
軽
微
な
変
更
）

第
十
七
条

法
第
五
十
一
条
の
七
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
原
子
力
規
制

第
十
七
条

法
第
五
十
一
条
の
七
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
原
子
力
規
制

委
員
会
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
（
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
も
の

委
員
会
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
（
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
は
、
設
備
又
は
機
器
の
配
置
の
変
更
で
あ
っ
て
、
同
条
第
一
項

に
限
る
。
）
は
、
設
備
又
は
機
器
の
配
置
の
変
更
で
あ
っ
て
、
法
第
五
十
一

の
認
可
又
は
同
条
第
二
項
の
変
更
の
認
可
に
係
る
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
放

条
の
七
第
一
項
の
認
可
又
は
同
条
第
二
項
の
変
更
の
認
可
に
係
る
申
請
書
に

射
線
遮
蔽
物
の
側
壁
に
お
け
る
線
量
当
量
率
の
値
を
大
き
く
し
な
い
も
の
そ

記
載
さ
れ
た
放
射
線
遮
へ
い
物
の
側
壁
に
お
け
る
線
量
当
量
率
の
値
を
大
き

の
他
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
全
上
支
障
の
な
い
変
更
と
す
る
。

く
し
な
い
も
の
そ
の
他
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
全
上
支
障
の
な
い
変
更
と
す

る
。
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（
使
用
前
検
査
の
申
請
）

（
使
用
前
検
査
の
申
請
）

第
十
八
条

法
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
の
検
査
（
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
に

第
十
八
条

法
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
廃
棄
物
埋
設

係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
使
用
前
検
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す

施
設
の
工
事
（
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
で
あ
っ
て

る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ

溶
接
を
す
る
も
の
の
溶
接
を
除
く
。
）
及
び
性
能
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
よ

ば
な
ら
な
い
。

う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
使
用
前
検
査
の
実
施
）

（
使
用
前
検
査
の
実
施
）

第
十
九
条

使
用
前
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
各

第
十
九
条

法
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
の
使
用
前
検
査
（
特
定
廃
棄
物
埋
設

号
に
定
め
る
と
き
に
行
う
。

施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
き
に
行
う
。

一

放
射
線
遮
蔽
材
又
は
特
に
気
密
若
し
く
は
水
密
を
要
す
る
材
料
若
し
く

一

放
射
線
遮
へ
い
材
又
は
特
に
気
密
若
し
く
は
水
密
を
要
す
る
材
料
若
し

は
部
品
に
関
す
る
事
項

化
学
分
析
試
験
、
非
破
壊
試
験
、
機
械
試
験
、

く
は
部
品
に
関
す
る
事
項

化
学
分
析
試
験
、
非
破
壊
試
験
、
機
械
試
験

耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い
試
験
を
行
う
と
き
そ
の
他
の
原
子
力
規
制
委
員
会

、
耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い
試
験
を
行
う
と
き
そ
の
他
の
原
子
力
規
制
委
員

が
適
当
と
認
め
る
と
き
。

会
が
適
当
と
認
め
る
と
き
。

二

廃
棄
物
受
入
施
設
、
廃
棄
物
取
扱
施
設
そ
の
他
の
廃
棄
物
埋
設
地
の
附

二

廃
棄
物
受
入
れ
施
設
、
廃
棄
物
取
扱
施
設
そ
の
他
の
廃
棄
物
埋
設
地
の

属
施
設
（
廃
棄
施
設
に
限
る
。
）
の
組
立
て
に
関
す
る
事
項

そ
れ
ぞ
れ

附
属
施
設
（
廃
棄
施
設
に
限
る
。
）
の
組
立
て
に
関
す
る
事
項

そ
れ
ぞ

の
施
設
の
主
要
な
部
分
の
寸
法
が
測
定
で
き
る
と
き
又
は
非
破
壊
試
験
、

れ
の
施
設
の
主
要
な
部
分
の
寸
法
が
測
定
で
き
る
と
き
又
は
非
破
壊
試
験

機
械
試
験
、
耐
圧
試
験
若
し
く
は
漏
え
い
試
験
を
行
う
と
き
。

、
機
械
試
験
、
耐
圧
試
験
若
し
く
は
漏
え
い
試
験
を
行
う
と
き
。

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
使
用
前
検
査
実
施
要
領
書
）

（
使
用
前
検
査
実
施
要
領
書
）

第
二
十
二
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
十
八
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出

第
二
十
二
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
十
八
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出

を
受
け
た
場
合
に
は
、
第
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
検
査
の
方
法
そ
の

を
受
け
た
場
合
（
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
は
、

他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も

第
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
検
査
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め

の
と
す
る
。

た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
前
検
査
合
格
証
）

（
使
用
前
検
査
合
格
証
）
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第
二
十
四
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
使
用
前
検
査
に
合
格
し
た
と
認
め
た

第
二
十
四
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
の
使
用

と
き
は
、
使
用
前
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

前
検
査
（
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
合
格
し
た
と

認
め
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
使
用
前
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

（
溶
接
検
査
の
実
施
）

（
溶
接
検
査
の
実
施
）

第
二
十
七
条

法
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
の
検
査
（
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設

第
二
十
七
条

法
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
の
溶
接
検
査
（
特
定
廃
棄
物
埋
設

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
き
ご
と
に
行
う
。

施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
き
ご
と
に
行
う

。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
溶
接
検
査
実
施
要
領
書
）

（
溶
接
検
査
実
施
要
領
書
）

第
三
十
条
の
二

（
略
）

第
三
十
条
の
二

（
略
）

２

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合

２

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
三
十
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た

に
は
、
法
第
五
十
一
条
の
九
第
四
項
に
規
定
す
る
検
査
の
方
法
そ
の
他
必
要

場
合
に
は
、
法
第
五
十
一
条
の
九
第
四
項
に
規
定
す
る
検
査
の
方
法
そ
の
他

な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の
と
す

必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の

る
。

と
す
る
。

（
溶
接
検
査
合
格
証
等
）

（
溶
接
検
査
合
格
証
等
）

第
三
十
一
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
又
は
第

第
三
十
一
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
又
は
第

四
項
の
検
査
（
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
い
、

四
項
の
溶
接
検
査
（
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行

合
格
と
認
め
た
と
き
は
、
溶
接
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

い
、
合
格
と
認
め
た
と
き
は
、
溶
接
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
と
と
も
に
、

溶
接
を
し
た
容
器
又
は
管
を
刻
印
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
で
示
す
も
の
と

そ
の
溶
接
を
し
た
容
器
又
は
管
を
刻
印
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
で
示
す
も

す
る
。

の
と
す
る
。

（
施
設
定
期
検
査
の
申
請
）

（
施
設
定
期
検
査
の
申
請
）

第
三
十
三
条

法
第
五
十
一
条
の
十
第
一
項
の
検
査
（
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設

第
三
十
三
条

法
第
五
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
令
第
三
十
五
条
第

に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
施
設
定
期
検
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う

一
号
に
掲
げ
る
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
性
能
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な

と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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（
閉
鎖
措
置
計
画
又
は
廃
止
措
置
計
画
に
係
る
施
設
定
期
検
査
を
要
す
る
場

（
閉
鎖
措
置
計
画
又
は
廃
止
措
置
計
画
に
係
る
施
設
定
期
検
査
を
要
す
る
場

合
）

合
）

第
三
十
四
条

（
略
）

第
三
十
四
条

（
略
）

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
施
設
定
期
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
五
十
一
条
の
十
第
一
項
の
検
査
は
、
次

設
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

廃
棄
物
受
入
施
設

一

廃
棄
物
受
入
れ
施
設

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

（
施
設
定
期
検
査
合
格
証
）

（
施
設
定
期
検
査
合
格
証
）

第
三
十
九
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
施
設
定
期
検
査
に
合
格
し
た
と
認
め

第
三
十
九
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
五
十
一
条
の
十
第
一
項
の
施
設

た
と
き
は
、
施
設
定
期
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

定
期
検
査
に
合
格
し
た
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
施
設
定
期
検

査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

（
記
録
）

（
記
録
）

第
四
十
四
条

法
第
五
十
一
条
の
十
五
の
規
定
に
よ
る
記
録
（
第
一
種
廃
棄
物

第
四
十
四
条

法
第
五
十
一
条
の
十
五
の
規
定
に
よ
る
記
録
（
第
一
種
廃
棄
物

埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
事
業
所
ご
と
に
、
次
表
の
上
欄

埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
事
業
所
ご
と
に
、
次
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ

て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ
れ
を
保
存
し
て
置
か
な

て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ
れ
を
保
存
し
て
置
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保
存
期
間

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保
存
期
間

一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
検

二

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
検

査
記
録

査
記
録

イ

使
用
前
検
査
の
結
果

（
略
）

（
略
）

イ

法
第
五
十
一
条
の
八
第
一

（
略
）

（
略
）

項
の
規
定
に
よ
る
使
用
前
検

査
の
結
果

ロ

施
設
定
期
検
査
の
結
果

（
略
）

（
略
）

ロ

法
第
五
十
一
条
の
十
第
一

（
略
）

（
略
）

項
の
規
定
に
よ
る
施
設
定
期

検
査
の
結
果

ハ

第
五
十
七
条
の
規
定
に
よ

（
略
）

検
査
終
了

ハ

第
五
十
七
条
の
規
定
に
よ

（
略
）

施
設
定
期
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る
検
査
の
結
果

後
五
年
が

る
施
設
定
期
自
主
検
査
の
結

自
主
検
査

経
過
す
る

果

終
了
後
五

ま
で
の
期

年
が
経
過

間

す
る
ま
で

の
期
間

三

放
射
線
管
理
記
録

三

放
射
線
管
理
記
録

イ

廃
棄
物
受
入
施
設
、
廃
棄

（
略
）

（
略
）

イ

廃
棄
物
受
入
れ
施
設
、
廃

（
略
）

（
略
）

物
取
扱
施
設
等
の
放
射
線
遮

棄
物
取
扱
施
設
等
の
放
射
線

蔽
物
の
側
壁
に
お
け
る
線
量

遮
へ
い
物
の
側
壁
に
お
け
る

当
量
率

線
量
当
量
率

ロ
～
ヲ

（
略
）

（
略
）

ロ
～
ヲ

（
略
）

（
略
）

四
～
六

（
略
）

（
略
）

（
略
）

四
～
六

（
略
）

（
略
）

（
略
）

七

気
象
記
録
（
法
第
五
十
一
条

七

気
象
記
録
（
法
第
五
十
一
条

の
十
八
第
一
項
の
認
可
又
は
変

の
十
八
第
二
項
の
認
可
又
は
変

更
の
認
可
を
受
け
た
保
安
規
定

更
の
認
可
を
受
け
た
保
安
規
定

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
記

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
記

録
し
な
い
こ
と
と
し
た
場
合
を

録
し
な
い
こ
と
と
し
た
場
合
を

除
く
。
）

除
く
。
）

イ
～
ハ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

八
～
十
一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

八
～
十
一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
二

第
六
十
二
条
に
規
定
す
る

十
二

第
六
十
二
条
に
規
定
す
る

防
護
措
置
の
記
録

防
護
措
置
の
記
録

イ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

イ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ロ

第
六
十
二
条
第
二
項
第
一

（
略
）

（
略
）

ロ

第
六
十
二
条
第
二
項
第
一

（
略
）

（
略
）

号
に
規
定
す
る
防
護
区
域
、

号
に
規
定
す
る
防
護
区
域
、

同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
周

同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
周

辺
防
護
区
域
又
は
同
項
第
三

辺
防
護
区
域
又
は
同
項
第
三

号
に
規
定
す
る
立
入
制
限
区

号
に
規
定
す
る
立
入
制
限
区

域
へ
立
ち
入
ろ
う
と
す
る
者

域
へ
立
ち
入
ろ
う
と
す
る
者

へ
の
同
項
第
五
号
イ
及
び
ロ

へ
の
証
明
書
等
の
発
行
の
状

に
規
定
す
る
証
明
書
等
の
発

況
及
び
そ
の
担
当
者
の
氏
名
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行
の
状
況
及
び
そ
の
担
当
者

の
氏
名

ハ
～
リ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ハ
～
リ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
三
～
十
五

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
三
～
十
五

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

（
管
理
区
域
へ
の
立
入
制
限
等
）

（
管
理
区
域
へ
の
立
入
制
限
等
）

第
五
十
三
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄

第
五
十
三
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄

物
埋
設
事
業
者
は
、
管
理
区
域
及
び
周
辺
監
視
区
域
を
定
め
、
こ
れ
ら
の
区

物
埋
設
事
業
者
は
、
管
理
区
域
及
び
周
辺
監
視
区
域
を
定
め
、
こ
れ
ら
の
区

域
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

域
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

管
理
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

一

管
理
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ

壁
、
柵
等
の
区
画
物
に
よ
っ
て
区
画
す
る
ほ
か
、
標
識
を
設
け
る
こ

イ

壁
、
さ
く
等
の
区
画
物
に
よ
っ
て
区
画
す
る
ほ
か
、
標
識
を
設
け
る

と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
他
の
場
所
と
区
別
し
、
か
つ
、
放
射
線
等
の
危

こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
他
の
場
所
と
区
別
し
、
か
つ
、
放
射
線
等
の

険
性
の
程
度
に
応
じ
て
人
の
立
入
制
限
、
鍵
の
管
理
等
の
措
置
を
講
ず

危
険
性
の
程
度
に
応
じ
て
人
の
立
入
制
限
、
か
ぎ
の
管
理
等
の
措
置
を

る
こ
と
。

講
ず
る
こ
と
。

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

二

周
辺
監
視
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二

周
辺
監
視
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

境
界
に
柵
又
は
標
識
を
設
け
る
等
の
方
法
に
よ
っ
て
周
辺
監
視
区
域

ロ

境
界
に
さ
く
又
は
標
識
を
設
け
る
等
の
方
法
に
よ
っ
て
周
辺
監
視
区

に
業
務
上
立
ち
入
る
者
以
外
の
者
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。
た
だ

域
に
業
務
上
立
ち
入
る
者
以
外
の
者
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。
た

し
、
当
該
区
域
に
人
が
立
ち
入
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場

だ
し
、
当
該
区
域
に
人
が
立
ち
入
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
線
量
等
に
関
す
る
措
置
）

（
線
量
等
に
関
す
る
措
置
）

第
五
十
四
条

（
略
）

第
五
十
四
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
緊
急
作
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
線
業

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
緊
急
作
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
線
業

務
従
事
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば

務
従
事
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
原
子
力
災
害
対
策

三

原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
原
子
力
災
害
対
策
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特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
八
条
第
三
項
に
規

特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
八
条
第
三
項
に
規

定
す
る
原
子
力
防
災
要
員
、
同
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
防

定
す
る
原
子
力
防
災
要
員
、
同
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
防

災
管
理
者
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
副
原
子
力
防
災
管
理
者
で
あ
る

災
管
理
者
又
は
同
法
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
副
原
子
力
防
災
管
理
者
で

こ
と
。

あ
る
こ
と
。

（
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
施
設
定
期
自
主
検
査
）

（
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
施
設
定
期
自
主
検
査
）

第
五
十
七
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄

第
五
十
七
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄

物
埋
設
事
業
者
は
、
次
の
各
号
（
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可

物
埋
設
事
業
者
は
、
次
の
各
号
（
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可

を
受
け
た
場
合
は
第
一
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
検
査
に
関
す
る
措
置
を
採

を
受
け
た
場
合
は
第
一
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
検
査
に
関
す
る
措
置
を
採

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
安
の
た
め
に
直
接
関
連
を
有
す
る
計
器
及
び
放

三

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
安
の
た
め
に
直
接
関
連
を
有
す
る
計
器
及
び
放

射
線
測
定
器
に
つ
い
て
は
、
較
正
を
一
年
ご
と
に
行
う
こ
と
。

射
線
測
定
器
に
つ
い
て
は
、
較
正
を
一
年
ご
と
に
行
う
こ
と
。

こ
う

２

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
第
一
種
廃
棄
物

２

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
第
一
種
廃
棄
物

埋
設
事
業
者
は
、
当
該
認
可
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

埋
設
事
業
者
は
、
当
該
認
可
若
し
く
は
法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
三

第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
変
更
の
認
可
に
係
る
申
請
書
又
は
そ
れ
ら
の
添
付

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
変
更
の
認
可
に
係
る
申

書
類
に
記
載
さ
れ
た
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
性
能
が
維
持
さ
れ
て
い
る
か
ど
う

請
書
又
は
そ
れ
ら
の
添
付
書
類
に
記
載
さ
れ
た
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
性
能
が

か
に
つ
い
て
の
検
査
を
一
年
ご
と
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

維
持
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
検
査
を
一
年
ご
と
に
行
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
事
業
所
内
の
運
搬
）

（
事
業
所
内
の
運
搬
）

第
六
十
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄
物

第
六
十
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄
物

埋
設
事
業
者
は
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
内
の
核
燃
料
物
質

埋
設
事
業
者
は
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
内
の
核
燃
料
物
質

等
の
運
搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

等
の
運
搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

容
易
か
つ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

ロ

容
易
か
つ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
亀
裂
、
破
損
等
が

さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
裂
、
破
損
等
が
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生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
～
八

（
略
）

三
～
八

（
略
）

九

運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

九

運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
っ
て
、
反
復

え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
っ
て
、
反
復

使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

も
の
を
い
う
。
）
に
収
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
収
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当

）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬
す
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
原
子
力
規
制
委
員
会

該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬
す
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
原
子
力

の
定
め
る
標
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

規
制
委
員
会
の
定
め
る
標
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
事
業
所
内
の
廃
棄
）

（
事
業
所
内
の
廃
棄
）

第
六
十
一
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄

第
六
十
一
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄

物
埋
設
事
業
者
は
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
に
お
い
て
行
わ

物
埋
設
事
業
者
は
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
に
お
い
て
行
わ

れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な

れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

第
五
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄
物

七

第
五
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄
物

を
容
器
に
封
入
す
る
と
き
は
、
当
該
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

を
容
器
に
封
入
す
る
と
き
は
、
当
該
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

亀
裂
又
は
破
損
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

き
裂
又
は
破
損
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

容
器
の
蓋
が
容
易
に
外
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

容
器
の
ふ
た
が
容
易
に
外
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八

（
略
）

八

（
略
）

九

第
五
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄
物

九

第
五
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄
物

を
放
射
線
障
害
防
止
の
効
果
を
持
っ
た
保
管
廃
棄
施
設
に
保
管
廃
棄
す
る

を
放
射
線
障
害
防
止
の
効
果
を
持
っ
た
保
管
廃
棄
施
設
に
保
管
廃
棄
す
る

と
き
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

と
き
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

放
射
性
廃
棄
物
を
容
器
に
封
入
し
て
保
管
廃
棄
す
る
と
き
は
、
当
該

イ

放
射
性
廃
棄
物
を
容
器
に
封
入
し
て
保
管
廃
棄
す
る
と
き
は
、
当
該

容
器
に
亀
裂
若
し
く
は
破
損
が
生
じ
た
場
合
に
封
入
さ
れ
た
放
射
性
廃

容
器
に
き
裂
若
し
く
は
破
損
が
生
じ
た
場
合
に
封
入
さ
れ
た
放
射
性
廃

棄
物
の
全
部
を
吸
収
で
き
る
材
料
で
当
該
容
器
を
包
み
、
又
は
収
容
で

棄
物
の
全
部
を
吸
収
で
き
る
材
料
で
当
該
容
器
を
包
み
、
又
は
収
容
で

き
る
受
皿
を
当
該
容
器
に
設
け
る
こ
と
等
に
よ
り
、
汚
染
の
広
が
り
を

き
る
受
皿
を
当
該
容
器
に
設
け
る
こ
と
等
に
よ
り
、
汚
染
の
広
が
り
を
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防
止
す
る
こ
と
。

防
止
す
る
こ
と
。

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

十
～
十
四

（
略
）

十
～
十
四

（
略
）

（
防
護
措
置
）

（
防
護
措
置
）

第
六
十
二
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄

第
六
十
二
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄

物
埋
設
事
業
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
区
分
に

物
埋
設
事
業
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

一
・
二

（
略
）

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
略
）

三
～
六

（
略
）

（
略
）

三
～
六

（
略
）

（
略
）

七
・
八

（
略
）

（
略
）

七
・
八

（
略
）

（
略
）

九

照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
（
照
射
さ
れ
た
同
号

九

照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
（
照
射
さ
れ
た
同
号

ニ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か
ら

ニ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か
ら

一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ

一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ

毎
時
を
超
え
て
い
た
も
の
並
び
に
次
号
及
び
第
十
三
号
に

毎
時
を
超
え
て
い
た
も
の
並
び
に
第
十
号
及
び
第
十
三
号

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

十
～
十
四

（
略
）

十
～
十
四

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

第
六
十
四
条

法
第
五
十
一
条
の
十
八
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
第
一
種

第
六
十
四
条

法
第
五
十
一
条
の
十
八
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
第
一
種

廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
毎
年
四
回
行
う
も
の
と

廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
毎
年
四
回
行
う
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合

す
る
。
た
だ
し
、
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は

は
、
廃
止
措
置
の
実
施
状
況
に
応
じ
、
毎
年
四
回
以
内
行
う
も
の
と
す
る
。

、
廃
止
措
置
の
実
施
状
況
に
応
じ
、
毎
年
四
回
以
内
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
検
査
に
つ
い
て
の
法
第
五
十
一
条
の
十
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用

２

前
項
の
検
査
に
つ
い
て
の
法
第
五
十
一
条
の
十
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
十
二
条
第
六
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
次

す
る
法
第
十
二
条
第
六
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
次

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

事
務
所
又
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

一

事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）
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（
廃
棄
物
埋
設
地
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
）

（
廃
棄
物
埋
設
地
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
）

第
六
十
五
条

（
略
）

第
六
十
五
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

一

次
の
事
項
を
記
載
し
た
事
業
計
画
書

一

次
の
事
項
を
記
載
し
た
事
業
計
画
書

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
の
開
始
の
日
を
含
む
事
業
年
度
以
後
の

ロ

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
の
開
始
の
日
を
含
む
事
業
年
度
以
後
の

毎
事
業
年
度
の
放
射
性
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
の
受
入
計
画
及
び
予
定
埋

毎
事
業
年
度
の
放
射
性
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
の
受
入
れ
計
画
及
び
予
定

設
数
量

埋
設
数
量

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

二
～
七

（
略
）

二
～
七

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
核
物
質
防
護
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

（
核
物
質
防
護
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

第
六
十
八
条

（
略
）

第
六
十
八
条

（
略
）

２

前
項
の
検
査
に
つ
い
て
の
法
第
五
十
一
条
の
二
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準

２

前
項
の
検
査
に
つ
い
て
の
法
第
五
十
一
条
の
二
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
十
二
条
の
二
第
六
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事

用
す
る
法
第
十
二
条
の
二
第
六
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事

項
は
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

項
は
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

事
務
所
又
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

一

事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
閉
鎖
措
置
と
し
て
行
う
べ
き
事
項
）

（
閉
鎖
措
置
と
し
て
行
う
べ
き
事
項
）

第
七
十
一
条

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会

第
七
十
一
条

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会

規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
坑
道
の
埋
戻
し
、
坑
口
の
閉
塞
並
び
に
地
下
に
設

規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
坑
道
の
埋
戻
し
、
坑
口
の
閉
塞
及
び
地
下
に
設
置

置
し
た
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
解
体
及
び
撤
去
と
す
る
。

し
た
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
解
体
、
撤
去
と
す
る
。

（
閉
鎖
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
閉
鎖
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

第
七
十
三
条

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
閉
鎖
措

第
七
十
三
条

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
閉
鎖
措

置
計
画
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

置
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
閉
鎖
措
置
計
画
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
認
可

項
に
つ
い
て
閉
鎖
措
置
計
画
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
閉
鎖
措
置

規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

計
画
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
と
す
る
。

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
、
写
し
一
通
と
す
る
。

（
閉
鎖
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
閉
鎖
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
七
十
四
条

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
七
十
四
条

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲

第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
閉
鎖
措
置
計
画
に
つ

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

い
て
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を

な
ら
な
い
。

記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
変
更
に

２

前
項
の
申
請
書
に
は
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
変
更
に
係

係
る
も
の
に
つ
い
て
説
明
し
た
資
料
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
も
の
に
つ
い
て
、
説
明
し
た
資
料
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
と
す
る
。

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
、
写
し
一
通
と
す
る
。

（
閉
鎖
措
置
の
確
認
の
申
請
）

（
閉
鎖
措
置
の
確
認
の
申
請
）

第
七
十
六
条

（
略
）

第
七
十
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
と
す
る
。

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
、
写
し
一
通
と
す
る
。

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

第
七
十
九
条

（
略
）

第
七
十
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
と
す
る
。

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
、
写
し
一
通
と
す
る
。

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
八
十
条

（
略
）

第
八
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
と
す
る
。

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
、
写
し
一
通
と
す
る
。

（
廃
止
措
置
の
終
了
の
確
認
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
の
終
了
の
確
認
の
申
請
）
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第
八
十
三
条

（
略
）

第
八
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
と
す
る
。

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
、
写
し
一
通
と
す
る
。

（
旧
廃
棄
事
業
者
等
の
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
旧
廃
棄
事
業
者
等
の
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

第
八
十
五
条

（
略
）

第
八
十
五
条

（
略
）

２

(

略)

２

(

略)

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
と
す
る
。

３

第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
正
本
一
通
、
写
し
一
通
と
す
る
。

（
旧
廃
棄
事
業
者
等
の
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
旧
廃
棄
事
業
者
等
の
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
八
十
七
条

法
第
五
十
一
条
の
二
十
六
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

第
八
十
七
条

法
第
五
十
一
条
の
二
十
六
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

二
条
の
七
第
四
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
事

二
条
の
七
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
五
十
一
条
の
二
十
六
第
二
項
の
規

業
者
に
係
る
者
に
限
る
。
）
は
、
第
八
十
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
申
請
書
を

定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
廃
止
措
置
計
画
に
つ
い
て
変
更
の
認
可
を
受
け
よ

原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

う
と
す
る
者
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
に
係
る
者
に
限
る
。
）
は
、
第

八
十
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

第
八
十
九
条

法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
事

第
八
十
九
条

法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
事

業
者
（
旧
廃
棄
事
業
者
等
を
含
む
。
次
条
及
び
第
九
十
一
条
に
お
い
て
同
じ

業
者
（
旧
廃
棄
事
業
者
等
を
含
む
。
以
下
次
条
及
び
第
九
十
一
条
に
お
い
て

。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に

同
じ
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直

、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
十
日
以
内
に
原
子
力
規
制
委
員
会

ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
十
日
以
内
に
原
子
力
規
制
委

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
故
障
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
等
を
限
定
さ
れ
た
区

三

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
故
障
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
等
を
限
定
さ
れ
た
区

域
に
閉
じ
込
め
る
機
能
、
外
部
放
射
線
に
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る

域
に
閉
じ
込
め
る
機
能
、
外
部
放
射
線
に
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る

た
め
の
放
射
線
の
遮
蔽
機
能
若
し
く
は
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
お
け
る
火
災

た
め
の
放
射
線
の
遮
へ
い
機
能
若
し
く
は
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
お
け
る
火

若
し
く
は
爆
発
の
防
止
の
機
能
を
喪
失
し
、
又
は
喪
失
す
る
お
そ
れ
が
あ

災
若
し
く
は
爆
発
の
防
止
の
機
能
を
喪
失
し
、
又
は
喪
失
す
る
お
そ
れ
が

っ
た
こ
と
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
に
支
障
を
及
ぼ
し
た
と
き
。

あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
に
支
障
を
及
ぼ
し
た
と
き
。

四
～
七

（
略
）

四
～
七

（
略
）

八

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
故
障
そ
の
他
の
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
こ
と
に
よ

八

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
故
障
そ
の
他
の
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
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り
、
核
燃
料
物
質
等
が
管
理
区
域
内
で
漏
え
い
し
た
と
き
。
た
だ
し
、
次

り
、
核
燃
料
物
質
等
が
管
理
区
域
内
で
漏
え
い
し
た
と
き
。
た
だ
し
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
（
漏
え
い
に
係
る
場
所
に
つ
い
て
人
の
立

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
（
漏
え
い
に
係
る
場
所
に
つ
い
て
人
の
立

入
制
限
、
鍵
の
管
理
等
の
措
置
を
新
た
に
講
じ
た
と
き
又
は
漏
え
い
し
た

入
制
限
、
か
ぎ
の
管
理
等
の
措
置
を
新
た
に
講
じ
た
と
き
又
は
漏
え
い
し

物
が
管
理
区
域
外
に
広
が
っ
た
と
き
を
除
く
。
）
を
除
く
。

た
物
が
管
理
区
域
外
に
広
が
っ
た
と
き
を
除
く
。
）
を
除
く
。

イ

漏
え
い
し
た
液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
が
当
該
漏
え
い
に
係
る
設
備

イ

漏
え
い
し
た
液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
が
当
該
漏
え
い
に
係
る
設
備

の
周
辺
部
に
設
置
さ
れ
た
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
の
外

の
周
辺
部
に
設
置
さ
れ
た
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
の
外

せ
き

に
拡
大
し
な
か
っ
た
と
き
。

に
拡
大
し
な
か
っ
た
と
き
。

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

九
～
十
一

（
略
）

九
～
十
一

（
略
）

（
報
告
の
徴
収
）

（
報
告
の
徴
収
）

第
九
十
一
条

（
略
）

第
九
十
一
条

（
略
）

２

前
項
の
報
告
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

２

第
一
項
の
報
告
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。
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○

放
射
線
業
務
従
事
者
に
係
る
放
射
線
管
理
記
録
の
引
渡
し
機
関
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
文
部
科
学
省
令
第
十
二
号
）
（
第
三
十
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
業
務
）

（
業
務
）

第
一
条

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規

第
一
条

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規

則
第
六
条
第
五
項
、
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
第
二
条
の
十
一

則
第
六
条
第
五
項
、
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
第
二
条
の
十
一

第
五
項
及
び
核
原
料
物
質
の
使
用
に
関
す
る
規
則
第
三
条
第
五
項
の
指
定
を

第
五
項
及
び
核
原
料
物
質
の
使
用
に
関
す
る
規
則
第
三
条
第
五
項
の
指
定
を

受
け
た
者
（
以
下
「
指
定
記
録
保
存
機
関
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る

受
け
た
者
（
以
下
「
指
定
記
録
保
存
機
関
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る

業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則

一

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則

第
六
条
第
一
項
の
表
第
四
号
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
の
記
録
、
核
燃
料
物
質
の
使

第
六
条
第
一
項
の
表
第
四
号
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
の
記
録
、
核
燃
料
物
質
の
使

用
等
に
関
す
る
規
則
第
二
条
の
十
一
第
一
項
の
表
第
二
号
ニ
か
ら
ト
ま
で

用
等
に
関
す
る
規
則
第
二
条
の
十
一
第
一
項
の
表
第
二
号
ニ
か
ら
ヘ
ま
で

の
記
録
及
び
核
原
料
物
質
の
使
用
に
関
す
る
規
則
第
三
条
第
一
項
の
表
第

の
記
録
及
び
核
原
料
物
質
の
使
用
に
関
す
る
規
則
第
三
条
第
一
項
の
表
第

二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
の
記
録
（
以
下
こ
れ
ら
を
単
に
「
記
録
」
と
い
う
。

二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
の
記
録
（
以
下
こ
れ
ら
を
単
に
「
記
録
」
と
い
う
。

）
の
引
渡
し
を
受
け
、
保
存
を
行
う
こ
と
。

）
の
引
渡
し
を
受
け
、
保
存
を
行
う
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）
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○

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
原
子
力
防
災
管
理
者
が
通
報
す
べ
き
事
象
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
四
年
文
部
科
学
省
・
経
済
産
業
省
令
第

二
号
）
（
第
三
十
一
条
関
係
）改

正

案

現

行

（
原
子
力
防
災
要
員
）

（
原
子
力
防
災
要
員
）

第
二
条

法
第
八
条
第
三
項
の
原
子
力
防
災
要
員
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関

第
二
条

法
第
八
条
第
三
項
の
原
子
力
防
災
要
員
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関

す
る
業
務
ご
と
に
当
該
業
務
を
的
確
に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
二
名
以
上

す
る
業
務
ご
と
に
当
該
業
務
を
的
確
に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
二
名
以
上

の
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第

一

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
九
十

四
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
象
（
以
下
「
特
定
事
象
」
と
い
う
。
）
が

五
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
象
（

発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
事
象
に
関
す
る
情
報
の
整
理
並
び
に

以
下
「
特
定
事
象
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定

内
閣
総
理
大
臣
及
び
原
子
力
規
制
委
員
会
（
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
特
定

事
象
に
関
す
る
情
報
の
整
理
並
び
に
内
閣
総
理
大
臣
及
び
原
子
力
規
制
委

事
象
の
発
生
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
内
閣
総
理
大
臣
、
原
子
力
規
制
委
員

員
会
（
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
特
定
事
象
の
発
生
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

会
及
び
国
土
交
通
大
臣
）
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
関
係
者

内
閣
総
理
大
臣
、
原
子
力
規
制
委
員
会
及
び
国
土
交
通
大
臣
）
、
関
係
地

と
の
連
絡
調
整

方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
絡
調
整

二
～
十

（
略
）

二
～
十

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
基
づ
く
原
子
力
防
災
要
員
の
配
置
は
、
原
子
力
災
害
が
発

２

前
項
の
規
定
に
基
づ
く
原
子
力
防
災
要
員
の
配
置
は
、
原
子
力
災
害
が
発

生
し
た
場
合
に
直
ち
に
同
項
に
掲
げ
る
業
務
を
行
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

生
し
た
場
合
に
直
ち
に
前
項
に
掲
げ
る
業
務
を
行
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
検
出
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
場
合
）

（
検
出
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
場
合
）

第
三
条
の
二

令
第
四
条
第
二
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合

第
三
条
の
二

令
第
四
条
第
二
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合

は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
測
定
設
備
及
び
当
該
測
定
設
備
に
よ
り

は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
測
定
設
備
及
び
当
該
測
定
設
備
に
よ
り

検
出
さ
れ
た
数
値
に
異
常
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
（
同
項
の
一
時
間
当
た
り

検
出
さ
れ
た
数
値
に
異
常
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
（
同
条
第
二
項
の
一
時
間

の
数
値
に
換
算
し
て
得
た
数
値
が
、
同
条
第
一
項
の
放
射
線
量
以
上
の
も
の

当
た
り
の
数
値
に
換
算
し
て
得
た
数
値
が
、
同
条
第
一
項
の
放
射
線
量
以
上

と
な
っ
て
い
る
原
因
を
直
ち
に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
報
告
す
る
場
合
に
限

の
も
の
と
な
っ
て
い
る
原
因
を
直
ち
に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
報
告
す
る
場

る
。
）
と
す
る
。

合
に
限
る
。
）
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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第
六
条

令
第
四
条
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
区
域
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

第
六
条

令
第
四
条
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
区
域
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
原
子
力
事
業
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

掲
げ
る
原
子
力
事
業
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

区
域
と
す
る
。

区
域
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

廃
棄
事
業
者

規
制
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基

廃
棄
事
業
者

規
制
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基

づ
く
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
の
許
可
を
受
け
た
者

づ
く
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
許
可
を
受
け
た
者
に
あ
っ

に
あ
っ
て
は
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て

て
は
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ

汚
染
さ
れ
た
物
の
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す

れ
た
物
の
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則

る
規
則
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
、
規
制
法
第
五
十
一

第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
、
規
制
法
第
五
十
一
条
の
二

条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
第
二
種
廃
棄

第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
第
二
種
廃
棄
物
埋
設

物
埋
設
の
事
業
の
許
可
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
核
燃

の
許
可
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
核
燃
料
物
質
又
は
核

料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の

燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
第
二
種
廃
棄
物

第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
第
一
条
の

埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
第
一
条
の
二
第
二
項
第
八

二
第
二
項
第
八
号
に
、
規
制
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一

号
に
、
規
制
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
規

項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
く
廃
棄
物
管
理
の
事
業
の
許

定
に
基
づ
く
廃
棄
物
管
理
の
許
可
を
受
け
た
者
に
あ
っ

可
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料

て
は
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ

物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
管
理
の
事
業

れ
た
物
の
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
第
一
条

に
関
す
る
規
則
第
一
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
管

第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
管
理
区
域

理
区
域

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

第
七
条

令
第
四
条
第
四
項
第
五
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事

第
七
条

令
第
四
条
第
四
項
第
五
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事

象
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

象
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

一

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
も
の

欄
に
掲
げ
る
も
の

イ

（
略
）

～

（
略
）

イ

（
略
）

～

（
略
）

（１）

（３）

（１）

（３）

全
て
の
交
流
母
線
か
ら
の
電
気
の
供
給
が
停
止
し

全
て
の
交
流
母
線
か
ら
の
電
気
の
供
給
が
停
止
し

（４）

（４）

、
か
つ
、
そ
の
状
態
が
三
十
分
間
以
上
継
続
す
る
こ

、
か
つ
、
そ
の
状
態
が
三
十
分
以
上
継
続
す
る
こ
と

と
。

。

非
常
用
直
流
母
線
が
一
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て

非
常
用
直
流
母
線
が
一
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て

（５）

（５）
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、
当
該
直
流
母
線
に
電
気
を
供
給
す
る
電
源
が
一
と

、
当
該
直
流
母
線
に
電
気
を
供
給
す
る
電
源
が
一
と

な
る
状
態
が
五
分
間
以
上
継
続
す
る
こ
と
。

な
る
状
態
が
五
分
以
上
継
続
す
る
こ
と
。

～

（
略
）

～

（
略
）

（６）

（９）

（６）

（９）

火
災
又
は
溢
水
が
発
生
し
、
防
災
業
務
計
画
等
命

火
災
又
は
溢
水
が
発
生
し
、
防
災
業
務
計
画
等
命

い
つ

（１０）

（１０）

令
第
二
条
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
安
全
上
重
要

令
第
二
条
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
安
全
上
重
要

な
構
築
物
、
系
統
又
は
機
器
（
以
下
「
安
全
機
器
等

な
構
築
物
、
系
統
又
は
機
器
（
以
下
「
安
全
機
器
等

」
と
い
う
。
）
の
機
能
の
一
部
が
喪
失
す
る
こ
と
。

」
と
い
う
。
）
の
機
能
の
一
部
が
喪
失
す
る
こ
と
。

～

（
略
）

～

（
略
）

（１１）

（１４）

（１１）

（１４）

ロ

（
略
）

・

（
略
）

ロ

（
略
）

・

（
略
）

（１）

（２）

（１）

（２）

全
て
の
交
流
母
線
か
ら
の
電
気
の
供
給
が
停
止
し

全
て
の
交
流
母
線
か
ら
の
電
気
の
供
給
が
停
止
し

（３）

（３）

、
か
つ
、
そ
の
状
態
が
三
十
分
間
以
上
継
続
す
る
こ

、
か
つ
、
そ
の
状
態
が
三
十
分
以
上
継
続
す
る
こ
と

と
。

。

非
常
用
直
流
母
線
が
一
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て

非
常
用
直
流
母
線
が
一
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て

（４）

（４）

、
当
該
直
流
母
線
に
電
気
を
供
給
す
る
電
源
が
一
と

、
当
該
直
流
母
線
に
電
気
を
供
給
す
る
電
源
が
一
と

な
る
状
態
が
五
分
間
以
上
継
続
す
る
こ
と
。

な
る
状
態
が
五
分
以
上
継
続
す
る
こ
と
。

～

（
略
）

～

（
略
）

（５）

（８）

（５）

（８）

火
災
又
は
溢
水
が
発
生
し
、
安
全
機
器
等
の
機
能

火
災
又
は
溢
水
が
発
生
し
、
安
全
機
器
等
の
機
能

い
つ

（９）

（９）

の
一
部
が
喪
失
す
る
こ
と
。

の
一
部
が
喪
失
す
る
こ
と
。

～

（
略
）

～

（
略
）

（１０）

（１３）

（１０）

（１３）

ハ

（
略
）

原
子
炉
の
運
転
中
に
原
子
炉
冷
却
材
を
く
み
上
げ

ハ

（
略
）

原
子
炉
の
運
転
中
に
原
子
炉
冷
却
材
を
汲
み
上
げ

（１）

（１）

る
設
備
の
機
能
を
超
え
る
原
子
炉
冷
却
材
の
漏
え
い

る
設
備
の
機
能
を
超
え
る
原
子
炉
冷
却
材
の
漏
え
い

が
発
生
す
る
こ
と
。

が
発
生
す
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

（２）

（２）

全
て
の
交
流
母
線
か
ら
の
電
気
の
供
給
が
停
止
し

全
て
の
交
流
母
線
か
ら
の
電
気
の
供
給
が
停
止
し

（３）

（３）

、
か
つ
、
そ
の
状
態
が
三
十
分
間
以
上
（
原
子
炉
施

、
か
つ
、
そ
の
状
態
が
三
十
分
以
上
（
原
子
炉
施
設

設
に
設
け
る
電
源
設
備
が
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原

に
設
け
る
電
源
設
備
が
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子

子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備

炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の

の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規

基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制

制
委
員
会
規
則
第
九
号
）
第
五
十
八
条
第
一
項
及
び

委
員
会
規
則
第
九
号
）
第
五
十
八
条
第
一
項
及
び
研

研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設

究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の

の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
第
七
十
二
条
第
一
項
の

技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
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基
準
に
適
合
し
な
い
場
合
に
は
、
五
分
間
以
上
）
継

規
制
委
員
会
規
則
第
十
号
）
第
七
十
二
条
第
一
項
の

続
す
る
こ
と
。

基
準
に
適
合
し
な
い
場
合
に
は
、
五
分
以
上
）
継
続

す
る
こ
と
。

非
常
用
直
流
母
線
が
一
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て

非
常
用
直
流
母
線
が
一
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て

（４）

（４）

、
当
該
直
流
母
線
に
電
気
を
供
給
す
る
電
源
が
一
と

、
当
該
直
流
母
線
に
電
気
を
供
給
す
る
電
源
が
一
と

な
る
状
態
が
五
分
間
以
上
継
続
す
る
こ
と
。

な
る
状
態
が
五
分
以
上
継
続
す
る
こ
と
。

～

（
略
）

～

（
略
）

（５）

（８）

（５）

（８）

火
災
又
は
溢
水
が
発
生
し
、
安
全
機
器
等
の
機
能

火
災
又
は
溢
水
が
発
生
し
、
安
全
機
器
等
の
機
能

い
つ

（９）

（９）

の
一
部
が
喪
失
す
る
こ
と
。

の
一
部
が
喪
失
す
る
こ
と
。

～

（
略
）

～

（
略
）

（１０）

（１２）

（１０）

（１２）

ニ

（
略
）

原
子
炉
の
運
転
中
に
原
子
炉
冷
却
材
を
く
み
上
げ

ニ

（
略
）

原
子
炉
の
運
転
中
に
原
子
炉
冷
却
材
を
汲
み
上
げ

（１）

（１）

る
設
備
の
機
能
を
超
え
る
原
子
炉
冷
却
材
の
漏
え
い

る
設
備
の
機
能
を
超
え
る
原
子
炉
冷
却
材
の
漏
え
い

が
発
生
す
る
こ
と
。

が
発
生
す
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

（２）

（２）

原
子
炉
の
運
転
中
に
全
て
の
交
流
母
線
か
ら
の
電

原
子
炉
の
運
転
中
に
全
て
の
交
流
母
線
か
ら
の
電

（３）

（３）

気
の
供
給
が
停
止
し
、
か
つ
、
そ
の
状
態
が
五
分
間

気
の
供
給
が
停
止
し
、
か
つ
、
そ
の
状
態
が
五
分
以

以
上
継
続
す
る
こ
と
。

上
継
続
す
る
こ
と
。

原
子
炉
の
運
転
中
に
非
常
用
直
流
母
線
が
一
と
な

原
子
炉
の
運
転
中
に
非
常
用
直
流
母
線
が
一
と
な

（４）

（４）

っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
直
流
母
線
に
電
気
を
供

っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
直
流
母
線
に
電
気
を
供

給
す
る
電
源
が
一
と
な
る
状
態
が
五
分
間
以
上
継
続

給
す
る
電
源
が
一
と
な
る
状
態
が
五
分
以
上
継
続
す

す
る
こ
と
。

る
こ
と
。

～

（
略
）

～

（
略
）

（５）

（７）

（５）

（７）

ホ
～
ト

（
略

（
略
）

ホ
～
ト

（
略

（
略
）

）

）

チ

（
略
）

全
て
の
交
流
母
線
か
ら
の
電
気
の
供
給
が
停
止
し

チ

（
略
）

全
て
の
交
流
母
線
か
ら
の
電
気
の
供
給
が
停
止
し

（１）

（１）

、
か
つ
、
そ
の
状
態
が
三
十
分
間
以
上
（
原
子
炉
施

、
か
つ
、
そ
の
状
態
が
三
十
分
以
上
（
原
子
炉
施
設

設
に
設
け
る
電
源
設
備
が
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び

に
設
け
る
電
源
設
備
が
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ

そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に

の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関

関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会

す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規

規
則
第
五
号
）
第
五
十
七
条
第
一
項
及
び
実
用
発
電

則
第
五
号
）
第
五
十
七
条
第
一
項
及
び
実
用
発
電
用

用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す

原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る



- 203 -

る
規
則
第
七
十
二
条
第
一
項
又
は
研
究
開
発
段
階
発

規
則
第
七
十
二
条
第
一
項
又
は
研
究
開
発
段
階
発
電

電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及

用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び

び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
第
五
十
八
条
第
一
項

設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
第
五
十
八
条
第
一
項
及

及
び
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属

び
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施

施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
第
七
十
二
条
第
一

設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
第
七
十
二
条
第
一
項

項
の
基
準
に
適
合
し
な
い
場
合
に
は
、
五
分
間
以
上

の
基
準
に
適
合
し
な
い
場
合
に
は
、
五
分
以
上
）
継

）
継
続
す
る
こ
と
。

続
す
る
こ
と
。

非
常
用
直
流
母
線
が
一
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て

非
常
用
直
流
母
線
が
一
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て

（２）

（２）

、
当
該
直
流
母
線
に
電
気
を
供
給
す
る
電
源
が
一
と

、
当
該
直
流
母
線
に
電
気
を
供
給
す
る
電
源
が
一
と

な
る
状
態
が
五
分
間
以
上
継
続
す
る
こ
と
。

な
る
状
態
が
五
分
以
上
継
続
す
る
こ
と
。

～

（
略
）

～

（
略
）

（３）

（５）

（３）

（５）

火
災
又
は
溢
水
が
発
生
し
、
安
全
機
器
等
の
機
能

火
災
又
は
溢
水
が
発
生
し
、
安
全
機
器
等
の
機
能

い
つ

（６）

（６）

の
一
部
が
喪
失
す
る
こ
と
。

の
一
部
が
喪
失
す
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

（７）

（７）

リ

（
略
）

～

（
略
）

リ

（
略
）

～

（
略
）

（１）

（３）

（１）

（３）

火
災
、
爆
発
又
は
溢
水
が
発
生
し
、
安
全
機
器
等

火
災
、
爆
発
又
は
溢
水
が
発
生
し
、
安
全
機
器
等

い
つ

（４）

（４）

の
機
能
の
一
部
が
喪
失
す
る
こ
と
。

の
機
能
の
一
部
が
喪
失
す
る
こ
と
。

～

（
略
）

～

（
略
）

（５）

（７）

（５）

（７）

ヌ

（
略
）

（
略
）

ヌ

（
略
）

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

（
放
射
線
測
定
設
備
の
基
準
）

（
放
射
線
測
定
設
備
の
基
準
）

第
八
条

法
第
十
一
条
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
は

第
八
条

法
第
十
一
条
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
は

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

放
射
線
測
定
設
備
は
、
原
子
力
事
業
所
ご
と
に
当
該
原
子
力
事
業
所
内

一

放
射
線
測
定
設
備
は
、
原
子
力
事
業
所
ご
と
に
当
該
原
子
力
事
業
所
内

に
二
式
以
上
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
原
子
力
事
業
所
内
に
設

に
二
式
以
上
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
原
子
力
事
業
所
内
に
設

置
す
る
一
式
の
放
射
線
測
定
設
備
は
、
原
子
力
事
業
所
（
前
条
第
一
号
の

置
す
る
一
式
の
放
射
線
測
定
設
備
は
、
原
子
力
事
業
所
（
前
条
の
表
第
一

表
ホ
及
び
ヌ
に
掲
げ
る
施
設
（
同
表
ヌ
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
原

号
ホ
及
び
ヌ
に
掲
げ
る
施
設
（
同
号
ヌ
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
原

子
炉
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の

子
炉
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の

隣
地
そ
の
他
の
近
隣
の
場
所
に
あ
る
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
基

隣
地
そ
の
他
の
近
隣
の
場
所
に
あ
る
次
号
か
ら
第
四
号
に
掲
げ
る
基
準
を

準
を
満
た
す
放
射
線
測
定
設
備
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

満
た
す
放
射
線
測
定
設
備
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

放
射
線
測
定
設
備
の
維
持
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

四

放
射
線
測
定
設
備
の
維
持
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

毎
年
一
回
以
上
定
期
に
そ
の
較
正
を
行
う
こ
と
。

ハ

毎
年
一
回
以
上
定
期
に
そ
の
較
正
を
行
う
こ
と
。

こ
う

（
放
射
線
測
定
設
備
の
検
査
）

（
放
射
線
測
定
設
備
の
検
査
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
十
一
条
第
五
項
の
検
査
を
行
い
、
前
条
第

２

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
十
一
条
第
五
項
の
検
査
を
行
い
、
第
八
条

三
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
た
と
き
は
、
別
記
様
式
第
三

第
三
号
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
た
と
き
は
、
別
記
様
式

の
放
射
線
測
定
設
備
検
査
済
証
を
交
付
す
る
。

第
三
の
放
射
線
測
定
設
備
検
査
済
証
を
交
付
す
る
。

（
原
子
力
緊
急
事
態
の
発
生
を
示
す
事
象
）

（
原
子
力
緊
急
事
態
の
発
生
を
示
す
事
象
）

第
十
二
条

令
第
六
条
第
四
項
第
一
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る

第
十
二
条

令
第
六
条
第
四
項
第
一
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る

基
準
及
び
同
号
の
規
定
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
検
出
は
、
加
工
事
業
者
、
原

基
準
及
び
同
号
の
規
定
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
検
出
は
、
加
工
事
業
者
、
原

子
炉
設
置
者
、
貯
蔵
事
業
者
、
廃
棄
事
業
者
又
は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
、
第

子
炉
設
置
者
、
貯
蔵
事
業
者
、
廃
棄
事
業
者
又
は
使
用
者
に
あ
っ
て
は
、
第

五
条
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
基
準
に
つ
い
て
は
そ
れ

五
条
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
基
準
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
同

ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
検
出
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
検
出
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
十
四
条

令
第
六
条
第
四
項
第
四
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る

第
十
四
条

令
第
六
条
第
四
項
第
四
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る

事
象
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

事
象
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

イ

（
略
）

～

（
略
）

イ

（
略
）

～

（
略
）

（１）

（６）

（１）

（６）

全
て
の
非
常
用
直
流
母
線
か
ら
の
電
気
の
供
給
が

全
て
の
非
常
用
直
流
母
線
か
ら
の
電
気
の
供
給
が

（７）

（７）

停
止
し
、
か
つ
、
そ
の
状
態
が
五
分
間
以
上
継
続
す

停
止
し
、
か
つ
、
そ
の
状
態
が
五
分
以
上
継
続
す
る

る
こ
と
。

こ
と
。

～

（
略
）

～

（
略
）

（８）

（１３）

（８）

（１３）

ロ

（
略
）

～

（
略
）

ロ

（
略
）

～

（
略
）

（１）

（５）

（１）

（５）

全
て
の
非
常
用
直
流
母
線
か
ら
の
電
気
の
供
給
が

全
て
の
非
常
用
直
流
母
線
か
ら
の
電
気
の
供
給
が

（６）

（６）

停
止
し
、
か
つ
、
そ
の
状
態
が
五
分
間
以
上
継
続
す

停
止
し
、
か
つ
、
そ
の
状
態
が
五
分
以
上
継
続
す
る
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る
こ
と
。

こ
と
。

～

（
略
）

～

（
略
）

（７）

（１２）

（７）

（１２）

ハ

（
略
）

～

（
略
）

ハ

（
略
）

～

（
略
）

（１）

（３）

（１）

（３）

全
て
の
交
流
母
線
か
ら
の
電
気
の
供
給
が
停
止
し

全
て
の
交
流
母
線
か
ら
の
電
気
の
供
給
が
停
止
し

（４）

（４）

、
か
つ
、
そ
の
状
態
が
一
時
間
以
上
（
原
子
炉
施
設

、
か
つ
、
そ
の
状
態
が
一
時
間
以
上
（
原
子
炉
施
設

に
設
け
る
電
源
設
備
が
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子

に
設
け
る
電
源
設
備
が
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子

炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の

炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の

基
準
に
関
す
る
規
則
第
五
十
八
条
第
一
項
及
び
研
究

基
準
に
関
す
る
規
則
第
五
十
八
条
第
一
項
及
び
研
究

開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技

開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技

術
基
準
に
関
す
る
規
則
第
七
十
二
条
第
一
項
の
基
準

術
基
準
に
関
す
る
規
則
第
七
十
二
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
な
い
場
合
に
は
、
三
十
分
間
以
上
）
継
続

に
適
合
し
な
い
場
合
に
は
、
三
十
分
以
上
）
継
続
す

す
る
こ
と
。

る
こ
と
。

全
て
の
非
常
用
直
流
母
線
か
ら
の
電
気
の
供
給
が

全
て
の
非
常
用
直
流
母
線
か
ら
の
電
気
の
供
給
が

（５）

（５）

停
止
し
、
か
つ
、
そ
の
状
態
が
五
分
間
以
上
継
続
す

停
止
し
、
か
つ
、
そ
の
状
態
が
五
分
以
上
継
続
す
る

る
こ
と
。

こ
と
。

～

（
略
）

～

（
略
）

（６）

（１１）

（６）

（１１）

ニ

（
略
）

～

（
略
）

ニ

（
略
）

～

（
略
）

（１）

（３）

（１）

（３）

原
子
炉
の
運
転
中
に
全
て
の
非
常
用
直
流
母
線
か

原
子
炉
の
運
転
中
に
全
て
の
非
常
用
直
流
母
線
か

（４）

（４）

ら
の
電
気
の
供
給
が
停
止
し
、
か
つ
、
そ
の
状
態
が

ら
の
電
気
の
供
給
が
停
止
し
、
か
つ
、
そ
の
状
態
が

五
分
間
以
上
継
続
す
る
こ
と
。

五
分
以
上
継
続
す
る
こ
と
。

～

（
略
）

～

（
略
）

（５）

（９）

（５）

（９）

ホ
～
ト

（
略

（
略
）

ホ
～
ト

（
略

（
略
）

）

）

チ

（
略
）

全
て
の
交
流
母
線
か
ら
の
電
気
の
供
給
が
停
止
し

チ

（
略
）

全
て
の
交
流
母
線
か
ら
の
電
気
の
供
給
が
停
止
し

（１）

（１）

、
か
つ
、
そ
の
状
態
が
一
時
間
以
上
（
原
子
炉
施
設

、
か
つ
、
そ
の
状
態
が
一
時
間
以
上
（
原
子
炉
施
設

に
設
け
る
電
源
設
備
が
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ

に
設
け
る
電
源
設
備
が
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ

の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関

の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関

す
る
規
則
第
五
十
七
条
第
一
項
及
び
実
用
発
電
用
原

す
る
規
則
第
五
十
七
条
第
一
項
及
び
実
用
発
電
用
原

子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規

子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規

則
第
七
十
二
条
第
一
項
又
は
研
究
開
発
段
階
発
電
用

則
第
七
十
二
条
第
一
項
又
は
研
究
開
発
段
階
発
電
用

原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設

原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
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備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
第
五
十
八
条
第
一
項
及
び

備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
第
五
十
八
条
第
一
項
及
び

研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設

研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設

の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
第
七
十
二
条
第
一
項
の

の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
第
七
十
二
条
第
一
項
の

基
準
に
適
合
し
な
い
場
合
に
は
、
三
十
分
間
以
上
）

基
準
に
適
合
し
な
い
場
合
に
は
、
三
十
分
以
上
）
継

継
続
す
る
こ
と
。

続
す
る
こ
と
。

全
て
の
非
常
用
直
流
母
線
か
ら
の
電
気
の
供
給
が

全
て
の
非
常
用
直
流
母
線
か
ら
の
電
気
の
供
給
が

（２）

（２）

停
止
し
、
か
つ
、
そ
の
状
態
が
五
分
間
以
上
継
続
す

停
止
し
、
か
つ
、
そ
の
状
態
が
五
分
以
上
継
続
す
る

る
こ
と
。

こ
と
。

～

（
略
）

～

（
略
）

（３）

（５）

（３）

（５）

リ
・
ヌ

（
略

（
略
）

リ
・
ヌ

（
略

（
略
）

）

）
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○

東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
の
保
安
及
び
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会

規
則
第
二
号
）
（
第
三
十
二
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
適
用
）

（
適
用
）

第
一
条

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（

第
一
条

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
一
、
第
四
十
三
条
の
三

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
一
、
第
四
十
三
条
の
三

の
二
十
二
及
び
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島

の
二
十
二
及
び
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島

第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
（
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力

第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
（
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力

発
電
所
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

発
電
所
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
特
例
に
関
す
る
政
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）

の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
特
例
に
関
す
る
政
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）

に
規
定
す
る
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
を

に
規
定
す
る
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
を

い
う
。
）
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
法
第
六
十
四
条
の
三
第
一
項
の
認

い
う
。
）
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
法
第
六
十
四
条
の
三
第
一
項
の
認

可
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る

可
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る

規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
。
以
下
「
実
用
炉
規
則

規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
。
以
下
「
実
用
炉
規
則

」
と
い
う
。
）
の
規
定
（
第
七
十
条
か
ら
第
七
十
二
条
、
第
七
十
四
条
及
び

」
と
い
う
。
）
の
規
定
（
第
七
十
条
か
ら
第
七
十
二
条
、
第
七
十
四
条
、
第

第
八
十
八
条
を
除
く
。
）
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

七
十
七
条
及
び
第
八
十
八
条
を
除
く
。
）
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
規
則
の
定

よ
る
。

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

「
放
射
性
廃
棄
物
」
と
は
、
実
用
炉
規
則
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規

二

「
放
射
性
廃
棄
物
」
と
は
、
実
用
炉
規
則
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る

定
す
る
放
射
性
廃
棄
物
を
い
う
。

放
射
性
廃
棄
物
を
い
う
。

三

「
燃
料
体
」
と
は
、
実
用
炉
規
則
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る

三

「
燃
料
体
」
と
は
、
実
用
炉
規
則
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
燃
料
体

燃
料
体
を
い
う
。

を
い
う
。

四

「
管
理
区
域
」
と
は
、
実
用
炉
規
則
第
二
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す

四

「
管
理
区
域
」
と
は
、
実
用
炉
規
則
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
管
理

る
管
理
区
域
を
い
う
。

区
域
を
い
う
。
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五

「
保
全
区
域
」
と
は
、
実
用
炉
規
則
第
二
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す

五

「
保
全
区
域
」
と
は
、
実
用
炉
規
則
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
保
全

る
保
全
区
域
を
い
う
。

区
域
を
い
う
。

六

「
周
辺
監
視
区
域
」
と
は
、
実
用
炉
規
則
第
二
条
第
二
項
第
六
号
に
規

六

「
周
辺
監
視
区
域
」
と
は
、
実
用
炉
規
則
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る

定
す
る
周
辺
監
視
区
域
を
い
う
。

周
辺
監
視
区
域
を
い
う
。

七

「
放
射
線
業
務
従
事
者
」
と
は
、
実
用
炉
規
則
第
二
条
第
二
項
第
七
号

七

「
放
射
線
業
務
従
事
者
」
と
は
、
実
用
炉
規
則
第
二
条
第
七
号
に
規
定

に
規
定
す
る
放
射
線
業
務
従
事
者
を
い
う
。

す
る
放
射
線
業
務
従
事
者
を
い
う
。

（
記
録
）

（
記
録
）

第
三
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
一
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
発
電
用
原

第
三
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
一
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
発
電
用
原

子
炉
ご
と
に
、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中

子
炉
ご
と
に
、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中

欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期

欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期

間
こ
れ
を
保
存
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
原
子
力
規
制
委

間
こ
れ
を
保
存
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
原
子
力
規
制
委

員
会
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
記
録
に
代
え
て
、
原
子
力

員
会
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
記
録
に
代
え
て
、
原
子
力

規
制
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
措
置
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

規
制
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
措
置
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保
存
期
間

記

録

事

項

記
録
す
べ
き
場
合

保
存
期
間

一

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
守

一

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
守

管
理
記
録

管
理
記
録

イ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

イ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ロ

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十

（
略
）

（
略
）

ロ

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十

（
略
）

（
略
）

五
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
結

五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検

果

査
の
結
果

ハ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ハ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ニ

第
十
二
条
第
四
号
の
規
定

（
略
）

（
略
）

ニ

第
十
二
条
第
一
項
第
四
号

（
略
）

（
略
）

に
よ
る
保
守
管
理
の
実
施
状

の
規
定
に
よ
る
保
守
管
理
の

況
及
び
そ
の
担
当
者
の
氏
名

実
施
状
況
及
び
そ
の
担
当
者

の
氏
名

ホ

第
十
二
条
第
五
号
の
規
定

（
略
）

（
略
）

ホ

第
十
二
条
第
一
項
第
五
号

（
略
）

（
略
）

に
よ
る
保
守
管
理
に
関
す
る

の
規
定
に
よ
る
保
守
管
理
に

方
針
、
保
守
管
理
の
目
標
及

関
す
る
方
針
、
保
守
管
理
の

び
保
守
管
理
の
実
施
に
関
す

目
標
及
び
保
守
管
理
の
実
施

る
計
画
の
評
価
の
結
果
及
び

に
関
す
る
計
画
の
評
価
の
結
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そ
の
評
価
の
担
当
者
の
氏
名

果
及
び
そ
の
評
価
の
担
当
者

の
氏
名

二
・
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ニ
・
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

四

工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お

（
略
）

（
略
）

四

工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お

（
略
）

（
略
）

い
て
貯
蔵
し
よ
う
と
す
る
使
用

い
て
貯
蔵
し
よ
う
と
す
る
使
用

済
燃
料
を
封
入
し
た
容
器
の
記

済
燃
料
を
封
入
し
た
容
器
の
記

録

録

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

真
空
乾
燥
し
た
後
の
真
空

ハ

真
空
乾
燥
し
た
後
の
真
空

度
又
は
不
活
性
ガ
ス
を
充
塡

度
又
は
不
活
性
ガ
ス
を
充
て

し
た
後
の
湿
度
並
び
に
充
塡

ん
し
た
後
の
湿
度
並
び
に
充

し
た
不
活
性
ガ
ス
の
成
分
、

て
ん
し
た
不
活
性
ガ
ス
の
成

量
及
び
圧
力

分
、
量
及
び
圧
力

二
・
ホ

（
略
）

二
・
ホ

（
略
）

五

放
射
線
管
理
記
録

五

放
射
線
管
理
記
録

イ
～
ヘ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

イ
～
ヘ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ト

放
射
線
業
務
従
事
者
が
緊

（
略
）

第
四
項
に

ト

放
射
線
業
務
従
事
者
が
緊

（
略
）

第
五
項
に

急
作
業
に
従
事
し
た
期
間
の

定
め
る
期

急
作
業
に
従
事
し
た
期
間
の

定
め
る
期

始
期
及
び
終
期
並
び
に
放
射

間

始
期
及
び
終
期
並
び
に
放
射

間

線
業
務
従
事
者
の
当
該
期
間

線
業
務
従
事
者
の
当
該
期
間

の
線
量

の
線
量

チ
～
ヲ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

チ
～
ヲ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

六
～
十
二

（
略
）

（
略
）

（
略
）

六
～
十
二

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
三

工
場
又
は
事
業
所
に
お
い

十
三

工
場
又
は
事
業
所
に
お
い

て
用
い
た
資
材
そ
の
他
の
物
に

て
用
い
た
資
材
そ
の
他
の
物
に

含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
放
射

含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
放
射

能
濃
度
に
つ
い
て
法
第
六
十
一

能
濃
度
に
つ
い
て
法
第
六
十
一

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
も

く
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
も

の
（
以
下
「
放
射
能
濃
度
確
認

の
（
以
下
「
放
射
能
濃
度
確
認

対
象
物
」
と
い
う
。
）
の
記
録

対
象
物
」
と
い
う
。
以
下
同
じ
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。
）
の
記
録

イ
～
ハ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２

前
項
の
表
第
五
号
イ
及
び
ロ
の
線
量
当
量
率
、
同
号
ニ
の
線
量
当
量
並
び

２

第
一
項
の
表
第
五
号
イ
及
び
ロ
の
線
量
当
量
率
、
同
号
ニ
の
線
量
当
量
並

に
同
号
ホ
及
び
ヘ
の
線
量
は
、
そ
れ
ぞ
れ
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
と

び
に
同
号
ホ
及
び
ヘ
の
線
量
は
、
そ
れ
ぞ
れ
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る

こ
ろ
に
よ
り
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

と
こ
ろ
に
よ
り
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

３
～
６

（
略
）

３
～
６

（
略
）

（
管
理
区
域
へ
の
立
入
制
限
等
）

（
管
理
区
域
へ
の
立
入
制
限
等
）

第
九
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電
用
原

第
九
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電
用
原

子
炉
設
置
者
は
、
管
理
区
域
、
保
全
区
域
及
び
周
辺
監
視
区
域
を
定
め
、
こ

子
炉
設
置
者
は
、
管
理
区
域
、
保
全
区
域
及
び
周
辺
監
視
区
域
を
定
め
、
こ

れ
ら
の
区
域
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ

れ
ら
の
区
域
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

周
辺
監
視
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三

周
辺
監
視
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

境
界
に
柵
又
は
標
識
を
設
け
る
等
の
方
法
に
よ
っ
て
周
辺
監
視
区
域

ロ

境
界
に
柵
又
は
標
識
を
設
け
る
等
の
方
法
に
よ
っ
て
周
辺
監
視
区
域

に
業
務
上
立
ち
入
る
者
以
外
の
者
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。
た
だ

に
業
務
上
立
ち
入
る
者
以
外
の
者
の
立
ち
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。
た

し
、
当
該
区
域
に
人
が
立
ち
入
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場

だ
し
、
当
該
区
域
に
人
が
立
ち
入
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
線
量
等
に
関
す
る
措
置
）

（
線
量
等
に
関
す
る
措
置
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
緊
急
作
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
線
業

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
緊
急
作
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
線
業

務
従
事
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば

務
従
事
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
原
子
力
災
害
対
策

三

原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
原
子
力
災
害
対
策

特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
八
条
第
三
項
に
規

特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
八
条
第
三
項
に
規

定
す
る
原
子
力
防
災
要
員
、
同
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
防

定
す
る
原
子
力
防
災
要
員
、
同
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
防

災
管
理
者
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
副
原
子
力
防
災
管
理
者
で
あ
る

災
管
理
者
又
は
同
法
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
副
原
子
力
防
災
管
理
者
で
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こ
と
。

あ
る
こ
と
。

（
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
守
管
理
）

（
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
守
管
理
）

第
十
二
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電
用

第
十
二
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電
用

原
子
炉
設
置
者
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
運
転
中
及
び
運
転
停
止
中
に
お

原
子
炉
設
置
者
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
運
転
中
及
び
運
転
停
止
中
に
お

け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
に
行
う
点
検
、
試
験
、
検
査
、
補

け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
に
行
う
点
検
、
試
験
、
検
査
、
補

修
、
取
替
え
、
改
造
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
（
以
下
「
保
守
管
理
」
と
い
う

修
、
取
替
え
、
改
造
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
（
以
下
「
保
守
管
理
」
と
い
う

。
）
に
関
し
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を

。
）
に
関
し
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

第
一
号
又
は
前
号
に
規
定
す
る
保
守
管
理
方
針
に
従
っ
て
達
成
す
べ
き

三

第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
保
守
管
理
方
針
に
従
っ
て
達
成
す
べ

保
守
管
理
の
目
標
（
第
一
号
に
規
定
す
る
保
守
管
理
方
針
に
係
る
保
守
管

き
保
守
管
理
の
目
標
（
第
一
号
に
規
定
す
る
保
守
管
理
方
針
に
係
る
保
守

理
の
目
標
に
あ
っ
て
は
、
発
電
用
原
子
炉
及
び
保
守
管
理
の
重
要
度
が
高

管
理
の
目
標
に
あ
っ
て
は
、
発
電
用
原
子
炉
及
び
保
守
管
理
の
重
要
度
が

い
系
統
に
つ
い
て
定
量
的
に
定
め
る
保
守
管
理
の
目
標
を
含
む
。
以
下
同

高
い
系
統
に
つ
い
て
定
量
的
に
定
め
る
保
守
管
理
の
目
標
を
含
む
。
以
下

じ
。
）
を
定
め
る
こ
と
。

同
じ
。
）
を
定
め
る
こ
と
。

四
～
七

（
略
）

四
～
七

（
略
）

（
内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動

（
内
部

水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動

い
つ

を
行
う
体
制
の
整
備

を
行
う
体
制
の
整
備
）

第
十
三
条
の
三

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発

第
十
三
条
の
三

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発

電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
（
以
下
「

電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
に
お
け
る

水
（
以
下
「

い
つ

内
部
溢
水
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設

内
部

水
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設

い
つ

の
保
全
の
た
め
の
体
制
の
整
備
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ

の
保
全
の
た
め
の
体
制
の
整
備
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状

況
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
と
認
め
、
又
は
そ
の
必
要
が
な
い

況
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
と
認
め
、
又
は
そ
の
必
要
が
な
い

と
認
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

と
認
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活

一

内
部

水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活

い
つ

動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。

動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。

二

内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活

二

内
部

水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活

い
つ

動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
要
員
を
配
置
す
る
こ
と
。

動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
要
員
を
配
置
す
る
こ
と
。

三

内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活

三

内
部

水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活

い
つ
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動
を
行
う
要
員
に
対
す
る
訓
練
に
関
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

動
を
行
う
要
員
に
対
す
る
訓
練
に
関
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四

内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活

四

内
部

水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活

い
つ

動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
照
明
器
具
、
無
線
機
器
そ
の
他
の
資
機
材
を
備

動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
照
明
器
具
、
無
線
機
器
そ
の
他
の
資
機
材
を
備

え
付
け
る
こ
と
。

え
付
け
る
こ
と
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
内
部

水
発
生
時
に
お
け
る
発
電
用

い
つ

原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備

原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備

す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

六

（
略
）

六

（
略
）

（
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
運
転
）

（
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
運
転
）

第
十
四
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電
用

第
十
四
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電
用

原
子
炉
設
置
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関

原
子
炉
設
置
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関

す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の

す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
四
十
三
条
の
三
の

三
十
三
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
十
三
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

運
転
上
の
制
限
（
実
施
計
画
で
定
め
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
運
転
に

九

運
転
上
の
制
限
（
実
施
計
画
で
定
め
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
運
転
に

関
す
る
条
件
で
あ
っ
て
、
当
該
条
件
を
逸
脱
し
た
場
合
に
発
電
用
原
子
炉

関
す
る
条
件
で
あ
っ
て
、
当
該
条
件
を
逸
脱
し
た
場
合
に
発
電
用
原
子
炉

設
置
者
が
講
ず
べ
き
措
置
が
実
施
計
画
で
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
い
う

設
置
者
が
講
ず
べ
き
措
置
が
実
施
計
画
で
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
い
う

。
第
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
逸
脱
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直
ち

。
以
下
第
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
逸
脱
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を

に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
報
告
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
条
第
六
号
に
掲

直
ち
に
原
子
力
規
制
委
員
会
に
報
告
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
十
八
条
第

げ
る
と
き
を
除
く
。

六
号
に
掲
げ
る
と
き
を
除
く
。

十
・
十
一

（
略
）

十
・
十
一

（
略
）

（
防
護
措
置
）

（
防
護
措
置
）

第
十
七
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電
用

第
十
七
条

法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
発
電
用

原
子
炉
設
置
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
区
分
に

原
子
炉
設
置
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
た
だ
し
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当

。
た
だ
し
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当

該
措
置
に
代
え
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
措
置
に
よ
る
こ

該
措
置
に
代
え
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
措
置
に
よ
る
こ

と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

一
～
八

（
略
）

（
略
）

一
～
八

（
略
）

（
略
）
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九

照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
（
照
射
さ
れ
た
同
号

九

照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
（
照
射
さ
れ
た
同
号

ニ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か
ら

ニ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か
ら

一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ

一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ

毎
時
を
超
え
て
い
た
も
の
及
び
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

毎
時
を
超
え
て
い
た
も
の
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
も
の
を

く
。
）

除
く
。
）

十
・
十
一

（
略
）

十
・
十
一

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

第
十
八
条

法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
（

第
十
八
条

法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
（

旧
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
等
を
含
む
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

旧
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
等
を
含
む
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置

当
す
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置

を
遅
滞
な
く
原
子
力
規
制
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
遅
滞
な
く
原
子
力
規
制
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
が
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
発
電
用
原

四

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
が
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
発
電
用
原

子
炉
施
設
の
安
全
を
確
保
す
る
上
で
重
要
な
機
器
及
び
構
造
物
（
以
下
「

子
炉
施
設
の
安
全
を
確
保
す
る
上
で
重
要
な
機
器
及
び
構
造
物
（
以
下
「

安
全
上
重
要
な
機
器
等
」
と
い
う
。
）
（
一
号
炉
、
二
号
炉
、
三
号
炉
及

安
全
上
重
要
な
機
器
等
」
と
い
う
。
）
（
一
号
炉
、
二
号
炉
、
三
号
炉
及

び
四
号
炉
に
係
る
も
の
並
び
に
実
施
計
画
で
定
め
ら
れ
た
も
の
を
除
く
。

び
四
号
炉
に
係
る
も
の
並
び
に
実
施
計
画
で
定
め
ら
れ
た
も
の
を
除
く
。

）
又
は
設
置
許
可
基
準
規
則
第
四
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
常
設
重
大

）
又
は
設
置
許
可
基
準
規
則
第
四
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
常
設
重
大

事
故
等
対
処
設
備
に
属
す
る
機
器
及
び
構
造
物
（
以
下
「
常
設
重
大
事
故

事
故
等
対
処
設
備
に
属
す
る
機
器
及
び
構
造
物
（
以
下
「
常
設
重
大
事
故

等
対
処
設
備
に
属
す
る
機
器
等
」
と
い
う
。
）
（
一
号
炉
、
二
号
炉
、
三

等
対
処
設
備
に
属
す
る
機
器
等
」
と
い
う
。
）
（
一
号
炉
、
二
号
炉
、
三

号
炉
及
び
四
号
炉
に
係
る
も
の
並
び
に
実
施
計
画
で
定
め
ら
れ
た
も
の
を

号
炉
及
び
四
号
炉
に
係
る
も
の
並
び
に
実
施
計
画
で
定
め
ら
れ
た
も
の
を

除
く
。
）
の
点
検
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
安
全
上
重
要
な
機
器

除
く
。
）
の
点
検
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
安
全
上
重
要
な
機
器

等
が
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規

等
が
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規

則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
六
号
）
第
十
七
条
若
し

則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
六
号
。
以
下
「
技
術
基

く
は
第
十
八
条
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
た
と
き

準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
若
し
く
は
第
十
八
条
に
定
め
る
基
準
に

、
当
該
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
属
す
る
機
器
等
が
同
規
則
第
五
十

適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
た
と
き
、
当
該
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設

五
条
若
し
く
は
第
五
十
六
条
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め

備
に
属
す
る
機
器
等
が
技
術
基
準
規
則
第
五
十
五
条
若
し
く
は
第
五
十
六

ら
れ
た
と
き
又
は
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要

条
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
た
と
き
又
は
発
電
用

な
機
能
を
有
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
た
と
き
。
た
だ
し
、
核
燃
料
物
質

原
子
炉
施
設
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
を
有
し
て
い
な
い

等
の
漏
え
い
を
防
止
す
る
た
め
の
機
能
を
有
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
た

と
認
め
ら
れ
た
と
き
。
た
だ
し
、
核
燃
料
物
質
等
の
漏
え
い
を
防
止
す
る
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場
合
で
あ
っ
て
、
第
十
一
号
た
だ
し
書
又
は
第
十
二
号
た
だ
し
書
の
場
合

た
め
の
機
能
を
有
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
第
十
一

を
除
く
。

号
た
だ
し
書
又
は
第
十
二
号
た
だ
し
書
の
場
合
を
除
く
。

五
～
十
一

（
略
）

五
～
十
一

（
略
）

十
二

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
故
障
そ
の
他
の
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
こ
と

十
二

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
故
障
そ
の
他
の
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
こ
と

に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
等
（
気
体
状
の
も
の
を
除
く
。
）
が
管
理
区
域
内

に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
等
（
気
体
状
の
も
の
を
除
く
。
）
が
管
理
区
域
内

で
漏
え
い
し
た
と
き
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
（
漏

で
漏
え
い
し
た
と
き
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
（
漏

え
い
に
係
る
場
所
に
つ
い
て
人
の
立
入
制
限
、
鍵
の
管
理
等
の
措
置
を
新

え
い
に
係
る
場
所
に
つ
い
て
人
の
立
入
制
限
、
鍵
の
管
理
等
の
措
置
を
新

た
に
講
じ
た
と
き
を
除
く
。
）
を
除
く
。

た
に
講
じ
た
と
き
を
除
く
。
）
を
除
く
。

イ

漏
え
い
し
た
液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
が
当
該
漏
え
い
に
係
る
設
備

イ

漏
え
い
し
た
液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
が
当
該
漏
え
い
に
係
る
設
備

の
周
辺
部
に
設
置
さ
れ
た
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
の
外

の
周
辺
部
に
設
置
さ
れ
た
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
の
外

せ
き

に
拡
大
せ
ず
、
か
つ
、
地
下
に
浸
透
し
な
か
っ
た
と
き
。

に
拡
大
せ
ず
、
か
つ
、
地
下
に
浸
透
し
な
か
っ
た
と
き
。

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

十
三
～
十
七

（
略
）

十
三
～
十
七

（
略
）

（
使
用
前
検
査
の
申
請
）

（
使
用
前
検
査
の
申
請
）

第
十
九
条

（
略
）

第
十
九
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る

４

第
一
項
の
申
請
書
及
び
第
三
項
の
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す

。

る
。

（
使
用
前
検
査
終
了
証
）

（
使
用
前
検
査
終
了
証
）

第
二
十
四
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
使
用
前
検
査
を
終
了
し
た
と
認
め
た

第
二
十
四
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
使
用
前
検
査
を
終
了
し
た
と
認
め
た

と
き
は
、
使
用
前
検
査
終
了
証
を
交
付
す
る
。

と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
使
用
前
検
査
終
了
証
を
交
付
す
る
。

（
溶
接
検
査
を
受
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
）

（
溶
接
検
査
を
受
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
）

第
二
十
六
条

溶
接
検
査
（
法
第
六
十
四
条
の
三
第
七
項
の
検
査
の
う
ち
、
発

第
二
十
六
条

溶
接
検
査
（
法
第
六
十
四
条
の
三
第
七
項
の
検
査
の
う
ち
、
発

電
用
原
子
炉
施
設
の
使
用
の
開
始
前
に
当
該
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
溶
接
に

電
用
原
子
炉
施
設
の
使
用
の
開
始
前
に
当
該
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
溶
接
に

つ
い
て
行
う
も
の
（
溶
接
を
し
た
発
電
用
原
子
炉
施
設
で
あ
っ
て
輸
入
し
た

つ
い
て
行
う
も
の
（
溶
接
を
し
た
発
電
用
原
子
炉
施
設
で
あ
っ
て
輸
入
し
た

も
の
の
当
該
溶
接
に
つ
い
て
行
う
検
査
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

も
の
の
当
該
溶
接
に
つ
い
て
行
う
検
査
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
を
受
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る

）
を
受
け
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る

。

。
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一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

実
施
計
画
に
定
め
ら
れ
た
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
属
す
る
容
器
（
前
号

四

実
施
計
画
に
定
め
ら
れ
た
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
属
す
る
容
器
（
第
三

に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
施
設
に
属
す
る
外
径
六
十

号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
施
設
に
属
す
る
外
径
六

一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
（
最
高
使
用
圧
力
九
十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
管
に

十
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
（
最
高
使
用
圧
力
九
十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
管

あ
っ
て
は
、
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
を
超
え
る
管
（
前
二
号
に
規
定
す
る
も

に
あ
っ
て
は
、
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
を
超
え
る
管
（
前
二
号
に
規
定
す
る

の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
包
す
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
三
十

も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
包
す
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
三

七
ミ
リ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
そ
の
内
包
す
る
放
射
性
物

十
七
ミ
リ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
そ
の
内
包
す
る
放
射
性

質
が
液
体
中
に
あ
る
場
合
は
、
三
十
七
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ

物
質
が
液
体
中
に
あ
る
場
合
は
、
三
十
七
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ

ー
ト
ル
）
以
上
の
も
の

メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
も
の

五
～
七

（
略
）

五
～
七

（
略
）

（
溶
接
検
査
又
は
輸
入
溶
接
検
査
の
終
了
証
等
）

（
溶
接
検
査
又
は
輸
入
溶
接
検
査
の
終
了
証
等
）

第
三
十
三
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
溶
接
検
査
又
は
輸
入
溶
接
検
査
を
行

第
三
十
三
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
溶
接
検
査
又
は
輸
入
溶
接
検
査
を
行

い
、
終
了
し
た
と
認
め
た
と
き
は
、
溶
接
検
査
又
は
輸
入
溶
接
検
査
の
終
了

い
、
終
了
し
た
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
溶
接
検
査
又
は
輸
入

証
を
交
付
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
溶
接
を
し
た
容
器
又
は
管
を
刻
印
又
は
こ

溶
接
検
査
の
終
了
証
を
交
付
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
溶
接
を
し
た
容
器
又
は

れ
に
代
わ
る
も
の
で
示
す
も
の
と
す
る
。

管
を
刻
印
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
で
示
す
も
の
と
す
る
。

（
施
設
定
期
検
査
の
申
請
）

（
施
設
定
期
検
査
の
申
請
）

第
三
十
四
条

（
略
）

第
三
十
四
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
申
請
書
又
は
前
項
の
書
類
の
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は

３

第
一
項
の
申
請
書
又
は
第
二
項
の
書
類
の
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に

、
速
や
か
に
そ
の
変
更
の
内
容
を
説
明
す
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

は
、
速
や
か
に
そ
の
変
更
の
内
容
を
説
明
す
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

な
い
。

ら
な
い
。

４

第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る

４

第
一
項
の
申
請
書
及
び
第
三
項
の
書
類
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す

。

る
。

（
施
設
定
期
検
査
終
了
証
）

（
施
設
定
期
検
査
終
了
証
）

第
三
十
九
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
施
設
定
期
検
査
を
終
了
し
た
と
認
め

第
三
十
九
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
施
設
定
期
検
査
を
終
了
し
た
と
認
め

た
と
き
は
、
施
設
定
期
検
査
終
了
証
を
交
付
す
る
。

た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
施
設
定
期
検
査
終
了
証
を
交
付
す
る
。
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◯

実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
五
号
）
（
第
三

十
三
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
溢
水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
等
）

（
溢
水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
等
）

い
つ

第
九
条

安
全
施
設
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
が
発
生
し
た

第
九
条

安
全
施
設
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
が
発
生
し
た

い
つ

場
合
に
お
い
て
も
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

場
合
に
お
い
て
も
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
）

（
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
）

第
二
十
二
条

発
電
用
原
子
炉
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
最

第
二
十
二
条

発
電
用
原
子
炉
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
最

終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
（
安
全
施
設
に
属

終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
（
安
全
施
設
に
属

す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

津
波
、
溢
水
又
は
工
場
等
内
若
し
く
は
そ
の
周
辺
に
お
け
る
発
電
用
原

二

津
波
、
溢
水
又
は
工
場
等
内
若
し
く
は
そ
の
周
辺
に
お
け
る
発
電
用
原

い
つ

子
炉
施
設
の
安
全
性
を
損
な
わ
せ
る
原
因
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
象
で

子
炉
施
設
の
安
全
性
を
損
な
わ
せ
る
原
因
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
象
で

あ
っ
て
人
為
に
よ
る
も
の
に
対
し
て
安
全
性
を
損
な
わ
な
い
も
の
と
す
る

あ
っ
て
人
為
に
よ
る
も
の
に
対
し
て
安
全
性
を
損
な
わ
な
い
も
の
と
す
る

こ
と
。

こ
と
。

（
反
応
度
制
御
系
統
及
び
原
子
炉
停
止
系
統
）

（
反
応
度
制
御
系
統
及
び
原
子
炉
停
止
系
統
）

第
二
十
五
条

（
略
）

第
二
十
五
条

（
略
）

２

反
応
度
制
御
系
統
は
、
計
画
的
な
出
力
変
化
に
伴
う
反
応
度
変
化
を
燃
料

２

反
応
度
制
御
系
統
は
、
計
画
的
な
出
力
変
化
に
伴
う
反
応
度
変
化
を
燃
料

要
素
の
許
容
損
傷
限
界
を
超
え
る
こ
と
な
く
制
御
で
き
る
能
力
を
有
し
、
か

要
素
の
許
容
損
傷
限
界
を
超
え
る
こ
と
な
く
制
御
で
き
る
能
力
を
有
し
、
か

つ
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

制
御
棒
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
反
応
度
価
値
の
最
も
大
き
な
制

五

制
御
棒
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
反
応
度
価
値
の
最
も
大
き
な
制

御
棒
一
本
が
固
着
し
た
場
合
に
お
い
て
も
第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
の
規
定

御
棒
一
本
が
固
着
し
た
場
合
に
お
い
て
も
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規

に
適
合
す
る
こ
と
。

定
に
適
合
す
る
こ
と
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）
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◯

実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
六
号
）
（
第
三
十
四
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
立
入
り
の
防
止
）

（
立
ち
入
り
の
防
止
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

（
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
等
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

（
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
等
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

い
つ

第
十
二
条

設
計
基
準
対
象
施
設
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
の

第
十
二
条

設
計
基
準
対
象
施
設
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
の

い
つ

発
生
に
よ
り
そ
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
防
護
措
置
そ

発
生
に
よ
り
そ
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
防
護
措
置
そ

の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
安
全
設
備
）

（
安
全
設
備
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

２

安
全
設
備
は
、
設
計
基
準
事
故
時
及
び
設
計
基
準
事
故
に
至
る
ま
で
の
間

２

安
全
設
備
は
、
設
計
基
準
事
故
時
及
び
当
該
事
故
に
至
る
ま
で
の
間
に
想

に
想
定
さ
れ
る
全
て
の
環
境
条
件
に
お
い
て
、
そ
の
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と

定
さ
れ
る
全
て
の
環
境
条
件
に
お
い
て
、
そ
の
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で

が
で
き
る
よ
う
、
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

き
る
よ
う
、
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
安
全
弁
等
）

（
安
全
弁
等
）

第
二
十
条

設
計
基
準
対
象
施
設
（
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
（
発
電
用
の
も
の
に
限
る

第
二
十
条

設
計
基
準
対
象
施
設
（
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
（
発
電
用
の
も
の
に
限
る

。
）
、
発
電
機
、
変
圧
器
及
び
遮
断
器
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

。
）
、
発
電
機
、
変
圧
器
及
び
遮
断
器
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
安
全
弁
又
は
逃
が
し
弁
（
以
下

じ
。
）
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
安
全
弁
又
は
逃
が
し
弁
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
安
全
弁
等
」
と
い
う
。
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
の
条
に
お
い
て
「
安
全
弁
等
」
と
い
う
。
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

原
子
炉
圧
力
容
器
（
加
圧
器
が
あ
る
場
合
は
、
加
圧
器
。
以
下
こ
の
号

五

原
子
炉
圧
力
容
器
（
加
圧
器
が
あ
る
場
合
は
、
加
圧
器
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

安
全
弁
の
容
量
の
合
計
は
、
当
該
安
全
弁
の
吹
き
出
し
圧
力
と
設
置

ロ

安
全
弁
の
容
量
の
合
計
は
、
当
該
安
全
弁
の
吹
出
し
圧
力
と
設
置
個

個
数
と
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
原
子
炉
圧
力
容

数
と
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
原
子
炉
圧
力
容
器
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器
の
過
圧
防
止
に
必
要
な
容
量
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
安
全
弁

の
過
圧
防
止
に
必
要
な
容
量
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
安
全
弁
以

以
外
の
過
圧
防
止
効
果
を
有
す
る
装
置
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

外
の
過
圧
防
止
効
果
を
有
す
る
装
置
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当

当
該
装
置
の
過
圧
防
止
能
力
に
相
当
す
る
値
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る

該
装
置
の
過
圧
防
止
能
力
に
相
当
す
る
値
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

。

六

蒸
気
発
生
器
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

六

蒸
気
発
生
器
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

安
全
弁
の
容
量
の
合
計
は
、
当
該
安
全
弁
の
吹
き
出
し
圧
力
と
設
置

ロ

安
全
弁
の
容
量
の
合
計
は
、
当
該
安
全
弁
の
吹
出
し
圧
力
と
設
置
個

個
数
と
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
蒸
気
発
生
器
の

数
と
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
蒸
気
発
生
器
の
過

過
圧
防
止
に
必
要
な
容
量
以
上
で
あ
る
こ
と
。

圧
防
止
に
必
要
な
容
量
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ハ

安
全
弁
は
、
吹
き
出
し
圧
力
を
下
回
っ
た
後
に
、
速
や
か
に
吹
き
止

ハ

安
全
弁
は
、
吹
出
し
圧
力
を
下
回
っ
た
後
に
、
速
や
か
に
吹
き
止
ま

ま
る
こ
と
。

る
こ
と
。

七

減
圧
弁
を
有
す
る
管
で
あ
っ
て
、
低
圧
側
の
部
分
又
は
こ
れ
に
接
続
す

七

減
圧
弁
を
有
す
る
管
で
あ
っ
て
、
低
圧
側
の
部
分
又
は
こ
れ
に
接
続
す

る
設
計
基
準
対
象
施
設
に
属
す
る
容
器
、
管
、
ポ
ン
プ
若
し
く
は
弁
が
高

る
設
計
基
準
対
象
施
設
に
属
す
る
容
器
、
管
、
ポ
ン
プ
若
し
く
は
弁
が
高

圧
側
の
圧
力
に
耐
え
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、

圧
側
の
圧
力
に
耐
え
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

安
全
弁
等
の
容
量
の
合
計
は
、
当
該
安
全
弁
等
の
吹
き
出
し
圧
力
と

ハ

安
全
弁
等
の
容
量
の
合
計
は
、
当
該
安
全
弁
等
の
吹
出
し
圧
力
と
設

設
置
個
数
と
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
減
圧
弁
が
全
開

置
個
数
と
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
減
圧
弁
が
全
開
し

し
た
と
き
管
の
低
圧
側
の
部
分
及
び
こ
れ
に
接
続
す
る
設
計
基
準
対
象

た
と
き
管
の
低
圧
側
の
部
分
及
び
こ
れ
に
接
続
す
る
設
計
基
準
対
象
施

施
設
に
属
す
る
容
器
、
管
、
ポ
ン
プ
若
し
く
は
弁
の
過
圧
防
止
に
必
要

設
に
属
す
る
容
器
、
管
、
ポ
ン
プ
若
し
く
は
弁
の
過
圧
防
止
に
必
要
な

な
容
量
以
上
で
あ
る
こ
と
。

容
量
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ニ

安
全
弁
は
、
吹
き
出
し
圧
力
を
下
回
っ
た
後
に
、
速
や
か
に
吹
き
止

ニ

安
全
弁
は
、
吹
出
し
圧
力
を
下
回
っ
た
後
に
、
速
や
か
に
吹
き
止
ま

ま
る
こ
と
。

る
こ
と
。

八

（
略
）

八

（
略
）

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
安
全
弁
等
の
入
口
側
又
は
出
口
側
に
破
壊
板
を

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
安
全
弁
等
の
入
口
側
又
は
出
口
側
に
破
壊
板
を

設
け
る
場
合
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

設
け
る
場
合
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

安
全
弁
等
の
入
口
側
に
設
け
る
場
合
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

一

安
全
弁
等
の
入
口
側
に
設
け
る
場
合
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

こ
と
。

こ
と
。

イ

破
壊
板
の
吹
き
出
し
圧
力
は
、
当
該
容
器
の
最
高
使
用
圧
力
以
下
の

イ

破
壊
板
の
吹
出
し
圧
力
は
、
当
該
容
器
の
最
高
使
用
圧
力
以
下
の
圧

圧
力
で
あ
る
こ
と
。

力
で
あ
る
こ
と
。

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）
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二

安
全
弁
等
の
出
口
側
に
設
け
る
場
合
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

二

安
全
弁
等
の
出
口
側
に
設
け
る
場
合
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

こ
と
。

こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

破
壊
板
の
吹
き
出
し
圧
力
に
安
全
弁
等
の
吹
き
出
し
圧
力
を
加
え
た

ロ

破
壊
板
の
吹
出
し
圧
力
に
安
全
弁
等
の
吹
出
し
圧
力
を
加
え
た
圧
力

圧
力
が
、
過
圧
防
止
に
必
要
な
吹
き
出
し
圧
力
よ
り
小
さ
く
な
る
こ
と

が
、
過
圧
防
止
に
必
要
な
吹
出
し
圧
力
よ
り
小
さ
く
な
る
こ
と
。

。
ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

ニ

破
壊
板
の
破
壊
に
よ
り
吹
き
出
し
管
の
機
能
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に

ニ

破
壊
板
の
破
壊
に
よ
り
吹
出
し
管
の
機
能
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
す

す
る
こ
と
。

る
こ
と
。

３

設
計
基
準
対
象
施
設
に
属
す
る
容
器
で
あ
っ
て
、
内
部
に
液
体
炭
酸
ガ
ス

３

設
計
基
準
対
象
施
設
に
属
す
る
容
器
で
あ
っ
て
、
内
部
に
液
体
炭
酸
ガ
ス

そ
の
他
の
安
全
弁
等
の
作
動
を
不
能
に
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
質
を
含
む
も

そ
の
他
の
安
全
弁
等
の
作
動
を
不
能
に
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
質
を
含
む
も

の
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
破
壊
板
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
破
壊
板
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

一

吹
き
出
し
圧
力
と
設
置
個
数
と
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り

一

吹
出
し
圧
力
と
設
置
個
数
と
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

、
当
該
容
器
の
過
圧
防
止
に
必
要
な
容
量
以
上
と
な
る
よ
う
に
、
適
当
な

当
該
容
器
の
過
圧
防
止
に
必
要
な
容
量
以
上
と
な
る
よ
う
に
、
適
当
な
箇

箇
所
に
一
個
以
上
設
け
る
こ
と
。

所
に
一
個
以
上
設
け
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）

（
計
測
装
置
）

（
計
測
装
置
）

第
三
十
四
条

（
略
）

第
三
十
四
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
計
測
す
る
装
置

３

第
一
項
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
計
測
す
る
装
置

（
同
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
計
測
す
る
装
置
に
あ
っ
て
は
、
燃
料
取

（
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
計
測
す
る
装
置
に
あ
っ
て
は
、
燃
料

扱
設
備
及
び
燃
料
貯
蔵
設
備
に
属
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
外

取
扱
設
備
及
び
燃
料
貯
蔵
設
備
に
属
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、

部
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
の
事
項
を
計
測
す
る
こ
と
が

外
部
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
の
事
項
を
計
測
す
る
こ
と

で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
反
応
度
制
御
系
統
及
び
原
子
炉
停
止
系
統
）

（
反
応
度
制
御
系
統
及
び
原
子
炉
停
止
系
統
）

第
三
十
六
条

（
略
）

第
三
十
六
条

（
略
）
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２

（
略
）

２

（
略
）

３

原
子
炉
停
止
系
統
は
、
次
の
能
力
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

３

原
子
炉
停
止
系
統
は
、
次
の
能
力
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

制
御
棒
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
反
応
度
価
値
の
最
も
大
き
な
制

四

制
御
棒
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
反
応
度
価
値
の
最
も
大
き
な
制

御
棒
一
本
が
固
着
し
た
場
合
に
お
い
て
も
第
一
号
か
ら
前
号
ま
で
の
規
定

御
棒
一
本
が
固
着
し
た
場
合
に
お
い
て
も
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規

に
適
合
す
る
こ
と
。

定
に
適
合
す
る
こ
と
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
廃
棄
物
処
理
設
備
等
）

（
廃
棄
物
処
理
設
備
等
）

第
三
十
九
条

（
略
）

第
三
十
九
条

（
略
）

２

流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
処
理
す
る
設
備
が
設
置
さ
れ
る
放
射
性
廃
棄

２

流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
処
理
す
る
設
備
が
設
置
さ
れ
る
放
射
性
廃
棄

物
処
理
施
設
（
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
漏
え
い
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が

物
処
理
施
設
（
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
漏
え
い
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
に
定
め
る
と

あ
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
ろ
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

放
射
性
廃
棄
物
処
理
施
設
内
部
の
床
面
は
、
床
面
の
傾
斜
又
は
床
面
に

二

放
射
性
廃
棄
物
処
理
施
設
内
部
の
床
面
は
、
床
面
の
傾
斜
又
は
床
面
に

設
け
ら
れ
た
溝
の
傾
斜
に
よ
り
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
排
液
受
け
口

設
け
ら
れ
た
溝
の
傾
斜
に
よ
り
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
排
液
受
け
口

に
導
か
れ
る
構
造
で
あ
り
、
か
つ
、
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
（
気
体
状

に
導
か
れ
る
構
造
で
あ
り
、
か
つ
、
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
（
気
体
状

の
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
処
理
す
る
設
備
の
周
辺
部
に
は
、
流

の
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
処
理
す
る
設
備
の
周
辺
部
に
は
、
流

体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
が
施
設

体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
が
施
設

せ
き

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

放
射
性
廃
棄
物
処
理
施
設
外
に
通
じ
る
出
入
口
又
は
そ
の
周
辺
部
に
は

三

放
射
性
廃
棄
物
処
理
施
設
外
に
通
じ
る
出
入
口
又
は
そ
の
周
辺
部
に
は

、
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
放
射
性
廃
棄
物
処
理
施
設
外
へ
漏
え
い
す

、
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
放
射
性
廃
棄
物
処
理
施
設
外
へ
漏
え
い
す

る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
が
施
設
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
放

る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
が
施
設
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
放

せ
き

射
性
廃
棄
物
処
理
施
設
内
部
の
床
面
が
隣
接
す
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の

射
性
廃
棄
物
処
理
施
設
内
部
の
床
面
が
隣
接
す
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の

床
面
又
は
地
表
面
よ
り
低
い
場
合
で
あ
っ
て
、
放
射
性
廃
棄
物
処
理
施
設

床
面
又
は
地
表
面
よ
り
低
い
場
合
で
あ
っ
て
、
放
射
性
廃
棄
物
処
理
施
設

外
へ
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

外
へ
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

（
略
）

四

（
略
）

３

第
一
項
第
五
号
の
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
運
搬
す
る
た
め
の
容
器
は

３

第
一
項
第
五
号
の
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
運
搬
す
る
た
め
の
容
器
は

、
前
項
第
三
号
に
準
じ
て
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
漏
え
い
の
拡
大
を
防

、
第
二
項
第
三
号
に
準
じ
て
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
漏
え
い
の
拡
大
を
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止
す
る
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
管
理
区
域
内
に
お

防
止
す
る
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
管
理
区
域
内
に

い
て
の
み
使
用
さ
れ
る
も
の
及
び
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
構
造
の
も
の

お
い
て
の
み
使
用
さ
れ
る
も
の
及
び
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
構
造
の
も

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
警
報
装
置
等
）

（
警
報
装
置
等
）

第
四
十
七
条

発
電
用
原
子
炉
施
設
に
は
、
そ
の
機
械
又
は
器
具
の
機
能
の
喪

第
四
十
七
条

発
電
用
原
子
炉
施
設
に
は
、
そ
の
機
械
又
は
器
具
の
機
能
の
喪

失
、
誤
操
作
そ
の
他
の
異
常
に
よ
り
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
に
著
し
い
支
障

失
、
誤
操
作
そ
の
他
の
異
常
に
よ
り
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
に
著
し
い
支
障

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
発
生
し
た
場
合
、
第
三
十
四
条
第
一
項
第
九
号
の
放
射

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
発
生
し
た
場
合
、
第
三
十
四
条
第
一
項
第
九
号
の
放
射

性
物
質
の
濃
度
又
は
同
項
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
の
線
量
当
量
率
が
著
し

性
物
質
の
濃
度
又
は
同
条
同
項
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
の
線
量
当
量
率
が

く
上
昇
し
た
場
合
又
は
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
処
理
し
、
又
は
貯
蔵
す

著
し
く
上
昇
し
た
場
合
又
は
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
処
理
し
、
又
は
貯

る
設
備
か
ら
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
著
し
く
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
発

蔵
す
る
設
備
か
ら
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
著
し
く
漏
え
い
す
る
お
そ
れ

生
し
た
場
合
に
お
い
て
こ
れ
ら
を
確
実
に
検
出
し
て
自
動
的
に
警
報
す
る
装

が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
こ
れ
ら
を
確
実
に
検
出
し
て
自
動
的
に
警
報
す

置
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
装
置
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

（
計
装
設
備
）

（
計
装
設
備
）

第
七
十
三
条

発
電
用
原
子
炉
施
設
に
は
、
重
大
事
故
等
が
発
生
し
、
計
測
機

第
七
十
三
条

発
電
用
原
子
炉
施
設
に
は
、
重
大
事
故
等
が
発
生
し
、
計
測
機

器
（
非
常
用
の
も
の
を
含
む
。
）
の
故
障
に
よ
り
当
該
重
大
事
故
等
に
対
処

器
（
非
常
用
の
も
の
を
含
む
。
）
の
故
障
に
よ
り
当
該
重
大
事
故
等
に
対
処

す
る
た
め
に
監
視
す
る
こ
と
が
必
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
（
設
置
許
可
基
準
規
則

す
る
た
め
に
監
視
す
る
こ
と
が
必
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
（
設
置
許
可
基
準
規
則

第
十
六
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
を
い
う
。
）
を
計
測
す

第
十
六
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
当
該
パ
ラ
メ
ー
タ
を
推
定
す
る
た

）
を
計
測
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
当
該
パ
ラ
メ
ー
タ
を

め
に
有
効
な
情
報
を
把
握
で
き
る
設
備
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

推
定
す
る
た
め
に
有
効
な
情
報
を
把
握
で
き
る
設
備
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
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◯

実
用
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
の
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の
組
織
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規

則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
八
号
）
（
第
三
十
五
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
品
質
目
標
）

（
品
質
目
標
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２

経
営
責
任
者
は
、
品
質
目
標
を
、
そ
の
達
成
状
況
を
評
価
し
得
る
も
の
で

２

経
営
責
任
者
は
、
品
質
目
標
を
、
そ
の
達
成
状
況
を
評
価
し
う
る
も
の
で

あ
っ
て
、
か
つ
、
品
質
方
針
と
整
合
的
な
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

あ
っ
て
、
か
つ
、
品
質
方
針
と
整
合
的
な
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
個
別
業
務
の
実
施
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
の
妥
当
性
確
認
）

（
個
別
業
務
の
実
施
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
の
妥
当
性
確
認
）

第
四
十
条

（
略
）

第
四
十
条

（
略
）

２

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
前
項
の
プ
ロ
セ
ス
が
個
別
業
務
計
画
に
定
め

２

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
前
項
の
プ
ロ
セ
ス
が
第
二
十
五
条
第
一
項
の

た
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
、
妥
当
性
確
認
に
よ
っ
て
実
証
し
な

計
画
に
定
め
た
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
、
妥
当
性
確
認
に
よ
っ

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
実
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
測
定
）

（
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
測
定
）

第
四
十
九
条

（
略
）

第
四
十
九
条

（
略
）

２

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
前
項
の
監
視
測
定
の
方
法
に
よ
り
、
プ
ロ
セ

２

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
前
項
の
監
視
測
定
の
方
法
に
よ
り
、
プ
ロ
セ

ス
が
第
十
二
条
第
一
項
の
計
画
及
び
個
別
業
務
計
画
に
定
め
た
結
果
を
得
る

ス
が
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
の
計
画
に
定
め
た
結
果
を

こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
実
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
実
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
第
十
二
条
第
一
項
の
計
画
及
び
個
別
業
務
計

３

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項

画
に
定
め
た
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
個
別
業
務

の
計
画
に
定
め
た
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
個
別

等
要
求
事
項
の
適
合
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
修
正
及
び
是
正
処
置
を
適
切

業
務
等
要
求
事
項
の
適
合
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
修
正
及
び
是
正
処
置
を

に
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

適
切
に
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
対
す
る
検
査
試
験
）

（
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
対
す
る
検
査
試
験
）

第
五
十
条

（
略
）

第
五
十
条

（
略
）

２

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
前
項
の
検
査
試
験
を
、
個
別
業
務
計
画
及
び

２

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
前
項
の
検
査
試
験
を
、
個
別
業
務
計
画
及
び

第
三
十
九
条
第
二
号
に
規
定
す
る
手
順
書
に
従
っ
て
、
個
別
業
務
の
実
施
に

第
三
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
手
順
書
に
従
っ
て
、
個
別
業
務
の
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係
る
プ
ロ
セ
ス
の
適
切
な
段
階
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

実
施
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
の
適
切
な
段
階
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

３
～
６

（
略
）

３
～
６

（
略
）
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研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
九
号

）
（
第
三
十
六
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
溢
水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
等
）

（

水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
等
）

い
つ

第
九
条

安
全
施
設
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
が
発
生
し
た

第
九
条

安
全
施
設
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
に
お
け
る

水
が
発
生
し
た

い
つ

場
合
に
お
い
て
も
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

場
合
に
お
い
て
も
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
炉
心
等
）

（
炉
心
等
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

７

燃
料
体
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

燃
料
体
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

一
次
冷
却
材
と
し
て
ナ
ト
リ
ウ
ム
を
用
い
る
場
合
に
は
、
燃
料
被
覆
材

三

一
次
冷
却
材
と
し
て
ナ
ト
リ
ウ
ム
を
用
い
る
場
合
に
は
、
燃
料
被
覆
材

の
内
圧
に
よ
る
ク
リ
ー
プ
ひ
ず
み
及
び
中
性
子
照
射
に
よ
る
膨
張
に
よ
り

の
内
圧
に
よ
る
ク
リ
ー
プ
歪
み
及
び
中
性
子
照
射
に
よ
る
膨
張
に
よ
り
生

生
ず
る
変
形
に
よ
っ
て
炉
心
の
冷
却
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
も
の

ず
る
変
形
に
よ
っ
て
炉
心
の
冷
却
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と

と
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
等
）

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
等
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

２

ナ
ト
リ
ウ
ム
冷
却
型
高
速
炉
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
は
、
次
に
掲

２

ナ
ト
リ
ウ
ム
冷
却
型
高
速
炉
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
は
、
次
に
掲

げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
原
子
炉
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
及
び
原
子
炉
カ
バ
ー
ガ

げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
原
子
炉
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
及
び
原
子
炉
カ
バ
ー
ガ

ス
等
の
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
構
成
す
る
機
器
（
安
全
施
設
に
属
す
る
も
の
に
限
る

ス
等
の
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
構
成
す
る
機
器
（
安
全
施
設
に
属
す
る
も
の
に
限
る

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

通
常
運
転
時
、
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
時
及
び
設
計
基
準
事
故
時

一

通
常
運
転
時
、
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
時
及
び
設
計
基
準
事
故
時

に
生
じ
る
衝
撃
、
炉
心
の
反
応
度
の
変
化
に
よ
る
荷
重
の
増
加
、
熱
及
び

に
生
じ
る
衝
撃
、
炉
心
の
反
応
度
の
変
化
に
よ
る
荷
重
の
増
加
、
熱
及
び

内
圧
に
よ
る
ク
リ
ー
プ
ひ
ず
み
、
膨
張
に
よ
る
熱
応
力
そ
の
他
の
原
子
炉

内
圧
に
よ
る
ク
リ
ー
プ
歪
み
、
膨
張
に
よ
る
熱
応
力
そ
の
他
の
原
子
炉
冷

冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
及
び
原
子
炉
カ
バ
ー
ガ
ス
等
の
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
構
成

却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
及
び
原
子
炉
カ
バ
ー
ガ
ス
等
の
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
構
成
す

す
る
機
器
に
加
わ
る
負
荷
に
耐
え
る
も
の
と
し
、
か
つ
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
に

る
機
器
に
加
わ
る
負
荷
に
耐
え
る
も
の
と
し
、
か
つ
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
に
よ
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よ
り
腐
食
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

り
腐
食
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
～
六

（
略
）

二
～
六

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
）

（
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
）

第
二
十
二
条

発
電
用
原
子
炉
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
最

第
二
十
二
条

発
電
用
原
子
炉
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
最

終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
（
安
全
施
設
に
属

終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
（
安
全
施
設
に
属

す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

津
波
、
溢
水
又
は
工
場
等
内
若
し
く
は
そ
の
周
辺
に
お
け
る
発
電
用
原

二

津
波
、

水
又
は
工
場
等
内
若
し
く
は
そ
の
周
辺
に
お
け
る
発
電
用
原

い
つ

子
炉
施
設
の
安
全
性
を
損
な
わ
せ
る
原
因
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
象
で

子
炉
施
設
の
安
全
性
を
損
な
わ
せ
る
原
因
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
象
で

あ
っ
て
人
為
に
よ
る
も
の
に
対
し
て
安
全
性
を
損
な
わ
な
い
も
の
と
す
る

あ
っ
て
人
為
に
よ
る
も
の
に
対
し
て
安
全
性
を
損
な
わ
な
い
も
の
と
す
る

こ
と
。

こ
と
。

（
反
応
度
制
御
系
統
及
び
原
子
炉
停
止
系
統
）

（
反
応
度
制
御
系
統
及
び
原
子
炉
停
止
系
統
）

第
二
十
五
条

（
略
）

第
二
十
五
条

（
略
）

２

反
応
度
制
御
系
統
は
、
計
画
的
な
出
力
変
化
に
伴
う
反
応
度
変
化
を
燃
料

２

反
応
度
制
御
系
統
は
、
計
画
的
な
出
力
変
化
に
伴
う
反
応
度
変
化
を
燃
料

要
素
の
許
容
損
傷
限
界
を
超
え
る
こ
と
な
く
制
御
で
き
る
能
力
を
有
し
、
か

要
素
の
許
容
損
傷
限
界
を
超
え
る
こ
と
な
く
制
御
で
き
る
能
力
を
有
し
、
か

つ
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

制
御
棒
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
反
応
度
価
値
の
最
も
大
き
な
制

五

制
御
棒
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
反
応
度
価
値
の
最
も
大
き
な
制

御
棒
一
本
が
固
着
し
た
場
合
に
お
い
て
も
第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
の
規
定

御
棒
一
本
が
固
着
し
た
場
合
に
お
い
て
も
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規

に
適
合
す
る
こ
と
。

定
に
適
合
す
る
こ
と
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）
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◯

研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
十
号
）
（
第
三
十
七
条
関

係
）

改

正

案

現

行

（
立
入
り
の
防
止
）

（
立
ち
入
り
の
防
止
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

（
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
人
の
不
法
な
侵
入
等
の
防
止
）

（
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
人
の
不
法
な
侵
入
等
の
防
止
）

第
九
条

工
場
等
に
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
人
の
不
法
な
侵
入
、
発
電

第
九
条

工
場
等
に
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
人
の
不
法
な
侵
入
、
発
電

用
原
子
炉
施
設
に
不
正
に
爆
発
性
又
は
易
燃
性
を
有
す
る
物
件
そ
の
他
人
に

用
原
子
炉
施
設
に
不
正
に
爆
発
性
又
は
易
燃
性
を
有
す
る
物
件
そ
の
他
人
に

危
害
を
与
え
、
又
は
他
の
物
件
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
件
が
持
ち
込

危
害
を
与
え
、
又
は
他
の
物
件
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
件
が
持
ち
込

ま
れ
る
こ
と
及
び
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に

ま
れ
る
こ
と
及
び
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定

関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定

す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
い
う
。
第
三
十
四
条
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。

す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
い
う
。
第
三
十
五
条
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
を
防
止
す
る
た
め
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

）
を
防
止
す
る
た
め
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
等
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

（
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
等
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

い
つ

第
十
二
条

設
計
基
準
対
象
施
設
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
の

第
十
二
条

設
計
基
準
対
象
施
設
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
の

い
つ

発
生
に
よ
り
そ
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
防
護
措
置
そ

発
生
に
よ
り
そ
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
防
護
措
置
そ

の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
安
全
設
備
）

（
安
全
設
備
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

２

安
全
設
備
は
、
設
計
基
準
事
故
時
及
び
設
計
基
準
事
故
に
至
る
ま
で
の
間

２

安
全
設
備
は
、
設
計
基
準
事
故
時
及
び
当
該
事
故
に
至
る
ま
で
の
間
に
想

に
想
定
さ
れ
る
全
て
の
環
境
条
件
に
お
い
て
、
そ
の
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と

定
さ
れ
る
全
て
の
環
境
条
件
に
お
い
て
、
そ
の
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で

が
で
き
る
よ
う
、
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

き
る
よ
う
、
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
炉
心
等
）

（
炉
心
等
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）
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２

（
略
）

２

（
略
）

３

ナ
ト
リ
ウ
ム
冷
却
型
高
速
炉
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
燃
料
体
及
び

３

ナ
ト
リ
ウ
ム
冷
却
型
高
速
炉
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
燃
料
体
及
び

反
射
材
並
び
に
炉
心
支
持
構
造
物
は
、
最
高
使
用
圧
力
、
自
重
、
附
加
荷
重

反
射
材
並
び
に
炉
心
支
持
構
造
物
は
、
最
高
使
用
圧
力
、
自
重
、
附
加
荷
重

、
燃
料
被
覆
管
の
内
圧
に
よ
る
ク
リ
ー
プ
ひ
ず
み
及
び
中
性
子
照
射
に
よ
る

、
燃
料
被
覆
管
の
内
圧
に
よ
る
ク
リ
ー
プ
歪
み
及
び
中
性
子
照
射
に
よ
る
膨

膨
張
に
よ
り
生
ず
る
変
形
そ
の
他
の
燃
料
体
及
び
反
射
材
並
び
に
炉
心
支
持

張
に
よ
り
生
ず
る
変
形
そ
の
他
の
燃
料
体
及
び
反
射
材
並
び
に
炉
心
支
持
構

構
造
物
に
加
わ
る
負
荷
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

造
物
に
加
わ
る
負
荷
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
計
測
装
置
）

（
計
測
装
置
）

第
三
十
三
条

（
略
）

第
三
十
三
条

（
略
）

２

ナ
ト
リ
ウ
ム
冷
却
型
高
速
炉
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
は
、
次
に
掲

２

ナ
ト
リ
ウ
ム
冷
却
型
高
速
炉
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
計
測
す
る
装
置
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
直

げ
る
事
項
を
計
測
す
る
装
置
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
直

接
計
測
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
当
該
事
項
を
間
接
的
に
測
定
す
る
装

接
計
測
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
当
該
事
項
を
間
接
的
に
測
定
す
る
装

置
を
施
設
す
る
こ
と
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

置
を
施
設
す
る
こ
と
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

十
一

放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
管
理
区
域
内
に
開
口

十
一

放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
管
理
区
域
（
管
理
区

部
が
あ
る
排
水
路
の
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に
お
け
る
排
水
中

域
の
う
ち
、
そ
の
場
所
に
お
け
る
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
の
み
が
研
開

の
放
射
性
物
質
の
濃
度

炉
規
則
第
二
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
線
量
を
超
え
る
お
そ
れ
が
あ

る
場
所
を
除
い
た
場
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
内
に
開
口
部
が
あ
る
排

水
路
の
出
口
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に
お
け
る
排
水
中
の
放
射
性
物

質
の
濃
度

十
二
～
十
五

（
略
）

十
二
～
十
五

（
略
）

３

第
一
項
第
六
号
及
び
前
項
第
七
号
に
掲
げ
る
装
置
で
あ
っ
て
線
量
当
量
率

３

第
一
項
第
六
号
及
び
第
二
項
第
七
号
に
掲
げ
る
装
置
で
あ
っ
て
線
量
当
量

を
計
測
す
る
装
置
に
あ
っ
て
は
、
多
重
性
及
び
独
立
性
を
確
保
し
な
け
れ
ば

率
を
計
測
す
る
装
置
に
あ
っ
て
は
、
多
重
性
及
び
独
立
性
を
確
保
し
な
け
れ

な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
反
応
度
制
御
系
統
及
び
原
子
炉
停
止
系
統
）

（
反
応
度
制
御
系
統
及
び
原
子
炉
停
止
系
統
）

第
三
十
五
条

（
略
）

第
三
十
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

原
子
炉
停
止
系
統
は
、
次
の
能
力
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

３

原
子
炉
停
止
系
統
は
、
次
の
能
力
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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。

。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

制
御
棒
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
反
応
度
価
値
の
最
も
大
き
な
制

四

制
御
棒
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
反
応
度
価
値
の
最
も
大
き
な
制

御
棒
一
本
が
固
着
し
た
場
合
に
お
い
て
も
第
一
号
か
ら
前
号
ま
で
の
規
定

御
棒
一
本
が
固
着
し
た
場
合
に
お
い
て
も
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規

に
適
合
す
る
こ
と
。

定
に
適
合
す
る
こ
と
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
廃
棄
物
処
理
設
備
等
）

（
廃
棄
物
処
理
設
備
等
）

第
三
十
八
条

（
略
）

第
三
十
八
条

（
略
）

２

流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
処
理
す
る
設
備
が
設
置
さ
れ
る
放
射
性
廃
棄

２

流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
処
理
す
る
設
備
が
設
置
さ
れ
る
放
射
性
廃
棄

物
処
理
施
設
（
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
漏
え
い
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が

物
処
理
施
設
（
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
漏
え
い
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
に
定
め
る
と

あ
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
ろ
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

放
射
性
廃
棄
物
処
理
施
設
内
部
の
床
面
は
、
床
面
の
傾
斜
又
は
床
面
に

二

放
射
性
廃
棄
物
処
理
施
設
内
部
の
床
面
は
、
床
面
の
傾
斜
又
は
床
面
に

設
け
ら
れ
た
溝
の
傾
斜
に
よ
り
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
排
液
受
け
口

設
け
ら
れ
た
溝
の
傾
斜
に
よ
り
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
排
液
受
け
口

に
導
か
れ
る
構
造
で
あ
り
、
か
つ
、
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
（
気
体
状

に
導
か
れ
る
構
造
で
あ
り
、
か
つ
、
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
（
気
体
状

の
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
処
理
す
る
設
備
の
周
辺
部
に
は
、
流

の
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
処
理
す
る
設
備
の
周
辺
部
に
は
、
流

体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
が
施
設

体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
が
施
設

せ
き

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

放
射
性
廃
棄
物
処
理
施
設
外
に
通
じ
る
出
入
口
又
は
そ
の
周
辺
部
に
は

三

放
射
性
廃
棄
物
処
理
施
設
外
に
通
じ
る
出
入
口
又
は
そ
の
周
辺
部
に
は

、
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
放
射
性
廃
棄
物
処
理
施
設
外
へ
漏
え
い
す

、
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
放
射
性
廃
棄
物
処
理
施
設
外
へ
漏
え
い
す

る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
が
施
設
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
放

る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
が
施
設
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
放

せ
き

射
性
廃
棄
物
処
理
施
設
内
部
の
床
面
が
隣
接
す
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の

射
性
廃
棄
物
処
理
施
設
内
部
の
床
面
が
隣
接
す
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
の

床
面
又
は
地
表
面
よ
り
低
い
場
合
で
あ
っ
て
、
放
射
性
廃
棄
物
処
理
施
設

床
面
又
は
地
表
面
よ
り
低
い
場
合
で
あ
っ
て
、
放
射
性
廃
棄
物
処
理
施
設

外
へ
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

外
へ
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

（
略
）

四

（
略
）

３

第
一
項
第
五
号
の
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
運
搬
す
る
た
め
の
容
器
は

３

第
一
項
第
五
号
の
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
運
搬
す
る
た
め
の
容
器
は

、
前
項
第
三
号
に
準
じ
て
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
漏
え
い
の
拡
大
を
防

、
第
二
項
第
三
号
に
準
じ
て
流
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
漏
え
い
の
拡
大
を

止
す
る
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
管
理
区
域
内
に
お

防
止
す
る
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
管
理
区
域
内
に

い
て
の
み
使
用
さ
れ
る
も
の
及
び
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
構
造
の
も
の

お
い
て
の
み
使
用
さ
れ
る
も
の
及
び
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
構
造
の
も
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は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
カ
バ
ー
ガ
ス
の
取
扱
い
）

（
カ
バ
ー
ガ
ス
の
取
扱
い
）

第
四
十
九
条

（
略
）

第
四
十
九
条

（
略
）

２

カ
バ
ー
ガ
ス
を
取
り
扱
う
系
統
に
は
、
圧
力
が
過
度
に
上
昇
す
る
こ
と
を

２

カ
バ
ー
ガ
ス
を
取
り
扱
う
系
統
に
は
、
圧
力
が
過
度
に
上
昇
す
る
こ
と
を

防
止
し
得
る
設
備
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

防
止
し
う
る
設
備
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
計
装
設
備
）

（
計
装
設
備
）

第
七
十
三
条

発
電
用
原
子
炉
施
設
に
は
、
重
大
事
故
等
が
発
生
し
、
計
測
機

第
七
十
三
条

発
電
用
原
子
炉
施
設
に
は
、
重
大
事
故
等
が
発
生
し
、
計
測
機

器
（
非
常
用
の
も
の
を
含
む
。
）
の
故
障
に
よ
り
当
該
重
大
事
故
等
に
対
処

器
（
非
常
用
の
も
の
を
含
む
。
）
の
故
障
に
よ
り
当
該
重
大
事
故
等
に
対
処

す
る
た
め
に
監
視
す
る
こ
と
が
必
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
（
研
開
炉
設
置
許
可
基

す
る
た
め
に
監
視
す
る
こ
と
が
必
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
（
研
開
炉
設
置
許
可
基

準
規
則
第
十
六
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
を
い
う
。
）
を

準
規
則
第
十
六
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
を
い
う
。
以
下

計
測
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
当
該
パ
ラ
メ
ー
タ
を
推
定

同
じ
。
）
を
計
測
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
当
該
パ
ラ
メ

す
る
た
め
に
有
効
な
情
報
を
把
握
で
き
る
設
備
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ー
タ
を
推
定
す
る
た
め
に
有
効
な
情
報
を
把
握
で
き
る
設
備
を
施
設
し
な
け

い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。
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◯

研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
の
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の
組
織
の
技
術
基
準
に

関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
（
第
三
十
八
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物

質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ

質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い

る
。

て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
品
質
目
標
）

（
品
質
目
標
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２

経
営
責
任
者
は
、
品
質
目
標
を
、
そ
の
達
成
状
況
を
評
価
し
得
る
も
の
で

２

経
営
責
任
者
は
、
品
質
目
標
を
、
そ
の
達
成
状
況
を
評
価
し
う
る
も
の
で

あ
っ
て
、
か
つ
、
品
質
方
針
と
整
合
的
な
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

あ
っ
て
、
か
つ
、
品
質
方
針
と
整
合
的
な
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
個
別
業
務
の
実
施
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
の
妥
当
性
確
認
）

（
個
別
業
務
の
実
施
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
の
妥
当
性
確
認
）

第
四
十
条

（
略
）

第
四
十
条

（
略
）

２

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
前
項
の
プ
ロ
セ
ス
が
個
別
業
務
計
画
に
定
め

２

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
前
項
の
プ
ロ
セ
ス
が
第
二
十
五
条
第
一
項
の

た
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
、
妥
当
性
確
認
に
よ
っ
て
実
証
し
な

計
画
に
定
め
た
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
、
妥
当
性
確
認
に
よ
っ

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
実
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
測
定
）

（
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
測
定
）

第
四
十
九
条

（
略
）

第
四
十
九
条

（
略
）

２

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
前
項
の
監
視
測
定
の
方
法
に
よ
り
、
プ
ロ
セ

２

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
前
項
の
監
視
測
定
の
方
法
に
よ
り
、
プ
ロ
セ

ス
が
第
十
二
条
第
一
項
の
計
画
及
び
個
別
業
務
計
画
に
定
め
た
結
果
を
得
る

ス
が
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
の
計
画
に
定
め
た
結
果
を

こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
実
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
実
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
第
十
二
条
第
一
項
の
計
画
及
び
個
別
業
務
計

３

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項

画
に
定
め
た
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
個
別
業
務

の
計
画
に
定
め
た
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
個
別

等
要
求
事
項
の
適
合
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
修
正
及
び
是
正
処
置
を
適
切

業
務
等
要
求
事
項
の
適
合
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
修
正
及
び
是
正
処
置
を
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に
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

適
切
に
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
対
す
る
検
査
試
験
）

（
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
対
す
る
検
査
試
験
）

第
五
十
条

（
略
）

第
五
十
条

（
略
）

２

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
前
項
の
検
査
試
験
を
、
個
別
業
務
計
画
及
び

２

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
前
項
の
検
査
試
験
を
、
個
別
業
務
計
画
及
び

第
三
十
九
条
第
二
号
に
規
定
す
る
手
順
書
に
従
っ
て
、
個
別
業
務
の
実
施
に

第
三
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
手
順
書
に
従
っ
て
、
個
別
業
務
の

係
る
プ
ロ
セ
ス
の
適
切
な
段
階
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

実
施
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
の
適
切
な
段
階
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

３
～
６

（
略
）

３
～
６

（
略
）
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◯

加
工
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
十
七
号
）
（
第
三
十
九
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
溢
水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

（

水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

い
つ

第
十
一
条

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
加
工
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
が
発

第
十
一
条

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
加
工
施
設
内
に
お
け
る

水
が
発

い
つ

生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。
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◯

加
工
施
設
に
係
る
加
工
事
業
者
の
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の
組
織
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年

原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
（
第
四
十
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
品
質
目
標
）

（
品
質
目
標
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２

経
営
責
任
者
は
、
品
質
目
標
を
、
そ
の
達
成
状
況
を
評
価
し
得
る
も
の
で

２

経
営
責
任
者
は
、
品
質
目
標
を
、
そ
の
達
成
状
況
を
評
価
し
う
る
も
の
で

あ
っ
て
、
か
つ
、
品
質
方
針
と
整
合
的
な
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

あ
っ
て
、
か
つ
、
品
質
方
針
と
整
合
的
な
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
個
別
業
務
の
実
施
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
の
妥
当
性
確
認
）

（
個
別
業
務
の
実
施
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
の
妥
当
性
確
認
）

第
四
十
条

（
略
）

第
四
十
条

（
略
）

２

加
工
事
業
者
は
、
前
項
の
プ
ロ
セ
ス
が
個
別
業
務
計
画
に
定
め
た
結
果
を

２

加
工
事
業
者
は
、
前
項
の
プ
ロ
セ
ス
が
第
二
十
五
条
第
一
項
の
計
画
に
定

得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
、
妥
当
性
確
認
に
よ
っ
て
実
証
し
な
け
れ
ば
な

め
た
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
、
妥
当
性
確
認
に
よ
っ
て
実
証
し

ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
測
定
）

（
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
測
定
）

第
四
十
九
条

（
略
）

第
四
十
九
条

（
略
）

２

加
工
事
業
者
は
、
前
項
の
監
視
測
定
の
方
法
に
よ
り
、
プ
ロ
セ
ス
が
第
十

２

加
工
事
業
者
は
、
前
項
の
監
視
測
定
の
方
法
に
よ
り
、
プ
ロ
セ
ス
が
第
十

二
条
第
一
項
の
計
画
及
び
個
別
業
務
計
画
に
定
め
た
結
果
を
得
る
こ
と
が
で

二
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
の
計
画
に
定
め
た
結
果
を
得
る
こ
と

き
る
こ
と
を
実
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

が
で
き
る
こ
と
を
実
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

加
工
事
業
者
は
、
第
十
二
条
第
一
項
の
計
画
及
び
個
別
業
務
計
画
に
定
め

３

加
工
事
業
者
は
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
の
計
画
に

た
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
個
別
業
務
等
要
求
事

定
め
た
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
個
別
業
務
等
要

項
の
適
合
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
修
正
及
び
是
正
処
置
を
適
切
に
講
じ
な

求
事
項
の
適
合
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
修
正
及
び
是
正
処
置
を
適
切
に
講

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
加
工
施
設
に
対
す
る
検
査
試
験
）

（
加
工
施
設
に
対
す
る
検
査
試
験
）

第
五
十
条

（
略
）

第
五
十
条

（
略
）

２

加
工
事
業
者
は
、
前
項
の
検
査
試
験
を
、
個
別
業
務
計
画
及
び
第
三
十
九

２

加
工
事
業
者
は
、
前
項
の
検
査
試
験
を
、
個
別
業
務
計
画
及
び
第
三
十
九

条
第
二
号
に
規
定
す
る
手
順
書
に
従
っ
て
、
個
別
業
務
の
実
施
に
係
る
プ
ロ

条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
手
順
書
に
従
っ
て
、
個
別
業
務
の
実
施
に
係
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セ
ス
の
適
切
な
段
階
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
プ
ロ
セ
ス
の
適
切
な
段
階
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
～
６

（
略
）

３
～
６

（
略
）
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◯

加
工
施
設
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
十
九
号
）
（
第
四
十
一
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
加
工
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

（
加
工
施
設
内
に
お
け
る

水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

い
つ

第
十
条

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
加
工
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
の
発
生

第
十
条

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
加
工
施
設
内
に
お
け
る

水
の
発
生

い
つ

に
よ
り
そ
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
防
護
措
置

に
よ
り
そ
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
防
護
措
置

そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
閉
じ
込
め
の
機
能
）

（
閉
じ
込
め
の
機
能
）

第
十
二
条

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
核

第
十
二
条

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
核

燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
核
燃
料
物

燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
核
燃
料
物

質
等
」
と
い
う
。
）
を
限
定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ
込
め
る
機
能
を
保
持
す
る

質
等
」
と
い
う
。
）
を
限
定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ
込
め
る
機
能
を
保
持
す
る

よ
う
に
設
置
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
う
に
設
置
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
を
取
り
扱
う
設
備
が
設
置
さ
れ
る
施
設
（
液

七

液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
を
取
り
扱
う
設
備
が
設
置
さ
れ
る
施
設
（
液

体
状
の
核
燃
料
物
質
等
の
漏
え
い
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
に
限

体
状
の
核
燃
料
物
質
等
の
漏
え
い
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
に
限

る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
を
取
り
扱
う
設
備
の
周
辺
部
又
は
施
設
外

ロ

液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
を
取
り
扱
う
設
備
の
周
辺
部
又
は
施
設
外

に
通
じ
る
出
入
口
若
し
く
は
そ
の
周
辺
部
に
は
、
液
体
状
の
核
燃
料
物

に
通
じ
る
出
入
口
若
し
く
は
そ
の
周
辺
部
に
は
、
液
体
状
の
核
燃
料
物

質
等
が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
が
設
置
さ

質
等
が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
が
設
置
さ

せ
き

れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
施
設
内
部
の
床
面
が
隣
接
す
る
施
設
の
床

れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
施
設
内
部
の
床
面
が
隣
接
す
る
施
設
の
床

面
又
は
地
表
面
よ
り
低
い
場
合
で
あ
っ
て
、
液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等

面
又
は
地
表
面
よ
り
低
い
場
合
で
あ
っ
て
、
液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等

が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。

。

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）
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◯

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号
）
（
第
四

十
二
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
溢
水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
等
）

（

水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
等
）

い
つ

第
九
条

安
全
施
設
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
が
発

第
九
条

安
全
施
設
は
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
内
に
お
け
る

水
が
発

い
つ

生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
一
次
冷
却
系
統
設
備
）

（
一
次
冷
却
系
統
設
備
）

第
五
十
五
条

（
略
）

第
五
十
五
条

（
略
）

２

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
原
子

２

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
原
子

炉
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
及
び
原
子
炉
カ
バ
ー
ガ
ス
等
の
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
構
成

炉
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
及
び
原
子
炉
カ
バ
ー
ガ
ス
等
の
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
構
成

す
る
機
器
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
機
器
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

通
常
運
転
時
、
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
時
及
び
設
計
基
準
事
故
時

一

通
常
運
転
時
、
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
時
及
び
設
計
基
準
事
故
時

に
生
ず
る
衝
撃
、
炉
心
の
反
応
度
の
変
化
に
よ
る
荷
重
の
増
加
、
熱
及
び

に
生
ず
る
衝
撃
、
炉
心
の
反
応
度
の
変
化
に
よ
る
荷
重
の
増
加
、
熱
及
び

内
圧
に
よ
る
ク
リ
ー
プ
ひ
ず
み
、
膨
張
に
よ
る
熱
応
力
そ
の
他
の
原
子
炉

内
圧
に
よ
る
ク
リ
ー
プ
歪
み
、
膨
張
に
よ
る
熱
応
力
そ
の
他
の
原
子
炉
冷

冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
及
び
原
子
炉
カ
バ
ー
ガ
ス
等
の
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
構
成

却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
及
び
原
子
炉
カ
バ
ー
ガ
ス
等
の
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
構
成
す

す
る
機
器
に
加
わ
る
負
荷
に
耐
え
る
も
の
と
し
、
か
つ
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
に

る
機
器
に
加
わ
る
負
荷
に
耐
え
る
も
の
と
し
、
か
つ
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
に
よ

よ
り
腐
食
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

り
腐
食
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）
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◯

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
の
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の
組
織
の

技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号
）
（
第
四
十
三
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
品
質
目
標
）

（
品
質
目
標
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２

経
営
責
任
者
は
、
品
質
目
標
を
、
そ
の
達
成
状
況
を
評
価
し
得
る
も
の
で

２

経
営
責
任
者
は
、
品
質
目
標
を
、
そ
の
達
成
状
況
を
評
価
し
う
る
も
の
で

あ
っ
て
、
か
つ
、
品
質
方
針
と
整
合
的
な
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

あ
っ
て
、
か
つ
、
品
質
方
針
と
整
合
的
な
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
個
別
業
務
の
実
施
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
の
妥
当
性
確
認
）

（
個
別
業
務
の
実
施
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
の
妥
当
性
確
認
）

第
四
十
条

（
略
）

第
四
十
条

（
略
）

２

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
は
、
前
項
の
プ
ロ
セ
ス
が
個
別
業
務
計
画

２

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
は
、
前
項
の
プ
ロ
セ
ス
が
第
二
十
五
条
第

に
定
め
た
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
、
妥
当
性
確
認
に
よ
っ
て
実

一
項
の
計
画
に
定
め
た
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
、
妥
当
性
確
認

証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
よ
っ
て
実
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
測
定
）

（
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
測
定
）

第
四
十
九
条

（
略
）

第
四
十
九
条

（
略
）

２

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
は
、
前
項
の
監
視
測
定
の
方
法
に
よ
り
、

２

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
は
、
前
項
の
監
視
測
定
の
方
法
に
よ
り
、

プ
ロ
セ
ス
が
第
十
二
条
第
一
項
の
計
画
及
び
個
別
業
務
計
画
に
定
め
た
結
果

プ
ロ
セ
ス
が
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
の
計
画
に
定
め
た

を
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
実
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
実
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
は
、
第
十
二
条
第
一
項
の
計
画
及
び
個
別

３

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
は
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条

業
務
計
画
に
定
め
た
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
個

第
一
項
の
計
画
に
定
め
た
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
は

別
業
務
等
要
求
事
項
の
適
合
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
修
正
及
び
是
正
処
置

、
個
別
業
務
等
要
求
事
項
の
適
合
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
修
正
及
び
是
正

を
適
切
に
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

処
置
を
適
切
に
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
対
す
る
検
査
試
験
）

（
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
に
対
す
る
検
査
試
験
）

第
五
十
条

（
略
）

第
五
十
条

（
略
）

２

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
は
、
前
項
の
検
査
試
験
を
、
個
別
業
務
計

２

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
は
、
前
項
の
検
査
試
験
を
、
個
別
業
務
計

画
及
び
第
三
十
九
条
第
二
号
に
規
定
す
る
手
順
書
に
従
っ
て
、
個
別
業
務
の

画
及
び
第
三
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
手
順
書
に
従
っ
て
、
個
別
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実
施
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
の
適
切
な
段
階
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

業
務
の
実
施
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
の
適
切
な
段
階
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な

。

ら
な
い
。

３
～
６

（
略
）

３
～
６

（
略
）
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◯

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号
）
（
第
四
十
四
条

関
係
）

改

正

案

現

行

（
安
全
設
備
）

（
安
全
設
備
）

第
十
六
条

安
全
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
な
け

第
十
六
条

安
全
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

安
全
設
備
は
、
設
計
基
準
事
故
時
及
び
設
計
基
準
事
故
に
至
る
ま
で
の

三

安
全
設
備
は
、
設
計
基
準
事
故
時
及
び
当
該
事
故
に
至
る
ま
で
の
間
に

間
に
想
定
さ
れ
る
全
て
の
環
境
条
件
に
お
い
て
、
そ
の
機
能
を
発
揮
す
る

想
定
さ
れ
る
全
て
の
環
境
条
件
に
お
い
て
、
そ
の
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

（
溢
水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

（

水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

い
つ

第
十
七
条

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
は
、
当
該
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施

第
十
七
条

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
は
、
当
該
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施

設
内
に
お
け
る
溢
水
の
発
生
に
よ
り
そ
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る

設
内
に
お
け
る

水
の
発
生
に
よ
り
そ
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る

い
つ

場
合
に
お
い
て
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で

場
合
に
お
い
て
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
廃
棄
物
処
理
設
備
）

（
廃
棄
物
処
理
設
備
）

第
三
十
三
条

（
略
）

第
三
十
三
条

（
略
）

２

液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
（
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物

２

液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
（
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物

を
保
管
廃
棄
す
る
設
備
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置

を
保
管
廃
棄
す
る
設
備
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置

さ
れ
る
施
設
（
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
漏
え
い
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が

さ
れ
る
施
設
（
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
漏
え
い
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
な

あ
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

施
設
内
部
の
床
面
は
、
床
面
の
傾
斜
又
は
床
面
に
設
け
ら
れ
た
溝
の
傾

二

施
設
内
部
の
床
面
は
、
床
面
の
傾
斜
又
は
床
面
に
設
け
ら
れ
た
溝
の
傾

斜
に
よ
り
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
そ
の
受
け
口
に
導
か
れ
る
構
造
で

斜
に
よ
り
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
そ
の
受
け
口
に
導
か
れ
る
構
造
で
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あ
り
、
か
つ
、
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
の
周
辺
部
に

あ
り
、
か
つ
、
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
の
周
辺
部
に

は
、
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
堰

は
、
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
堰

せ
き

が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三

施
設
外
に
通
じ
る
出
入
口
又
は
そ
の
周
辺
部
に
は
、
液
体
状
の
放
射
性

三

施
設
外
に
通
じ
る
出
入
口
又
は
そ
の
周
辺
部
に
は
、
液
体
状
の
放
射
性

廃
棄
物
が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
が
設
け
ら

廃
棄
物
が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
が
設
け
ら

せ
き

れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
施
設
内
部
の
床
面
が
隣
接
す
る
施
設
の
床
面

れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
施
設
内
部
の
床
面
が
隣
接
す
る
施
設
の
床
面

又
は
地
表
面
よ
り
低
い
場
合
で
あ
っ
て
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
施
設

又
は
地
表
面
よ
り
低
い
場
合
で
あ
っ
て
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
施
設

外
へ
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

外
へ
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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◯

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号
）
（
第
四
十
五
条
関
係

）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

「
金
属
キ
ャ
ス
ク
」
と
は
、
健
全
性
を
確
保
し
た
使
用
済
燃
料
を
運
搬

一

「
金
属
キ
ャ
ス
ク
」
と
は
、
健
全
性
を
確
保
し
た
使
用
済
燃
料
を
運
搬

し
、
及
び
貯
蔵
す
る
た
め
の
金
属
製
の
乾
式
キ
ャ
ス
ク
で
あ
っ
て
、
当
該

し
、
及
び
貯
蔵
す
る
た
め
の
金
属
製
の
乾
式
キ
ャ
ス
ク
で
あ
っ
て
、
当
該

キ
ャ
ス
ク
に
不
活
性
ガ
ス
を
充
塡
し
て
使
用
済
燃
料
を
封
入
す
る
も
の
を

キ
ャ
ス
ク
に
不
活
性
ガ
ス
を
充
て
ん
し
て
使
用
済
燃
料
を
封
入
す
る
も
の

い
う
。

を
い
う
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
使
用
済
燃
料
の
受
入
施
設
）

（
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
）

第
十
六
条

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
に
は
、
使
用
済
燃
料
を
封
入
し
た
金
属
キ

第
十
六
条

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
に
は
、
使
用
済
燃
料
を
封
入
し
た
金
属
キ

ャ
ス
ク
の
搬
送
及
び
受
入
れ
時
に
お
い
て
基
本
的
安
全
機
能
を
確
保
す
る
こ

ャ
ス
ク
の
搬
送
及
び
受
入
れ
時
に
お
い
て
基
本
的
安
全
機
能
を
確
保
す
る
こ

と
が
で
き
る
使
用
済
燃
料
の
受
入
施
設
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
が
で
き
る
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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◯

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
に
係
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
の
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の
組
織
の
技
術
基
準
に
関
す

る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
二
十
五
号
）
（
第
四
十
六
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
品
質
目
標
）

（
品
質
目
標
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２

経
営
責
任
者
は
、
品
質
目
標
を
、
そ
の
達
成
状
況
を
評
価
し
得
る
も
の
で

２

経
営
責
任
者
は
、
品
質
目
標
を
、
そ
の
達
成
状
況
を
評
価
し
う
る
も
の
で

あ
っ
て
、
か
つ
、
品
質
方
針
と
整
合
的
な
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

あ
っ
て
、
か
つ
、
品
質
方
針
と
整
合
的
な
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
個
別
業
務
の
実
施
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
の
妥
当
性
確
認
）

（
個
別
業
務
の
実
施
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
の
妥
当
性
確
認
）

第
四
十
条

（
略
）

第
四
十
条

（
略
）

２

使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
は
、
前
項
の
プ
ロ
セ
ス
が
個
別
業
務
計
画
に
定

２

使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
は
、
前
項
の
プ
ロ
セ
ス
が
第
二
十
五
条
第
一
項

め
た
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
、
妥
当
性
確
認
に
よ
っ
て
実
証
し

の
計
画
に
定
め
た
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
、
妥
当
性
確
認
に
よ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

っ
て
実
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
測
定
）

（
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
測
定
）

第
四
十
九
条

（
略
）

第
四
十
九
条

（
略
）

２

使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
は
、
前
項
の
監
視
測
定
の
方
法
に
よ
り
、
プ
ロ

２

使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
は
、
前
項
の
監
視
測
定
の
方
法
に
よ
り
、
プ
ロ

セ
ス
が
第
十
二
条
第
一
項
の
計
画
及
び
個
別
業
務
計
画
に
定
め
た
結
果
を
得

セ
ス
が
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
の
計
画
に
定
め
た
結
果

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
実
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
実
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
は
、
第
十
二
条
第
一
項
の
計
画
及
び
個
別
業
務

３

使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
は
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一

計
画
に
定
め
た
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
個
別
業

項
の
計
画
に
定
め
た
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
個

務
等
要
求
事
項
の
適
合
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
修
正
及
び
是
正
処
置
を
適

別
業
務
等
要
求
事
項
の
適
合
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
修
正
及
び
是
正
処
置

切
に
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
適
切
に
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
に
対
す
る
検
査
試
験
）

（
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
に
対
す
る
検
査
試
験
）

第
五
十
条

（
略
）

第
五
十
条

（
略
）

２

使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
は
、
前
項
の
検
査
試
験
を
、
個
別
業
務
計
画
及

２

使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業
者
は
、
前
項
の
検
査
試
験
を
、
個
別
業
務
計
画
及

び
第
三
十
九
条
第
二
号
に
規
定
す
る
手
順
書
に
従
っ
て
、
個
別
業
務
の
実
施

び
第
三
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
手
順
書
に
従
っ
て
、
個
別
業
務



- 243 -

に
係
る
プ
ロ
セ
ス
の
適
切
な
段
階
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
実
施
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
の
適
切
な
段
階
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

３
～
６

（
略
）

い
。

３
～
６

（
略
）
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◯

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
二
十
六
号
）
（
第
四
十
七
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
閉
じ
込
め
の
機
能
）

（
閉
じ
込
め
の
機
能
）

第
十
三
条

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
使
用

第
十
三
条

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
使
用

済
燃
料
等
を
限
定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ
込
め
る
機
能
を
保
持
す
る
よ
う
に
設

済
燃
料
等
を
限
定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ
込
め
る
機
能
を
保
持
す
る
よ
う
に
設

置
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

置
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

液
体
状
の
使
用
済
燃
料
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
取
り
扱
う
設
備
が

三

液
体
状
の
使
用
済
燃
料
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
取
り
扱
う
設
備
が

設
置
さ
れ
る
施
設
（
液
体
状
の
使
用
済
燃
料
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の

設
置
さ
れ
る
施
設
（
液
体
状
の
使
用
済
燃
料
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の

漏
え
い
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る

漏
え
い
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る

と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

液
体
状
の
使
用
済
燃
料
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
取
り
扱
う
施
設

ロ

液
体
状
の
使
用
済
燃
料
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
取
り
扱
う
施
設

の
周
辺
部
又
は
施
設
外
に
通
じ
る
出
入
口
若
し
く
は
そ
の
周
辺
部
に
は

の
周
辺
部
又
は
施
設
外
に
通
じ
る
出
入
口
若
し
く
は
そ
の
周
辺
部
に
は

、
液
体
状
の
使
用
済
燃
料
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
が
施
設
外
へ
漏
え

、
液
体
状
の
使
用
済
燃
料
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
が
施
設
外
へ
漏
え

い
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ

い
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ

せ
き

し
、
施
設
内
部
の
床
面
が
隣
接
す
る
施
設
の
床
面
又
は
地
表
面
よ
り
低

し
、
施
設
内
部
の
床
面
が
隣
接
す
る
施
設
の
床
面
又
は
地
表
面
よ
り
低

い
場
合
で
あ
っ
て
、
液
体
状
の
使
用
済
燃
料
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物

い
場
合
で
あ
っ
て
、
液
体
状
の
使
用
済
燃
料
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物

が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な

が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な

い
。

い
。

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

（
搬
送
設
備
及
び
受
入
設
備
）

（
搬
送
設
備
及
び
受
入
れ
設
備
）

第
十
八
条

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）



- 245 -

◯

再
処
理
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
二
十
七
号
）
（
第
四
十
八
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
溢
水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

（

水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

い
つ

第
十
一
条

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
再
処
理
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
が

第
十
一
条

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
再
処
理
施
設
内
に
お
け
る

水
が

い
つ

発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な

発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

（
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
施
設
等
）

（
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
施
設
等
）

第
十
七
条

再
処
理
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
使
用
済
燃
料

第
十
七
条

再
処
理
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
使
用
済
燃
料

の
受
入
施
設
（
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
に
属
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び

の
受
入
れ
施
設
（
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
に
属
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及

貯
蔵
施
設
（
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
に
属
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け

び
貯
蔵
施
設
（
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
に
属
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
設

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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◯

再
処
理
施
設
に
係
る
再
処
理
事
業
者
の
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の
組
織
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十

五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
二
十
八
号
）
（
第
四
十
九
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
品
質
目
標
）

（
品
質
目
標
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２

経
営
責
任
者
は
、
品
質
目
標
を
、
そ
の
達
成
状
況
を
評
価
し
得
る
も
の
で

２

経
営
責
任
者
は
、
品
質
目
標
を
、
そ
の
達
成
状
況
を
評
価
し
う
る
も
の
で

あ
っ
て
、
か
つ
、
品
質
方
針
と
整
合
的
な
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

あ
っ
て
、
か
つ
、
品
質
方
針
と
整
合
的
な
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
個
別
業
務
の
実
施
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
の
妥
当
性
確
認
）

（
個
別
業
務
の
実
施
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
の
妥
当
性
確
認
）

第
四
十
条

（
略
）

第
四
十
条

（
略
）

２

再
処
理
事
業
者
は
、
前
項
の
プ
ロ
セ
ス
が
個
別
業
務
計
画
に
定
め
た
結
果

２

再
処
理
事
業
者
は
、
前
項
の
プ
ロ
セ
ス
が
第
二
十
五
条
第
一
項
の
計
画
に

を
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
、
妥
当
性
確
認
に
よ
っ
て
実
証
し
な
け
れ
ば

定
め
た
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
、
妥
当
性
確
認
に
よ
っ
て
実
証

な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
測
定
）

（
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
測
定
）

第
四
十
九
条

（
略
）

第
四
十
九
条

（
略
）

２

再
処
理
事
業
者
は
、
前
項
の
監
視
測
定
の
方
法
に
よ
り
、
プ
ロ
セ
ス
が
第

２

再
処
理
事
業
者
は
、
前
項
の
監
視
測
定
の
方
法
に
よ
り
、
プ
ロ
セ
ス
が
第

十
二
条
第
一
項
の
計
画
及
び
個
別
業
務
計
画
に
定
め
た
結
果
を
得
る
こ
と
が

十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
の
計
画
に
定
め
た
結
果
を
得
る
こ

で
き
る
こ
と
を
実
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
が
で
き
る
こ
と
を
実
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

再
処
理
事
業
者
は
、
第
十
二
条
第
一
項
の
計
画
及
び
個
別
業
務
計
画
に
定

３

再
処
理
事
業
者
は
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
の
計
画

め
た
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
個
別
業
務
等
要
求

に
定
め
た
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
個
別
業
務
等

事
項
の
適
合
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
修
正
及
び
是
正
処
置
を
適
切
に
講
じ

要
求
事
項
の
適
合
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
修
正
及
び
是
正
処
置
を
適
切
に

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
再
処
理
施
設
に
対
す
る
検
査
試
験
）

（
再
処
理
施
設
に
対
す
る
検
査
試
験
）

第
五
十
条

（
略
）

第
五
十
条

（
略
）

２

再
処
理
事
業
者
は
、
前
項
の
検
査
試
験
を
、
個
別
業
務
計
画
及
び
第
三
十

２

再
処
理
事
業
者
は
、
前
項
の
検
査
試
験
を
、
個
別
業
務
計
画
及
び
第
三
十

九
条
第
二
号
に
規
定
す
る
手
順
書
に
従
っ
て
、
個
別
業
務
の
実
施
に
係
る
プ

九
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
手
順
書
に
従
っ
て
、
個
別
業
務
の
実
施
に
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ロ
セ
ス
の
適
切
な
段
階
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

係
る
プ
ロ
セ
ス
の
適
切
な
段
階
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
～
６

（
略
）

３
～
６

（
略
）
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◯

再
処
理
施
設
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号
）
（
第
五
十
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
廃
止
措
置
中
の
再
処
理
施
設
）

（
廃
止
措
置
中
の
再
処
理
施
設
）

第
二
条
の
二

法
第
五
十
条
の
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該

第
二
条
の
二

法
第
五
十
条
の
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該

認
可
に
係
る
廃
止
措
置
計
画
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二

認
可
に
係
る
廃
止
措
置
計
画
（
法
第
五
十
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

条
の
六
第
三
項
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
又
は
届
出
が

る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可

あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

で
定
め
る
性
能
維
持
施
設
（
再
処
理
規
則
第
十
九
条
の
五
第
一
項
第
五
号
の

て
同
じ
。
）
で
定
め
る
性
能
維
持
施
設
（
再
処
理
規
則
第
十
九
条
の
五
第
一

性
能
維
持
施
設
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
及
び
第
三
章
の
規
定
に

項
第
五
号
の
性
能
維
持
施
設
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
及
び
第
三

か
か
わ
ら
ず
、
当
該
認
可
に
係
る
廃
止
措
置
計
画
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

章
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
認
可
に
係
る
廃
止
措
置
計
画
に
定
め
る
と

、
当
該
施
設
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
施
設
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
再
処
理
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

（
再
処
理
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

い
つ

第
十
条

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
再
処
理
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
の
発

第
十
条

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
再
処
理
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
の
発

い
つ

生
に
よ
り
そ
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
防
護
措

生
に
よ
り
そ
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
防
護
措

置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
閉
じ
込
め
の
機
能
）

（
閉
じ
込
め
の
機
能
）

第
十
三
条

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
使

第
十
三
条

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
使

用
済
燃
料
、
使
用
済
燃
料
か
ら
分
離
さ
れ
た
物
又
は
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
汚
染

用
済
燃
料
、
使
用
済
燃
料
か
ら
分
離
さ
れ
た
物
又
は
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
汚
染

さ
れ
た
物
（
以
下
「
使
用
済
燃
料
等
」
と
い
う
。
）
を
限
定
さ
れ
た
区
域
に

さ
れ
た
物
（
以
下
「
使
用
済
燃
料
等
」
と
い
う
。
）
を
限
定
さ
れ
た
区
域
に

閉
じ
込
め
る
機
能
を
保
持
す
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

閉
じ
込
め
る
機
能
を
保
持
す
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

液
体
状
の
使
用
済
燃
料
等
を
取
り
扱
う
設
備
が
設
置
さ
れ
る
施
設
（
液

九

液
体
状
の
使
用
済
燃
料
等
を
取
り
扱
う
設
備
が
設
置
さ
れ
る
施
設
（
液

体
状
の
使
用
済
燃
料
等
の
漏
え
い
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
に
限

体
状
の
使
用
済
燃
料
等
の
漏
え
い
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
に
限

る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

液
体
状
の
使
用
済
燃
料
等
を
取
り
扱
う
設
備
の
周
辺
部
又
は
施
設
外

ロ

液
体
状
の
使
用
済
燃
料
等
を
取
り
扱
う
設
備
の
周
辺
部
又
は
施
設
外
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に
通
じ
る
出
入
口
若
し
く
は
そ
の
周
辺
部
に
は
、
液
体
状
の
使
用
済
燃

に
通
じ
る
出
入
口
若
し
く
は
そ
の
周
辺
部
に
は
、
液
体
状
の
使
用
済
燃

料
等
が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
が
設
置
さ

料
等
が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
が
設
置
さ

せ
き

れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
施
設
内
部
の
床
面
が
隣
接
す
る
施
設
の
床

れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
施
設
内
部
の
床
面
が
隣
接
す
る
施
設
の
床

面
又
は
地
表
面
よ
り
低
い
場
合
で
あ
っ
て
、
液
体
状
の
使
用
済
燃
料
等

面
又
は
地
表
面
よ
り
低
い
場
合
で
あ
っ
て
、
液
体
状
の
使
用
済
燃
料
等

が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。

。

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

（
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
施
設
等
）

（
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
施
設
等
）

第
二
十
一
条

使
用
済
燃
料
の
受
入
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
と

第
二
十
一
条

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る

こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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◯

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
係
る
廃
棄
物
管
理
事
業
者
の
設
計
及
び
工
事
に
係
る
品
質
管
理
の
方
法
及
び
そ
の
検
査
の
た
め
の
組
織
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規

則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
三
十
二
号
）
（
第
五
十
一
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
品
質
目
標
）

（
品
質
目
標
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２

経
営
責
任
者
は
、
品
質
目
標
を
、
そ
の
達
成
状
況
を
評
価
し
得
る
も
の
で

２

経
営
責
任
者
は
、
品
質
目
標
を
、
そ
の
達
成
状
況
を
評
価
し
う
る
も
の
で

あ
っ
て
、
か
つ
、
品
質
方
針
と
整
合
的
な
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

あ
っ
て
、
か
つ
、
品
質
方
針
と
整
合
的
な
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
個
別
業
務
の
実
施
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
の
妥
当
性
確
認
）

（
個
別
業
務
の
実
施
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
の
妥
当
性
確
認
）

第
四
十
条

（
略
）

第
四
十
条

（
略
）

２

廃
棄
物
管
理
事
業
者
は
、
前
項
の
プ
ロ
セ
ス
が
個
別
業
務
計
画
に
定
め
た

２

廃
棄
物
管
理
事
業
者
は
、
前
項
の
プ
ロ
セ
ス
が
第
二
十
五
条
第
一
項
の
計

結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
、
妥
当
性
確
認
に
よ
っ
て
実
証
し
な
け

画
に
定
め
た
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
、
妥
当
性
確
認
に
よ
っ
て

れ
ば
な
ら
な
い
。

実
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
測
定
）

（
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
測
定
）

第
四
十
九
条

（
略
）

第
四
十
九
条

（
略
）

２

廃
棄
物
管
理
事
業
者
は
、
前
項
の
監
視
測
定
の
方
法
に
よ
り
、
プ
ロ
セ
ス

２

廃
棄
物
管
理
事
業
者
は
、
前
項
の
監
視
測
定
の
方
法
に
よ
り
、
プ
ロ
セ
ス

が
第
十
二
条
第
一
項
の
計
画
及
び
個
別
業
務
計
画
に
定
め
た
結
果
を
得
る
こ

が
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
の
計
画
に
定
め
た
結
果
を
得

と
が
で
き
る
こ
と
を
実
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
実
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

廃
棄
物
管
理
事
業
者
は
、
第
十
二
条
第
一
項
の
計
画
及
び
個
別
業
務
計
画

３

廃
棄
物
管
理
事
業
者
は
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
の

に
定
め
た
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
個
別
業
務
等

計
画
に
定
め
た
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
個
別
業

要
求
事
項
の
適
合
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
修
正
及
び
是
正
処
置
を
適
切
に

務
等
要
求
事
項
の
適
合
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
修
正
及
び
是
正
処
置
を
適

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

切
に
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
対
す
る
検
査
試
験
）

（
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
対
す
る
検
査
試
験
）

第
五
十
条

（
略
）

第
五
十
条

（
略
）

２

廃
棄
物
管
理
事
業
者
は
、
前
項
の
検
査
試
験
を
、
個
別
業
務
計
画
及
び
第

２

廃
棄
物
管
理
事
業
者
は
、
前
項
の
検
査
試
験
を
、
個
別
業
務
計
画
及
び
第

三
十
九
条
第
二
号
に
規
定
す
る
手
順
書
に
従
っ
て
、
個
別
業
務
の
実
施
に
係

三
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
手
順
書
に
従
っ
て
、
個
別
業
務
の
実
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る
プ
ロ
セ
ス
の
適
切
な
段
階
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

施
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
の
適
切
な
段
階
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
～
６

（
略
）

３
～
６

（
略
）



- 252 -

◯

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
三
十
三
号
）

（
第
五
十
二
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
閉
じ
込
め
の
機
能
）

（
閉
じ
込
め
の
機
能
）

第
十
一
条

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
次
に
掲

第
十
一
条

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
次
に
掲

げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
放
射
性
廃
棄
物
を
限
定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ
込
め
る

げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
放
射
性
廃
棄
物
を
限
定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ
込
め
る

機
能
を
保
持
す
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

機
能
を
保
持
す
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
取
り
扱
う
設
備
が
設
置
さ
れ
る
施
設
（
液

四

液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
取
り
扱
う
設
備
が
設
置
さ
れ
る
施
設
（
液

体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
漏
え
い
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
に
限

体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
漏
え
い
が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
に
限

る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
取
り
扱
う
設
備
の
周
辺
部
又
は
施
設
外

ロ

液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
取
り
扱
う
設
備
の
周
辺
部
又
は
施
設
外

に
通
じ
る
出
入
口
若
し
く
は
そ
の
周
辺
部
に
は
、
液
体
状
の
放
射
性
廃

に
通
じ
る
出
入
口
若
し
く
は
そ
の
周
辺
部
に
は
、
液
体
状
の
放
射
性
廃

棄
物
が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
が
設
置
さ

棄
物
が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
堰
が
設
置
さ

せ
き

れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
施
設
内
部
の
床
面
が
隣
接
す
る
施
設
の
床

れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
施
設
内
部
の
床
面
が
隣
接
す
る
施
設
の
床

面
又
は
地
表
面
よ
り
低
い
場
合
で
あ
っ
て
、
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物

面
又
は
地
表
面
よ
り
低
い
場
合
で
あ
っ
て
、
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物

が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

が
施
設
外
へ
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。

。

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

（
受
入
施
設
又
は
管
理
施
設
）

（
受
入
れ
施
設
又
は
管
理
施
設
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

（
放
射
線
管
理
施
設
）

（
放
射
線
管
理
施
設
）

第
二
十
条

事
業
所
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
計
測
す
る
放
射
線
管
理
施
設

第
二
十
条

事
業
所
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
計
測
す
る
放
射
線
管
理
施
設

が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
項

が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
項

を
直
接
計
測
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
こ
れ
を
間
接
的
に
計
測
す
る
施

を
直
接
計
測
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
こ
れ
を
間
接
的
に
計
測
す
る
施

設
を
も
っ
て
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

設
を
も
っ
て
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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一

廃
棄
物
管
理
設
備
本
体
、
放
射
性
廃
棄
物
の
受
入
施
設
等
の
放
射
線
遮

一

廃
棄
物
管
理
設
備
本
体
、
放
射
性
廃
棄
物
の
受
入
れ
施
設
等
の
放
射
線

蔽
物
の
側
壁
に
お
け
る
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
当
量
率

遮
蔽
物
の
側
壁
に
お
け
る
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
当
量
率

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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◯

使
用
施
設
等
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
三
十
四
号
）
（
第
五
十
三
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
立
入
り
の
防
止
）

（
立
ち
入
り
の
防
止
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

（
溢
水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

（

水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

い
つ

第
十
三
条

施
設
検
査
対
象
施
設
は
、
そ
の
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
が
発
生
し

第
十
三
条

施
設
検
査
対
象
施
設
は
、
そ
の
施
設
内
に
お
け
る

水
が
発
生
し

い
つ

た
場
合
に
お
い
て
も
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

た
場
合
に
お
い
て
も
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。


